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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人国立病院機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 令和元年度（第４期） 

中期目標期間 令和元～５年度 

  

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 厚生労働大臣 

 

 法人所管部局 医政局 

 

担当課、責任者 医療経営支援課 岩下 正幸 課長  

 評価点検部局 政策統括官 

 

担当課、責任者 政策立案・評価担当参事官室 生田 直樹 参事官  

 

 

３．評価の実施に関する事項 

令和２年９月１５日に法人の理事長・監事からのヒアリング及び外部有識者からの意見聴取を実施した。 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

特になし 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ａ：全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

Ａ     

評定に至った理由 項目別評定は８項目中、Ａが４項目、Ｂが４項目であり、うち重要度「高」を付している項目は、Ａが３項目、Ｂが１項目ある。また、全体の評価を引き下げる事象もなかったた

め、厚生労働省独立行政法人評価実施要領に定める総合評定の評価基準に基づき算出した結果、Ａ評定とした。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 国立病院機構の業務内容である、診療事業、臨床研究事業、教育研修事業において高い実績をあげている。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

建築コストの上昇等による投資環境の悪化、地域の医療体制の見直しなど、経営の外部環境の変化が著しい。 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

特になし 

その他改善事項  特になし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

 特になし 
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４．その他事項 

監事等からの意見 【監事からの意見】 
・ 監査の結果として、監査報告のとおり全て適正であり、問題はない。 
・ 理事長のリーダーシップの下、職員が一体となって業務運営改善のため日々努力を重ね、また給与、賞与の改定見送りに加え、期末賞与も支給を見送るなどの賢明な経費圧縮努力

をし、経常収支の黒字を達成したことは大いに評価すべきものである。 
・ 新型コロナウイルス感染症についても、国からの要請を受けて、初動期段階からダイヤモンド・プリンセス号等への医療スタッフの派遣並びに機構病院での患者受入を行うなど、

国の政策を担う役割を十分に果たしている。 
・ 職員の非違行為事案については、誠に遺憾な事案であり、監事としても重く受け止めている。これについては既に監事監査を実施して、再発防止策の取組や担当者と管理者の職務

の分離の徹底など、高い緊張感を持って適切に運営しているということについて確認している。 
・ 公的病院として地域医療構想の中で、国及び地域から求められる医療の提供をしっかり継続していくこと、職員が安全・安心に働くことができるよう労働環境改善にしっかり取り

組むことなど、克服すべき課題は多いものと認識している。 
・ 業務運営改善に係る不断の努力を継続し、安定的な法人経営を行っていくことが重要。 
【理事長からの意見】 
・ 地域において必要とされる医療の安定的かつ継続的な提供、職員にとって安全・安心に働ける環境づくり、災害時等の危機管理の３点を大きな柱として取組を進めている。 
・ 特に最近では、危機管理の一環として、本年１月以降、国や自治体からの要請を受けつつ新型コロナウイルス感染症への対応も積極的に取り組んでおり、国の医療政策及び地域に

おける医療の提供等に大きく貢献してきているものと考える。 
・ 令和元年度は、昨今の病院経営をめぐる極めて厳しい環境に加えて、コロナ対応を進める中、患者数も著しい減少となったが、それまで経営改善や費用削減を引き締めて続けてき

たことも相まって、何とか平成３０年度に引き続き２期連続の黒字とし、経常収支率１００％以上の目標を達成した。 
・ 経営状況が厳しい中で、医療の質の向上や患者の療養環境改善と健全な経営とのバランスを図りながら、老朽建物の更新築を行いつつ、中長期的に安定した投資を継続するため、

経営状況を踏まえた投資枠を設定し、財務状況に応じ、法人として適切な規模で積極的な投資を行う。 
・ 働き方改革を進め、職員が安全・安心に働ける職場環境の改善を図っていくことが、よりよい医療に結びつくと考えており、新たな勤務環境時間管理方法の導入、生産性向上に向

けたテクノロジーの実用化推進、医師のタスクシフティングを担う人材育成等に取り組み、労働環境の改善について、より一層重点的に進めていきたい。 
・ 最後に、医療の提供、臨床研修、教育研修などを積極的、継続的に果たし、我が国の医療に貢献し、地域にも信頼され、職員が誇りを持って働ける国立病院機構を引き続き発展さ

せていくために、質の高い医療の提供、その基盤となる経営改善に取り組んでいく。 
その他特記事項  特になし 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別調書

№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別調書

№ 

備考 

  元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 
  元 

年度 

２ 

年度 

３ 

年度 

４ 

年度 

５ 

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 診療事業 Ａ     １－１    業務運営等の効率化 Ａ 

重 

    ２－１  

医療の提供 Ｂ○ 

重 

    １－１－１            

 地域医療への貢献 Ａ○ 

重 

    １－１－２            

 国の医療政策への貢献 Ａ○ 

重 

    １－１－３            

臨床研究事業 Ａ○ 

重 

    １－２            

 教育研修事業 Ｂ     １－３            

                  

                  

                  

                   

          Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  

           予算、収支計画及び資金計画 Ｂ     ３－１  

                  

                  

                  

                  

                  

                   

          Ⅳ．その他の事項  

           その他主務省令で定める業務運営に関

する事項 

Ｂ     ４－１ 

 

 

          

                  

                  

                  

                   

 

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 

重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 診療事業 

業務に関連する政策・

施策 

― 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立病院機構法第３条 

当該項目の重要度、難

易度 

― 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

事前分析表（令和元年度）Ｉ－４－１ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 （参考） 
前中期目標期
間最終年度値 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度  指標 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

         予算額（千円） 988,900,395     

         決算額（千円） 976,561,682     

         経常費用（千円） 983,294,458     

         経常利益（千円） 13,610,531     

         行政コスト（千円） 990,162,530     

         従事人員数（人） 62,226 
（※注①） 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）①従事人員数については、診療を行っている者が研究や教育を行う等、事業分類ごとに算出することが困難で 

あるため、全常勤職員数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第３ 国民に

対して提供す

るサービスそ

の他業務の質

の向上に関す

る事項 

通則法第２

９条第２項第

２号の国民に

対して提供す

るサービスそ

の他の業務の

質の向上に関

する事項は、

次のとおりと

する。 

 

１ 診療事業 

患者の目線

に立った安

心・安全で質

の高い医療を

提供し、地域

包括ケアシス

テムの構築及

び地域医療構

想の実現に積

極的に取り組

むとともに、

国の医療政策

に貢献するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

第１ 国民に

対して提供す

るサービスそ

の他業務の質

の向上に関す

る目標を達成

するためにと

るべき措置 

１ 診療事業 

診療事業に

おいては、患

者の目線に立

って、安心・

安全で質の高

い医療を、多

職種が連携し

て提供し、国

立病院機構の

機能を最大限

活用しなが

ら、地域包括

ケアシステム

の構築及び地

域医療構想の

実現に積極的

に取り組むと

ともに、引き

続き、国の医

療政策に貢献

する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 国民に

対して提供す

るサービスそ

の他業務の質

の向上に関す

る目標を達成

するためにと

るべき措置 

１ 診療事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）医療の提供【Ａ】 

（２）地域医療への貢献【Ａ】 

（３）国の医療政策への貢献【Ａ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ   

 
（自己評定Ａの理由） 

 小項目である（１）医療の提供、（２）

地域医療への貢献、（３）国の医療政策へ

の貢献において、良好な結果を得たた

め、Ａとした。 

 

 

評定 Ａ 

＜評価に至った理由＞ 

自己評価書の評価結果が妥当であることが

確認できた 

 



7 
 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－１ 診療事業 医療の提供 

業務に関連する政策・

施策 

日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること  

医療従事者の資質の向上を図ること  

医療安全確保対策の推進を図ること 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立病院機構法第３条 

当該項目の重要度、難

易度 

重要度：「高」  

標準化した診療計画及び実施プロセスに基づき着実なインフォームドコンセントを実施

することや、地域の医療機関との医療安全相互チェック、臨床評価指標による計測等の取

組を実施し、医療の質や患者満足度の向上に努めることは、政策目標である「安心・信頼

してかかれる医療の確保と国民の健康づくりの推進」に寄与するものであり重要度が高

い。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

事前分析表（令和元年度）Ｉ－４－１ 
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２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 （参考） 
前中期目標
期間最終年
度値 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度   指標 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

特定行為を

実施できる

看護師の配

置数 

（計画値） 

前年度よ

り増加 
 111 名      予算額（千円） 988,900,395 

（※注①） 
    

特定行為を

実施できる

看護師の配

置数 

（実績値） 

 111 名 133 名      決算額（千円） 976,561,682 
（※注①） 

    

達成度   119.8％      経常費用（千円） 983,294,458 
（※注①） 

    

専門性の高

い職種の配

置数 

（計画値） 

前年度よ

り増加 
 認定看護師  

1,040 名 

専門看護師

63 名 

認定薬剤師 

1,269 名 

専門薬剤師 

92 名 

     経常利益（千円） 13,610,531 
（※注①） 

    

専門性の高

い職種の配

置数 

（実績値） 

 認定看護師  

1,040 名 

専門看護師

63 名 

認定薬剤師 

1,269 名 

専門薬剤師 

92 名 

認定看護師 

1,077 名 

専門看護師 

74 名 

認定薬剤師 

1,334 名 

専門薬剤師 

94 名 

     行政コスト（千

円） 
990,162,530 
（※注①） 

    

 達成度   認定看護師 

103.6％ 

専門看護師 

117.5％ 

認定薬剤師 

105.1％ 

専門薬剤師 

102.2％ 

     従事人員数（人） 62,226 
（※注②） 
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注）①予算額、決算額、経常費用、経常利益、行政コストについては、診療事業の項目（項目 1－1－1、 

1－1－2、1－1－3）ごとに算出することが困難であるため、診療事業の項目全体の額を記載。 

       ②従事人員数については、診療を行っている者が研究や教育を行う等、事業分類ごとに算出すること

が困難であるため、全常勤職員数を記載。 

  

クリティカ

ルパスの実

施割合 

（計画値） 

前中期目

標期間中

の最も高

い年度の

実績以上 

 48.6％ 

（平成 28 

年度） 

           

クリティカ

ルパスの実

施割合 

（実績値） 

 47.1％ 

 

49.4％            

 達成度   101.6％            
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ  

 
（自己評定Ａの理由） 

・ 全ての定量的指標において、達成度が１００％以上であった。 

 
・ 下記理由により、定量的指標について、達成度が１００％以上であり、

その他の目標についても良好な結果を得た。 

 
○ 高度な判断能力と実践能力をもつ特定行為を実施できる看護師の配置

は、スキルミックスによるチーム医療の提供や、医師の業務に係るタス

ク・シフティング、タスクシェアリングにも資するため、医療の質の向

上につながる。令和元年度においては、特定行為を実施できる看護師を

１３３名配置し、達成度は１１９．８％となった。また、令和元年度は

長崎医療センターが新たに特定行為研修制度における指定研修機関とな

り、機構全体で３病院が指定研修機関となる等、特定行為ができる看護

師の育成にも努めた。 

 
○ 各専門領域における高度な専門的知識・技能を有する専門・認定看護

師及び専門・認定薬剤師等の配置は医療の高度化・複雑化に対応するた

めのチーム医療の推進につながる。令和元年度においては、認定看護師

１，０７７名、専門看護師７４名、認定薬剤師１，３３４名、専門薬剤

師９４名を配置し、達成度はそれぞれ１０３．６％、１１７．５％、１

０５．１％、１０２．２％となり、質の高い医療提供の取組を引き続き

推進した。 

 
○ クリティカルパスは、疾患に対する患者の状態と診療行為の目標及び

評価・記録を含む標準診療計画であり、診療計画・実施プロセスを標準

化することにより、チーム医療の実現、医療の質の向上に資するのみな

らず、インフォームドコンセントを着実に実施することで、患者の満足

度を向上させる効果が期待できる。 

病院の機能分化が進み、急性期病院の平均在院日数の適正化（短縮）

を進めているなかで、積極的にクリティカルパスも活用した結果、令和

元年度におけるクリティカルパスの実施割合は４９．４％となり、達成

度は１０１．６％と高い水準を維持した。 

  

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

Ⅰ．主な目標の内容 

独立行政法人国立病院機構法（平成１４年

法律第１９１号）では、機構の目的として、

国の医療政策として機構が担うべきものの向

上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に

寄与することとされており、その目的を達成

するため、医療を提供することを業務として

いる。 

 中期目標・中期計画では、患者の目線に立

った、安心・安全で質の高い医療を提供し、

患者・家族が医療内容を適切に理解し治療の

選択に主体的に関わることができる環境を整

えることとされており、患者・家族の目線に

立った支援を行うことが期待されている。 

（１）患者の目線に立った医療の提供 

（２）安心・安全な医療の提供 

（３）質の高い医療の提供 

 

また、年度計画において、定量的指標とし

て「特定行為を実施できる看護師の配置

数」、「専門性の高い職種の配置数」について

は前年度より増加、「クリティカルパスの実

施割合」については前中期目標期間中の最も

高い年度の実績以上にすることと設定してい

る。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 患者の目線に立った安心・安全で質の高い医療の提供のために、毎

年、国立病院機構の全病院で患者満足度調査などのアンケート調査を継

続して実施し、その結果を踏まえ、患者の多様なニーズに的確に応える

ために、相談支援体制や事業の実施方法など医療の提供全般にわたって

不断の見直しを行っており、令和元年度の患者満足度調査においても、

前年度に引き続き高い水準を維持した。 

 
○ 国立病院機構独自の取組として、従来は、近隣病院で実施していた病

院間相互チェックを重症心身障害、筋ジストロフィーを含む神経・筋難

病、精神科医療の同じ機能を持つ「セーフティネット分野の病院間での

相互チェック」を実施し、セーフティネット分野の医療の質の向上に貢

献した。さらに、従前は医療安全に関する事項を幅広く相互チェックし

ていたが、今年度は発生頻度が高く、重篤な状態に繋がるリスクが高い

「転倒転落」にテーマを絞って相互チェックを実施し、好事例について

は各病院に周知する等、組織一丸となって更なる安全性の向上に努め

た。 

 

  

 

 

 

 

評定  

Ⅱ．目標と実績の比較 

「特定行為を実施できる看護師の配置数」

については、前年度１１１名に対して、実

績は１３３名、達成度は１１９．８％とな

っている。 

 

「専門性の高い職種の配置数」について

は、認定看護師、専門看護師、認定薬剤

師、専門薬剤師全てにおいて、前年度より

上回っており、特に専門看護師については

達成度が１１７．５％であった。 

   

「クリティカルパスの実施割合」について

は４９．４％、達成度１０１．６％であっ

た。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）医療の 

提供 

患者の目線

に立った医療

の提供を推進

する観点か

ら、引き続

き、患者のニ

ーズを的確に

把握し、患者

満足度の向上

に努めるこ

と。 

また、安

心・安全な医

療を提供する

ため、地域の

医療機関との

連携や機構の

ネットワーク

の活用によ

り、医療安全

対策をより一

層充実させ医

療事故の防止

に努めるとと

もに、院内感

染対策の標準

化にも取り組

み、これらの

取組の成果に

ついて適切に

情報発信する

こと。 

さらに、質

の高い医療の

提供や医療の

標準化のた 

（１）医療の

提供 

① 患者の目

線に立った医

療の提供 

サービスの

改善に資する

よう、患者満

足度調査をは

じめ多様な調

査結果に基づ

き各病院でＰ

ＤＣＡを展開

し、患者満足

度の向上に努

める。 

患者・家族

が医療内容を

理解し治療の

選択に主体的

に関わること

ができるよう

に相談体制を

充実するとと

もに、複数職

種が協働し、

患者・家族の

目線に立った

支援を行う。 

疾病に関す

る情報を提供

する環境を整

える等、患者・

家族の健康・

疾病に対する

理解を促す取

組 を 推 進 す

る。 

（１）医療の

提供 

① 患者の目

線に立った医

療の提供 

 患者満足度

調査をはじめ

多様な調査結

果に基づき各

病院でＰＤＣ

Ａを展開し、

自院の課題を

検討するとと

もに、多様な

診療時間の設

定や待ち時間

対策など必要

なサービスの

改善を図り、

患者満足度の

向上に努め

る。 

患者・家族

が医療内容を

理解し治療の

選択に主体的

に関わること

ができるよう

に相談しやす

い環境や体制

を充実させる

とともに、患

者への説明時

に医師以外の

職種が同席す

るなど複数職

種が協働して

患者・家族の 

 

 

 
＜評価の視点＞ 

・ 患者満足度

調査をはじめ

多様な調査結

果に基づき各

病院でＰＤＣ

Ａを展開し、

必要な改善を

図り、患者満

足度の向上に

努めている

か。 

 

 

 

 

 

（１）医療の提供 

 

①患者の目線に立った医療の提供       

 

１．患者満足度調査の実施と必要なサービスの改善に向けた取組   

 

 （１）患者満足度調査の概要及び結果 

患者満足度調査については、患者の目線に立ち国立病院機構全体のサービスの向上を

図ることを目的に実施している。 

入院においては調査期間（令和元年１０月１日から令和元年１０月３１日まで）の退

院患者のうち協力の得られた１８，６４６名、外来においては調査日（令和元年１０月

１日から令和元年１０月１８日までの病院任意の２日間）に来院した外来患者のうち協

力の得られた２６，６６３名について調査を行った。 

設問は前年度に引き続き患者の調査に対する心理的障害を取り払い、患者から本音を

引き出しやすくするために全体的にネガティブな設問とし、調査精度の向上と客観性を

追求する調査方法とした。また、患者の匿名性を担保するため、記入された調査票につ

いては、病院職員が内容を確認することができないよう患者が厳封したものを各病院か

ら国立病院機構本部に直送しており、集計に当たっても個人が特定されることがないよ

うにするなど、患者のプライバシーに十分配慮し実施した。 

令和元年度における調査の結果は、入院、外来とも前年度に引き続き高水準を維持し

た。加えて、各病院においても自院の結果を分析し、ＰＤＣＡサイクルの下様々な取組

を進めており、前年度の平均値が低かった多くの病院で着実に改善が図られた。 

また、令和元年度においては、患者満足度調査の調査票を他の設置団体と比較しやす

くなるよう検討を行った。今後、新しい調査票にて患者満足度調査を実施する。（ただ

し令和２年度については、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、実施は見送る。） 

 

【調査結果概要】※アンケートは５段階評価としており、以下はその平均ポイントを表している。 

○入院             平成３０年度平均値   令和元年度平均値 

・総合評価                 ４．５５４   →   ４．５４８ 

・分かりやすい説明         ４．６１６   →   ４．６１４ 

・相談しやすい環境作り        ４．５７５   →    ４．５７４ 

・プライバシーへの配慮        ４．６５９   →    ４．６６６ 

 

○外来             平成３０年度平均値   令和元年度平均値 

・総合評価                 ４．１４８   →   ４．１５２ 

・分かりやすい説明         ４．２３８   →   ４．２４２ 

・相談しやすい環境作り        ４．２０１   →    ４．２０７ 

・多様な診療時間の設定     ４．０６８   →   ４．０６５ 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

評定  

Ⅲ．その他考慮すべき

要素 

（１）患者目線に立っ

た医療の提供について 

令和元年度度患者満

足度調査では、総合評

価で前年度に引き続き

全体として高水準を維

持しているほか、各病

院においても必要な改

善が図られていること

を評価する。 

 
（２）安心・安全な医

療の提供について 

 医療安全について国

立病院機構独自の取組

として、従来は、近隣

病院で実施していた病

院間相互チェックを重

症心身障害、筋ジスト

ロフィーを含む神経・

筋難病、精神科医療の

同じ機能を持つセーフ

ティネット分野の病院

間での相互チェックを

実施し、セーフティネ

ット分野の医療に特化

したチェック項目など

で評価し、より的確な

指摘・助言をするとと

もに、相互の情報共有

の場としても有効な相

互チェックを実施する

ことができ、セーフテ

ィネット分野の医療の 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 め、引き続

き、チーム医

療やクリティ

カルパス※ 

の活用を推進

するととも

に、臨床評価

指標の効果的

な活用を 

推進するこ

と。 

※ クリティ

カルパス･･･

疾患に対する

患者の状態と

診療行為の目

標及び評価・

記録を含む標

準診療計画 

 目線に立った

きめ細やかな

支援を行う。 

疾病に関す

る情報を提供

する環境整備

を進めるとと

もに、患者や

家族向けの勉

強会を開催す

るなど患者・

家族の健康・

疾病に対する

理解を促す取

組 を 推 進 す

る。 

 ・待ち時間対策         ３．４９７   →   ３．４９６ 

・プライバシーへの配慮        ４．２５８   →    ４．２５７ 

 

【平成３０年度と比較して総合評価が特に改善した病院】 

   ○箱根病院（入院）  平成３０年度４．３０８ → 令和元年度４．９４１ 

    演奏会、カラオケ大会、ボッチャ等の遊戯大会の開催など多くの利用者やその家族も

楽しめるようなイベント企画を実施している。 

 

   ○西別府病院（外来）   平成３０年度４．１２５ → 令和元年度４．３１０ 

    患者サービス向上委員会の中で職員を対象に接遇を含めたセルフチェックを行い、セ

ルフチェック後は集計結果を各職場にフィードバックしている。 

 

【平成３０年度のポイントが平均値を下回った病院の令和元年度の改善状況】 

○入院 

・総合評価        ７４病院中４９病院が改善 → 改善病院平均０．２１１増 

・分かりやすい説明   ７３病院中５４病院が改善 → 改善病院平均０．２１５増 

・相談しやすい環境作り ７９病院中５２病院が改善  →  改善病院平均０．１６８増 

・プライバシーへの配慮 ４４病院中３０病院が改善  →  改善病院平均０．２３７増 

 

○外来 

・総合評価       ６９病院中４５病院が改善  →  改善病院平均０．１１１増 

・分かりやすい説明   ６５病院中３４病院が改善  →  改善病院平均０．１４１増 

・相談しやすい環境作り ６７病院中４７病院が改善 →  改善病院平均０．１４１増 

・多様な診療時間の設定 ６６病院中３８病院が改善 →  改善病院平均０．１６０増 

・待ち時間対策     ４８病院中３３病院が改善  →  改善病院平均０．１１８増 

・プライバシーへの配慮 ７３病院中４５病院が改善  →  改善病院平均０．１４２増 

 

（２）患者サービスの改善に向けた取組 

（分かりやすい説明に関する取組） 

医師、看護師、メディカルスタッフなどが参画し、委員会やＷＧを立ち上げて、多職

種がそれぞれの立場で患者の目線に立ちながら、患者サービスの改善を行っている。 

そのほかに、医療従事者等に対する接遇やコミュニケーションに関する研修を全ての

病院で実施した。 

以上のように、説明スキルの向上等に、令和元年度も引き続き取り組んだ。 

 

【接遇マニュアルを作成している病院】 

平成３０年度 １２８病院 → 令和元年度 １２８病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

質の向上に貢献したこ

とを評価する。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     【特徴的な取組例】 

自部署での接遇チェックリストをはじめ、身だしなみパーフェクトブックの作成や毎

月２回の多職種接遇ラウンドを実施するなど、院内の教育研修部を中心に各部署の接遇

向上に取り組んだ。（近畿中央呼吸器センター） 

 

（多様な診療時間の設定に関する取組） 

患者が受診しやすい体制を構築するため、多様な診療時間の設定を推進している。各

病院においては、地域の医療ニーズ、自院の診療機能や診療体制等を踏まえ、以下のよ

うな取組を行った。 

 

    【各病院による主な取組】 

・大型連休期間中における放射線治療やリハビリテーション等の実施、平常時に準じ

た手術の実施体制の整備 

・肺がん検診や人間ドックの土曜日実施や平日１９時までの受付体制の整備 

・ＭＲＩ・ＣＴ検査や入院予定患者の時間外受入れ 

・人工透析外来について会社帰りに透析が実施できる準夜体制を整備 

・学生等のニーズに応じた総合スポーツ外来の受診枠を午後に設定 

 

【特徴的な取組例】 

早期発見、早期治療のために、脳ドックや肺ドックなどを対象にした年３回の健診サ

タデー、健診サンデーを実施し、４６人が健診を受診した。（旭川医療センター） 

 

（待ち時間対策に関する取組） 

各病院で外来診療における予約制を導入しており、予約の変更についても電話で受け

付ける体制を整備している。また、１４０病院の会計窓口において、クレジットカード

等が使用できるほか、令和元年度は４病院において医療費後払いサービスを実施し、会

計窓口の待ち時間をゼロとすることで、待ち時間に対する心理的負担を軽減できる取組

を行った。 

また、各病院で待ち時間調査、外来運営委員会等での要因分析を実施しており、その結

果に基づいて以下のような取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅳ．評価 

「特定行為を実施

できる看護師の配置

数」については、新た

に１病院が特定行為

研修制度における指

定研修機関として指

定され、実習協力施

設としても３病院が

新たに加わるなど、

特定行為が実施でき

る看護師の育成にも

努めていることを高

く評価する。 

 
「専門性の高い職

種の配置数」につい

ては、看護師につい

ては、感染、皮膚、排

泄ケア、救急といっ

た、特定の看護分野

において、熟練した

看護技術と知識を用

いて水準の高い看護

実践能力を持つ専

門・認定看護師の配

置を拡充し、質の高

い医療提供の取組を

引き続き推進してい

ることを評価する。 

  薬剤師において

も、院内感染対策チ

ーム、がん化学療法

チーム等の特定領域

において、他の医療

職の期待に応えるこ

とのできる専門・認 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 患者・家族

が医療内容を

理解し治療の

選択に主体的

に関わること

ができるよう

に相談しやす

い環境や体制

を充実させて

いるか。 

 

【各病院による主な取組】 

・看護師等による積極的な患者への声かけや状況説明 

・会計窓口における収納端末の増設や混雑時における人員増 

・紹介・逆紹介など地域の医療機関との受診予約等を含めた連携強化による混雑の緩和 

・待ち時間の目安になるよう受付番号を表示 

・ポケベルやＰＨＳの貸出により待ち時間中の行動範囲の制限を緩和 

・アメニティの提供等による待ち時間への負担感の軽減 

 

【特徴的な取組例】 

外来予約検査の説明を診療科窓口から中央処置室に一本化することで予約検査説明を受

けるまでの待ち時間の減少につながるとともに、検査説明を受ける環境も整備でき、検査

説明の件数が最も多い診療科では、問い合わせ件数が一本化前と比較して一日平均１５件

から２．８件と大幅に減少した。（東京医療センター） 

  

２． 患者・家族が相談しやすい環境や体制を充実させるための取組 

 

（１）医療相談窓口の設置等 

患者が相談しやすい環境を整備するため、全ての病院において医療相談窓口を設置して

いる。そのうち１３４病院においては、患者のプライバシーにも配慮するため相談窓口を

個室化している。残りの病院についても、第三者に会話が聞こえにくいように、パーテー

ションを設ける等の対策を講じている。 

また、都道府県などが開催しているピアサポーター養成研修を修了したがん治療体験者

がピアサポーターとして、自らの経験を生かしながら、患者や家族の不安や悩みを共有

し、相談や支援を行っている。 

・総合案内における看護師長等による患者・家族への対応・・・１１１病院 

・薬剤に関する質問や相談に薬剤師が随時対応できる体制・・・１２７病院 

 

【特徴的な取組例】 

がんの治療中や治療後のさまざまな外見の変化の悩みに対応するため、アピアランスケ

アセンターを開設し、複数職種で連携しながらサポートする体制を整えた。（栃木医療セ

ンター） 

    

（２）医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）の配置 

診療に係る社会的、心理的、経済的問題などについて相談に応じ、解決への支援を行う医

療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）を配置しており、令和元年度においては、ＭＳＷを１４名

増やし１３７病院５５１名で相談体制の更なる充実を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

評定  

定薬剤師を配置し、

医薬品の適正使用を

推進するとともに安

全かつ有効な薬物療

法の実施に取り組

み、チーム医療に貢

献していることを評

価する。 

 
「クリティカルパ

スの実施割合」につ

いては、安全で精度

が高く効率的な医療

を提供するため、各

病院において、予想

されたプロセスとは

異なる過程を分析

し、その結果を踏ま

えてクリティカルパ

スの改良を行うなど

の取組を引き続き実

施しているほか、各

病院でクリティカル

パス研究会等を開催

し、その普及にも引

き続き取り組むな

ど、継続して実施し

ていることを評価す

る。 

 
このほか、上記以

外の目標についても

所期の目標を達成し

ていることから評定

を「Ｂ」とした。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 複数職種が

協働し、患者

家族の目線に

立ったきめ細

やかな支援を

行っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＭＳＷの配置状況】 

平成３０年度   １３７病院 ５３７名→ 令和元年度   １３７病院 ５５１名  

 

（３）周産期及び産後の育児支援 

周産期医療を提供している病院においては、核家族化や出産年齢の高齢化に伴う、産

後の家族のサポート不足を原因とした育児への不安や負担感を軽減するため、産後入院

のシステムを整えた。また、家族のニーズに合わせた満足度の高い、安心なお産及び育

児支援ができるよう、院内助産所や助産師外来を設置している病院もある。 

 

【特徴的な取組例】 

産後のお母さんたちの辛い症状の改善のお手伝いやお母さん同士の交流の場として、

ベビーマッサージ・産後ヨーガ教室を開催し、毎回１０組ほどのお母さんと赤ちゃんが

参加した。（高崎総合医療センター） 

   

３． 複数職種が協働して患者・家族の目線に立った支援を行う取組 

 

（１）多職種協働による長期療養患者のＱＯＬ向上のための具体的取組 

長期療養患者のＱＯＬ向上のため、単調になりがちな長期療養生活の良いアクセント

となるよう、各病院において、七夕祭り、クリスマス会などの季節的行事に加え、院内

コンサート、遠足、誕生会等の開催に令和元年度も引き続き取り組んだ。  

また、長期療養に伴い患者・家族に生じる社会的、心理的、経済的問題等の解決に早

期に対応し安心して医療が受けられるようにするとともに、退院後の在宅ケア、社会復

帰が円滑に行えるよう関係機関と連携し必要な援助を行っていくため、ＭＳＷを重症心

身障害病床・筋ジストロフィー病床を有している７７病院に２５８名を配置した。 

さらに、新たに２病院を加えた１２８病院ではボランティアの受入れを行っており、

重症心身障害児（者）等の日常生活援助や遊び相手等、病院職員とともに長期療養患者

のＱＯＬ向上に引き続き貢献していただいた。 

 

【特徴的な取組】 

重症心身障害児（者）病棟で「ゆめ水族館」を１０日間実施し、患者さんと一緒に制

作したくらげと光の煌めきの世界、波のゆらぎとアロマの癒しのスペース、氷のひんや

りワールド等の空間を作り出した。（東徳島医療センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

評定  

＜外部有識者からの意

見＞ 

・待ち時間を減らす取

組、検査の説明窓口

を１つにする取組も

しており、こういっ

た積み重ねが患者満

足度につながってい

る。 

・全ての病院において

医療相談窓口を設置

していて、しかも、

137 病院でＭＳＷが

551 名もいらっしゃ

るというところも非

常に評価できる。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 患者・家族

の健康・疾病

に対する理解

を促す取組を

推進している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）患者への説明時における取組 

入院及び退院時における医師による患者への説明に際しては、医師以外の職種も同席

し、きめ細やかな対応を行った。また、患者や家族が入院生活の全容を把握し易くする

とともに、手続きに関する負担を軽減・効率化するため、入院・退院に関わる手続きを

集約する入退院センターを設置する取組を、令和元年度も引き続き行った。 

   

【特徴的な取組】 

 退院時リハビリテーション指導パンフレットを作成し、表紙にリハビリ、看護、栄

養、薬剤、ソーシャルワーカーの部門サイン欄を設けるなどのスタンプラリー形式をと

り、患者が相談しやすい環境を整えた。（大分医療センター） 

  

４．疾病に関する理解を促すための取組 

  

（１）図書コーナー等の設置 

患者が医療知識を入手しやすいように、新たに１病院を加えた８０病院において医学

資料を閲覧できる図書コーナーや情報室（がん専門の場合は、『がん相談支援室』）を

設置しており、図書コーナーにおいては、患者が理解しやすい書籍を中心に蔵書数を増

やし、利用向上に努めた。 

 

【患者が閲覧できる図書コーナー・情報室を設置している病院】                      

平成３０年度 ７９病院 → 令和元年度 ８０病院 

 

（２）集団栄養食事指導の開催 

患者とその家族を対象とした自己管理を支援する取組の一環として、様々な健康状態

に対しての集団栄養食事指導（集団勉強会）を開催し、正しい食生活への理解を促し、

改善方法の指導及び悩みや不安の解消に努めた。 

 

【令和元年度集団栄養食事指導実績】 

            実施病院数      実施回数      参加人数 

・糖尿病教室         ７７病院       １,７５２回     ８,３６７人 

・高血圧教室         ２２病院        １９１回       ８４７人 

・母親教室          ３１病院         ６０６回     ３,６８５人 

・心臓病教室         ２１病院         ３４４回     ２,０５３人 

・腎臓病教室          ９病院          ８３回      ４７１人 

・離乳食・調乳教室     １３病院             ４５８回     １,５１１人 

・肝臓病教室           １４病院            ８６回      １,４５２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     【特徴的な取組例】 

出産後の母子のフォローアップ目的で離乳食教室を年２回開催し、「かんたん離乳

食」の冊子を使用しながら実際に調理・試食することで、離乳食について学ぶだけでな

く、母親の精神的なサポートにもつながった。（仙台医療センター） 

 

 （３）各種イベントにおける様々な地域住民サービスの実施 

    各病院においては、看護師を中心とした職員が、公共施設等において、身体測定や簡

易な検査、並びに健康相談を通じて地域の住民とコミュニケーションを図る健康増進イ

ベントや看護の日等に係るイベントを令和元年度も引き続き実施した。 

 

【特徴的な取組例】 

看護師等が保健所の職員と一緒に高校に出向き、骨粗鬆症対策の講演と骨量測定を行

い、生徒が自身の測定結果に興味を持つとともに、周りの生徒と比較するなど健康づく

りの啓発を行った。（大阪刀根山医療センター） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料 １：患者満足度調査の概要［１頁］ 

資料 ２：患者満足度調査の結果［７頁］ 

資料 ３：患者・家族が相談しやすい環境や体制を充実させるための取組例［１５頁］ 

資料 ４：長期療養患者のＱＯＬ向上の取組例［１６頁］ 

資料 ５：各種イベントにおける様々な地域住民サービスの実施［１７頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ② 安心・安

全な医療の提

供 

安心・安全

な医療を提供

するため、医

療事故報告の

収集・分析や

地域の医療機

関はもとより

国立病院機構

内の病院間で

の医療安全相

互評価の推

進、医薬品及

び医療機器の

適正使用、使

用医薬品の標

準化等を通じ

て、医療安全

対策の一層の

充実を図る。

また、院内サ

ーベイランス

の充実や院内

感染対策の標

準化などに取

り組む。 

これら取組

の成果を医療

安全白書の公

表など情報発

信に努める。 

② 安心・安

全な医療の提

供 

 安心・安全

な医療を提供

するため、全

病院からの医

療事故報告の

提出を徹底す

るとともに、

報告された事

例を活用し医

療事故の発生

原因や再発防

止対策の情報

共有により医

療安全対策の

一層の充実を

図る。 

地域の医療

機関はもとよ

り国立病院機

構内の病院間

での医療安全

相互評価の推

進、医薬品及

び医療機器の

適正使用、使

用医薬品の標

準化等を通じ

て、医療安全

対策の一層の

充実を図る。 

院内感染対

策に関する研

修の実施、病

院間相互での

感染防止対策 

 

 
･ 全病院から

の医療事故報

告の提出を徹

底するととも

に、医療事故

の発生原因や

発生防止対策

の情報共有に

より医療安全

対策の充実を

図っている

か。 

 

 

② 安心・安全な医療の提供 

 
１．医療安全対策の推進   

  国立病院機構における医療安全対策についての基本的方向性等を審議する「中央医療安全

管理委員会」において、令和元年度は以下の事項について審議し、取りまとめた。 

 

○病院間相互チェック体制の整備に関する専門委員会からの報告について 

○病院間相互チェック体制の整備に関する専門委員会の議論を踏まえた来年度以降の医療

安全相互チェック（重点課題）の実施について 

○院内感染対策に関する専門委員会からの報告について 

○院内感染対策に関する専門委員会の議論を踏まえた院内感染報告制度の改正について 

〇「独立行政法人国立病院機構における医療安全管理のための指針」の見直しについて 

〇国立病院機構における医療安全対策への取り組みの公表について 

 

２．医療事故等への対応 

 
（１）医療事故調査制度への対応  

平成２７年１０月に施行された医療事故調査制度において、国立病院機構は、制度に

該当する事案が発生した医療機関等の院内事故調査を支援するための「医療事故調査等

支援団体」に指定されている。現在、５８病院が登録されており、本部、グループが各

病院への制度の周知を行うとともに、当該医療機関等の要請に応じた事故発生時の支援

に令和元年度も引き続き取り組んだ。 

 

（２）国の報告制度への対応 

発生した医療事故について国への報告を徹底することを目的に、「独立行政法人国立

病院機構における医療安全管理のための指針」（平成２７年１０月１日施行）におい

て、国の報告制度について法令を遵守すべき旨を定めている。 

また、国の報告制度への対応として、日本医療機能評価機構の「医療事故情報収集事

業」への医療事故等報告件数は、制度の趣旨を踏まえ軽微な事故も含め積極的に報告す

るよう病院に促しており、平成３１年１月～令和元年１２月の１年間で１，３９９件が

報告され、これは同事業全体の報告（４，５３２件）の約３割を占めており、国の報告

制度に寄与した。 

なお、医療事故に係る患者影響度５の事案については、医療事故調査制度に基づく報

告の有無及びその理由を本部においても確認することで、報告されるべき事案が適切に

報告される体制を構築している。 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   に係る評価等

の取組、院内

感染に関する

情報収集・分

析により、院

内感染対策の

標準化に取り

組む。 

安全で適切

な医療提供の

確保を推進す

るため、検体

検査の品質及

び精度の確保

に努める。 

医療安全の

観点から、使

用医薬品の標

準化・適正使

用を引き続き

推進する。 

これら取組

の成果を医療

安全白書の公

表など情報発

信に努める。 

 ３．医療事故に係る情報共有及び教育体制 

 

（１）医療事故報告に係る集計・分析及び情報共有 

各病院における医療安全対策の推進に資するため、国立病院機構本部へ報告された事

故事例等を素材として、どの病院でも共通して起こり得ると思われる事例のうち患者影

響度が高い事例を中心に、転倒転落、薬剤（処方過誤、与薬過誤）、誤嚥についての具

体的取組等を整理して各病院に周知した。 

 

（２）新人看護師等を対象とした全病院統一の研修ガイドラインの運用 

本ガイドラインでは、病院における医療安全管理体制についての基本的理解や医療現

場における倫理の重要性、院内感染防止やＭＥ機器の取扱いなど、医療安全に関わる知

識・技術について、経験年数毎の達成目標との比較を行いながら修得できるよう示して

いる。 

令和元年度においても、引き続き本ガイドラインに基づいた各病院での研修を通じ

て、新人看護師に対して採用後早い段階で医療安全に係る研修を行うことにより、医療

安全に関わる知識・技術の向上に努めた。 

 

（３）国立病院機構本部での研修の実施 

国立病院機構本部で実施する院長、副院長、統括診療部長、看護部長、薬剤部（科）

長等の新任者の研修において、医療安全に関する講義やグループワークを実施した。ま

た、診療部長、医長、看護師長など各病院の将来の中心的スタッフとして期待されてい

る職員を対象としているリーダー育成研修においては、ロールプレイを使った医療安全

の研修を令和元年度も引き続き実施した。 

 

（４）各グループでの研修の実施 

全グループにおいて、医療安全に関する具体的な事例分析等の演習を通して、実践的

な知識、技術を習得し、適正な医療事故対策能力を養成するとともに、医師・看護師・

事務職等職種毎の職責と連携の重要性を認識することを目的とした医療安全管理対策に

係る研修を令和元年度も引き続き実施した。 

グループ主催研修の受講者は、研修の成果を自院で活用し医療事故防止に繋げていく

ため、研修内容を踏まえ、病院において「医療メディエーションの役割」や「ヒューマ

ンエラー事例分析」などの院内研修を実施したり、医療安全管理マニュアルの見直し等

を行い、医療事故防止策の充実を図った。 

 

平成３０年度 １８回    →    令和元年度 １３回 

（参加人数７３３名）       （参加人数４９１名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 地域の医療

機関はもとよ

り国立病院機

構内の病院間

での医療安全

相互評価の推

進等を通じ、

医療安全対策

の一層の充実

を図っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．病院間相互チェック体制の拡充   

国立病院機構独自の取組として、従来は、近隣病院で実施していた病院間相互チェックを

重症心身障害、筋ジストロフィーを含む神経・筋難病、精神科医療の同じ機能を持つ「セー

フティネット分野の病院間での相互チェック」（８８病院実施）を実施した。 

日頃から類似の医療を提供している職員がセーフティネット分野の医療に特化したチェッ

ク項目などで評価し、より的確な指摘・助言をするとともに、相互の情報共有の場としても

有効な相互チェックを実施することができ、セーフティネット分野の医療の質の向上に貢献

している。 

また、従前は医療安全に関する事項を幅広く相互チェックしていたが、令和元年度は発生

頻度が高く、重篤な状態に繋がるリスクが高い「転倒転落」にテーマを絞って相互チェック

を実施した。  

また、病院間相互チェックにおいて作成された提言及び改善報告書より優れている事項を

抜粋し、各病院に情報提供を行い、更なる安全性の向上に努めた。（ただし令和 2 年度につい

ては、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、相互チェックの実施は見送り、各病院内にお

いて、チェックシートに基づく自己チェックを促すこととする。） 

 

  【チェック項目（大項目）】 

   ①医療安全管理体制の整備 

   ②医療安全の具体的方策の推進 

   ③医療事故発生時の具体的な対応 

   ④医療事故の評価と医療安全対策への反映 

   ⑤ケア・プロセスに着目した医療安全体制について 

⑥施設内環境について  

 

【相互チェックによって明らかになった好事例】 

   ・アウトブレイク発生時に速やかに介入できるように、アウトブレイク発生時の基礎調

査項目を作成した。ハイリスク薬について、独自の規定を作成しリストが整備されて

いた。さらに、医師のオーダー画面、処方箋、薬袋、分包紙などにもハイリスク薬の

表示があり、誰が見ても分かりやすくなっていた。 

   ・転倒転落マニュアルの中には、「転倒転落をおこす可能性が高い」薬剤一覧表を作成

し、薬剤の半減期の時間帯や服用後に薬効が高い時間帯などを整理するとともに、そ

れらを処方する際には、オーダー画面上で「Hi」が表示され、処方箋や薬袋、分包紙

には「★」をつけ、注意喚起を促すよう取り組んでいた。 

 

年度計画の目

標を達成した。 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 院内感染対

策に関する研

修や病院間相

互での評価等

の取組、院内

感染に関する

情報収集・分

析により、院

内感染対策の

標準化に取り

組 ん で い る

か。 

５．院内感染防止体制の強化 

   

（１）各病院における体制の強化 

全ての病院において院内感染防止対策委員会等を開催し、アウトブレイクになり得る

可能性が高い多剤耐性菌、季節性インフルエンザ、ノロウイルス等の院内サーベイラン

スを実施し、医療関連感染の減少に向けたアウトブレイクの早期発見、感染予防等の取

組を着実に実施するとともに医師・看護師・薬剤師・事務職等で構成される院内感染対

策チーム（ＩＣＴ）又はそれに準ずる院内組織を全ての病院で設置している。 

また、感染管理を専門分野とする認定看護師を配置するなど、院内感染防止体制の強

化を図るとともに、全病院において、院内感染対策に係る基本的知識を習得するため、

院内研修を令和元年度も引き続き実施した。 

この他の取組として他の医療機関との合同カンファレンスを１３６病院で実施したほ

か、９９病院で他の医療機関と相互に感染防止対策に係る評価の実施に、令和元年度も

引き続き取り組むとともに、前年度と比較し２病院増え１２１病院が院内感染防止対策

サーベイランス事業（ＪＡＮＩＳ）に参加し、院内での感染症に関わる情報提供を行う

ことにより、国の院内感染対策に貢献した。 

 

（２）各グループにおける体制の強化 

院内感染発生時の対応における実践的な知識と技能の習得や、医師、看護師、薬剤師

等の多職種連携の重要性を認識することを目的とし、グループ内の各施設の職員に対し

院内感染対策に係る研修を、令和元年度も引き続き全てのグループで実施した。 

 

（３）本部における体制の強化 

平成２６年１２月に中央医療安全管理委員会の下に設置した「院内感染対策に関する専

門委員会」での報告等を踏まえ、院内感染対策の標準化に資する取組として、院内感染事

例について本部で一元的に情報収集・分析を行い、院内感染に関する情報を機構全体で共

有し再発防止に努めていくため、平成２７年度より「国立病院機構内院内感染報告制度」

の運用を始めた。また、平成２９年度からは、各病院において院内感染対策チーム（ＩＣ

Ｔ）が介入し終息した院内感染事例についても病院から本部への報告を受けることとし

た。平成３０年度は、感染管理認定看護師が不在の病院でアウトブレイクが発生した事例

において、グループが関与し、他病院の院内感染対策チームを早期に派遣して鎮静化を図

った。本事例を踏まえ、本部及びグループによる院内感染のアウトブレイクに迅速な対応

をするため、早期に重症患者を把握できるよう報告体制を整えた。 

令和元年度においては、平成２８年から平成３０年の過去３年間に報告のあった院内感

染報告書のデータ分析結果を院内感染防止対策等の参考資料として各病院に情報提供し

た。 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 検体検査の

品質及び精度

の確保に努め

ているか。 

 

 

 

 
・ 医療安全の

観点から、使

用医薬品の標

準化・適正使

用を引き続き

推進している

か。 

 

なお、１４１病院に感染症対策チーム（Infection Control Team,ICT）を設置しており、

１１７病院に２７８名のＩＣＤ（Infection Control Doctor）、１２８病院に２０８名の

ＩＣＮ（Infection Control Nurse）を配置し、常時、感染対策に努めている。 

 

【感染管理認定看護師配置状況】 

平成３０年度 ２１４名（１２８病院） → 令和元年度 ２０８名（１２８病院） 

     ※全国登録者（国立病院機構職員の占める割合） 

平成３０年度 ２，８３４名（７．５％）→ 令和元年度 ２，９０３名（７．１％） 

     ※国立病院機構以外の病院の感染管理認定看護師の数が全国的に増加している中、全

国登録者における国立病院機構職員の人数は一定の割合を保っている。 

 

【病院における院内感染対策研修の実施回数】 

平成３０年度 １,３９０回 → 令和元年度 １,４２２回 

 

【感染防止対策加算Ⅰの取得状況】 

平成３０年度 ９７病院 → 令和元年度 ９９病院 

 

６．検体検査の品質及び精度の確保 

  医療法の改正に伴い、臨床検査の精度確保と品質の向上に資する人材を育成するため、令

和元年度においては、臨床検査の精度確保と品質マネジメントシステム研修を実施した。 

   第１回 令和元年１０月１８日～１９日 ２９名 

       理解度テスト 平均９７．６点、業務改善報告書 ３９件 

   第２回 令和２年１月３１日～２月１日 ３０名 

       理解度テスト 平均９６．７点、業務改善報告書 ３４件 

 

７．国立病院機構使用医薬品の標準化  

平成１７年度から医療安全、医薬品管理の効率化に資するため、国立病院機構本部に標準

的医薬品検討委員会を設置し、使用医薬品の標準化の取組を進めている。 

令和元年度においては、新薬の薬価収載、治療ガイドラインの変更に対応するため３度目

の全面改訂を行った。今回は、使用薬品の標準化をさらに推進するため同一成分の複数規格

の整理、口腔内崩壊錠への統一の検討も併せて行った。改訂は、医薬品検討委員会における

７つの分野ごとの小委員会で前年度購入のあった４，７９４医薬品について検討を行い、そ

の結果に基づいて２，７３８医薬品を標準的医薬品とした。 

また、標準的医薬品リストに掲載された品目は原則共同購入で調達しており、医薬品費の

低減に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜経緯（参考）＞ 

・平成２８年度：平成２６年度のリストに、抗がん剤、血漿分画製剤、直近の新医薬品の検

討を加えて全面的な見直しを行い、１７２医薬品を削除し、新たに６５２

医薬品を追加し、２，９２１医薬品を標準的医薬品とした。 

 

・平成２９年度：平成２８年度に全面的に見直した標準的医薬品リストを運用するととも

に、医薬品検討委員会における７つの分野ごとの小委員会で５３医薬品に

ついて検討を行い、その結果に基づいてリストに４８医薬品を追補し、

２，９６９医薬品を標準的医薬品とした。 

 

・平成３０年度：平成２９年度に見直した標準的医薬品リストを運用するとともに、医薬品

検討委員会における７つの分野ごとの小委員会で６６医薬品について検討

を行い、その結果に基づいてリストに６１医薬品を追補し、３，０３０医

薬品を標準的医薬品とした。 

 

８．持参薬鑑別報告マニュアルの周知 

慢性疾患等の治療のため継続服薬する患者が増え、入院時の持参薬確認の必要性が高くな

っており、本部においては各病院での持参薬確認業務の質の担保、標準化及び安全管理が徹

底できるよう、持参薬鑑別報告マニュアルを平成２７年度に作成した。令和元年度において

は、各病院で本マニュアルによる運用を引き続き行った。 

 

９．規制医薬品等安全管理のための自己点検チェックリスト（例）の作成 

麻薬等の規制医薬品については、麻薬及び向精神薬取締法等により、適切な管理が求めら

れており、本部において各病院の実情に応じて規制医薬品等の安全管理が徹底できるよう、

規制医薬品等安全管理のための自己点検チェックリスト（例）を平成２８年度に作成した。

令和元年度も引き続き各病院で運用を行っている。 

 

１０．医薬品回収事案対応に関するチェックリスト（例）の作成 

医薬品回収事案については、医薬品医療機器等法に基づき製薬企業から適宜情報提供等を

受け、適切に対処しており、令和元年度においても引き続き、関係者が遺漏無く医薬品回収

の処理を行い、かつ関係者間で適切に情報共有を図ることをより容易にするため、本部にて

「医薬品回収事案対応に関するチェックリスト（例）」を作成し、各病院に通知するととも

に、リストに基づく運用を各病院で行っている。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 医療安全の

取組の成果に

ついて、医療

安全白書の公

表など情報発

信に努めてい

るか。 

 

１１．長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱について 

人工呼吸器の機種の標準化については、各病院においてリスク管理等を考慮した上で適切

な機種を選定するための基本７要件を定め、平成２４年７月に各病院に通知しており、令和

元度末においては、人工呼吸器を装着している長期療養患者の中で基本７要件を全て満たす

人工呼吸器を装着している患者は３,４８８人中、３,３０１人であり、９４．６％の割合で

あった。 

 

【基本７要件を全て満たす人工呼吸器を装着している患者の割合】 

平成３０年度 ９４．５％ → 令和元年度 ９４．６％ 

 

１２．人工呼吸器不具合情報共有システムの運用   

患者の人工呼吸器管理に係るリスクを軽減させ、患者の療養上の安全をより一層確保する

ことを目的に、「人工呼吸器不具合情報共有システム」を引き続き運用した。令和元年度に

おいては２０件の不具合の報告があり、病院からメーカーへ一報を行った。   

 

１３．医療安全対策における情報発信 

我が国の医療安全対策の推進に積極的に貢献していくため、情報発信の一環として、 

① 医療事故報告の状況 

② 院内感染報告の状況 

③ 医療安全対策に係る研修の実施状況 

④ 病院間における医療安全相互チェックの状況 

⑤ 医療安全にかかるＱＣ活動事例 

等を内容とする「国立病院機構における医療安全対策への取り組み（医療安全報告書）～

平成３０年度版～」を作成し、国立病院機構のホームぺージに公表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料 ６：「病院間における医療安全相互チェック」の実施について［１８頁］ 

資料 ７：医薬品の標準化［５７頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ③ 質の高い

医療の提供 

高度な専門

性の下に多職

種の連携・協

働によるチー

ム医療の推

進、患者に分

かりやすい医

療の提供や医

療の標準化の

ため、クリテ

ィカルパスの

活用を推進す

る。 

また、チー

ム医療に貢献

できる高度な

専門性をもっ

たメディカル

スタッフ等

や、医師のタ

スク・シフテ

ィング、タス

ク・シェアリ

ングにも資す

る特定行為を

実施できる看

護師や診療看

護師を育成

し、その配置

を促進する。 

さらに、国

立病院機構に

おいて蓄積さ

れた診療デー

タを活用した

臨床評価指標 

③ 質の高い

医療の提供 

 多職種の連

携・協働を推

進するための

研修を実施

し、チーム医

療を推進して

いくととも

に、クリティ

カルパスの活

用を推進し実

施促進を図

る。 

また、チー

ム医療に貢献

できる高度な

専門性をもっ

たメディカル

スタッフ等

や、医師のタ

スク・シフテ

ィング、タス

ク・シェアリ

ングにも資す

る特定行為を

実施できる看

護師や診療看

護師を育成

し、その配置

を促進する。 

さらに、国

立病院機構に

おいて蓄積さ

れた診療デー

タを活用した

臨床評価指標

の新規項目開 

 

 
・ 多職種の連

携・協働によ

るチーム医療

を推進してい

るか。また、

そのための研

修を実施して

いるか。 

 
・ チーム医療

に貢献できる

高度な専門性

をもったメデ

ィカルスタッ

フ等や、特定

行為を実施で

きる看護師や

診療看護師を

育成、配置し

ているか。 

③ 質の高い医療の提供 

 
１．チーム医療の推進 

  

 （１）チーム医療の実施 

チーム医療の推進のための取組として、複数の医療従事者がそれぞれの専門性を前提

に、目的と情報を共有し、連携を図りながら、患者の状況に的確に対応した医療を提供

するため、引き続きチーム医療を推進した。 

 

【複数の専門職種による協働チームの設置状況】 

平成３０年度       令和元年度 

・ＮＳＴ（栄養サポートチーム）  １３１病院    →   １３３病院 

・呼吸ケアチーム          ７１病院    →    ７１病院 

・緩和ケアチーム          ８７病院    →    ８７病院 

・褥瘡ケアチーム         １４１病院    →   １４１病院 

・ＩＣＴ（院内感染対策チーム）  １４１病院    →    １４１病院 

・摂食・嚥下サポートチーム     ８８病院    →     ９５病院 

・精神科リエゾンチーム       １０病院    →     １４病院 

 

 （２）薬剤関連業務の充実 

医療の質の向上及び医療安全の確保の観点から、薬剤の専門家である薬剤師が、病棟

における医師や看護師の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上を図るため、病

棟薬剤師の配置を引き続き推進した。 

国立病院機構においては、令和元年度末までに７９病院４６７病棟で病棟専任の薬剤

師がチーム医療の一員として活動した。 

また、平成２８年度に新設された薬剤師の救命救急、特定集中治療室等における薬剤

関連業務の実施を目的とした病棟薬剤業務実施加算２については、令和元年度末までに

２６病院が取得し業務を行った。 

 

【病棟薬剤師配置数】 

平成３０年度 ７８病院 ４７２病棟 → 令和元年度 ７９病院 ４６７病棟 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  の新規項目開

発・見直しを

行うととも

に、特に重点

的に取り組む

べき指標を選

定して、臨床

評価指標を活

用したＰＤＣ

Ａサイクルに

よる継続的な

医療の質の改

善を促進す

る。あわせ

て、病院間で

改善事例を共

有するととも

に、第三者評

価による認定

の取得に努

め、国立病院

機構の医療の

質の向上を図

る。 

これらの取

組を通じて得

られた成果を

取りまとめ情

報発信し、我

が国の医療の

質の向上に貢

献する。 

発・見直しを

行うととも

に、特に重点

的に取り組む

べき指標を選

定して、臨床

評価指標を活

用したＰＤＣ

Ａサイクルに

よる継続的な

医療の質の改

善を促進す

る。あわせ

て、各病院の

委員会活動か

ら得られた改

善事例を全病

院で共有する

とともに、第

三者評価によ

る認定の取得

に努め、国立

病院機構の医

療の質の向上

を図る。 

これらの取

組を通じて得

られた成果を

取りまとめ情

報発信し、我

が国の医療の

質の向上に貢

献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜定量的指標＞ 

・ 特定行為を

実施できる看

護師の配置数 

（３）診療看護師（ＪＮＰ）の活動 

国立病院機構では、全国に先駆けて、高度な判断と実践能力を持ち、スキルミックスに

よるチーム医療を提供できる「診療看護師（ＪＮＰ）」（※）を育成した。令和元年度に

おいては、引き続き診療看護師研修病院への配置を推進した。 

病院での最初の１年間は内科や外科など複数診療科のローテーションで勤務し、２年目

以降に各診療科に配置されている。また、土曜、日曜、祝日に救急外来の初期対応を行っ

ており、医師が少ない状況でも救急外来患者の対応が可能となっている。  

 

※診療看護師（ＪＮＰ）：医師の指示を受けて、従来、一般的には看護師が実施出来ない

と理解されてきた特定行為２１区分３８行為を含めた医療行

為を幅広く実施し、国立病院機構の病院に勤務する看護師を指

す。 

 

【診療看護師研修病院指定病院】 

平成３０年度 ３１病院 ９１名 → 令和元年度 ３５病院 １０２名 

  

（４）国が進めている特定行為研修修了者の活動 

国立病院機構において、特定行為研修を修了した看護師が手順書に従って診療の補助行

為を行うことにより、チーム医療の推進に寄与している。 

なお、令和元年度は、長崎医療センターが新たに特定行為研修制度における指定研修機

関となり、機構全体で３病院が指定研修機関となった。また、栃木医療センター、三重中

央医療センターなど新たに３病院を加えた２８病院が実習協力施設となる等、特定行為を

実施できる看護師の育成にも努めた。 

 

  【特定行為研修指定研修機関】 

   四国こどもとおとなの医療センター、熊本医療センター、長崎医療センター 

 

【特定行為研修受講修了者数】 

平成３０年度 認定看護師 １０名 看護師       ６名 

令和 元年度 専門看護師   １名 認定看護師 １６名  看護師 １４名 

 

【特定行為を実施できる看護師の配置数】 

平成３０年度 １１１名（診療看護師 ９１名 認定看護師１１名 看護師 ９名） 

令和 元年度 １３３名（診療看護師１０２名 認定看護師１９名 看護師１２名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
＜定量的指標＞ 

・  専門性の

高い職種の

配置数 

 

（５）専門・認定看護師／薬剤師の配置 

感染、皮膚、排泄ケア、救急といった特定の看護分野において、熟練した看護技術と知

識を用いて水準の高い看護実践能力を持つ専門・認定看護師の配置を拡充し、質の高い医

療提供の取組を引き続き推進した。 

また、院内感染対策チーム、がん化学療法チーム、緩和医療チーム等の特定領域にお 

いて、他の医療職の期待に応えることのできる専門・認定薬剤師を配置し、医薬品の適

正使用を推進するとともに安全かつ有効な薬物療法の実施に取り組み、チーム医療に貢

献している。    

 

【専門看護師配置数】 

平成３０年度 ３８病院 ６３名 → 令和元年度 ４２病院 ７４名 

 

（令和元年度分野別内訳） 

がん看護      ３４名 急性・重症患者看護   ５名 慢性疾患看護    ４名 

小児看護         ８名 精神看護        １０名  老人看護      ５名   

母性看護         １名 感染症看護      ５名 家族支援     １名 

在宅看護     １名     

 

【認定看護師配置数】 

平成３０年度 １３４病院 １,０４０名 → 令和元年度 １３４病院 １,０７７名 

 

（令和元年度分野別内訳） 

感染管理         ２０８名   がん化学療法   １１２名   

皮膚・排泄ケア  １１６名   緩和ケア     １１８名  

がん性疼痛         ５７名  救急看護       ６２名 

摂食・嚥下障害看護 ５０名   集中ケア         ４７名   

がん放射線療法    ３１名   新生児集中ケア   ２２名   

脳卒中リハ         ２５名  糖尿病看護      ２２名 

慢性呼吸器疾患     ３３名  乳がん看護       １８名  

認知症看護      ７８名   手術看護         １８名   

慢性心不全         １４名  透析看護           ５名 

小児救急看護         ８名    訪問看護           ３名  

精神科       ３０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

 



29 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     【専門薬剤師配置数】 

平成３０年度 ４０病院 ９２名 → 令和元年度 ４５病院 ９４名 

 

（令和元年度分野別内訳） 

感染     １１名   精神     ２名   妊婦     １名 

ＨＩＶ     ７名   医療がん  ３６名   医療薬物療法 １名 

医療がん指導 １４名   医療薬指導 １８名   医療療法指導 １名   

ＩＣＤ     ３名 

 

【認定薬剤師配置数】 

平成３０年度 １３７病院 １，２６９名  

→ 令和元年度 １３８病院 １，３３４名 

 

（令和元年度分野別内訳） 

病薬がん      ５８名   感染       ４５名 

精神         ８名   妊婦        ７名 

医療薬       ４９名   外来がん     ６７名 

ＨＩＶ       １０名   臨薬        １名 

臨薬ＣＲＣ     ６４名   緩和療法     ２４名 

褥瘡         ６名   漢方       ２６名 

小児薬物療法    ３５名   抗菌療法     ４０名 

救急        １０名   腎薬病薬物     ２名 

老年医学会      ６名   周術期管理     ３名 

認定実習指導   ４４４名   ＮＳＴ     １４２名 

糖尿病療養指導士 １１９名   リウマチ薬登録  １８名 

ＧＣＰパスポート  ２９名   スポーツ     ９６名 

骨粗鬆症      １０名   ＮＲサプリ     ８名 

医療環境管理士    ７名 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ２．チーム医療推進のための研修等の実施   

  医療の質向上を目指し、メディカルスタッフ職員の専門知識の強化、チーム医療推進の支

援を目的とした研修を令和元年度も引き続き本部等主催で実施した。 

※以下に記載する研修で回数記載がないものは、１回開催である。 

 

【強度行動障害医療研修】（本部主催） 

クロザピン投薬等の専門的治療により地域生活への移行を推進している中で、退院が難

しい治療抵抗性の一群として自閉症で強度行動障害を持つ患者が存在し、その患者に対す

る専門医療が求められている。 

特に、思春期以降、行動障害が顕在化し在宅での生活が困難になってくる患者も存在す

る中で、こうした患者に対する精神科医療従事者のための「強度行動障害医療研修」を実

施している。 

強度行動障害に対する行動療法や行動分析、医療安全の実施、障害児（者）の地域移行

について学ぶことに加え、行動分析の仕方と目標行動の設定の仕方について、具体的な事

例をもとにしたグループワークを展開することを目的とした研修を継続して実施し、３７

病院から６５名が参加した。 

当該研修を通じて強度行動障害医療の専門性をさらに高め、国立病院機構内での治療内

容（技法・プログラム）の均てん化を目指しており、強度行動障害を専門とする若手精神

科医の育成やチーム医療の推進に繋がっている。 

 

参加職種：看護師３３名、児童指導員１３名、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士５

名、保育士５名、医師３名、療養介助員等６名 

 

【障害者虐待防止対策セミナー】（本部主催） 

障害者虐待防止法を踏まえて、虐待とされる事案を未然に防ぐために、有識者の講演だ

けでなく、職員自らが障害者目線となったロールプレイを通じて、自らの言動や行動を振

り返り、自施設で取り組むべき課題を明らかにすることを目的とした研修を継続して実施

し、７１病院から７４名が参加した。 

 

参加職種：看護師４７名、児童指導員１４名、保育士３名、医師１名、療養介助員等９

名  

 

【在宅医療推進セミナー】（本部主催） 

地域包括ケアシステムの構築における自院の課題を把握し、グループディスカッション

を通じ、情報を共有することにより在宅医療提供体制の構築に向けて必要な知識・技術の

習得や、訪問看護ステーションの開設に向けての必要な知識の習得を図ることを目的とし

た研修を継続して実施し、２２病院から、５２名が参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     参加職種：看護師３２名、医療社会事業専門員等６名、医師２名、作業療法士２名、事

務１０名 

 

【医療観察法ＭＤＴ研修】（本部主催） 

医療観察法病棟としてあるべき「治療とは」、そして最終目標である「社会復帰とは」

という重要なテーマに対し、多職種によるディスカッションを通じて、精神科医療の底上

げを図ることを目的とした研修を継続して実施し、２９病院から１０７名が参加した。 

 

参加職種：医師１７名、看護師３１名、心理療法士１７名、精神保健福祉士１５名、医

療社会事業専門員８名、作業療法士１９名  

 

【チームで行う小児救急・成育研修】（本部主催） 

   小児救急医療に対する医療的重要性及び社会的要望の増大に伴い、小児救急・成育に関

する知識、技能、対応の向上を図ることを目的とした研修を、継続して実施し１８病院か

ら３５名が参加した。 

 

参加職種：医師５名、看護師・助産師等２２名、薬剤師８名  

 

【ＮＳＴ（栄養サポートチーム）研修】（グループ主催） 

臨床におけるより良い栄養管理の実施に当たり、チーム医療での専門的役割発揮に必要

な問題・課題を認識させるとともに、ネットワーク体制の充実と向上を図ることを目的と

した研修を継続して年７回実施し、６６名が参加した。 

※本研修にて、ＮＳＴ教育認定施設での４０時間の臨床実地修練の単位を取得でき、診

療報酬上の「栄養サポートチーム」の施設基準を取得できることとなった。 

 

参加職種：看護師３５名、薬剤師１７名、管理栄養士１１名、言語聴覚士等３名 

 

【がん化学療法研修】（グループ主催） 

がん化学療法に携わる各職種が専門性を発揮し、情報を共有し、それぞれの役割を果た

すことで質の高い安全で安心ながん化学療法の提供体制が構築され、医療安全対策の充実

強化につなげることを目的とした研修を継続して年４回実施し、９０名が参加した。 

 

参加職種：医師５名、看護師４５名、薬剤師３６名、放射線技師等４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 
・ 患者に分か

りやすい医療

の提供や医療

の標準化のた

め、クリティ

カルパスの活

用を推進して

いるか。 

 
＜定量的指標＞ 

・ クリティカ

ルパスの実施

割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【輸血研修】（グループ主催） 

輸血の医療安全業務に関わる医療従事者に対して、輸血における安全かつ適正な業務を

遂行するために必要な専門的知識及び関連職種間連携業務等を習得させ、医療安全対策の

意識を向上させることで、輸血医療安全管理体制の充実を図ることを目的とした研修を、

継続して年３回実施し、５７名が参加した。 

 

参加職種：医師４名、看護師２０名、薬剤師９名、臨床検査技師等２４名 

 

３．クリティカルパスの活用推進   

  安全で精度が高く効率的な医療を提供するため、クリティカルパス（※１）の活用を進め

てきており、各病院において、予想されたプロセスとは異なる過程を分析し、その結果を踏

まえてクリティカルパスの改良を行うなどの取組を引き続き実施した。また、各病院でクリ

ティカルパス研究会等を開催して、その普及にも引き続き取り組んだ。 

 

【クリティカルパス実施患者数】 

平成３０年度  ３１９，６６１人 → 令和元年度  ３２９，５１３人  

 

  【クリティカルパスの実施割合（※２）】 

   平成２８年度 ４８．６％（目標値） → 令和元年度 ４９．４％ 

 

※１クリティカルパス：疾患に対する患者の状態と診療行為の目標及び評価・記録を含む

標準診療計画のことをいう。 

※２クリティカルパスの実施割合＝クリティカルパス実施患者数／新規入院患者数 

 

４．地域連携クリティカルパス実施のための取組   

地域の医療機関の機能分化と連携を強化し、地域完結型医療の実現の一環として、開業医

をはじめとする地域の医療機関と一体となり、大腿骨頸部骨折、脳卒中、がん等の地域連携

クリティカルパスの導入の取組を引き続き推進した。なお、地域連携クリティカルパスによ

る医療を実践している病院は令和元年度末までに９２病院ある。 

 

【地域連携クリティカルパス実施患者数】 

                                平成３０年度         令和元年度 

   ・大腿骨頸部骨折            ２，２５０人  →   ２，３６６人 

   ・脳卒中                ３，５９３人   →   ３，６１０人 

   ・がん（五大がん等）        ２，３３１人    →     ３，０４５人 

・結核、ＣＯＰＤ等その他のパス    ６１２人    →     １，０８７人 

   ・総数                ８，７８６人   →   １０，１０８人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 臨床評価指

標の新規項目

開発・見直し

を行うととも

に、特に重点

的に取り組む

べき指標を選

定して、臨床

評価指標を活

用したＰＤＣ

Ａサイクルに

よる継続的な

医療の質の改

善を促進して

いるか。あわ

せて、各病院

の委員会活動

から得られた

改善事例を全

病院で共有し

ているか。 

また取組に

よる成果を情

報発信してい

るか。 

 

５．臨床評価指標を用いた PDCA サイクルによる医療の質の向上の推進    

国立病院機構において、各病院が自らの医療の質の実態を知り、問題解決を行い、医療の

質の向上を図っていくためのツールとして活用されることを目的として「臨床評価指標」を開

発している。 

この臨床評価指標を効率的に医療の質向上に活用するため、第３期中期計画中に１４１病

院全ての病院に多職種によるチームからなる「医療の質向上委員会（クオリティマネジメント

委員会）」（※）を設置し、「臨床評価指標を用いたＰＤＣＡサイクルに基づく医療の質の改

善事業」を推進してきた。 

 

＜指標例＞ 

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 

平成３１年４月～令和元年６月 ９０．７％  

→ 令和元年１０月～１２月 ９３．７％ 

 

安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導の実施率 

平成３１年４月～令和元年６月 ４４．２％  

→ 令和元年１０月～１２月 ４６．０％ 

 

第４期中期計画では、この「医療の質の改善事業」を引き続き実施していくとともに、令

和元年度、各病院が特に重点的に取り組むべき「重点指標」を選定して、臨床評価指標を用い

たＰＤＣＡサイクルによる継続的な医療の質の改善を促進している。 

 

【特に重点的に取り組むべき指標】 

・急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 

   ・外来糖尿病患者に対する管理栄養士による栄養指導の実施率 

   ・市中肺炎（重症除く）患者に対する広域スペクトル抗菌薬の未処方率 

   ・重症心身障害児（者）に対するリハビリテーションの実施率 

   ・パーキンソン病患者に対するリハビリテーションの実施率 

・統合失調症患者に対する抗精神病薬の単剤治療の実施率 

・手術ありの患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 

・広域スペクトル抗菌薬投与患者に対する細菌培養実施率 

・安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導の実施率 

・バンコマイシン投与患者の血中濃度測定率 

・がん患者の周術期医科歯科連携実施率 

・入院患者における総合満足度 

・外来患者における総合満足度 

 

 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、国立病院総合医学会において本事業のポスターセッションを設けた他、各病院の

活動成果を総括する「令和元年度クオリティマネジメントセミナー病院報告会」を開催し、

自院の活動成果の発表や各病院間での活動に関する情報共有、意見交換を行うための機会を

設けた。 

※クオリティマネジメント委員会 

臨床評価指標を用いたＰＤＣＡサイクルに基づく医療の質の改善活動の統括的マネジメ

ントを行うことを目的とし、診療上の問題点の抽出や計画の立案を、臨床現場のスタッフと

共に進めるとともに、活動状況の定期的なモニタリングを行う委員会をいう。 

 

＜各病院における取組の概要＞ 

１．クオリティマネジメント委員会を設置 

２．手法の習得と改善活動計画立案のサポートを目的とするワークショップへ参加 

（参加者：クオリティマネジメント委員会の委員２名） 

３．クオリティマネジメント委員会を中心に取り組む臨床評価指標の決定と改善活動計  

画の立案 ⇒ 本部に報告書を提出 

４．定期的な委員会開催による、現状評価 

（３ヶ月に１回、診療情報分析部から全指標の集計結果を通知） 

５．取組開始から１年後、報告会に参加し活動報告を行う。 

 

【クオリティマネジメントセミナー（ワークショップ）】 

平成３０年度 ７２病院 ９４名 → 令和元年度 ６２病院 ９５名 

 

６．「臨床評価指標Ｖｅｒ．４」による計測の実施 

平成１８年度、臨床評価指標の作成当初は、各病院職員が手作業でデータの収集を行って

おり、各病院に多大な負担がかかっていた。平成２２年度に全病院から診療情報（レセプト及

びＤＰＣデータ）を一元的に収集・分析する診療情報データベース（ＭＩＡ）を構築し、病院

の負担軽減に努めた。その後も継続的に改良を続け、平成２７年度には臨床評価指標Ｖｅｒ．

３を開発した。 

一方、平成２８年度には電子カルテ情報のデータベース「国立病院機構診療情報集積基盤

（ＮＣＤＡ）」を構築し、ＮＣＤＡから検査値、バイタルなどの情報が収集できるようになっ

たことから、令和元年度は、臨床評価指標Ｖｅｒ．３に加え、ＮＣＤＡからのデータを用いる

ことを可能とする「臨床評価指標Ｖｅｒ．４」を開発した。 

   「臨床評価指標Ｖｅｒ．４」を活用することで、国立病院機構の病院で提供される医療を可

視化し、より一層の医療の質の向上に寄与することが期待されている。 

 

＜ＮＣＤＡを活用した指標例＞ 

   ・糖尿病患者における HbA1c 値コントロール率 

   ・中心静脈カテーテル留置後の感染症の発生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 第三者評価

による認定の

取得に努めて

いるか。 

７．日本医療機能評価機構等の認定状況   

  日本医療機能評価機構の病院評価認定病院は、令和元年度において合計で６３病院となっ

た。 

平成２５年度に新たに導入された機能種別による病院機能評価については、令和元年度末

までに６１病院が最新の評価体系（機能種別３ｒｄＧ）で認定されている。 

 

【その他の外部機関による認定状況（令和元年度末）】 

・「ＩＳＯ９００１」（国際標準化機構が策定する品質マネジメントシステムの国際規

格） ６病院 

・「ＩＳＯ２２３０１」（国際標準化機構が策定する事業継続マネジメントシステムの

国際規格） １病院 

・「ＩＳＯ１５１８９」（国際標準化機構が策定する臨床検査室-品質と適合能力に対す

る特定要求事項） １２病院 

・「赤ちゃんにやさしい病院」（ＷＨＯ・ユニセフによる認定） ８病院 

・「ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構」による認定  ５病院 

 

８．臨床検査データの精度保証 

日本医師会が主催する「臨床検査精度管理調査」等に国立病院機構の全病院が参加し、臨

床検査の精度の維持向上に令和元年度も引き続き取り組んだ。 

その結果、臨床検査精度の評価評点について、全国３，２４３病院における平均点は９

６．８点（平成３０年度は９７．０点）であったのに対し、国立病院機構の病院の平均点は

９８．１点（平成３０年度は９８．３点）であり、１００点満点の病院は４病院（平成３０

年度は１２病院）であった。 

 

 

【参考資料】 

 資料 ８：診療看護師（ＪＮＰ）としての活動［５８頁］ 

 資料 ９：地域連携クリティカルパスの実施状況［７１頁］ 

  資料１０：日本医療機能評価機構の認定病院一覧［７２頁］ 

資料１１：臨床評価指標事業の新たな取組［７３頁］ 

資料１２：医療の質の評価・公表推進事業における臨床評価指標［７５頁］ 
 

年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

 

 

４．その他参考情報 

 
特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－２ 診療事業 地域医療への貢献 

業務に関連する政策・

施策 

日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること 

生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、がんによる死亡者の減少を図

ること 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立病院機構法第３条 

当該項目の重要度、難

易度 
重要度：「高」、難易度：「高」 

今後、超高齢社会を迎えるにあたり、国として、地域医療構想の実現や地域包括ケアシ

ステムの構築を推進しており、機構の個々の病院が、それぞれの地域で求められる医療需

要の変化に対応することや、在宅医療支援を含め他の医療機関等と連携を進めることは重

要度が高い。 
 
機構の各病院が、地域医療により一層貢献するためには、地域の実情（人口や高齢化の

推移、医療圏における医療機関ごとの機能分担、医師の偏在、患者のニーズ等）に応じ

て、それぞれの地域で異なった連携デザインを構築していく必要があり、その上で、地域

における将来の医療提供体制を検討しながら医療を提供していくこと、また、特に、紹介

率・逆紹介率といった指標は既に高い水準にある中で、これを維持・向上させていくこと

は難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

事前分析表（令和元年度）Ｉ－４－１ 

 

２．主要な経年データ 

 ① ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標 達成目標 （参考） 
前中期目標期
間最終年度値 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度   指標 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

紹介率 

（計画値） 

前中期目標期

間中の最も高

い年度の実績

以上 

 76.5％ 

（平成 30

年度） 

     予算額（千円） 988,900,395 
（※注①） 

    

紹介率 

（実績値） 
 76.5％ 

 

77.3％      決算額（千円） 976,561,682 
（※注①） 

    

達成度   101.0％      経常費用（千円） 983,294,458 
（※注①） 

    

 逆紹介率 

（計画値） 

前中期目標期

間中の最も高

い年度の実績

以上 

 64.1％ 

（平成 30

年度） 

     経常利益（千円） 13,610,531 
（※注①） 

    

 逆紹介率 

（実績値） 
 64.1％ 

 

66.7％      行政コスト（千円） 990,162,530 
（※注①） 

    

 達成度   104.1％      従事人員数（人） 62,226 
（※注②） 
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 訪問看護の

延べ利用者

数 

（計画値） 

前年度より増

加 
 58,635 名            

 訪問看護の

延べ利用者

数 

（実績値） 

 58,635 名 64,211 名             

 達成度   109.5％            

 入退院支援

実施件数

（計画値） 

前年度より増

加 
 155,234

件 
           

 入退院支援

実施件数

（実績値） 

 155,234 件 182,126
件 

           

 達成度   117.3％            

 短期入所、

通所事業の

延べ利用者

数 

 （計画値） 

前中期目標期

間中の最も高

い年度の実績

以上 

 短期入所 

39,932 名 

（平成 30

年度） 

通所事業 

48,788 名 

（平成 28

年度） 

           

 短期入所、

通所事業の

延べ利用者

数 

 （実績値） 

 短期入所 

39,932 名 

通所事業 

43,100 名 

 

短期入所 

49,993 名 

通所事業 

48,081 名 

           

 達成度   短期入所 

125.2％ 

通所事業 

98.6％ 

           

注）①予算額、決算額、経常費用、経常利益、行政コストについては、診療事業の項目（項目 1－1－1、1－1－2、 

1－1－3）ごとに算出することが困難であるため、診療事業の項目全体の額を記載。 

 ②従事人員数については、診療を行っている者が研究や教育を行う等、事業分類ごとに算出することが困難で 

あるため、全常勤職員数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 

  

中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （２）地域医

療への貢献 

地域包括ケ

アシステムの

構築や各都道

府県の地域医

療構想の実現

のため、機構

が有する人

的・物的資源

と病院ネット

ワークを有効

に活用しなが

ら、地域の医

療需要の変化

への対応に自

主的に取り組

み、併せて、

個々の病院に

ついて、その

機能、地域医

療需要及び経

営状況等を総

合的に分析し

た上で、機能

転換や再編成

等を検討する

こと。 

また、地域

の医療機関と

の連携をさら

に進めるとと

もに、介護施

設や福祉施設

も含めた入退

院時における

連携及び退院 

（２）地域医

療への貢献 

 

 

（２）地域医

療への一層の

貢献 

 

  ＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ   

 
（自己評定Ａの理由） 

・ 通所事業の延べ利用者数については、１００％を下回ったもの

の、その他の定量的指標において、達成度が１００％以上であっ

た。 

 
・ 下記理由により、難易度が高い定量的指標について、一部達成度

が１００％を下回ったものの、その他の達成度が１００％以上であ

り、定量的指標以外の目標についても良好な結果を得た。 

 

○ 国立病院機構では、地域連携をより一層強化するため、紹介・

逆紹介の向上に努めている。各病院において、地域で求められる

医療機能や扱う診療領域が全く異なる中で、第三期中期計画中で

既に高い実績をあげているにもかかわらず、令和元年度において

も紹介率は７７．３％、逆紹介率は６６．７％となり、達成度も

それぞれ１０１．０％、１０４．１％と平成３０年度より上回っ

た。 

 

○ 地域の実情（人口や高齢化の推移、医療圏における医療機関ご

との機能分担、医師の偏在、患者のニーズ等）に応じて、それぞ

れの地域で異なった連携デザインを構築していく必要があり、そ

の中で、地域における将来の医療提供体制を検討しながら医療を

提供していかなければならない。 

その上で、地域包括ケアシステムの構築において、地域の医療

事情に応じながら在宅医療支援の充実を図るため、令和元年度に

おいては３６病院で訪問診療を行い、６８病院が訪問看護を実施

した。また、訪問看護ステーションは大分医療センターなど新た

に５病院を加えた１５病院となり、訪問看護ステーションをはじ

めとする訪問看護の延べ利用者数は、６４，２１１人、達成度は

１０９．５％となった。 

さらに、介護・福祉施設を含めた入退院時における連携及び退

院後の在宅医療支援についても、令和元年度においては入退院支

援実施件数１８２，１２６件、達成度は１１７．３％となる等、

医療機関や介護・福祉施設との連携及び在宅復帰支援を行った。 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

Ⅰ．主な目標の内容 

地域における医療及び介護の総合的な確保

の促進に関する法律（平成元年法律第６４

号）は、地域において効率的かつ質の高い医

療提供体制を構築するとともに、地域包括ケ

アシステム（高齢者が可能な限り住み慣れた

地域で継続して生活ができるよう、医療、介

護、生活支援サービス及び住まいが包括的に

確保される体制）を構築することを通じ、国

民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営

むことができる地域社会の形成に資する事を

目的として定められている。 

中期目標・中期計画では、都道府県が地域

の実情に応じて定める医療計画を踏まえ、各

病院が持つ医療資源を活用することにより当

該計画で求められる役割を積極的に果たし、

地域における課題の解決に貢献すること及び

在宅療養患者やその家族を支援する取組を進

めることとされている。 

（１） 医療計画等で求められる機能の発揮 

（２） 在宅医療との連携など地域包括ケアシス

テムへの貢献 

 
また、年度計画において、定量的指標とし

て「紹介率・逆紹介率」、「短期入所、通所事

業の延べ利用者数」については前中期目標期

間中の最も高い年度の実績以上、「訪問看護の

延べ利用者数」、「入退院支援実施件数」につ

いては前年度より増加することと設定してい

る。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 

  

中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 後の在宅医療

支援を含めた

支援の強化を

図ること。 

 

 

 

   ○ 地域連携を進めつつ各病院の診療機能や地域のニーズに応じ

て、他の医療機関では提供されないおそれのあるセーフティネッ

ト分野の重症心身障害児（者）、筋ジストロフィーをはじめとする

神経・筋疾患等の在宅療養患者の支援体制を構築するため、セー

フティネット分野の医療提供をする病院において、短期入所につ

いては、積極的に受入れを行った。令和元年度においては、短期

入所（短期入院を含む）の延べ利用者数４９，９９３名となり、

達成度は１２５．２％と年度計画値（平成３０年度）を上回る延

べ利用者数を達成した。 

  また、通所事業については、生活介護、児童発達支援、放課後

等デイサービスを実施した。新型コロナウイルス感染症の影響

で、令和２年２月以降、放課後等デイサービスを一時、利用停止

としていた病院もあったことから、令和元年度においては、延べ

利用者数が４８，０８１名となり、達成度は９８．６％と年度計

画値（平成２８年度）を上回る延べ利用者数とはならなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅱ．目標と実績の比較 

「紹介率・逆紹介率」については、紹介率

は７７．３％、達成度は１０１．０％、逆紹

介率は６６．７％、達成度は１０４．１％で

あった。 

 
「訪問看護の延べ利用者数」については、

６４，２１１名、達成度は１０９．５％であ

った。 

 
「入退院支援実施件数」については、１８

２，１２６件、達成度は１１７．３％であっ

た。 

 
「短期入所、通所事業の延べ利用者数」に

ついては、短期入所では４９，９９３名、達

成度は１２５．２％と、通所事業では、４

８，０８１名、達成度は９８．６％であっ

た。 

 



40 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ① 医療計画

等で求められ

る機能の発揮 

国立病院機

構が有する人

的・物的資源

と病院ネット

ワークを有効

に活用しなが

ら、地域の医

療需要の変化

への対応に自

主的に取り組

み、必要な機

能を維持しつ

つ、地域に求

められる医療

に貢献する。 

その上で、

必要に応じ

て、各都道府

県の地域医療

構想の実現に

向けて、国立

病院機構とし

ては個々の病

院ごとにその

機能や、地域

医療需要、経

営状況につい

て総合的に勘

案し、地域の

ニーズに応じ

た機能転換や

再編等を検討

していく。 

また、地域

連携クリティ 

① 医療計画

等で求められ

る機能の発揮 

国立病院機

構が有する人

的・物的資源

と病院ネット

ワークを有効

に活用しなが

ら、地域の医

療需要の変化

への対応に自

主的に取り組

み、必要な機

能を維持しつ

つ、地域に求

められる医療

に貢献する。 

また、各都

道府県の地域

医療構想に基

づいた地域医

療構想調整会

議等へ積極的

に参加し、各

病院が地域で

担っている診

療機能を踏ま

えた役割の明

確化に引き続

き努める。 

その上で、

必 要 に 応 じ

て、各都道府

県の地域医療

構想の実現に

向けて、国立

病院機構とし 

 
＜評価の視点＞ 

・ 地域の医療

需要の変化へ

の対応に自主

的に取り組

み、必要な機

能を維持しつ

つ、地域に求

められる医療

に貢献してい

るか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

① 医療計画等で求められる機能の発揮 

 
１．地域医療への取組 

 

（１）５疾病・５事業への対応 

都道府県医療計画において、５疾病５事業及び在宅医療の実施医療機関として位置づ

けられており、各病院が地域で必要とされる医療機能を発揮することで、地域医療への

取組を引き続き推進した。 

 

【各都道府県の医療計画における５疾病・５事業に係る記載状況（令和元年度末）】 

・５疾病：がん８６病院、脳卒中９０病院、心筋梗塞６６病院、糖尿病７７病院、精神

４９病院 

・５事業：救急医療１１１病院、災害医療６８病院、へき地医療１５病院、周産期医療

６０病院、小児医療１０１病院 

  

（２）地域医療支援病院の指定状況 

医療法により、地域における医療機関の役割分担と連携を図り、「地域完結型医療」

を目的に創設された地域医療支援病院に、令和元年度においては６０病院が指定されて

おり、地域医療の支援に引き続き貢献した。 

 

【地域医療支援病院】 

平成３０年度  ５９病院  →  令和元年度  ６０病院 

 

（３）がん対策推進基本計画への対応 

国立病院機構において、３病院が都道府県がん診療連携拠点病院、３２病院が地域が

ん診療連携拠点病院、４病院が地域がん診療拠点病院にそれぞれ指定されており、専門

的ながん医療の提供、がん診療の地域連携協力体制の構築、がん患者・家族に対する相

談支援及び情報提供等を実施している。 

平成２９年１０月、がん対策基本法に基づき、第３期の「がん対策推進基本計画」が

閣議決定され、がんゲノム医療の中核となる拠点病院等を整備することとされた。 

国立病院機構においては、平成３０年度にがんゲノム医療連携病院に指定されていた１

０病院のうち３病院（令和２年４月１日現在）が、がんゲノム医療拠点病院の指定を受

け、がんゲノム医療中核拠点病院と協力し、がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治

験の実施、新薬等の研究開発、がんゲノム関連の人材育成等について貢献している。 

また、新たに３病院を加えた１０病院（令和２年４月１日現在）が、がんゲノム医療連

携病院の指定を受け、がんゲノム医療中核拠点病院と連携して遺伝子パネル検査に関する

診療機能体制の整備や遺伝子カウンセリングの実施、がんゲノム医療に関する人材育成な

どの役割を担っている。 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅲ．その他考慮すべき

要素 

（１）医療計画等で

求められる機能の発

揮について  

地域の医療連携体

制を検討・討議する

ための医療審議会等

に引き続き積極的に

参加するなど、地域

医療への取組を推進

していることを評価

する。 

また、盛岡医療セ

ンターへの社会福祉

法人岩手愛児会もり

おかこども病院の医

療機能の移転につい

ては、重症心身障害

児（者）病棟の運用

を開始し、地域のニ

ーズに応じた医療提

供体制の確保に貢献

するために医療機能

を拡充、充実させた

ことを評価する。 

 
（２）在宅医療との

連携など地域包括ケ

アシステムへの貢献

について 

重症心身障害児

（者）等の通所事業

を推進するなど、在

宅療養を支援すると

ともに、地域包括ケ

アシステムに貢献す 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  カルパスや医

療機器の共同

利用などによ

り、地域の医

療機関との連

携をさらに進

め る と と も

に、入退院時

支援や資産の

有効活用など

により、介護・

福祉施設との

連携強化を図

る。 

ては個々の病

院ごとにその

機能や、地域

医療需要、経

営状況につい

て総合的に勘

案し、地域の

ニーズに応じ

た機能転換や

再編等を検討

していく。 

また、地域

連携クリティ

カルパスや医

療機器の共同

利用などによ

り、地域の医

療機関との連

携をさらに進

め る と と も

に、入退院時

支援や資産の

有効活用など

により、介護・

福祉施設との

連携強化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 各都道府県

の地域医療構

想調整会議等

へ積極的に参

加し、各病院

が地域で担っ

ている診療機

能を踏まえた

役割の明確化

に引き続き努

めているか。 

 

  【がん診療連携拠点病院等の指定状況】 

平成３０年度    令和元年度 

・都道府県がん診療連携拠点病院      ３病院   →   ３病院 

・地域がん診療連携拠点病院       ３３病院   →  ３２病院 

・地域がん診療拠点病院          １病院   →   ４病院 

・がんゲノム医療拠点病院      （令和元年度より指定）  ３病院 

   北海道がんセンター、四国がんセンター、九州がんセンター 

・がんゲノム医療連携病院        １０病院   →  １０病院 

  （３病院については、がんゲノム医療拠点病院に指定） 

   東京医療センター、名古屋医療センター、京都医療センター、大阪医療センター、 

大阪南医療センター、岡山医療センター、呉医療センター、岩国医療センター、 

九州医療センター、長崎医療センター 

 
（４）地域医療構想調整会議等への参加状況 

都道府県が策定した地域医療構想を基に、構想区域毎に｢地域医療構想調整会議｣にお 

いて、医療機能の役割分担等具体的な議論が進められている中で、国立病院機構の各病

院も地域医療構想調整会議に積極的に参加する等、地域関係者との対話を、令和元年度

も引き続き実施した。 

    また、医療機関がその有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向性

を選択し、病棟単位で都道府県に報告する病床機能報告制度については、令和元年度も

引き続き各病院が適切に対応した。 

 
【各都道府県における医療連携体制について検討・討議するために設置される医療審議会

等への参加状況（令和２年３月末現在）】 

・都道府県医療審議会（及び作業部会等）参加病院数    ２１病院 

・圏域連携会議参加病院数                ３０病院 

・地域医療対策協議会（及び作業部会等）参加病院数    ５１病院 

・地域医療構想調整会議（及び専門部会等）参加病院数  １０２病院 

 

（５）国立病院機構における地域医療構想への対応 

国立病院機構においては、地域医療構想は２０２５年がゴールではなく、それ以降の

厳しい状況下で個々の医療提供主体が果たすべき役割も含めた地域医療の基本的な方向

性を定める重要な局面と捉えており、国立病院機構の各病院が将来にわたり各地域で医

療を提供していくために、地域関係者や患者から「国立病院機構であれば、地域から求

められる医療を厳しい先行きの中でも安定的に提供する体制を確保できる」と評価され

ることを目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

るため、在宅医療機

関との連携を強化

し、在宅療養後方支

援病院などの施設基

準を取得、地域の要

請に応じた訪問看護

ステーションの開

設、地域包括支援セ

ンターの運営等、着

実な取組が行われて

いることを評価す

る。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 地域医療構

想の実現に向

けて、個々の

病院ごとにそ

の機能や、地

域医療需要、

経営状況につ

いて総合的に

勘案し、地域

のニーズに応

じた機能転換

や再編等を検

討している

か。 

こうした地域医療構想の趣旨等を踏まえた法人としての方針について、理事長からの

ビデオメッセージの配信、理事長通知「地域医療構想を踏まえた国立病院機構の今後の

対応について」の発出（令和元年９月）、病院長会議での説明等を通じて繰り返し周知・

徹底を図った。 

また、上記に併せて、再検証対象病院における調整会議への対応に係る具体的な対応

方針や各病院の支援内容等についての検討、各病院からの個別相談への対応及び関連す

る情報の提供などを行う地域医療構想支援チームを本部内に設置している。 

上記の方針の下、経営情報分析室（※）を含む支援チームにおいて、再検証対象とな

った全ての病院に対し、各地域における医療需要の動向及び診療実績等の分析データの

提供や今後の方向性を見据えた病床機能の見直し等に係る助言などを行っており、再検

証対象病院公表後に調整会議が開催された１５病院については、それらを踏まえた対応

方針を調整会議に提示している。 

さらに、令和２年度中には、地域医療構想における再検証対象病院以外も含む基本的

に全ての病院において、２０４０年を見据えた将来実現すべき機能・規模及びそれを実

現するための経営戦略を策定し、当該戦略に基づき、国立病院機構の各病院が引き続き

地域関係者や患者から必要と評価され、地域から求められる医療を安定的かつ継続的に

提供していけるよう取り組んでいくこととしている。 

 

  ※各病院に対し客観的データに基づく支援を行うため、令和元年７月に新たに設置し

た。医師を含む専門の職員を配置し、地域における医療機能を担う機関の状況及び医

療ニーズの状況に係る調査及び分析並びに病院の運営に関する具体的改善策に必要な

原因分析を行う。 

 

（６）機構病院の医療機能の移転 

①八雲病院の機能移転について 

セーフティネット分野の医療等を提供している八雲病院（北海道二海郡八雲町）につ

いては、入院患者の高齢化に伴う生活習慣病などの併存症の対応等の課題を抱えてい

る。このため、急性期の各診療機能を備えた機構病院（北海道医療センター及び函館病

院）へ医療機能を移転することで、入院患者の医療の充実等を図ることを目的とし、平

成３０年６月に基本計画を公表した。平成３１年１月には、北海道医療センター及び函

館病院の病棟等新築整備工事を開始した。令和元年度においても、引き続き令和２年９

月１日予定の機能移転に向け、着実に機能移転準備を進めた。 

 

機能移転先：北海道医療センター（北海道札幌市）、函館病院（同函館市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅳ．評価 

「紹介率・逆紹介

率」については、前

期で既に高い実績を

あげているにもかか

わらず、高水準で維

持されており、医療

機関との連携につい

て強化が図られ、取

組が着実に行われて

いることを評価す

る。 

 
「訪問看護の延べ

利用者数」、「入退院

支援実施件数」、「短

期入所、通所事業の

延べ利用者数」につ

いては、地域におけ

る積極的な受け入れ

を行い、地域の医療

事情に応じながら住

宅医療支援の充実を

図っていることを高

く評価する。通所事

業については、達成

度１００％を下回っ

てしまったが、新型

コロナウイルス感染

症の影響により放課

後等デイサービスを

一時、利用停止とし

ていた病院もあった

ことが要因である。 

 
このほか、上記以

外の目標についても 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ○主な動き 

平成２７年 ６月 基本構想の公表 

平成２９年 ３月 基本計画の策定に向けて、新病棟等の設計に着手 

平成３０年 ６月 基本計画の公表 

平成３１年 １月 北海道医療センター・函館病院病棟等新築整備工事に着手 

令和 元年１１月 患者移送基本計画（案）の策定及び患者・家族説明会の実施 

○機能移転予定時期：令和２年９月１日予定 

 

②東徳島医療センター・徳島病院の機能統合について 

    東徳島医療センター（徳島県板野郡板野町）及び徳島病院（同吉野川市）がそれぞれ

実施しているセーフティネット分野の専門医療等について、将来にわたって実施できる

体制を確保するとともに、患者の療養環境を更に充実していくため、徳島病院の機能を

東徳島医療センターの地に移転・統合し、徳島県地域医療構想を踏まえ、現在、両病院

が有している医療機能の充実・強化等を図ることとした基本構想を平成３０年２月に公

表した。引き続き、両病院が抱える課題を克服し、その医療機能を将来にわたって継続

していくために最適な方策について、検討していく。 

 

○主な動き 

平成２９年１２月 徳島県東部地域医療構想調整会議で機能再編案を説明 

平成３０年 ２月 基本構想の公表 

○機能移転予定時期：令和４年度目途 
 

（７）地域における国立病院機構病院と他の設置主体医療機関等との機能再編 

①盛岡医療センターへの社会福祉法人岩手愛児会もりおかこども病院の医療機能の移転 

岩手県内の１８歳以上の重症心身障害児（者）が入所できる療養介護施設のニーズが

増加していること、また、盛岡市内にある小児専門病院が診療所化の方針決定を行った

ことを背景に、岩手県より盛岡医療センターの療養介護施設の新設及び短期入所事業の

実施、並びに小児専門医療及び入院小児救急医療の実施について要請を受け、地域医療

に貢献するため、盛岡医療センターへもりおかこども病院の医療機能を移転することと

して、平成３０年２月に公表した。 

もりおかこども病院の入院患者は、同院の入院機能が廃止となった平成３１年３月３

１日までに受入れが完了した。 

令和元年６月には新たに重症心身障害児（者）病棟４０床の運用を開始し、同年８月

には一般病棟の一部を改修した小児病床８床の運用が可能となり、小児アレルギー・免

疫疾患の新規患者の受入れを開始した。さらに同年１０月からは協力要請のあった盛岡

市小児救急輪番に参画し、小児救急患者の受入れを開始するなど、地域のニーズに応じ

た医療提供体制の確保に貢献するために医療機能を拡充、充実させた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

所期の目標を達成し

ており、定量的指標

においても高い実績

をあげていること、

難易度「高」である

ことも考慮し、評定

を「Ａ」とした。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     〇主な動き 

      平成２９年 ９月  岩手県より療養介護施設の新設及び短期入所事業実施の要請 

      平成３０年 ２月  岩手県より小児専門医療及び入院小児救急医療の実施の要請 

      平成３０年 ２月  医療機能移転の公表 

      平成３１年 ３月  社会福祉法人岩手愛児会もりおかこども病院から受入れ完了 

      令和 元年 ６月  重症心身障害児（者）病棟運用開始（４０床） 

      令和 元年 ８月  小児病床の運用開始（８床） 

                医療機能移転 
 

②弘前病院への弘前市立病院の医療機能の移転 

    津軽地域では、民間病院の医師不足等による病院群輪番参加病院の減少により救急医

療体制の維持が困難等の課題を抱えている。 

    その課題を解決するために、平成２８年３月に策定された地域医療構想に基づき、国

立病院機構弘前病院と弘前市立病院を再編し、地域の二次救急医療提供体制の強化、複

数の診療科の協働による高度・専門医療等の提供、地域医療を担う病院・診療所等との

連携、若手医師等の育成機能の充実・人材確保等を担う新中核病院を、国立病院機構、

弘前市、青森県及び弘前大学の連携により整備することで、弘前市を中心とする津軽地

域保健医療圏の住民等に、長期にわたり安心・安全で良質な医療を提供することを目的

として、平成３０年１０月に、４者間で基本協定書を締結した。 

    令和４年早期の新中核病院の運営開始を目指し、令和元年８月には新中核病院整備工

事（準備工事）が開始されるなど、着実に準備を進めた。また、令和２年２月には、新

中核病院の名称を「弘前総合医療センター（仮称）」と決定した。 

 
     〇主な動き 

      平成２８年 ３月 青森県津軽地域保健医療圏の地域医療構想を策定 

      平成２８年１０月 青森県が新中核病院構想を提案 

      平成３０年１０月 基本協定書締結 

      令和 元年 ８月 新中核病院整備工事（準備工事）着手 

      令和 ２年 ２月 新中核病院の名称を「弘前総合医療センター（仮称）」と決定 

     ○機能移転予定時期：令和４年早期の開設を目指す 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

＜外部有識者からの意

見＞ 

・なくてはならない医

療機関として、政策

医療の部分は経営上

苦しいということも

ありますので民間が

なかなか手を出せな

いところですが、こ

れからもなくてはな

らないセーフティー

ネットとして力を入

れていただきたい。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 地域連携ク

リティカルパ

スや医療機器

の共同利用な

どにより、地

域の医療機関

との連携をさ

らに進めてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜定量的指標＞ 

・ 紹介率 

・  逆紹介率 

 

２．地域完結型医療を実現するための取組 

 
（１）地域連携クリティカルパス実施のための取組（再掲） 

地域の医療機関の機能分化と連携を強化し、地域完結型医療の実現の一環として、開業

医をはじめとする地域の医療機関と一体となり、大腿骨頸部骨折、脳卒中、がん等の地域

連携クリティカルパスの導入の取組を引き続き推進した。なお、地域連携クリティカルパ

スによる医療を実践している病院は令和元年度末までに９２病院ある。 

 

【地域連携クリティカルパス実施患者数】 

                                 平成３０年度       令和元年度 

    ・大腿骨頸部骨折            ２，２５０人  →  ２，３６６人 

    ・脳卒中                ３，５９３人   →  ３，６１０人 

    ・がん（五大がん等）        ２，３３１人    →    ３，０４５人 

・結核、ＣＯＰＤ等その他のパス    ６１２人    →    １，０８７人 

    ・総数                ８，７８６人   → １０，１０８人 

 

 （２）医療機器の共同利用 

地域の医療機関や医師会等への医療機器の整備状況の説明、地域医療連携システムの導

入による利便性の向上などの取組により医療機器の共同利用を促進することで、地域の医

療機関との連携を図った。 

 
【医療機器の共同利用数】 

                     平成３０年度        令和元年度 

    ・ＣＴ     ３６，３９９件  →  ３５，４０２件 

    ・ＭＲＩ    ３８，５８１件  →  ３９，６７６件 

    ・ガンマカメラ  ５，２７７件  →   ５，３６４件 

    ・リニアック  １４，１４８件  →  １２，１９６件 
 

（３）紹介率と逆紹介率の向上 

   近隣医療機関等への定期的な訪問や、退院支援看護師の配置による退院支援の強化等

により、紹介率（※）、逆紹介率の向上に努め、引き続き地域医療に貢献した。 

    

   【紹介率・逆紹介率】  

           平成３０年度        令和元年度  

    ・紹介率    ７６．５％     →    ７７．３％  

    ・逆紹介率   ６４．１％     →    ６６．７％   

 

   ※ 紹介率：受診した患者のうち他の医療機関から紹介されて来院した患者の割合｡ 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 入退院時支

援や資産の有

効活用などに

より、介護・

福祉施設との

連携強化を図

っているか。 

 
＜定量的指標＞ 

・ 入退院支援

実施件数 

（紹介率の計算方法の変更） 

    紹介率の計算に当たっては、第一期中期計画期間から第三期中期計画期間までは、診

療報酬上の紹介患者加算に係る施設基準の計算方法を用いて算出していたが、当該紹介

患者加算が診療報酬改定で廃止されていることを踏まえ、第四期中期計画期間からは、

厚生労働省が公表している病院経営管理指標で使用されている計算方法を用いることと

した。 

 

＜紹介率の計算式＞ 

    旧：第三期中期計画期間まで（診療報酬上の紹介患者加算（平成１８年度に廃止）に

係る施設基準の計算方法）  

（紹介患者数＋救急車搬送患者数（初・再診の区別なし））／（初診患者数－時間

外患者のうち６歳未満の初診患者数） 

 

    新：第四期中期計画期間から（病院経営管理指標の計算方法） 

（紹介患者数＋救急患者数（初診のみ））／初診患者数 

 

 （４）入退院支援センターにおける介護・福祉施設との連携及び在宅支援 

   各病院の入退院支援センターにおいて、入院時には在宅サービス事業者と連携し、患者

の生活状態や身体機能に即した入院説明を行い、退院時には介護、福祉に関わる機関との

連携や訪問看護ステーションの活用などスムーズな在宅医療への移行に取り組んでいる。

また、地域医療連携室、がん相談支援センター、患者相談窓口の機能を統合して、患者支

援センターとして運用するなど、院内における在宅支援の相談窓口の強化も図っている。 

 

【入退院支援実施件数】 

          平成３０年度         令和元年度 

入退院支援実施  １５５，２３４件   →   １８２，１２６件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ３．地域の救急医療体制への取組 

 

（１）救急・小児救急患者の受入数 

救急車による受入数、救急車による受入後の入院患者数は増加しており、より重篤な

患者の受入れを行い、地域の救急医療体制の中での国立病院機構の役割を引き続き適切

に果たした。 

令和元年度では、消防法に基づく救急告示病院として新たに６病院を加えた８６病院

が指定されている。また、２０病院において救命救急センターを設置しており、地域の

医療ニーズを踏まえて、三次救急への取組も充実させている。さらに、小児救急医療拠

点病院等として２４時間の小児救急医療を行っている病院は１７病院、地域の小児救急

輪番に参加している病院は新たに４病院を加えた４３病院となっており、地域の小児救

急医療体制の強化にも引き続き貢献した。 

  

【救急患者受入数】 

・平成３０年度 ５３６，６６７人 

（うち小児救急患者数１０１，１３０人） 

・令和 元年度 ５２１，４８１人（△２．８３％） 

（うち小児救急患者数９２，５７０人）（△８．４６％） 

 

【救急受診後の入院患者数】 

   ・平成３０年度 １８７，１０４人 

（うち小児救急患者数 ２０，８１５人） 

・令和 元年度 １８２，２２５人 （△２．６１％）  

（うち小児救急患者数 ２１，７０２人） （＋４．２６％） 

 

   【救急車による受入数】 

   ・平成３０年度 １９４，９２２人 

（うち小児救急患者数 １５，０３５人）    

・令和 元年度 １９５，５６５人 （＋０．３３％） 

（うち小児救急患者数 １４，５９６人）（△２．９２％） 

 

【救急車による受入数のうち受診後の入院患者数】 

   ・平成３０年度 １０６，７５３人 

（うち小児救急患者数 ４，９２４人） 

・令和 元年度 １０６，８９７人 （＋０．１３％） 

（うち小児救急患者数 ４，６４０人）（△５．７７％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     （２）地域の救急医療体制の強化 

地域の医療ニーズを踏まえて、三次救急への取組も充実させており、救命救急センター

を２０病院設置している。また、二次医療機関と一次医療機関との役割分担が進んできた

ことから、各病院は、より重篤な患者の受入れを積極的に行うなど、地域の救急医療体制

強化に令和元年度も引き続き貢献した。 

なお、令和元年度においては、消防法に基づく救急告示病院として８６病院が指定され

ている。 

また、小児救急医療拠点病院等として２４時間の小児救急医療を行っている病院は１７

病院、地域の小児救急輪番に参加している病院は４３病院となっており、引き続き地域の

小児救急医療体制の強化に貢献した。 

さらに、自治体等が主導して地域全体で救急医療・小児救急医療体制を構築している地 

域においては、市町村や地域医師会が運営する休日・夜間の小児急患センターに対して医

師を派遣するなど、引き続き地域の医療ニーズに応えた重要な役割を果たしている。 

  

４．ドクターヘリ・防災ヘリ、ドクターカーによる診療状況 

 

（１）ドクターヘリ・防災ヘリ  

令和元年度においても、医師等が同乗し自治体等の所有する防災ヘリやドクターヘリ

による患者受入れや患者搬送を、２４病院で１，６８５回引き続き実施した。 

 

【長崎医療センターにおけるドクターヘリ等による診療活動】 

・稼働回数：令和元年度においても、防災ヘリやドクターヘリによる患者受入れや

患者搬送を６９９回実施した。 

・病院側の診療体制：医師７名、看護師８名のフライトチームを組み診療を実施。 

  

（２）ドクターカー  

令和元年度においても、医師等が同乗するドクターカーによる患者の受入れや患者搬

送を、新たに４病院を加えた２２病院で１，８５１回引き続き実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料１３：地域医療への貢献［７９頁］ 

資料１４：八雲病院の機能移転に関する基本計画（概要）について［８７頁］ 

資料１５：東徳島医療センター及び徳島病院の機能統合に伴う新病院に関する基本構想につ

いて［９３頁］ 

資料１６：国立病院機構盛岡医療センターにおける重症心身障がい者医療等の実施について

［９７頁］ 

資料１７：弘前病院への弘前市立病院の医療機能の移転について［９８頁］ 

資料 ９：地域連携クリティカルパスの実施状況［７１頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ② 在宅医療

との連携など

地域包括ケア

システムへの

貢献  

地域連携を

進めつつ、各

病院の診療機

能や地域のニ

ーズに応じ

て、 

・重症心身

障害児

（者）、筋

ジストロフ

ィー、神経

難病等の在

宅療養患者

の支援のた

めの一時的

入院や通所

支援等に取

り組むこと 

・在宅療養

患者の急性

増悪時に対

応する体制

を充実させ

ること  

・グループ

ホーム、サ

ービス付き

高齢者向け

住宅、有料

老人ホーム

を含めた在

宅サービス

との連携を 

② 在宅医療

との連携など

地域包括ケア

システムへの

貢献 

地域連携を

進めつつ各病

院の診療機能

や地域のニー

ズに応じて、 

・重症心身

障害児

（者）、筋

ジストロフ

ィーをはじ

めとする神

経・筋疾患

等の在宅療

養患者の支

援のための

一時的入院

や通所支援

等に取り組

むこと 

・精神科疾

患の在宅療

養患者に対

して、訪問

看護等に取

り組むこと

によって地

域生活への

移行促進に

貢献するこ

と 

・在宅療養

患者の急性

増悪時に対 

 

 
・ 地域連携を

進めつつ各病

院の診療機能

や地域のニー

ズに応じて、

重症心身障害

児（者）、筋

ジストロフィ

ーをはじめと

する神経・筋

疾患等の在宅

療養患者の支

援のための一

時的入院や通

所支援等に取

り組んでいる

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜定量的指標＞ 

・ 短期入所、

通所事業の延

べ利用者数 

② 在宅医療との連携など地域包括ケアシステムへの貢献 

 
１．重症心身障害児（者）等の在宅療養支援 

 

 （１）在宅療養支援体制の構築 

地域連携を進めつつ各病院の診療機能や地域のニーズに応じて、重症心身障害児

（者）、筋ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾患等の在宅療養患者の支援体制を

構築するため、引き続き各病院において取組を行った。令和元年度末時点で１病院が在

宅療養支援病院（※１）、新たに１病院を加えた２６病院が在宅療養後方支援病院（※

２）、新たに１病院を加えた３７病院が地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア病棟入

院医療管理料を取得し、在宅医療を担う医療機関と連携を行った。 

また、前年度と比較し１４病院増えた１２７病院が地域ケア会議等に出席し、地域の

医療機関等とも連携し、地域包括ケアシステムの構築の推進に貢献した。 

 

   ※１在宅療養支援病院：２００床未満又は４km 以内に診療所がなく、２４時間往診、訪

問看護等を提供する病院 

 

   ※２在宅療養後方支援病院：２００床以上で、在宅療養を提供している医療機関と連携

し、必要があれば入院の受入れ等を行う病院 

 

（２）通所事業の実施 

重症心身障害児（者）等の在宅療養を支援するため、通所事業を引き続き実施した。

令和元年度においては、障害者総合支援法における生活介護（１８歳以上対象）を３５

病院で実施した。また、児童福祉法における放課後等デイサービス（就学児対象）を２

９病院、児童発達支援（１８歳未満対象）を３５病院で実施した。 

 

             平成３０年度      令和元年度 

・生活介護          ３３病院   →   ３５病院 

・放課後等デイサービス    ２８病院   →   ２９病院 

・児童発達支援        ３２病院   →   ３５病院 

 

【短期入所、通所事業の延べ利用者数】 

       平成３０年度       令和元年度 

短期入所  ３９，９３２名  →  ４９，９９３名 

       平成２８年度       令和元年度 

通所事業  ４８，７８８名  →  ４８，０８１名              

  

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
短期入所につ

いては年度計

画の目標を上

回る実績をあ

げた。通所事業

については、新

型コロナウイ 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  行い、入退

院前後の在

宅支援を図

ること 

等によって在

宅療養支援を

行う。 

在宅療養患

者やその家族

に対する相談

支援、在宅医

療 に 関 わ る

様々な主体が

連携を進めて

いくに当たっ

て の 支 援 機

能、地域の医

療従事者等の

人材育成、地

域の求めに応

じ た 訪 問 看

護・訪問診療

の実施、他の

主体では実施

が困難な分野

における国立

病院機構の医

療資源を活用

した新たな取

組など、地域

包括ケアシス

テムの中で在

宅医療提供体

制の充実に貢

献する。 

応する体制

を充実させ

ること 

・グループホ

ーム、サー

ビス付き高

齢者向け住

宅、有料老

人ホームを

含めた在宅

サービスと

の連携を行

い、入退院

前後の在宅

支援を図る

こと 

等によって在

宅療養支援を

行う。 

在宅療養患

者やその家族

に対する相談

支援、在宅医

療 に 関 わ る

様々な主体が

連携を進めて

いくに当たっ

て の 支 援 機

能、地域の医

療従事者等の

人材育成、地

域の求めに応

じ た 訪 問 看

護・訪問診療

の実施、他の

主体では実施

が困難な分野

における国立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 在宅療養患

者の急性増悪

時に対応する

体制を充実さ

せているか。 

 
・  精神科疾

患の在宅療

養患者に対

して訪問看

護等に取り

組んでいる

か。 

 

 

 

（３）在宅療養支援の取組 

入院治療が必要な難病患者が適時に入院できる体制及び在宅療養提供体制を整備する

ために都道府県が実施している難病医療提供体制事業について、新たに３病院を加えた

２９病院が難病医療拠点病院、新たに５病院を加えた６０病院が難病医療協力病院の役

割を担うなど、地域の在宅支援ネットワークへの協力を令和元年度も引き続き行った。 

また、在宅の重症心身障害児（者）等の居宅支援として、家族の病気、保護者の休養

などの理由で、短期間入所できる短期入所事業を新たに１病院を加えた７４病院で行

い、地域の在宅支援ネットワークへの協力を行った。 

 

（４）在宅療養患者の急性増悪時の対応 

令和元年度においては、新たに２病院を加えた１２４病院で在宅療養患者の急性増悪

時入院や９６病院でレスパイト入院に対応するため在宅医療を担う医療機関との連携を

引き続き行った。 

 

（５）訪問診療・訪問看護の取組 

各病院の診療機能と地域の医療ニーズに応じて在宅療養患者に対して３６病院が訪問

診療を行い、新たに３病院を加えた６８病院が訪問看護を令和元年度も引き続き行っ

た。 

 

（６）訪問看護ステーションの開設 

地域包括ケアシステムの構築が推進される中で地域の医療事情に応じながら、神経筋

疾患・精神疾患の患者を中心に在宅医療提供体制の充実に引き続き貢献している。令和

元年度は、地域の要請に応じて訪問看護ステーション（※）を新たに大分医療センター

等５病院で開設し、国立病院機構全体では１５病院となった。そのうち、宇多野病院、

長崎川棚医療センター、兵庫中央病院、関門医療センター、九州がんセンターにおいて

は、２４時間の訪問対応を行っている。 

 

※訪問看護ステーション：健康保険法及び介護保険法による指定を受けて｢指定訪問看護

事業者｣が訪問看護事業を行う事業所としての指定訪問看護ス

テーション 

 

【訪問看護ステーション設置状況】 

平成３０年度 １０病院 → 令和元年度 １５病院 

 

西新潟中央病院、あわら病院、宇多野病院、兵庫中央病院、やまと精神医療センター

長崎川棚医療センター、関門医療センター、下総精神医療センター、東埼玉病院、 

九州がんセンター、大分医療センター、新潟病院、榊原病院、宮城病院、東尾張病院 

    

ルス感染症の

影響により年

度計画値を上

回る延べ利用

者数とはなら

なかった。 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   病院機構の医

療資源を活用

した新たな取

組など、地域

における在宅

医療提供体制

の充実に貢献

する。 

＜定量的指標＞ 

・ 訪問看護の

延べ利用者数 

 
・ グループホ

ーム、サービ

ス付き高齢者

向け住宅、有

料老人ホーム

を含めた在宅

サービスとの

連携を行い、

入退院前後の

在宅支援を行

っているか。 

 
＜定量評価＞ 

・ 入退院支援

実施件数 

 

【訪問看護の延べ利用者数】 

   平成３０年度 ５８，６３５人 → 令和元年度 ６４，２１１人 

 

（７）入退院支援センターにおける介護・福祉施設との連携及び在宅支援（再掲） 

各病院の入退院支援センターにおいて、入院時には在宅サービス事業者と連携し、患者

の生活状態や身体機能に即した入院説明を行い、退院時には介護、福祉に関わる機関との

連携や訪問看護ステーションの活用などスムーズな在宅医療への移行に取り組んでいる。 

また、地域医療連携室、がん相談支援センター、患者相談窓口の機能を統合して、患者

支援センターとして運用するなど、院内における在宅支援の相談窓口の強化も図ってい

る。 

 

【入退院支援実施件数】 

          平成３０年度         令和元年度 

入退院支援実施  １５５，２３４件   →   １８２，１２６件 

 

年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・  在宅療養

患者やその

家族に対す

る相談支援、

在宅医療に

関わる様々

な主体が連

携を進めて

いくに当た

っての支援

機能、地域の

医療従事者

等の人材育

成、地域の求

めに応じた

訪問看護・訪

問診療の実

施など、地域

における在

宅医療提供

体制の充実

に貢献して

いるか。 

 

２．地域包括ケアシステムへの貢献 

 

（１）地域の医療従事者や患者や地域住民を対象とした研修会等の開催 

各病院において、地域の医療従事者等の研修ニーズの把握やアンケート調査による研

修内容の評価・検証等により内容の充実に努めている。ホームページやパンフレット配

布等で参加を呼びかけたほか、地域の医療関係機関等とも連携して開催するなど、令和

元年度も引き続き積極的に実施しており、地域医療従事者等へ向けた医療情報発信や地

域のニーズに応じた地域包括ケアシステムの推進に貢献した。 

この結果、４，５８１件（主に医療従事者対象３，１８０件、主に地域住民対象１，

４０１件）の地域の医療従事者等を対象とした研修会等を開催し、延べ１４万人の方に

地域医療従事者等へ向けた医療情報発信に貢献した。また、在宅医療に関わるものとし

て、４０９件実施し、地域のニーズに応じた地域包括ケアシステムの推進に貢献した。 

 

【開催件数】 

平成３０年度 ５，１９７件 →  令和元年度 ４，５８１件 

 

（２）在宅医療提供体制に向けての在宅医療推進セミナーの実施（再掲） 

地域包括ケアシステムの構築における自院の課題を把握し、グループディスカッショ

ンを通じ、情報を共有することにより在宅医療提供体制の構築に向けて必要な知識・技

術の習得や、訪問看護ステーションの開設に向けての必要な知識の習得を図ることを目

的とした研修を継続して実施し、２２病院から５２名が参加した。 

 

参加職種：看護師３２名、医療社会事業専門員等６名、医師２名、作業療法士２名、 

事務１０名 

 

（３）在宅医療を担う医療機関との連携（再掲） 

令和元年度においては、新たに２病院を加えた１２４病院で在宅療養患者の急性増悪

時入院や９６病院でレスパイト入院に対応するため在宅医療を担う医療機関との連携を

引き続き行った。 

 

（４）訪問診療・訪問看護の取組（再掲） 

各病院の診療機能と地域の医療ニーズに応じて在宅療養患者に対して３６病院が訪問

診療を行い、新たに３病院を加えた６８病院が訪問看護を令和元年度も引き続き行っ

た。 

 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     （５）訪問看護ステーションの開設（再掲） 

地域包括ケアシステムの構築が推進される中で地域の医療事情に応じながら、神経筋

疾患・精神疾患の患者を中心に在宅医療提供体制の充実に引き続き貢献している。令和

元年度は、地域の要請に応じて訪問看護ステーション（※）を新たに大分医療センター

等５病院で開設し、国立病院機構全体では１５病院となった。そのうち、宇多野病院、

長崎川棚医療センター、兵庫中央病院、関門医療センター、九州がんセンターにおいて

は、２４時間の訪問対応を行っている。 

 

※訪問看護ステーション：健康保険法及び介護保険法による指定を受けて｢指定訪問看護

事業者｣が訪問看護事業を行う事業所としての指定訪問看護ス

テーション 

 

【訪問看護ステーション設置状況】 

平成３０年度 １０病院 → 令和元年度 １５病院 

 

西新潟中央病院、あわら病院、宇多野病院、兵庫中央病院、やまと精神医療センター 

長崎川棚医療センター、関門医療センター、下総精神医療センター、東埼玉病院、 

九州がんセンター、大分医療センター、新潟病院、榊原病院、宮城病院、東尾張病院 

 

【訪問看護の延べ利用者数】 

    平成３０年度 ５８，６３５人 → 令和元年度 ６４，２１１人 

 

（６）地域包括支援センターの運営 

令和２年１月、宮城病院において国立病院機構で初めて自治体から地域包括支援セン

ターの運営を受託することが決定し、令和２年度から運営を開始している。 

地域包括支援センターは、地域住民の医療と保健の向上、更には福祉の推進に向けた

支援を包括的に行う機関であり、医療・保健・介護・福祉といった様々な領域の関係機

関と連携し、また、それらの社会資源を活用し、介護保険という制度を超えて高齢者を

サポートするための地域包括ケアシステムの拠点として重要な役割を担う。 

地域包括支援センターを継続して運営していくために安定的な人材確保などの課題は

あったが、地域から求められる役割を積極的に果たすとともに地元自治体との関係が目

に見える形で連携強化を図れることから受託を決定し、地域包括ケアシステムの中心と

して貢献していくこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料１８：訪問看護ステーションの開設［１００頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

 

 

４．その他参考情報 

 
特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－３ 診療事業 国の医療政策への貢献 

業務に関連する政策・

施策 

政策医療を向上・均てん化させること 

感染症の発生・まん延の防止を図ること 

治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実させること 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立病院機構法第３条 

当該項目の重要度、難

易度 
重要度：「高」、難易度：「高」 

南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害が予想される中、人材育成を含め災害発

生に備えた機能の充実・強化は重要であり、また、他の設置主体では必ずしも実施されな

いおそれのあるセーフティネット分野の医療についても、引き続き中心的な役割を果たし

ていく必要があるため重要度が高い。 
 

 必要な医療を確実に提供しながら、災害発生時など国の危機管理に際して求められる医

療についても迅速かつ確実に提供できるよう、災害対応体制を整備し、維持することは難

易度が高い。 
また、後発医薬品の使用割合に係る目標達成には、医療提供側と患者側の双方の理解を

一層深め、後発医薬品の使用促進対策を継続的に実施していく必要があるが、機構では既

に政府目標である 80％を超える高い水準にある中、更にこれを上回る目標を達成するこ

とは難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

事前分析表（令和元年度）Ｉ－４－１ 
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注）【 】については、令和元年度の達成目標。                                  注）①予算額、決算額、経常費用、経常利益、行政コストについては、診療事業の項目（項目 1－1－1、1－1－

2、1－1－3）ごとに算出することが困難であるため、診療事業の項目全体の額を記載。 

                                                         ②従事人員数については、診療を行っている者が研究や教育を行う等、事業分類ごとに算出することが困                           

難であるため、全常勤職員数を記載。 

 

 

 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 （参考） 
前中期目標期
間最終年度値 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度   指標 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）整備済病院

数（災害拠点病院

を除く。）（計画

値） 

前年度より増

加させ、速や

かに全病院で

整備する 

 22 病院      予算額（千円） 988,900,395 
（※注①） 

    

事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）整備済病院

数（災害拠点病院

を除く。）（実績

値） 

 22 病院 39 病院      決算額（千円） 976,561,682 
（※注①） 

    

達成度   177.3％      経常費用（千円） 983,294,458 
（※注①） 

    

後発医薬品の使用

割合（計画値） 

令和５年度ま

でに８５％以

上 

【平成２９年

度実績以上】

（※注） 

 83.5％      経常利益（千円） 13,610,531 
（※注①） 

    

後発医薬品の使用

割合（実績値） 
 86.2% 

 

88.7％ 

 

     行政コスト（千円） 990,162,530 
（※注①） 

    

達成度   106.2％      従事人員数（人） 62,226 
（※注②） 

    

訪問看護の延べ利

用者数（計画値） 

前年度より増

加 
 58,635 名            

訪問看護の延べ利

用者数（実績値） 
 58,635 名 64,211 名            

達成度  

 

 109.5％            
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （３）国の

医療政策へ

の貢献 

機構の人

的・物的資

源や病院ネ

ットワーク

を最大限活

用し、以下

の取組を実

施するこ

と。 

災害や新

型インフル

エンザ発生

時など国の

危機管理に

際して求め

られる医療

について、

国や地域と

の連携の強

化により、

災害対応時

の役割の明

確化や災害

医療現場等

で貢献でき

る人材の育

成、厚生労

働省のＤＭ

ＡＴ事務局

の体制強化

など国の災

害医療体制

の維持・発

展への貢献 

（３）国の

医療政策へ

の貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国の

医療政策へ

の貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ   

 
（自己評定Ａの理由） 

・ 全ての定量的指標において、達成度が１００％以上であった。 

 
・ 下記理由により、定量的指標について、達成度が１００％以上であり、その他の目

標についても良好な結果を得た。 

 
○  新型コロナウイルス感染症等への対応については、１月２２日に各病院に対し

て、感染対策の徹底や診療等に当たっては、保健所と連携して対応するよう指示し

た。また、１月３１日にＷＨＯ（世界保健機関）の緊急事態宣言を受け、「国立病

院機構新型ウイルス関連肺炎に関する緊急対策会議」を設置した。 

さらに、国からの至急の要請を受けて、中国武漢からの帰国者が宿泊していた施

設への医師等の派遣やダイヤモンド・プリンセス号の感染者の受入れなどを行うと

ともに、自治体からの要請を受けて帰国者・接触者外来を設置し、各地域における

新型コロナウイルス感染者等の受入れを行った。 

３月２６日に新型インフルエンザ特別措置法に基づき政府に対策本部が設置され

たことを踏まえ、同日、「国立病院機構新型インフルエンザ等対策本部」を設置す

るとともに、各病院に対策本部の設置及び各病院が定める診療継続計画に基づいて

必要な措置を講じるよう指示した。 

また、新型コロナウイルス感染症患者への診療を適切に実施するため、病院機能

の縮小を許容することを基本としつつ、可能な限り通常診療が実施できる体制とす

るよう徹底した。 

 
○  「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」（平成３０年６月１５日閣議決定）

において、「災害派遣医療チームの司令塔機能の強化等を進める」こととされ、厚

生労働省に設置された「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」にお

いて「ＤＭＡＴ事務局が病院内の一部門となっている現状を改める」、「大規模災

害時に備え、ＤＭＡＴ事務局の人員増強を行う」ことが挙げられている。これを受

け、これまで災害医療センターと大阪医療センターがそれぞれ受託していた厚生労

働省ＤＭＡＴ事務局業務について令和２年４月より本部の一組織として「国立病院

機構本部ＤＭＡＴ事務局」を新設し、人員増強を行うなどの体制強化を図った。 

 

  

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

Ⅰ．主な目標の内容 

国立病院機構法では、厚生労働大臣

は、緊急の必要がある場合には、国立病

院機構に対して、必要な業務の実施を求

めることができ、機構はその要求に応じ

ることとされている。 

中期目標・中期計画では国立病院機構

が、人的・物的資源や病院ネットワーク

を最大限活用し、医療を確実に提供する

こととされており、国の危機管理に際し

て求められる医療の提供が期待されてい

る。 

また、同法では、国の医療政策として

機構が担うべきものの向上を図り、もっ

て公衆衛生の向上及び増進に寄与するこ

とが目的とされている。 

中期目標・中期計画では重症心身障

害、筋ジストロフィーをはじめとする、

他の設置主体では必ずしも実施されない

おそれのある医療について、我が国の中

心的な役割を果たすこととされており、

国の医療政策への貢献が期待されてい

る。 

（１）国の危機管理に際して求められる

医療の提供 

（２）セーフティネット分野の医療の確

実な提供 

（３）エイズへの取組推進 

（４）重点課題に対応するモデル事業等

の実施 

 
また、年度計画において、定量的指標

として「事業継続計画（ＢＣＰ）整備済

病院数（災害拠点病院を除く）」、「訪問看

護の延べ利用者数（再掲）」については前

年度より増加、「後発医薬品の使用割合」 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 を含め、中

核的な役割

を果たす機

関としての

機能を充

実・強化す

ること。ま

た、発災時

に必要な医

療を確実に

提供するこ

と。 

重症心身

障害、筋ジ

ストロフィ

ーをはじめ

とする神

経・筋疾

患、結核、

「心神喪失

等の状態で

重大な他害

行為を行っ

た者の医療

及び観察等

に関する法

律」（平成

１５年法律

第１１０ 

号）に基づ

く精神科医

療など他の

設置主体で

は必ずしも

実施されな

いおそれの

あるセーフ

ティネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  「国立病院機構防災業務計画」については、これまでも東日本大震災等での経験

を踏まえ基幹災害拠点病院及び災害拠点病院に初動医療班を配置するなど、より効

果的・効率的な災害対応体制を確立するため所要の見直しを行っており、令和元年

度においては、国の災害拠点病院の指定要件に準じて、災害時の燃料や飲料水等の

備蓄量、優先供給協定の締結や全病院が事業継続計画を整備することを規定した。 

    また、ＢＣＰ未策定の病院を対象にＢＣＰ策定研修を実施する等の取組を行った

結果、ＢＣＰ整備済病院数は、前年度を大きく上回る３９病院、達成度は１７７．

３％となった。 

  なお、「国立病院機構新型インフルエンザ等対策に関する業務計画」に基づき、感

染症発生時に感染拡大を可能な限り抑制し、万全を期して医療活動を継続できるよ

う、１４１全病院が「診療継続計画」を策定しており、今般の新型コロナウイルス

感染症においても、適切に対応している。 

 
○ 日本の後発医薬品のシェアは諸外国と比べかなり低い状況にあり、国内において

は数量ベースで７４．９％（令和元年９月時点）となっている。 

政府目標は、「経済財政運営と改革の基本方針２０１５について」（平成２７年６

月３０日閣議決定）で示された、平成２９年央に７０％以上とするとともに、平成

３０年度から令和２年度末までのなるべく早い時期に８０％以上にするとされた。 

さらに、「経済財政運営と改革の基本方針２０１７について」（平成２９年６月９

日閣議決定）において、２０２０年（令和２年）９月までに、後発医薬品の使用割

合を８０％とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する

とされており、この達成には、医師・薬剤師等の医療従事者側と患者側の理解を一

層深め、後発医薬品使用促進対策を率先して、継続的に推進していく必要がある中

で、国立病院機構は平成２９年度から８０％を超える高い水準を維持している。令

和元年度においては、後発医薬品の使用割合は８８．７％、達成度は１０６．２％

となり、引き続き高い水準を維持した。 

 
○  他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのあるセーフティネット分野の医

療、国の施策に対応した心神喪失者等医療観察法に基づく精神科医療、エイズ、新

型インフルエンザ等の感染症等に対する医療、セーフティネット分野の在宅患者や

医療依存度の高い重症心身障害児（者）及び強度行動障害児（者）等の他の医療機

関では対応が困難な患者への医療を提供している。 

また、地域包括ケアシステムの構築において、地域の医療事情に応じながら在宅

医療支援の充実を図るため、令和元年度においては３６病院で訪問診療を行い、６

８病院が訪問看護を実施した。また、訪問看護ステーションは大分医療センターな

ど新たに５病院を加えた１５病院となり、訪問看護ステーションをはじめとする訪

問看護の延べ利用者数は、６４，２１１人、達成度は１０９．５％となった。 

 

評定  

については平成２９年度実績以上と設定

している。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 分野の医療に

ついて、引き

続き、我が国

における中心

的な役割を果

たすこと。ま

た、利用者の

権利を守り、

在宅医療支援

を含めた医

療・福祉サー

ビスの充実を

図ること。 

エイズへの

取組につい

て、ブロック

拠点病院にお

いてＨＩＶ裁

判の和解に基

づき国の責務

となった被害

者の原状回復

に向けた医療

の取組を着実

に実施すると

ともに、エイ

ズ患者及びＨ

ＩＶ感染者を

含め、高齢化

等個々の状態

に応じて適切

に対応できる

よう、必要な

人的・物的体

制整備の下、

引き続き取組

を進めるこ

と。 

① 国の危機

管理に際して

求められる医

療の提供 

災害や新型

インフルエン

ザ発生時など

国の危機管理

に際して、病

院ネットワー

クを最大限活

用し、災害医

療現場等で貢

献できる人材

の育成を含め

地域における

中核的な役割

を果たす機関

としての機能

を充実･強化

する。 

厚生労働省

のＤＭＡＴ事

務局の体制強

化など国の災

害医療体制の

維持・発展に

貢献するとと

もに、防災業

務計画に基づ

き初動医療班

や医療班の派

遣体制及び災

害拠点病院等

における医療

救護体制を充

実し、発災時

に必要な医療 

① 国の危機

管理に際して

求められる医

療の提供 

災害発生

時など国の

危機管理に

際して、各

病院の状況

に応じて業

務継続計画

を整備し、

危機管理機

能を充実･

強化し、必

要な医療を

確実に提供

する。  

厚生労働

省のＤＭＡ

Ｔ体制にお

いて、ＤＭ

ＡＴ事務局

の体制強化

や、訓練・

研修の実施

などによ

り、国の災

害医療体制

の維持・発

展に貢献す

る。  

防災業 務

計画に基づ

き、初動医

療班や医療

班の派遣体

制及び災害 

 
＜評価の視点＞ 

・ 災害発生時

など国の危機

管理に際して

の機能を充

実･強化し、

必要な医療を

確実に提供し

ているか。 

 

 

① 国の危機管理に際して求められる医療の提供 

１．新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症等への対応については、１月２２日に各病院に対して、感染対策

の徹底や診療等に当たっては、保健所と連携して対応するよう指示した。また、１月３１日に

ＷＨＯ（世界保健機関）の緊急事態宣言を受け、本部内に「国立病院機構新型ウイルス関連肺

炎に関する緊急対策会議」を立ち上げた。 

さらに、国からの至急の要請を受けて、中国武漢からの帰国者が宿泊していた施設への医師

等の派遣や横浜港に寄港したダイヤモンド・プリンセス号の感染者の受入れなどを行うととも

に、自治体からの要請を受けて帰国者・接触者外来を設置し、各地域における新型コロナウイ

ルス感染者等の受入れを行った。 

３月２６日に新型インフルエンザ特別措置法に基づき政府に対策本部が設置されたことを

踏まえ、同日、「国立病院機構新型インフルエンザ等対策本部」を設置するとともに、各病院に

対策本部の設置及び各病院が定める診療継続計画に基づいて必要な措置を講じるよう指示し

た。 

また、新型コロナウイルス感染症患者への診療を適切に実施するため、病院機能の縮小を許

容することを基本としつつ、可能な限り通常診療が実施できる体制とするよう徹底した。 

 
（１）中国武漢からの帰国者（チャーター機）対応 

１月３１日から国や自治体の要請を受け  ＤＭＡＴ及び埼玉病院の医師・看護師を中国

武漢からの帰国者対応のため保健医療科学院・税務大学校等に延べ１３６名を派遣した。 

 
（２）ダイヤモンド・プリンセス号 

２月１日からダイヤモンド・プリンセス号対応のため横浜検疫所に横浜医療センターの

薬剤師を派遣するとともに、２月８日からはダイヤモンド・プリンセス号の船内での診療

のために本部医療部薬剤管理監他及び６病院並びにＤＭＡＴの医師等延べ２３２名を派遣

した。 

また、２月１３日からはダイヤモンド・プリンセス号の患者搬送調整のため神奈川県庁

にＤＭＡＴ及び４病院の医師等延べ１３０名を派遣した。 

さらに、国からの要請を受けダイヤモンド・プリンセス号の陽性患者５７名を千葉東病

院ほか７病院で受け入れた。なお、受入れに当たっては、国立病院機構初動医療班を派遣

し、トリアージ等を行うとともに、受入れ病院以外の国立病院機構から医師延べ７６名・

看護師等延べ２２７名を１カ月以上の長期にわたり継続的に派遣し、組織全体で連携して

対応を行った。 

また、４病院の医師等延べ１０名を、無症状感染者等を受け入れた愛知県に所在する藤

田医科大学岡崎医療センターに派遣した。 

さらに２月２９日から、下船した乗員の宿泊施設である税務大学校に心のケアのために

ＤＰＡＴを派遣した。 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅱ．目標と実績の比較 

「ＢＣＰ整備済病

院数」は、前年度を

大きく上回る３９病

院、達成度は１７

７．３％であった。 

 
「後発医薬品の採

用率」については、

後発医薬品の使用割

合は８８．７％、達

成度は１０６．２％

であった。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 このほか、

国の医療分野

における重要

政策のモデル

的な取組を積

極的に実施す

るなど国の医

療政策に貢献

すること。 

 

を確実に提供

する。 

また、国立

病院機構のネ

ットワークを

活用し、重症

心 身 障 害 児

（者）等の患

者の特性を踏

まえた災害時

の広域搬送等

に係る検討を

進める。 

拠点病院等

における医

療救護体制

の充実を図

る と と も

に、必要な

研修を実施

する。  

新型イ ン

フルエンザ

に つ い て

は、「新型イ

ンフルエン

ザ等対策に

関する業務

計画」に基

づき、必要

な対応を行

う。  

また、 国

立病院機構

のネットワ

ークを活用

し、重症心

身 障 害 児

（者）等の

患者の特性

を踏まえた

災害時の広

域搬送等に

係る検討を

進める。 

 （３）市中発生患者対応 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、自治体の要請により「帰国者・接触者外

来」の設置の要請があった場合には積極的に協力し、７１病院において設置して同感染症

の疑い例を診療体制等の整った医療機関に確実につないだ。また、自院でのＰＣＲ検査の

実施やドライブスルー方式でのＰＣＲ検査も実施するとともに、他法人の病院で発生した

感染事例にも職員を派遣するなど、感染拡大の防止を図った。 

さらに、国内全体での急激な感染拡大時は、自治体等からの要請により、一般病床だけ

でなく精神科病院等でも同感染症の患者を受け入れるために必要な病床数を確保し、５９

病院において１５，０５０名の入院患者の受入れを行った（１月３０日から６月３０日ま

での延入院患者数（ダイヤモンド・プリンセス号での患者含む））。 

 
（４）水際対策対応 

３月２７日から国の要請を受け、水際対策のため羽田空港・成田空港の検疫所に１７病

院の医師延べ１６名・看護師延べ２０名・臨床検査技師延べ１５名を派遣し、ＰＣＲ検査

を実施した。 

 
 （５）その他 

新型コロナウイルス感染症患者の受入れに当たっては、個室利用や感染者と非感染者が

交差しない動線確保等、院内感染防止のために必要な対策を講じる必要があるため、機構

本部から全ての病院に対し感染予防対策を徹底するよう通知した。 

各病院では、感染症対策について、新型コロナウイルス感染症が持ち込まれないよう、

面会禁止の措置を採るとともに、職員の健康対策（出勤前の体温測定及びその確認、発熱

等の風邪症状がある場合の出勤免除など）の措置など、院内感染防止対策を改めて徹底し

た。 

また、各病院に感染症対策チーム（Infection Control Team,ICT）を設置しており、１

１７病院に２７８名のＩＣＤ（Infection Control Doctor）、１２８病院に２１２名のＩＣ

Ｎ（Infection Control Nurse）を配置し、常時、感染対策に努めた。 

さらに、令和元年度予備費により、新型コロナウイルス感染症患者に対応するため、感

染症指定医療機関のみならず急性期病床等を有する病院を含めた４９病院を対象に医療機

器整備を行った。 

 
   【医療機器整備状況】 

   移動式Ｘ線撮影装置４９台、心電図装置４９台、超音波診断装置９８台、 

人工呼吸器９８台、除細動器４９台、体外式膜型人工肺１３台、ＰＣＲ装置１台 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅲ．その他考慮すべき

要素 

（１）国の危機管理に

際して求められる医療

の提供について 

 新型コロナウイルス

感染症への対応につい

ては、国からの至急の

要請を受けて、中国武

漢からの帰国者が宿泊

していた施設への医師

等の派遣やダイヤモン

ド・プリンセス号の感

染者の受入れなどを行

うとともに、自治体か

らの要請を受けて帰国

者・接触者外来を設置

し、各地域における新

型コロナウイルス感染

者等の受入れを行って

おり、医療提供体制の

維持に貢献したことを

高く評価する。 

     
（２）セーフティネッ

ト分野の医療の確実な

提供について 

 重症心身障害や筋ジ

ストロフィー、結核な

どの政策医療に着実に

取り組んでおり、特に

筋ジストロフィーにお

いては、全国シェアの

９３．７％を占めるな

ど、セーフティネット

分野の医療の確実な提

供のために重要な役割 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ２．国立病院機構防災業務計画に基づく災害への対応 

 

（１）国立病院機構防災業務計画に基づく体制の整備 

国立病院機構は災害対策基本法における指定公共機関であり、国立病院機構の医療救護

活動の実施に関する事項を定め、円滑かつ適切な医療救護活動に資するため、「国立病院

機構防災業務計画」及び「国立病院機構防災業務計画本部業務実施要領」を作成してい

る。 

令和元年度末現在では、「国立病院機構防災業務計画」に基づき、災害医療の拠点とな

る国立病院機構基幹災害拠点病院、及び被災者の受入・搬出等を中心的に実施する国立病

院機構災害拠点病院について、３７病院体制とした。 

また、全病院に設置している医療班に加え、災害急性期に情報収集をしつつ避難所等の

医療救護活動を開始する「初動医療班」を、基幹災害拠点病院に各２班、災害拠点病院に

各１班設置し、全体で４９班を確保し維持した。 

「国立病院機構防災業務計画」については、これまでも東日本大震災等での経験を踏ま

え基幹災害拠点病院及び災害拠点病院に初動医療班を配置するなど、より効果的・効率的

な災害対応体制を確立するため所要の見直しを行っており、令和元年度においては、国の

災害拠点病院の指定要件に準じて、災害時の燃料や飲料水等の備蓄量、優先供給協定の締

結や全病院が事業継続計画を整備することを規定した。 

 

 【初動医療班の活動状況】 

   令和元年１０月に関東甲信地方や東北地方などで記録的な大雨となり、甚大な被害を

もたらしたため、仙台医療センター、宮城病院より初動医療班、医療班を派遣し、被災

者の救護活動を行った。 

 

 【主な改正内容】 

〇備蓄（燃料、医薬品、食糧、飲料水） 

・職員分も含めて３日間分備蓄すること。なお、基幹・災害拠点病院については３日間

分以上とし、災害による救急患者分も備蓄すること。 

〇設備 

・水に関して、受水槽の保有、井戸設備及び優先供給協定の締結等により災害時に必要

な水を３日分程度確保することに努めること。 

・自家発電機が非常時に使用可能とするため定期的に点検等を行うこと。電気事業法、

消防法及び建築基準法に基づく法定点検を確実に行うこと。 

〇事業継続計画 

・全病院がＢＣＰを整備すること。 

      なお、令和２年１月には、ＢＣＰ未策定の病院を対象として、講義だけでなくワ

ークショップによる実践的なＢＣＰ策定研修を実施した。令和２年度においては、

未策定の病院に対して必要な支援を行っていくこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

を果たしている。 

 精神科医療について

も、心神喪失者等医療

観察法に基づく指定入

院医療機関について、

国立病院機構が全国の

病床数の約５割を占

め、心神喪失者等医療

観察法関連職種研修会

の実施や、心神喪失者

等医療観察法医療水準

向上等事業への参加な

ど、我が国の精神科医

療の向上に継続して大

きく貢献していること

を評価する。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ＜定量的指標＞ 

・ 事業継続計

画（ＢＣＰ）

整備済病院数 

 

 

 

 
・ 厚生労働省

のＤＭＡＴ体

制において、

体制強化や訓

練・研修の実

施を通じて、

国の災害医療

体制の維持・

発展に貢献し

ているか。 

 

   【ＢＣＰ策定状況】 

   平成３０年度 ２２病院 → 令和元年度 ３９病院 

 

（２）国立病院機構防災業務計画に基づく研修の実施 

発災直後に派遣する初動医療班には、医療救護活動に加えて、情報収集活動、被災地

域の関係機関等との調整等を行う能力も求められることから、主に被災地での患者受入

を想定した｢災害医療従事者研修｣を引き続き実施した。 

 

３．厚生労働省のＤＭＡＴ体制への貢献 

 

 （１）国立病院機構におけるＤＭＡＴ体制の役割 

大規模災害時に全国から参集するＤＭＡＴ活動を指揮するため、平成２２年４月に厚生

労働省のＤＭＡＴ事務局が災害医療センターに設置された。さらに首都直下地震の発生を

想定し災害医療センターのＤＭＡＴ事務局機能の補完を目的として、平成２５年１０月に

大阪医療センターにもＤＭＡＴ事務局が設置され、全国のＤＭＡＴ活動を指揮する役割を

国立病院機構の２病院が担っている。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」（平成３０年６月１５日閣議決定）

において、「災害派遣医療チームの司令塔機能の強化等を進める」こととされ、厚生労働

省に設置された「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」において「ＤＭＡ

Ｔ事務局が病院内の一部門となっている現状を改める」、「大規模災害時に備え、ＤＭＡ

Ｔ事務局の人員増強を行う」ことが挙げられている。厚生労働省からの要請を受け、これ

まで災害医療センターと大阪医療センターがそれぞれ受託していた厚生労働省ＤＭＡＴ事

務局業務を実施するため令和２年４月より本部の一組織として「国立病院機構本部ＤＭＡ

Ｔ事務局」を新設し、人員増強を行うなどの体制強化を図った。 

新型コロナウイルス感染症等への対応については、国や自治体等からの要請を受け、１

月３１日からダイヤモンド・プリンセス号船内での診療や患者搬送等のために約６００人

のＤＭＡＴの派遣調整を行った。また、国立病院機構では令和元年度末時点で、４４病院

で７９２名のＤＭＡＴ隊員を有しており、災害発生時における迅速な対応を可能とする体

制を維持した。 

 

（２）ＤＭＡＴ隊員、統括ＤＭＡＴ隊員の養成・研修 

令和元年度においても、厚生労働省の委託を受けた災害に対する平時の対応として、以

下の研修を実施した。 

 

 

年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅳ．評価 

「ＢＣＰ整備済病院

数」については、発災

時に必要な医療を提供

する体制を維持するた

めには、各病院の業務

を滞りなく継続できる

体制構築が重要で有

り、災害発生時など国

の危機管理に際して求

められる医療について

も迅速かつ確実に提供

できるよう、災害対応

体制を整備し、維持し

ていくものであり、国

の危機管理体制に貢献

しているものである。 

 
「後発医薬品の採用

率」については、日本

の後発医薬品のシェア

は諸外国と比べかなり

低い状況にあり、国内

においては数量ベース

で７４．９％（令和元

年９月時点）となって

いるところ、国立病院

機構は平成２９年度か

ら８０％を超える高い

水準を維持している。

引き続き高い水準を維

持していることを高く

評価する。 

 
このほか、上記以外

の目標についても所期

の目標を達成してお 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     【日本ＤＭＡＴ隊員養成研修】 

災害医療センターにおいて、日本国内におけるＤＭＡＴ隊員を増加させ、災害時の医

療体制の強化を目的とした研修を、令和元年度に９回実施し、都道府県から推薦された

３６３病院５７７名が参加した。 

また、同研修を大阪医療センターにおいても、令和元年度に５回実施し、都道府県か

ら推薦された１９６病院から２６０名が参加した。 

 

【統括ＤＭＡＴ研修】 

災害医療センターにおいて、参集したＤＭＡＴを組織化し、指揮・命令を行うととも

に、災害対策本部等関係機関との調整などを速やかに行う者を養成することを目的とし

た研修を、令和元年度に１回実施し、４２都道府県より１２４名が参加した。 

 

【日本ＤＭＡＴ隊員技能維持研修】 

災害医療センターにおいて、ＤＭＡＴ隊員として登録されている者を対象に、隊員と 

しての知識・技術の確認・ブラッシュアップすることを目的とした研修を、令和元年度

に 全国で１１回開催し、７５８病院から２，０２６名が参加した。 

また、同研修を大阪医療センターにおいても、令和元年度に、全国で９回開催し、４ 

７０病院から１，３８１名が参加した。 

 

（３）国立病院機構における災害発生時のＤＭＡＴ出動状況 

令和元年度においても、災害発生時に国及び各都道府県の要請により全国のＤＭＡＴ

が出動し、国立病院機構の各病院においてもＤＭＡＴが出動した。 

 

   ○台風１９号による災害 

    令和元年１０月に関東甲信地方や東北地方などで記録的な大雨となり、甚大な被害を

もたらし、仙台医療センター、信州上田医療センター等よりＤＭＡＴを派遣し、被災者

の救護活動を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

り、定量的指標におい

ても高い実績をあげて

いること、難易度「高」

であることも考慮し、

評定を「Ａ」とした。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 防災業務計

画に基づき初

動医療班や医

療班の派遣体

制及び災害拠

点病院等にお

ける医療救護

体制の充実を

図るとともに

必要な研修を

実施している

か。 

 

４．災害研修の実施・総合防災訓練への対応 

 

 （１）災害研修の実施 

国立病院機構本部主催の｢災害医療従事者研修Ⅰ｣を実施し、災害拠点病院あるいは救

命救急センターを有する国立病院機構の医師、看護師等を中心に１０病院から４７名が

参加した。グループにおいても、管内の医師、看護師、事務職員等を対象に｢災害医療研

修｣を実施し、７病院から２７名が参加した。また、「災害医療従事者研修Ⅱ」を実施

し、１７病院から３７名が参加した。 

 

【災害医療従事者研修Ⅰ】 

大規模災害発生時に、被災患者の受入れ等状況に応じて適切な対応がとれるよう、病

院としての災害対応能力の強化を図ることを目的とした研修 

参加職種：医師８名、看護師１８名、薬剤師７名、診療放射線技師３名、事務９名、 

理学療法士等２名 

 

【災害医療従事者研修Ⅱ】 

災害拠点病院としての受入機能及び初動医療班として派遣される職員の技能維持とＤ

ＭＡＴ等各医療チームとの連携強化を図ることを目的とした研修 

参加職種：医師４名、看護師１８名、薬剤師５名、事務４名、診療放射線技師３名、

理学療法士等３名 

 

【災害医療研修】 

災害発生時の多種多様なケースに対応できる災害医療技術の習得及び向上を図ること

を目的とした研修 

参加職種：医師６名、看護師１３名、薬剤師１名、事務５名、診療放射線技師１名、

作業療法士１名  

 

【災害訓練支援】 

大阪医療センターＤＭＡＴ事務局において、災害医療に精通していない病院に対し

て、各病院の設備（通信手段・停電時の対応など）に関する相談、職員教育の支援活動

を行い、災害時の対応が自主的にできることを目的とした支援を、令和元年度において

も、２病院で実施した。 

 

年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

＜外部有識者からの意

見＞ 

・後発医薬品の使用割

合については、１病

院でも８０％を達成

するのはほぼ難しい

と思われる中で９

０％近くになってい

るということは、ど

れだけの努力をされ

ているのかなと思

い、これは高く評価

できる。 

・後発医薬品の使用率

については非常に驚

異的な数字と評価し

てもいいかと思う。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 新型インフ

ルエンザにつ

いては、「新

型インフルエ

ンザ等対策に

関する業務計

画」に基づ

き、必要な対

応を行ってい

るか。 

 

（２）総合防災訓練等への対応 

    令和元年度においても引き続き、災害医療センター、大阪医療センターから内閣府が

主催する政府の総合防災訓練（広域医療搬送実働訓練）へ職員を派遣した。また、両セ

ンターからは、自治体、消防、警察等が主催する災害関連訓練へ引き続き職員を派遣す

る等の協力を実施した。 

    他の国立病院機構の病院においても、一般市民やボランティアを対象とした災害関連

の展示、救急処置法等のイベントの実施、地域の医師会会員等への救急蘇生・ＡＥＤ講

習会の実施、多数傷病者受入訓練、入院患者の避難誘導訓練等の災害訓練を５３病院で

実施した。 

  

５．災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）訓練等への参加   

  厚生労働省が平成２６年度に策定した「災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）活動要領」

に定めるＤＰＡＴを有する病院として、令和元年度末では新たに１病院が増えて１５病院が

指定されている。令和元年度には、肥前精神医療センター他８病院から医師・看護師・精神

保健福祉士がＤＰＡＴ訓練等に引き続き参加し、各都道府県の担当職員とともに、大規模演

習を通じて、大規模災害時における心のケア向上に係る意識と知識の向上に努めた。 

 

６．新型インフルエンザ等対策に関する業務計画に基づく訓練 

国立病院機構は新型インフルエンザ等対策特別措置法における指定公共機関であり、新型

インフルエンザ等発生時に地方公共団体等と相互に連携協力し、円滑かつ適切な医療活動に

資するよう「国立病院機構新型インフルエンザ等対策に関する業務計画」（平成２６年度１

月１７日施行）及び「新型インフルエンザ等対策に関する業務計画に係る機構対策本部業務

実施要領」（平成３０年１月１日施行）を作成している。 

令和元年度においては、政府の実施する新型インフルエンザ対応訓練に合わせて、新型イ

ンフルエンザ等発生時の対応に万全を期すため、本部において、対策本部訓練するととも

に、全病院を対象に連絡訓練を実施した。 

各病院においては、引き続き新型インフルエンザ等の発生時における医療提供体制を確保

するため、診療継続計画を作成しているほか、自院において、新型インフルエンザ等が発生

した際の医療体制を確認するため、令和元年度には、１８病院で訓練を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

 



67 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 国立病院機

構のネットワ

ークを活用

し、重症心身

障害児（者）

等の患者の特

性を踏まえた

災害時の広域

搬送等に係る

検討を進めて

いるか。 

 

７．国民保護業務計画に基づく訓練 

国立病院機構は国民保護法における指定公共機関であり、武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置の円滑かつ適切な実施に資するよう、「国立病院機構国民保護業務計画」

（平成１８年３月）及び「国民保護業務計画に係る機構対策本部等業務実施要領」（平成３

０年４月１日施行）を作成している。 

令和元年度においても、陸上自衛隊北熊本駐屯地で実施された国民保護訓練に、国立病院

機構本部職員が参加した。また、地方自治体等が主催する国民保護法による訓練に６病院が

参加し、住民の避難を想定した関係機関相互の連携強化を図った。 

 

８．重症心身障害児（者）等の患者に関する災害時の広域搬送等に係る検討 

セーフティネット分野の医療を提供している病院に対して、事業継続計画を作成するに当

たって、令和元年度は重症心身障害児（者）等の患者に関する災害時の広域搬送など課題と

なった事項及び解決策等を聞き取り、現状把握を行った。今後、各病院にフィードバックす

ることとしている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

 資料１９：災害対応に向けた取組［１０２頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ② セーフテ

ィネット分野

の医療の確実

な提供 

重症心身障

害、筋ジスト

ロフィーをは

じめとする神

経・筋疾患、

結核、心神喪

失等の状態で

重大な他害行

為を行った者

の医療及び観

察等に関する

法律に基づく

精神科医療な

ど他の設置主

体では必ずし

も実施されな

いおそれのあ

るセーフティ

ネット分野の

医療につい

て、在宅支援

の視点を持ち

つつ高い専門

性を活かし、

我が国におけ

る中心的な役

割を果たす。 

特に、以下

については、

積極的な取組

を進める。 

・ 障害者

総合支援

法に基づ 

② セーフテ

ィネット分野

の医療の確実

な提供 

重症心身障

害、筋ジスト

ロフィーをは

じめとする神

経・筋疾患、

結核、心神喪

失等の状態で

重大な他害行

為を行った者

の医療及び観

察等に関する

法律に基づく

精神科医療な

ど他の設置主

体では必ずし

も実施されな

いおそれのあ

るセーフティ

ネット分野の

医療につい

て、在宅支援

の視点を持ち

つつ高い専門

性を活かし、

着実に実施す

る。 

特に、以下

については、

積極的な取組

を進める。 

・  障害者

総合支援

法に基づ

く療養介 

 

 
・ 障害者総合

支援法に基づ

く療養介護を

始めとする障

害福祉サービ

スの更なる充

実を図ってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  セーフティネット分野の医療の確実な提供 

 
１．重症心身障害児（者）、神経・筋疾患患者への対応 

 

（１）療養介助職の充実による介護サービス提供体制の強化 

国立病院機構の療養介護サービスを提供する病棟において、医療だけでなく介護の視

点からもより質の高い患者サービスを実施するため、令和元年度においては、重症心身

障害・筋ジストロフィーを主とする療養介護病棟等で療養介助職を１，３７５名配置

し、長期療養患者のＱＯＬの基本である入浴、食事、排泄等の日常生活のケアに係る介

護サービスの提供体制を引き続き強化した。 

また、療養介護サービスを提供する上では障害者への虐待の防止が重要であることか

ら、必要な知識を得るとともに、自らの言動や行動を振り返りつつ自施設で取り組むべ

き課題を明らかにするグループワークを行い、病院間での取組事例を共有することで国

立病院機構全体としての障害者虐待防止に係る意識向上を図ることを目的とした「障害

者虐待防止対策セミナー」を令和元年度も引き続き実施し、７１病院から７４名が参加

した。 

 

【療養介助職配置数】 

平成３０年度 ７３病院 １，３７８名 → 令和元年度 ７４病院 １，３７５名 

  
（２）多職種協働による長期療養患者のＱＯＬ向上のための具体的取組（再掲） 

長期療養患者のＱＯＬ向上のため、単調になりがちな長期療養生活の良いアクセント

となるよう、各病院において、七夕祭り、クリスマス会などの季節的行事に加え、院内

コンサート、遠足、誕生会等の開催に令和元年度も引き続き取り組んだ。  

また、長期療養に伴い患者・家族に生じる社会的、心理的、経済的問題等の解決に早

期に対応し安心して医療が受けられるようにするとともに、退院後の在宅ケア、社会復

帰が円滑に行えるよう関係機関と連携し必要な援助を行っていくため、ＭＳＷを重症心

身障害病床・筋ジストロフィー病床を有している７７病院に２５８名を配置した。 

さらに、新たに２病院を加えた１２８病院ではボランティアの受入れを行っており、

重症心身障害児（者）等の日常生活援助や遊び相手等、病院職員とともに長期療養患者

のＱＯＬ向上に引き続き貢献していただいた。 

 

【特徴的な取組】 

重症心身障害児（者）病棟で「ゆめ水族館」を１０日間実施し、患者さんと一緒に

制作したくらげと光の煌めきの世界、波のゆらぎとアロマの癒しのスペース、氷のひ

んやりワールド等の空間を作り出した。（東徳島医療センター） 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  く療養介

護サービ

スの更な

る充実 

・ 医療依

存度の高

い重症心

身障害児

（者）や

強度行動

障害児

（者）

等、他の

医療機関

では受入

れの難し

い障害者

の受入れ 

・ 神経・

筋難病に

係る長期

の入院療

養等の提

供及び相

談支援の

拠点とし

ての機能

の向上な

ど、他の

設置主体

では対応

困難な難

病患者へ

の医療の

提供 

・ 精神科

疾患患者

の地域生 

護を始め

とする障

害福祉サ

ービスの

更なる充

実 

・ 医療依

存度の高

い重症心

身障害児

（者）や

強度行動

障 害 児

（者）等、 

他の医療

機関では

受入れの

難しい障

害者の受

入れ 

・  神経・

筋難病に

係る長期

の入院療

養等の提

供及び相

談支援の

拠点とし

ての機能

の向上な

ど、他の

設置主体

では対応

困難な難

病患者へ

の医療の 

提供 

 

 
・ 医療依存度

の高い重症心

身障害児

（者）や強度

行動障害児

（者）等、他

の医療機関で

は受入れの難

しい障害者の

受入れを行っ

ているか。 

 

（３）重症心身障害児（者）等の在宅療養支援 

①通所事業の実施（再掲） 

重症心身障害児（者）等の在宅療養を支援するため、通所事業を引き続き実施した。

令和元年度においては、障害者総合支援法における生活介護（１８歳以上対象）を３５

病院で実施した。また、児童福祉法における放課後等デイサービス（就学児対象）を２

９病院、児童発達支援（１８歳未満対象）を３５病院で実施した。 

 

              平成３０年度     令和元年度 

・生活介護          ３３病院   →   ３５病院 

・放課後等デイサービス    ２８病院   →   ２９病院 

・児童発達支援        ３２病院   →   ３５病院 

      

②在宅療養支援の取組（再掲） 

入院治療が必要な難病患者が適時に入院できる体制及び在宅療養提供体制を整備する

ために都道府県が実施している難病医療提供体制事業について、新たに３病院を加えた

２９病院が難病医療拠点病院、新たに５病院を加えた６０病院が難病医療協力病院の役

割を担うなど、地域の在宅支援ネットワークへの協力を令和元年度も引き続き行った。 

また、在宅の重症心身障害児（者）等の居宅支援として、家族の病気、保護者の休養

などの理由で、短期間入所できる短期入所事業を新たに１病院を加えた７４病院で行

い、地域の在宅支援ネットワークへの協力を行った。 

 

（４）訪問診療・訪問看護の取組（再掲） 

各病院の診療機能と地域の医療ニーズに応じて在宅療養患者に対して３６病院が訪問診

療を行い、新たに３病院を加えた６８病院が訪問看護を令和元年度も引き続き行った。 

 

   【訪問看護の延べ利用者数】 

    平成３０年度 ５８，６３５人 → 令和元年度 ６４，２１１人 

 

（５）重症心身障害児（者）病棟等におけるＮＩＣＵの後方支援病床としての機能強化 

医療技術の向上や環境の改善とともに重症児の救命率も上昇し、その結果人工呼吸器等

高度な医療的ケアを長期に必要とする児も増えている状況の中で、重症心身障害児（者）

病棟等を有する病院のうち２３病院（※）において、地域のＮＩＣＵを有する病院と連携

し、ＮＩＣＵの後方支援病床としての機能強化を引き続き図っており、在宅に復帰するこ

とが困難な患者を受け入れるなどして、令和元年度中に延べ４０，３５４人の患者の受入

れを行った。 

 

   ※ＮＩＣＵを自院に設置している病院は集計から除外している。 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  活への移

行促進 

・ 難治性

精神疾

患、児

童・思春

期精神疾

患、老年

期精神障

害等への

対応 

・ 心神喪

失等の状

態で重大

な他害行

為を行っ

た者に対

する医療

水準の向

上に貢献 

・ 多剤耐

性結核や

複雑な管

理を要す

る結核へ

の対応 

・ 精神科

疾患患者

の地域生

活への移

行促進 

・  難治性

精 神 疾

患、児童・

思春期精

神疾患、

老年期精

神障害依

存症等へ

の対応 

・ 心神喪

失等の状

態で重大

な他害行

為を行っ

た者に対

する医療

水準の向

上に貢献 

・ 多剤耐

性結核や

複雑な管

理を要す

る結核へ

の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）強度行動障害医療研修の実施（再掲） 

クロザピン投薬等の専門的治療により地域生活への移行を推進している中で、退院が

難しい治療抵抗性の一群として自閉症で強度行動障害を持つ患者が存在し、その患者に

対する専門医療が求められている。 

特に、思春期以降、行動障害が顕在化し在宅での生活が困難になってくる患者も存在

する中で、こうした患者に対する精神科医療従事者のための「強度行動障害医療研修」

を実施している。 

強度行動障害に対する行動療法や行動分析、医療安全の実施、障害児（者）の地域移

行について学ぶことに加え、行動分析の仕方と目標行動の設定の仕方について、具体的

な事例をもとにしたグループワークを展開することを目的とした研修を継続して実施

し、３７病院から６５名が参加した。 

当該研修を通じて強度行動障害医療の専門性をさらに高め、国立病院機構内での治療

内容（技法・プログラム）の均てん化を目指しており、強度行動障害を専門とする若手

精神科医の育成やチーム医療の推進に繋がっている。 

 

参加職種：看護師３３名、児童指導員１３名、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士５

名、保育士５名、医師３名、療養介助員等６名   

 

（７）長期療養患者のＱＯＬを維持・向上させるための人工呼吸器の標準化（再掲） 

人工呼吸器の機種の標準化については、各病院においてリスク管理等を考慮した上で

適切な機種を選定するための基本７要件を定め、平成２４年７月に各病院に通知してお

り、令和元年度末においては、人工呼吸器を装着している長期療養患者の中で基本７要

件を全て満たす人工呼吸器を装着している患者は３，４８８人中、３，３０１人であ

り、９４．６％の割合であった。 

  

【基本７要件を全て満たす人工呼吸器を装着している患者の割合】 

平成３０年度 ９４．５％ → 令和元年度 ９４．６％ 

  

（８）障害福祉サービス等に係る相談支援事業の実施 

障害者総合支援法等において、市区町村は、平成２７年度以降、障害福祉サービス等

の利用申請があった全ての事例に対して、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画

案の提出を求めるものとされている。令和元年度においても、当該計画案の作成を推進

するために、厚生労働省からの要請を受け、市区町村から依頼のあった１５病院におい

て特定相談支援事業所を設置し、サービス等利用計画についての相談及び作成等適切な

サービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かな支援を引き続き行った。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 
・ 神経・筋難

病に係る長期

の入院療養等

の提供及び相

談支援の拠点

としての機能

の向上など、

他の設置主体

では対応困難

な難病患者へ

の医療の提供

を行っている

か。 

（９）障害者虐待防止対策セミナーの実施（再掲） 

障害者虐待防止法を踏まえて、虐待とされる事案を未然に防ぐために、有識者の講演

だけでなく、職員自らが障害者目線となったロールプレイを通じて、自らの言動や行動

を振り返り、自施設で取り組むべき課題を明らかにすることを目的とした研修を継続し

て実施し、７１病院から７４名が参加した。 

 

参加職種：看護師４７名、児童指導員１４名、保育士３名、医師１名、療養介助員９名  

 

（１０）神経・筋難病を含む難病患者の受入れ等 

地方自治体等からの委託を受け、重症難病患者の在宅療養を支援するため、在宅療養

を希望する重症難病患者・家族及び医療機関からの相談対応を行う難病医療連絡協議会

事務局を６病院に、令和元年度も引き続き設置している。また、療養上の悩みや不安、

就労の継続や再就職等に関する相談を受け付ける相談員が配置された難病相談支援セン

ターを新たに２病院を加えた９病院に、令和元年度も引き続き設置している。 

また、特定疾患治療研究事業対象疾患入院患者（指定難病入院患者含む）延べ１，４

７７，５５２人、小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患入院患者延べ８７，６７９人

を受け入れており、他の医療機関では対応が困難な患者の受入れに令和元年度も引き続

き、積極的に取り組んだ。 

 

 （１１）障害福祉サービス提供体制のあるべき姿についての検討 

    将来的な人口動態や社会情勢等を見据えた障害福祉サービスのあるべき姿の構築を目

指して、令和元年１１月、本部に「障害福祉サービス対応チーム」を設置し、①ＮＨＯ

内外への周知・浸透・定着、②在宅療養患者への対応、③医療、生活支援の質の向上、

④障害福祉サービス情報のデータベース化などについて議論を行い、令和２年３月に

「障害福祉サービスのあるべき姿について」（中間報告）を取りまとめた。引き続き短

期入所、通所事業、訪問診療、訪問看護、就労支援の充実などについて検討していくこ

ととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 
・ 精神科疾患

患者の地域生

活への移行促

進を行ってい

るか。難治性

精神疾患、児

童・思春期精

神疾患、老年

期精神障害依

存症等への対

応を行ってい

るか。 

２．心神喪失者等医療観察法に基づく医療の実施と精神科医療への対応 

      

（１）精神科疾患患者の地域生活への移行促進 

平成３０年６月、社会保障審議会障害者部会より、精神障害者が、地域の一員として

安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、

社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステム

の構築を目指す必要があると示された。 

国立病院機構においても、第三期中期計画期間から精神科疾患患者の地域生活への移

行促進への取組を積極的に推進しており、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム」の構築に取り組んでいる。 

具体的な取組事例として、下総精神医療センターでは、精神障害者に対する訪問診療

や訪問看護を実施するとともに、社会福祉法人が行う共同生活援助、就労移行支援事

業、就労継続支援事業Ｂ型などと連携し、病状変化等で入院医療が必要となった場合の

受入体制も確保するなど、自宅に戻ることが困難な精神障害者の地域生活支援を行って

いる。 

また、様々な活動を通して病気や症状の改善と再発防止を図り、充実した生活を送り

安心して過ごせる居場所作りを目的としてデイケアを実施するとともに、保健所等関係

機関と連携し、措置入院患者の退院後支援にも取り組んでいる。 

地域生活への移行を促進する一方で、慢性的な統合失調症や身体合併症など長期入院

が必要とされる患者に対しても医師、看護師、精神保健福祉士・臨床心理士などの多職

種と連携し適切な医療を提供している。 

                                     

（２）精神科急性期医療並びに依存症対策への対応 

精神科医療を中心に担う国立病院機構の病院においては、長期入院する患者を中心に

地域移行等を進め、急性期医療の機能強化を図っている。令和元年度においては、薬物

依存症入院患者延べ１０，８９８人、アルコール依存症入院患者延べ８７，７４２人を

はじめとする治療困難な入院患者の受入れを引き続き行った。 

また、精神科救急について、３０病院で延べ３，２５３人の救急患者を受け入れ、こ

のうち４病院で精神科救急入院料を取得している。 

依存症対策においては、平成２６年度に国が開始した依存症拠点機関設置運営事業か

ら引き続き久里浜医療センターが全国拠点機関に指定されており、国立精神・神経医療

研究センターとの連携のもと、令和元年度は前年度に続き都道府県等における担当者等

を対象にアルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症の相談・治療等に係る

指導者養成事業及び依存症回復施設職員研修を実施するとともに、依存症患者等の状況

や課題などの情報共有を目的とした全国会議を開催した。 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

また、久里浜医療センターは世界保健機関（ＷＨＯ）アルコール関連問題研究・研修

協力センターに指定されており、厚生労働省からの委託を受け、アルコール依存症臨床

医等研修を引き続き実施し、３６２名が参加したほか、引き続き実施したギャンブル依

存症研修においては３６３名、インターネット依存症研修においては１９４名が参加し

た。さらに、平成３０年度に厚生労働省の依存症関連事業としてゲーム・ネット使用状

況、使用に関係する健康・社会的問題、ゲーム・ネット依存に関する包括的な情報を把

握するための実態調査を行い、令和元年度、調査結果を取りまとめ、本調査結果等に基

づき、ゲーム障害の診断ガイドライン作成などに取り組んでおり、国のゲーム障害、国

のゲーム障害治療政策に大きく寄与している。依存症対策全国センター（久里浜医療セ

ンター）ホームページにおいてゲーム使用状況等に関する全国調査の結果等を公開

（https://www.ncasa-japan.jp/docs）している。 

肥前精神医療センターにおいても「アルコール・薬物問題関連研修」を実施し、１６

６名が参加し、実践的・実用的な治療方法の普及啓発を図っている。 

 

（３）認知症疾患への対応 

認知症疾患医療センターとして、令和元年度、１４病院が都道府県及び政令指定都市

より指定されており、令和元年度においても引き続き、医療・介護機関等と連携を図り

ながら、認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期治療、専

門医療相談等を実施するとともに、関係者への研修等を行うことにより、地域における

認知症疾患の医療水準の向上に貢献した。 

さらに、認知症患者への理解を深め、患者・家族を支援するために必要な看護実践力

の向上を図るとともに、地域を含めた患者・家族の介入に携わる多職種のチームと協

働・連携し中心的役割を果たせる能力を養うことを目的とした｢認知症ケア研修｣を、令

和元年度は、本部・各グループで開催し、計４９７名が参加した。 

 
【認知症疾患医療センター指定病院】 

平成３０年度 １３病院 → 令和元年度 １４病院 

 

（４）難治性精神疾患への取組 

精神科病床に入院中の難治性患者は、退院が困難となり入院が長期化しやすいが、ク

ロザピン投薬等の専門的治療により地域生活へ移行する例も少なくないことから、平成

２６年度より、難治性の精神疾患を有する患者がどこに入院していても、クロザピン投

薬等の専門的治療を受けることができるよう、精神科病院と血液内科・麻酔科等を有す

る医療機関のネットワークの構築等により、地域医療連携体制の構築を目指す難治性精

神疾患地域連携体制整備モデル事業に、琉球病院が参加した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 心神喪失等

の状態で重大

な他害行為を

行った者に対

する医療水準

の向上に貢献

しているか。 

 

 

 

 

琉球病院は、沖縄連携モデルの拠点として、入院導入を行い、最も副作用が出やすい

時期を安全に経過させることにより、クロザピン使用の不安を軽減させるという役割を

担うことで、琉球病院を介した沖縄県中部及び南部の血液内科を有する医療機関とのネ

ットワークを構築し、沖縄県内において安全にクロザピン投薬治療ができる環境をつく

り、入院患者だけではなく、作業所・デイケア・生活訓練施設等への通所と訪問看護利

用を促している。 

こういった琉球病院などによる着実な取組が評価された結果、平成３０年度診療報酬

改定において、精神療養病棟入院料等について、クロザピンの薬剤料を包括範囲から除

外するなど、精神科入院患者の地域移行を更に推進するための改定に繋がっており、令

和元年度において、クロザピン投薬治療は、国立病院機構病院の１７病院で３２４症例

行われている。 

 

（５）精神科医療体制確保研修事業（精神科病院における安心・安全な医療を提供するため

の研修）の実施 

国立病院機構は、平成２８年度に厚生労働省の補助事業である精神科医療体制確保研

修事業（精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修）の補助金の交付

対象となり、全国の精神科病院等における安心・安全な医療環境を確保し、医療の質の

向上を図るための人材養成に取り組んだ。 

また、「医療観察病棟を有する病院を中心に普及してきた包括的暴力防止プログラム」

を踏まえ、患者の暴力を防止することにより患者の保護及び職員の安全を確保し、安全

な医療の提供に関する知識や技術を習得するため、実技を含む研修を当機構の職員が中

心となって年に５回実施し、計４０３名が参加した。 

 

（６）医療観察法病床の主導的運営 

令和元年度末時点の全国の指定入院医療機関は３３病院（８３３床）であり、うち国

立病院機構の病院が１４病院（４２１床）となっている。 

また、長期入院の是正を図るための医療観察法医療の専門家による指定入院医療機関

の医療体制等についての評価（ピアレビュー）を行う、厚生労働省の「心神喪失者等医

療観察法医療水準向上等事業」に令和元年度も引き続き各病院が参加し、精神医療の向

上に取り組んだ。 

さらに、医療観察法に関わる全国の各職種を対象とした医療観察法関連職種研修会を

平成２８年度から、国立病院機構病院が厚生労働省からの委託を受け、主体となり実施

しているほか、新たに医療観察法病棟を立ち上げる病院を対象とした研修や指導につい

ても、国立病院機構が中心的な役割を果たした。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 多剤耐性結

核や複雑な管

理を要する結

核への対応を

行っている

か。 

 

 

【国立病院機構における指定医療機関数及び病床数（注）括弧内は全国の数値】 

       病院数         病床数         

平成３１年３月 １４病院（３３病院） ４２１床（８３３床） 

令和 ２年３月 １４病院（３３病院） ４２１床（８３３床） 

 

【国立病院機構における医療観察法病棟入院患者数（１日当たり）】 

平成３０年度 ３７１．４人 → 令和元年度 ３６３．３人 

 

【医療観察法ＭＤＴ研修】（再掲） 

医療観察法病棟としてあるべき「治療とは」、そして最終目標である「社会復帰とは」

という重要なテーマに対し、多職種によるディスカッションを通じて、精神科医療の底上

げを図ることを目的とした研修を継続して実施し、２９病院から１０７名が参加した。 

 

参加職種：医師１７名、看護師３１名、心理療法士１７名、精神保健福祉士１５名、 

医療社会事業専門員８名、作業療法士１９名  

 

３．質の高い結核医療の実施 

 

 （１）我が国の結核医療における国立病院機構の役割 

結核医療は、国立病院機構で担う医療の重要な一分野であり、ほとんどの都道府県に

おいて結核医療の中心的役割を担っており、年々、結核患者は減少傾向であるが、地域

における必要性から体制を維持しつつ、多剤耐性結核など難易度の高い結核にも引き続

き対応した。 

結核病床については、入院患者数及び病床利用率は低下傾向にあることから、効率的

な病棟運営のため、複数の結核病棟を保有している病院においては、病棟の休棟又は廃

止、また、単一の結核病棟を保有している病院においては、結核病床を一部削減の上、

一般病床とのユニット化を行うなどの取組を令和元年度も引き続き進めている。 

 

平成３０年度       令和元年度 

結核病床を有する病院          ４８病院  →      ４６病院 

延べ入院患者数（結核）      ２３１，１７０人  →  ２０６，７４３人 

うち多剤耐性結核延べ入院患者数   ５，４３４人  →    ４，９２４人 

多剤耐性結核の占める割合       ２．３５％  →     ２．３８％ 

在院日数（結核）                  ６８．５日    →         ６６．２日 

病床数（結核）           １，５８５床  →    １，４１４床 

病床利用率（結核）                ４９．１％    →       ４６．７％ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）結核患者に対するＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）の推進 

結核の蔓延を防止し、多剤耐性結核の発生を予防するためには、結核患者に確実に抗

結核薬を服用させる必要があり、厚生労働省はＤＯＴＳ（直接服薬確認療法※１）を推

進しており、国立病院機構も、結核病床を有する４６病院において令和元年度も引き続

き推進を図っている。令和元年度には３，０４５回のＤＯＴＳカンファレンスを実施

し、ＤＯＴＳ実施率（※２）は引き続き高い水準を維持し、９８．１％であった。 

 

    ※１医療関係者において、患者が処方された薬剤を服用することを直接確認し､患者 

      が治癒するまで保健サービスの経過をモニターすること｡ 

※２主病名が肺結核かつ３日以上１８０日未満の期間入院した患者で抗結核薬を投薬 

した患者の実施率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料２０：療養介助職配置状況［１０６頁］ 

資料 ４：長期療養患者のＱＯＬ向上の取組例［１６頁］ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ③ エイズへ

の取組推進 

ブロック拠

点病院におい

ては、ＨＩＶ

裁判の和解に

基づき国の責

務となった被

害者の原状回

復に向けた医

療の取組を着

実に実施する

とともに、エ

イズ患者及び

ＨＩＶ感染者

を含め、高齢

化等個々の状

態に応じて適

切に対応でき

るよう、必要

な人的・物的

体 制 整 備 の

下、引き続き

全科対応によ

る診療等の総

合的な診療、

治験等の臨床

研究、医療従

事者の人材育

成と研修会等

の実施、エイ

ズ医療ネット

ワークの活用

等による情報

収集・提供な

ど必要な取組

を進める。 

③ エイズへ

の取組推進 

ブロック拠

点病院におい

ては、被害者

の原状回復に

向けた医療の

取組を着実に

実施し、全科

対応による総

合的な診療、

治験等の臨床

研究、医療従

事者の人材育

成と研修会等

の実施など必

要な取組を進

める。 

 
＜評価の視点＞ 

・ ブロック拠

点病院にて、

被害者の原状

回復に向けた

医療の取組を

着実に実施

し、全科対応

による総合的

な診療、治験

等の臨床研

究、医療従事

者の人材育成

と研修会等の

実施など必要

な取組を進め

ているか。 

 

③ エイズへの取組推進 

 
１．エイズへの取組 

日本で診療中のＨＩＶ感染者／ＡＩＤＳ患者の９割以上がエイズ診療拠点病院（以下、拠

点病院）で診療を受けており、他国に比べ、その把握率が高く、我が国では治療普及率が高

い要因の１つとされている。 

拠点病院は全国で３８０箇所が指定されており、そのうち国立病院機構病院は全国で６８

施設（１８％）、４６都道府県中、３９都道府県（８５％）で選定されている（令和元年８

月時点）。 

特に、全国を８ブロックに分けてそれぞれブロック拠点病院が設置されており、そのうち

４ブロックで仙台医療センター、名古屋医療センター、大阪医療センター、九州医療センタ

ーの４病院がブロック拠点病院に指定されている。それぞれ仙台医療センター約２００名、

名古屋医療センター約１，３００名、大阪医療センター約２，５００名、九州医療センター

約８００名の定期通院患者を診察しており、定期通院が必要なＨＩＶ患者の４分の１はこれ

らの病院でフォローしていることとなり、まさに、全国のＨＩＶ診療の均てん化、地域での

医療提供、普及啓発、人材育成等の拠点として貢献している。 

また、国立病院機構の病院において、多くのＨＩＶ患者を診察していることから、厚生労

働科学研究におけるＨＩＶに関する複数の研究班において中心的な役割を果たしており、調

査研究などを実施しエイズに係る施策の基礎資料を提供し、必要な取組を提案している。Ｈ

ＩＶが不治の病から慢性疾患へと移行するなかで、国立病院機構の医師が研究代表者を務め

る研究班が、合併症への対応、チーム医療の必要性等を取りまとめ、ウイルス疾患指導料の

チーム医療加算として診療報酬上でも評価されている。 

  

２．ブロック拠点病院と中核拠点病院の連携 

  各ブロック拠点病院においては、中核病院等に対してエイズ医療の均てん化や連携を図る

ことを目的とした研修・会議を令和元年度も引き続き積極的に実施した。 

 【仙台医療センター】 

・東北ブロック・エイズ拠点病院等連絡会議：２回（うち１回を宮城以外の県で開催） 

・東北エイズ／ＨＩＶ臨床カンファレンス：１回 

・東北ＨＩＶ診療ネットワーク会議：１回 

・東北ＨＩＶ／ＡＩＤＳ看護師研修：１回 

・東北拠点病院看護師のためのケアカンファレンス（実地研修）：３回 

・東北ＨＩＶ看護師連絡会議：１回 

・東北ＨＩＶ／ＡＩＤＳ薬剤師連絡会議：１回 

・東北ＨＩＶ／ＡＩＤＳ心理職・福祉職連絡会議：１回 

・東北中核拠点病院・ブロック拠点病院カウンセラー連携会議：１回 

・東北ＨＩＶ／ＡＩＤＳ歯科診療連絡協議会：１回 

・宮城県ＨＩＶ／ＡＩＤＳ学術講演会：１回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ包括医療センター拠点病院出張研修：２回 

・長期療養とリハビリ検診会（はばたき福祉事業団）：１回 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

・薬学部学生実習 ＨＩＶ講義：３回 

・ＨＩＶ保険薬局（院外薬局）連携ミーティング：１回 

・在宅医療・介護の環境整備事業実地研修：１回 

・仙台市ＨＩＶ・梅毒即日検査会：２回 

・仙台市エイズ・性感染症対策推進協議会：２回 

・ＨＩＶ感染症薬物療法認定薬剤師養成研修：１回 

・ＨＩＶ講演会（宮城県歯科医師会、仙台工業高等学校）：各１回 

・国立病院機構山形病院附属看護学校 講義：１回 

・国立病院機構仙台医療センター附属看護学校 講義：１回 

・宮城県エイズ研修会（長期療養施設職員対象）：１回 

・秋田大学医学部学生講義「ＨＩＶ感染症」：１回 

・長期療養支援室による地域施設訪問：４回 

 

【名古屋医療センター】 

・東海ブロック多職種合同ＨＩＶ研修会 基礎：１回 

・東海ブロックＨＩＶ／ＡＩＤＳ応用研修 医師：１回 

・東海ブロックＨＩＶ／ＡＩＤＳ応用研修 看護師：１回 

・令和元年度ＨＩＶ感染者・エイズ患者の在宅医療・介護の環境整備事業（実地研修）：３回、医療支援

チーム派遣：３回 

・ＨＩＶ検査研修会：２回 

・東海地区感染症勉強会ｔｈｉｎｋ：１回 

・東海ブロック・中核拠点病院ネットワーク会議：１回 

・愛知県ＨＩＶ感染症カンファレンス：１回 

・東海ブロックエイズ中核拠点病院カウンセラー連絡会議：１２回 

・2019 年度ＨＩＶブロック拠点病院等ソーシャルワーカー会議：２回 

・人権擁護とソーシャルワーク研修：２回 

・人権擁護とソーシャルワーク研修東海ブロック打合せ会議：１回 

・愛知県エイズ対策会議：１回 

・愛知県病院薬剤師会ＨＩＶ部会学術講演会：３回 

・令和元年度東海ブロック・エイズ診療中核及び拠点病院実務担当者連絡会議：１回 

・身体科医療に関わる心理職のための事例検討会：３回 

・椙山女学園大学 看護学部 見学研修：２回 

・名城大学薬学部 実習ＨＩＶ 講義：１回 

・薬学部実習 ＨＩＶ講義：２回 

・ＨＩＶ感染症薬物療法認定薬剤師養成研修：１回 

・名古屋市立大学「医療福祉論」講義：１回 

・血友病ＨＩＶ感染被害者の「長期療養と加齢」東海シリーズ長期療養とリハビリ検診会（はばたき福祉

事業団）：１回 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

・東海ブロックカウンセラー連絡拡大会議：２回 

・大垣北高校探求推進事業：２回 

・東海商業高校 性教育講和：１回 

・ＨＩＶカンファランス：１０回 

・名古屋大学医学部「ＨＩＶ感染症」講義：１回 

・知多半島医療圏臨床セミナー：１回 

・呼吸器科医養成塾：１回 

・守山いつき病院 正しく学ぼうエイズの知識～「不治の病」から「コントロール可能な病へ」～：１回 

・東濃実業高校保健講話：１回 

・中部日本社会体育研究会研修会：１回 

・名古屋医療センター医療連携交流会：１回 

・近畿ＨＩＶ ＦＲＯＮＴＩＥＲ研究会：１回 

・北関東・甲信越ＨＩＶ感染症症例検討会：１回 

・北信ＨＩＶセミナー：１回・ＨＩＶ感染症学術講演会：１回 

・鳥取県東部医師会医学セミナー：１回 

・ＨＩＶ Ｐｈａｒｍａｃｉｓｔ Ｆｏｒｕｍ：１回 

・東北ブロックＨＩＶ／ＡＩＤＳ薬剤師連絡会議・研修会：１回 

・愛知県病院薬剤師会ＨＩＶ部会・感染制御部会 合同学術講演会：１回 

・金鯱薬薬連携研究会：１回 

・シンポジウム「ＨＩＶ感染症の受入れを拒むものは何か？」：３回 

・上西内科講習：１回 

・東海ＨＩＶ／ＡＩＤＳ治療研究会：１回 

・中核拠点病院連絡調整員養成事業：１回 

・河村病院研修講義：１回 

・ＨＩＶ検査会研修会：２回 

 

【大阪医療センター】 

・ＨＩＶ感染症医師実地研修会（医師一か月研修）：１回 

・ＨＩＶ感染症研修会（医師・看護師・薬剤師・臨床心理士・ＭＳＷ等全職種向け）：１回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ看護師研修（初心者コース）：２回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ看護師研修（応用コース）：１回 

・ＨＩＶ感染症薬物療法認定薬剤師養成研修：１回 

・近畿ブロックエイズ診療拠点病院ソーシャルワーク研修会：１回 

・近畿ブロックＨＩＶ医療におけるカウンセリング研修会：１回 

・近畿ブロックＨＩＶ医療に携わるカウンセラー連絡会議：１回 

・平成３１年度新採用職員及び転任職員研修「ＨＩＶ講演」：１回 

・臨床心理室企画 院内定期講演会：１回 

・近畿ブロック都道府県・エイズ拠点病院等連絡会議：１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

・大阪大学医学部４年次公衆衛生学実習：１回 

・奈良県立医科大学医学部公衆衛生学実習：１回 

・臨床心理学専攻大学院生実習：１回  

・関西ＨＩＶカンファレンス春の特別講演会：１回 

・関西ＨＩＶカンファレンス～ＮＧＯ・ＮＰＯ活動報告・交流会：１回 

・関西ＨＩＶカンファレンスＨＩＶ／ＡＩＤＳ診療スキルアップセミナー：１回 

・関西ＨＩＶカンファレンスカウンセリング部会 定例会・事例検討：２回 

・関西ＨＩＶカンファレンスカウンセリング部会 公開セミナー：１回 

・関西ＨＩＶカンファレンス薬剤部会主催講演会：１回 

・関西ＨＩＶカンファレンス「Ｕ＝Ｕとは何か」講演会：１回 

・他施設、病院、行政主催ＨＩＶ研修会講師：９１回 

 

【九州医療センター】 

・福岡県拠点病院等連絡会議：１回 

・九州ブロックエイズ拠点病院研修会：１回 

・九州ブロックエイズ診療ネットワーク会議：１回 

・福岡ＨＩＶネットワーク シンポジウム：２回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ職員研修（看護師コース）：２回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ職員研修（歯科医師コース）：１回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ職員研修（薬剤師コース）：２回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ職員研修（栄養士コース）：１回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ職員研修（カウンセラーコース）：１回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ職員研修（ＭＳＷコース）：１回 

・ＨＩＶ／ＡＩＤＳ出前研修：２０回 

・ＨＩＶ感染症患者地域支援者実地研修：２回 

・九州ブロックエイズ拠点病院出張研修会：１回 

・九州ブロックＨＩＶ看護研修会・ＨＩＶソーシャルワーク研修会：１回 

・長期療養とリハビリ勉強会：１回 

・エイズカウンセラー総括会議・研修会：１回  

・九州医療センター新規採用者合同オリエンテーション：１回 

・九州医療センター院内研修：１回 

・九州医療センターフォーラム：１回 

・国際医療福祉大学認定看護師教育課程：１回 

・福岡県立大学講義：１回 

・在宅医療会議連携の夕べ：１回 

・福岡県医師会ＨＩＶ医療講演会：１回 

・北海道エイズ治療拠点病院看護師研修会：１回 

・福岡県保健医療研究会：１回 

・福岡県性感染症（ＳＴＤ）研究会：1回 

・福岡心理臨床研究会：１回  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

・ＨＩＶ感染症薬剤師研修会・ＨＩＶ栄養 担当者研修会：１回   

・福岡ＨＩＶ感染症を考える会：1回  

・福岡ＨＩＶ感染症治療研究会：１回 

・日本ＨＩＶ歯科医療研究総会：１回 

・福岡県医療ソーシャルワーカー協会初任者研修：１回 

・在宅サービス担当者会議：４回 

・九州山口薬害被害者医療福祉相談会：１回 

・薬害被害患者臨床カンファレンス：３回 

 

３．国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センターとの連携 

  国立病院機構の医療従事者（医師、看護師、薬剤師など）を対象に、最新の専門知識・治

療技術を習得させ、国立病院機構におけるエイズ治療及びＨＩＶ感染対策の充実を図ること

を目的とした、ＨＩＶ感染症研修を、令和元年度も引き続き国立国際医療研究センターと共

同開催した。令和元年度においては令和元年１０月と令和２年１月に２回開催し、３５名が

参加した。 

 

・開催場所 

国立国際医療研究センター（北海道東北、関東信越ブロック） 

大阪医療センター    （東海北陸、近畿、中国四国、九州ブロック） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ④ 重点課題

に対応するモ

デル事業等の

実施 

国立病院機

構の人的、物

的資源や病院

ネットワーク

を最大限活用

し、国の医療

分野における

重点課題に対

応するモデル

事業等を積極

的 に 実 施 す

る。後発医薬

品の使用促進

について、「経

済財政運営と

改革の基本方

針２０１７に

ついて」（平成

２９年６月９

日閣議決定）

による政府目

標 等 を 踏 ま

え、さらに促

進する。 

④ 重点課題

に対応するモ

デル事業等の

実施 

国立病院機

構の人的、物

的資源や病院

ネットワーク

を最大限活用

し、国の医療

分野における

重点課題に対

応するモデル

事業等を積極

的 に 実 施 す

る。後発医薬

品の使用促進

について、「経

済財政運営と

改革の基本方

針２０１７に

ついて」（平成

２９年６月９

日閣議決定）

による政府目

標 等 を 踏 ま

え、さらに促

進する。 

 

 
・ 国の医療分

野における重

点課題に対応

するモデル事

業等を積極的

に推進してい

るか。 

 

 

④ 重点課題に対応するモデル事業等の実施 

 

１．がん対策推進基本計画への対応（再掲） 

  国立病院機構において、３病院が都道府県がん診療連携拠点病院、３２病院が地域がん診

療連携拠点病院、４病院が地域がん診療拠点病院にそれぞれ指定されており、専門的ながん

医療の提供、がん診療の地域連携協力体制の構築、がん患者・家族に対する相談支援及び情

報提供等を実施している。 

  平成２９年１０月、がん対策基本法に基づき、第３期の「がん対策推進基本計画」が閣議

決定され、がんゲノム医療の中核となる拠点病院等を整備することとされた。 

  国立病院機構においては、平成３０年度にがんゲノム医療連携病院に指定されていた１０

病院のうち３病院（令和２年４月１日現在）が、がんゲノム医療拠点病院の指定を受け、が

んゲノム医療中核拠点病院と協力し、がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験の実

施、新薬等の研究開発、がんゲノム関連の人材育成等について貢献している。 

また、新たに３病院を加えた１０病院（令和２年４月１日現在）が、がんゲノム医療連携

病院の指定を受け、がんゲノム医療中核拠点病院と連携して遺伝子パネル検査に関する診療

機能体制の整備や遺伝子カウンセリングの実施、がんゲノム医療に関する人材育成などの役

割を担っている。 

 

２．てんかん地域診療連携体制整備事業 

  てんかん患者が地域で適切な支援が受けられるよう、てんかん診療の地域連携・ネットワ

ークを構築し、全国で均一なてんかん診療を行える体制を整備する事業で、平成２７年度よ

り厚生労働省の補助事業として実施されている。 

  平成２７年度から静岡てんかん・神経医療センターが、平成２８年度から西新潟中央病院

が、それぞれ地域診療拠点病院に選定されており、診療連携体制構築のほか、地域の住民に

関する啓発活動、てんかん患者やその家族への相談支援体制の構築、医療従事者への情報提

供や研修などを行っている。 

  令和元年度、新たに長崎医療センターが地域診療拠点病院に選定され、てんかん患者の治

療や相談支援に加え、地域の教育機関や労働局等の関係者らを交えたてんかん治療医療連携

協議会を設置し、教育機関や労働局等がてんかんについて知りたいこと、逆に患者や家族が

それらの機関に期待することなどの意見交換を行い、それをもとに各方面向けの研修会など

を企画、開催している。 

  また、当院において、患者が知りたいであろうことを主体とし、病気の教科書や医療機関

マップなどにとどまらない、てんかんの地域包括ケアを実現する手引書となるべき「長崎県

てんかん医療福祉ガイドブック（患者向け・案）」の作成に取り組んでいる。  

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 後発医薬品

の使用促進に

ついて、さら

に促進してい

るか。 

 
＜定量的指標＞ 

・  後発医薬品

の使用割合 

 

３．後発医薬品の利用促進   

令和２年９月までに後発医薬品の使用割合を８０％とする政府目標に対し、国立病院機構

では、引き続き後発医薬品使用促進対策を行った。平成２９年度は後発医薬品の採用率が８

３．５％となり、政府目標と比較して３年早く達成し、平成３０年度においても８６．２％

と採用率を増加させた。 

さらに、令和元年度の後発医薬品の採用率は８８．７％であった。 

 

【これまでの促進対策】 

 ・各病院における取組の共有 

 ・後発医薬品使用割合ランキング、薬効別納入価格表などの配布 

 ・共同入札の見直し 

 

【後発医薬品採用率（新算定式）】 

数量ベース       平成３０年度 ８６．２％  → 令和元年度 ８８．７％  

採用率７０％以上の病院 平成３０年度 １３４病院 → 令和元年度 １３６病院 

 

＜経緯（参考）＞ 

・平成２９年度：後発医薬品使用促進対策の共有等を行うとともに、医薬品共同入札の改革

などを行った結果、後発医薬品の採用率が８３．５％となり、令和２年９

月までに後発医薬品の使用割合を８０％とする「経済財政運営と改革の基

本方針２０１７について」（平成２９年６月９日閣議決定）による政府目

標に対し、３年早く達成した。 

 

・平成３０年度：平成３０年度も引き続き後発医薬品使用促進対策を行い、後発医薬品の採

用率は８６．２％に増加した。 

 

 

 

【参考資料】 

資料２１：後発医薬品の使用促進について［１０７頁］ 

 

年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

 

 

 

４．その他参考情報 

 
特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 臨床研究事業 

業務に関連する政策・

施策 

医療情報化の体制整備の普及を推進すること 

有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できるようにすること 

革新的な医療技術の実用化を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立病院機構法第３条 

当該項目の重要度、難

易度 
重要度：「高」、難易度：「高」 

効率的な臨床研究及び治験を実施するため、ＩＣＴを活用した各種データの標準化や、

質の高い標準的な医療を広く提供するための医学的根拠を確立する研究事業等は、国が推

進する医療分野の研究開発に貢献するものであるため重要度が高い。 
 
機構における英語論文掲載数については、これまでに、我が国全体における臨床医学系

論文数の増加割合を大幅に超える伸び率で増加させてきている中、毎年、前年より英語原

著論文掲載数を増加させ、令和５年までに平成３０年の実績と比べ、５％以上増加させる

ことは難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

事前分析表（令和元年度）Ｉ－４－１ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 （参考） 
前中期目標期
間最終年度値 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度  指標 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

英語論文掲

載数 

（計画値） 

最終年までに

平成３０年の

実績に比し

５％以上増加 

 2,594 本 2,619 本 2,645 本 2,671 本 2,696 本  予算額（千円） 13,209,895 

 

    

英語論文掲

載数 

（実績値） 

 

 2,568 本 

 

 

2,747 本      決算額（千円） 12,457,049 

 

    

達成度   105.9％      経常費用（千円） 12,880,833 

 

    

         経常利益（千円） ▲1,740,952     

         行政コスト（千円） 12,884,936 

 

    

         従事人員数（人） 62,226 
（※注①） 

    

      注）①従事人員数については、診療を行っている者が研究や教育を行う等、事業分類ごとに算出することが

困難であるため、全常勤職員数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 臨床研究 

事業 

機構の病院

ネットワーク

を最大限活用

した迅速で質

の高い治験の

推進やＥＢＭ

推進のための

大規模臨床研

究に、より一

層取り組むと

ともに、他の

設置主体も含

めたこれらの

分野に精通す

る医療従事者

の育成及び認

定臨床研究審

査委員会の適

正な運用を図

ることによ

り、我が国の

臨床研究及び

治験の活性化

に貢献するこ

と。 

また、電子

カルテデータ

等から標準化

された診療デ

ータを収集・

分析するデー

タベースを引

き続き運用

し、更なる標

準化データの

収集・分析や 

２ 臨床研究

事業 

臨床研究事

業において

は、質の高い

標準的な医療

の提供と我が

国の医療政策

の形成・評価

に貢献するた

め、研究倫理

を遵守しつ

つ、病院ネッ

トワークを活

用してＥＢＭ

推進の基礎と

なる科学的根

拠を築くデー

タを集積し、

その情報を発

信する。ま

た、迅速で質

の高い治験や

臨床研究のた

めのＩＴ基盤

を充実する。 

２ 臨床研究

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ  

 
（自己評定Ａの理由） 

・ 定量的指標において、達成度が１００％以上であった。 

 
・ 下記理由により、難易度が高い定量的指標について、達成度が１００％

以上であり、その他の目標についても良好な結果を得た。 

 
○ 定量的指標としている「英語論文掲載数」については、国立病院機構

全体で研究により得られた成果を国内外に広く情報発信するため、英語

論文の投稿や学会発表について、積極的に取り組んでいる。 

これまでに、我が国全体における臨床医学系論文数の増加割合を大幅

に超える伸び率で増加させてきている中、毎年、前年より増加させ、令

和５年までに平成３０年の実績と比べ、５％以上増加させることは難易

度が高い。令和元年は、目標値２，５９４本に対して、２，７４７本と

なり、達成度は１０５．９％と目標値を上回るとともに、平成３０年の

実績の５％以上となる２，６９６本を超える英語論文掲載数となった。 

  
 ○ 「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（平成２７年６月３０日閣議決定）に

おいて国立病院機構に対して求められている「電子カルテデータを標準

的な形式に変換して出力・集積する事業を先行的に実施し、対象病院を

順次拡大できる汎用的な手順書を作成して公開する」という我が国の電

子カルテデータ標準化の全国普及・展開に資するため、他の機関に先駆

けて、電子カルテ情報を収集・集積するＩＴ基盤（国立病院機構診療情

報集積基盤（ＮＣＤＡ※））を平成２７年度に構築し、令和元年度は新た

に３病院を加えた６６病院まで対象病院の拡大を図るとともに、当初に

は収集できなかった診療経過記録や退院時サマリ、紹介状データについ

ても集積ができるよう改修したことで、より精度の高い臨床疫学研究等

の実施が可能になるデータベースとして運用している。 

   また、令和元年度より厚生労働省からの補助事業として、医薬品医療

機器総合機構（ＰＭＤＡ）が運営・管理するＭＩＤ－ＮＥＴを活用した

医薬品等の安全対策の高度化を図ることを目的に、ＮＣＤＡとＭＩＤ－

ＮＥＴを連携し、統合解析するための環境を構築する「医療情報データ

ベース連携推進事業」を開始した。 

   

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

Ⅰ．主な目標の内容 

中期目標では、電子カルテデータ等から標

準化された診療データを収集・分析するデー

タベースを引き続き運用し、更なる標準化デ

ータの収集・分析や規模の拡大に取り組み、

臨床疫学の推進等を図ること。あわせて、医

療の質の向上、臨床研究の推進、効率的な病

院経営に資する利活用を推進するとともに、

国の医療情報政策に基づき外部のデータベー

スとの連携や外部機関へのデータ提供につい

ても積極的に貢献することが求められてい

る。 

その上で、国立病院機構の取組として、平

成２７年度に「電子カルテデータ標準化等の

ためのＩＴ基盤構築事業」（国立病院機構診

療情報集積基盤（ＮＣＤＡ））を構築し、平

成２８年４月には他の医療機関への普及促進

を図るため、その導入手順等の工程を標準作

業手順書として作成・公表しており、今後

も、国の政策への貢献や医療情報化の体制整

備の普及・推進への貢献が期待されている。 

（１）診療情報の収集・分析と情報発信機能

の強化 

（２）大規模臨床研究の推進 

（３）迅速で質の高い治験の推進 

（４）先進医療技術の臨床導入の推進 

（５）臨床研究や治験に従事する人材の育成 

 

また、年度計画において、定量的指標と

して「英語論文掲載数」を令和５年までに平

成３０年の実績に比べ５％以上増加させるこ

とを念頭に置きつつ、前年より増加させるこ

とと設定している。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 規模の拡大に

取り組み、臨

床疫学研究の

推進等を図る

こと。あわせ

て、医療の質

の向上、臨床

研究の推進、

効率的な病院

経営に資する

利活用を推進

するととも

に、国の医療

情報政策に基

づき、外部の

データベース

との連携や外

部機関へのデ

ータ提供につ

いても積極的

に貢献するこ

と。 

さらに、先

進的医療への

取組として、

他の設置主体

との連携によ

り、ゲノム医

療・再生医療

に関する臨床

研究や新規医

薬品開発等の

共同研究をよ

り充実させる

こと。 

加えて、国

の医療情報政 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＮＣＤＡ：厚生労働省が推奨するＳＳ－ＭＩＸ２規格を用いて、電子

カルテベンダ毎に異なるデータを標準形式に変換して集積

するＩＴ基盤。（NHO Clinical Data Archives） 

 
○  大規模臨床研究や迅速で質の高い治験を実施するに当たり、国立病院

機構における急性期から慢性期まで全病院の幅広い病院ネットワークを

活用し、地域の医療機関とも調整した上で、十分な症例を集積すること

や多くの難病疾患の患者から適正な同意を得る等のハイレベルなコーデ

ィネートを図っている。 

また、臨床評価指標について、令和元年度に１２０指標の計測を開始

し、その公表を行う等、国民や他の医療機関でも活用できるように努め

ている。 

 
 ○ 治験の実施については、民間企業から依頼された治験以外に、医師主

導治験も独自に実施している。入院を伴う重症疾患、慢性疾患や厚生労

働省の指定難病といった他の医療機関では実施することが困難な症例に

対する治験を推進することで、我が国の医療水準の向上に寄与してい

る。 

 

 

評定  

Ⅱ．目標と実績の比較 

「英語論文掲載数」については、２，７４

７本で達成度は１０５．９％と目標値を上

回っている。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 策のモデル事

業を実施する

など、医療の

ＩＴ化への対

応に向けて積

極的に貢献す

ること。 

 

（１）診療情

報の収集・分

析と情報発信

機能の強化 

リアルワー

ルドデータ

（実診療に基

づき得られた

データ）を用

いた研究を推

進するため、

病院ネットワ

ークを最大限

活用し、電子

カルテデータ

等の診療情報

データの分析

を更に充実す

る。これによ

り、引き続き

臨床評価指標

等の作成・公

表及び臨床疫

学研究を推進

し、質の高い

標準的な医療

の提供に役立

てるととも

に、診療情報

の分析結果や

基礎情報の提

供を行うこと

により、我が

国の医療政策

の形成・評価

に貢献する。 

その際、電

子カルテデー 

（１）診療情

報の収集・分

析と情報発信

機能の強化 

 リアルワー

ルドデータ

（実診療に基

づき得られた

データ）を用

いた研究を推

進するため、

病院ネットワ

ークを最大限

活用し、診療

情報データバ

ンクによるレ

セプト、ＤＰ

Ｃ調査データ

に加え、ＳＳ

－ＭＩＸ２標

準規格を用い

た診療情報集

積基盤（ＮＣ

ＤＡ）による

電子カルテ情

報の収集・分

析を行い、医

療機能評価等

に係る情報発

信を推進する

とともに、引

き続き臨床評

価指標等の作

成・公表及び

臨床疫学研究

を引き続き実

施する。 

また、医療 

 
＜評価の視点＞ 

・ 病院ネット

ワークを最大

限活用し、診

療情報データ

バンクによる

レセプト、Ｄ

ＰＣ調査デー

タに加え、Ｓ

Ｓ－ＭＩＸ２

標準規格を用

いた診療情報

集積基盤（Ｎ

ＣＤＡ）によ

る電子カルテ

情報の収集・

分析を行い、

医療機能評価

等に係る情報

発信を推進し

ているか。 

 

 

 

 

 

（１）診療情報の収集・分析と情報発信機能の強化 

 
１．EBM 推進のための診療情報分析 

令和元年度も、引き続き診療機能分析レポートについて、全病院を対象としたＤＰＣデー

タ及び入院・外来のレセプトデータを収集・分析し、各病院の分析結果を取りまとめた「個

別病院編」、全病院の結果を総括した「全病院編」及び最新のデータをもとに病床機能の分

析をまとめた「特別編」を作成し、各病院へのフィードバックを引き続き行った。また、情

報発信の一環として、主な分析の実例を掲載した「解説編」をホームページにて公表した。 

   診療機能分析レポートの分析は、以下の２つに大別され、地域における自院の役割と位置

づけや自院における医療提供状況の適正性を可視化した。これにより、機構病院が果たす役

割を客観的に把握し、地域医療構想調整会議等の外部への説明に活用した。 

 

＜国立病院機構内の病院との比較＞ 

患者数と属性の視点をはじめ、「診療内容や診療経過は他院と比べて違いがあるか」、「地

域の連携体制はどの程度進んでいるか」などについて、国立病院機構の全ての病院、同規模病

院、類似している診療科などの病院間比較を行った。 

 

＜地域の病院との比較＞ 

患者数・在院日数、患者シェア、ＳＷＯＴ分析、診療圏、患者住所地などを地域の病院と比

較し、地域医療において自院が果たしている役割や位置づけを可視化した。「地域医療におい

て自院の強みとなる診療分野は何か」、「これからどのような診療分野を強化する必要がある

か」など、国立病院機構の病院が今後の方向性を決定するための分析を行った。 

令和元年度診療機能分析レポートの作成に当たっては、以下のような分析を行った。 

 

○疾患別分析の拡充 

 平成２８年１０月より導入された「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」のデータ

を活用し、疾患別分析に応じた患者像を把握するための分析を行った。 

 

○診療報酬分析 

診療単価・日当点分析、診断群分類ごとの機能評価係数Ⅱの分析、医療資源投入量分析

を行った。 

 

   ○病床機能別（４機能）分析の深掘 

     前年度に実施した病床機能調査に続いて、令和元年度も各病棟の医療資源投入量分析

を行った。また、地域医療構想で求められる自院の立ち位置を俯瞰できるよう、二次医

療圏における自院というマクロの視点から、自院の現状や病床機能分析というミクロの

視点までを段階的に整理し、自院の将来方針策定のサポートとなるような分析を行っ

た。 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅲ．その他考慮すべき

要素 

（１）診療情報の収集・

分析と情報発信機能の

強化について 

国立病院機構は、

他の機関に先駆け

て、電子カルテ情報

を収集・集積するＩ

Ｔ基盤（国立病院機

構診療情報集積基盤

（ＮＣＤＡ））を構築

し、他の医療機関へ

の普及促進を図るた

め、その導入手順等

の工程を標準作業手

順書として作成し、

他の医療機関・病院

グループの普及促進

にも寄与するため、

これを公表するな

ど、重要な事業に積

極的に取り組んでい

ることを評価する。 

また、令和元年度

においては、事業参

加病院数をさらに３

病院追加し、６６病

院とするとともに、

これまで収集できな

かった診療経過記録

についても集積がで

きるよう改修し、よ

り精度の高い臨床疫

学研究等の実施が可

能になるデータベー

スを運用しているこ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  タをもとにし

た診療情報集

積基盤（ＮＣ

ＤＡ)や、レ

セプト・ＤＰ

Ｃデータをも

とにした診療

情報分析シス

テム（ＭＩ

Ａ）といった

標準化された

診療データを

収集・分析す

るデータベー

スを引き続き

運用し、更な

る標準化デー

タの収集や規

模の拡大に取

り組む。 

また、医療

の質の向上、

臨床研究の推

進、効率的な

病院経営に資

する利活用を

推進するとと

もに、国の医

療情報政策に

基づき、外部

のデータベー

スとの連携や

外部機関への

データ提供に

ついても積極

的 に 貢 献 す

る。 

の質の向上、

臨床研究の推

進、効率的な

病院経営に資

する利活用を

推進するとと

もに、国の医

療情報政策に

基づき、外部

のデータベー

スとの連携や

外部機関への

データ提供に

ついても積極

的 に 貢 献 す

る。 

 

 

 
・ 臨床評価指

標等の作成・

公表及び臨床

疫学研究を引

き続き実施し

ているか。 

 

これら分析の拡充により、自院の全体を把握するための情報と疾患別に掘り下げるため

の情報が充実し、質の高い標準的な医療の提供に役立っている。 

 

２．臨床評価指標を用いた PDCA サイクルによる医療の質の向上の推進（再掲） 

国立病院機構において、各病院が自らの医療の質の実態を知り、問題解決を行い、医療の

質の向上を図っていくためのツールとして活用されることを目的として「臨床評価指標」を開

発している。 

この臨床評価指標を効率的に医療の質向上に活用するため、第３期中期計画中に１４１病

院全ての病院に多職種によるチームからなる「医療の質向上委員会（クオリティマネジメント

委員会）」（※）を設置し、「臨床評価指標を用いたＰＤＣＡサイクルに基づく医療の質の改

善事業」を推進してきた。 

 

＜指標例＞ 

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 

平成３１年４月～令和元年６月 ９０．７％  

→ 令和元年１０月～１２月 ９３．７％ 

安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導の実施率 

平成３１年４月～令和元年６月 ４４．２％  

→ 令和元年１０月～１２月 ４６．０％ 

 

第４期中期計画では、この「医療の質の改善事業」を引き続き実施していくとともに、令

和元年度、各病院が特に重点的に取り組むべき「重点指標」を選定して、臨床評価指標を用い

たＰＤＣＡサイクルによる継続的な医療の質の改善を促進している。 

 

【特に重点的に取り組むべき指標】 

・急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率 

  ・外来糖尿病患者に対する管理栄養士による栄養指導の実施率 

 ・市中肺炎（重症除く）患者に対する広域スペクトル抗菌薬の未処方率 

 ・重症心身障害児（者）に対するリハビリテーションの実施率 

  ・パーキンソン病患者に対するリハビリテーションの実施率 

・統合失調症患者に対する抗精神病薬の単剤治療の実施率 

・手術ありの患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 

・広域スペクトル抗菌薬投与患者に対する細菌培養実施率 

・安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導の実施率 

・バンコマイシン投与患者の血中濃度測定率 

・がん患者の周術期医科歯科連携実施率 

・入院患者における総合満足度 

・外来患者における総合満足度 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

とを高く評価する。 

 
（２）大規模臨床研究

の推進について 

国立病院機構のス

ケールメリットを活

かしたＥＢＭ推進の

ための大規模臨床研

究や京都大学ｉＰＳ

細胞研究所（ＣｉＲ

Ａ）、新エネルギー・

産業技術総合開発機

構（ＮＥＤＯ）等の外

部機関との連携を引

き続き推進したほ

か、平成３０年４月

施行の臨床研究法に

基づき、特定臨床研

究を実施する場合、

厚生労働省が認定す

る臨床研究審査委員

会の審査が必要とな

るが、国立病院機構

においては、延べ１

９１件の審査を行う

など、我が国の臨床

研究に貢献している

ことを高く評価す

る。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

さらに、国立病院総合医学会において本事業のポスターセッションを設けた他、各病院の

活動成果を総括する「令和元年度クオリティマネジメントセミナー病院報告会」を開催し、

自院の活動成果の発表や各病院間での活動に関する情報共有、意見交換を行うための機会を

設けた。 

※クオリティマネジメント委員会 

臨床評価指標を用いたＰＤＣＡサイクルに基づく医療の質の改善活動の統括的マネジメ

ントを行うことを目的とし、診療上の問題点の抽出や計画の立案を、臨床現場のスタッフと

共に進めるとともに、活動状況の定期的なモニタリングを行う委員会をいう。 

 

＜各病院における取組の概要＞ 

１．クオリティマネジメント委員会を設置 

２．手法の習得と改善活動計画立案のサポートを目的とするワークショップへ参加 

（参加者：クオリティマネジメント委員会の委員２名 

３．クオリティマネジメント委員会を中心に取り組む臨床評価指標の決定と改善活動計  

画の立案 ⇒ 本部に報告書を提出 

４．定期的な委員会開催による、現状評価 

（３ヶ月に１回、診療情報分析部から全指標の集計結果を通知） 

５．取組開始から１年後、報告会に参加し活動報告を行う。 

 

【クオリティマネジメントセミナー（ワークショップ）】 

平成３０年度 ７２病院 ９４名 → 令和元年度 ６２病院 ９５名 

 

３．「臨床評価指標Ｖｅｒ．４」による計測の実施（再掲） 

平成１８年度、臨床評価指標の作成当初は、各病院職員が手作業でデータの収集を行って

おり、各病院に多大な負担がかかっていた。平成２２年度に全病院から診療情報（レセプト及

びＤＰＣデータ）を一元的に収集・分析する診療情報データベース（ＭＩＡ）を構築し、病院

の負担軽減に努めた。その後も継続的に改良を続け、平成２７年度には臨床評価指標Ｖｅｒ．

３を開発した。 

一方、平成２８年度には電子カルテ情報のデータベース「国立病院機構診療情報集積基盤

（ＮＣＤＡ）」を構築し、ＮＣＤＡから検査値、バイタルなどの情報が収集できるようになっ

たことから、令和元年度は、臨床評価指標Ｖｅｒ．３に加え、ＮＣＤＡからのデータを用いる

ことを可能とする「臨床評価指標Ｖｅｒ．４」を開発した。 

   「臨床評価指標Ｖｅｒ．４」を活用することで、国立病院機構の病院で提供される医療を可

視化し、より一層の医療の質の向上に寄与することが期待されている。 

 

＜ＮＣＤＡを活用した指標例＞ 

    ・糖尿病患者における HbA1c 値コントロール率 

    ・中心静脈カテーテル留置後の感染症の発生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅳ．評価 

「英語論文掲載数」

については、国立病

院機構全体で研究に

より得られた成果に

ついて、論文投稿や

学会発表などで情報

発信を行っており、

中期計画の最終年ま

でに平成３０年度の

実績の５％以上とい

う目標の中、当該年

度において既に５％

を超える英語論文掲

載数となったことを

高く評価する。 

 
このほか、上記以外

の目標についても所

期の目標を達成して

おり、定量的指標に

おいても高い実績を

あげていること、難

易度「高」であること

も考慮し、評定を

「Ａ」とした。 

 



90 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

４．外部競争的資金をもとにした研究活動による医療政策や医療の質への貢献 

文部科学省科学研究費補助金を申請することができる文部科学大臣の指定機関として、国

立病院機構では計８３の臨床研究センター・臨床研究部で科学研究費補助金の申請が可能と

なっている。 

令和元年度においても厚生労働科学研究費、文部科学研究費、日本医療研究開発機構研究

費、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構事業補助金等の競争的研究費の

獲得に向け積極的な応募等に取り組み、国立病院機構全体で総額２６．３億円の外部競争的

資金を獲得した。 

 

【外部競争的資金の獲得状況】 

平成３０年度 １,５０４件 ２９．３億円  

→ 令和元年度 １,５２８件 ２６．３億円 

 

５．電子カルテ情報の収集・分析をするためのＩＴ基盤構築について 

 

（１）国立病院機構診療情報集積基盤（ＮＣＤＡ）の拡大 

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（平成２７年６月３０日閣議決定）において国立病

院機構に対して求められている「電子カルテデータを標準的な形式に変換して出力・集

積する事業を先行的に実施し、対象病院を順次拡大できる汎用的な手順書を作成して公

開する」という我が国の電子カルテデータ標準化の全国普及・展開に資するため、国の

補助金を得て、厚生労働省が推奨しているＳＳ－ＭＩＸ２標準規格を用いて電子カルテ

情報を収集・集積するＩＴ基盤（国立病院機構診療情報集積基盤（ＮＣＤＡ））を平成

２７年度に構築した。 

ＮＣＤＡを令和元年度も引き続き運用するとともに、この電子カルテデータ標準化の

ためのＩＴ基盤構築事業を発展・充実させるため、事業参加病院数を、令和元年度に３

病院を追加し、６６病院となった。また対応ベンダ数も主要７社でＮＣＤＡとの接続試

験を引き続き行うとともに、当初には収集できなかった診療経過記録や退院時サマリ、

紹介状データについても集積ができるよう改修したことで、より精度の高い臨床疫学研

究等の実施が可能になるデータベースとして運用している。 

 

【ＮＣＤＡ保有患者データ数（実患者）】 

  平成３０年度末 １９０万人  

→ 令和元年度末 ２６０万人（うち新規３病院４万人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 医療の質の

向上、臨床研

究の推進、効

率的な病院経

営に資する利

活用を推進す

るとともに、

国の医療情報

政策に基づ

き、外部のデ

ータベースと

の連携や外部

機関へのデー

タ提供を積極

的に行ってい

るか。 

（２）ＮＣＤＡを活用した災害時診療情報の抽出等 

ＮＣＤＡの標準化機能を活かして、様々なベンダの電子カルテから災害診療記録用の

電子フォーマットの出力が可能となるよう対応モジュールをバージョンアップし、災害

時に必要な診療情報の自動抽出化等の開発及び検証を行い、その結果を導入手順書とし

て公開している。 

ＮＣＤＡ参加病院のうち、災害拠点病院を中心に６３病院で本モジュールを導入済み

である。 

本モジュールの活用により、被災地の病院での医療ニーズを国立病院機構本部で集計

することが可能になり、本部が病院に代わり災害対策本部へ必要な情報を提供する等、

災害時の病院の後方支援に役立てている。 

 

 （３）外部のデータベースとの連携 

令和元年度より厚生労働省からの補助事業として、ＭＩＤ－ＮＥＴを活用した医薬品

等の安全対策の高度化を図ることを目的に、国立病院機構診療情報集積基盤（ＮＣＤ

Ａ）で解析している各種医療データを医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）のＭＩＤ－

ＮＥＴ側で解析が可能となるように変換し、提供することで、統合解析（※１）するた

めの環境を構築する「医療情報データベース連携推進事業」を開始した。 

 令和元年度（初年度）は、ＮＣＤＡから抽出されるデータをＭＩＤ－ＮＥＴの分析用

データセットと同様の形式に変換するための医療情報データベース連携用変換ツールを

作製することができた。 

 国立病院機構の「ＮＣＤＡ」は、ＭＩＤ－ＮＥＴより中小規模の病院が多く、慢性期

疾患のデータも多く含まれているため、ＮＣＤＡとＭＩＤ－ＮＥＴを連携し、統合解析

するための環境を構築することは、医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保するため

の医薬品の製造販売後調査等のデータ規模拡大やその他利活用可能データの拡充につな

がり、医薬品の有害事象リスクの把握、その安全対策の影響評価、処方実態の確認など

の「リアルワールドデータ」（※２）の実用化に向けて貢献できる。 

 

※１統合解析：各医療情報がどのような関係で成り立っているのかを調べる。 

※２リアルワールドデータ：臨床研究、治験等以外の日常診療で得られた医療情報。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

（４）診療情報データベースの利活用の推進 

医療の質の向上、臨床研究の推進、効率的な病院経営に資するため、国立病院機構診

療情報データベース（※）に格納されたデータを適切に利活用する際の手続き及び遵守

すべき事項等の必要な事項を平成２８年度に定め、診療情報の利活用を推進している。 

 

※診療情報集積基盤（ＮＣＤＡ）及び診療情報分析システム（ＭＩＡ） 

 

【利活用新規申請件数】 

平成３０年度 ８件 → 令和元年度 １０件（うち外部機関５件） 

 

（５）外部機関へのデータ提供 

   外部機関からのデータ提供依頼のニーズへ対応するため、令和元年度は、新たに民間

企業等の国立病院機構の職員以外でも診療情報の利活用の申請手続きが可能となるよう

規程等の整備を行った。 

   その結果、製薬企業等の民間企業３件を含む５件の外部からの利活用申請に対応し

た。 

   外部機関からの申請については、患者への不利益が無いよう、外部有識者からの意見

聴取を行うこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料２２：診療機能分析レポート［１０８頁］ 

資料１１：臨床評価指標事業の新たな取組［７３頁］ 

資料１２：医療の質の評価・公表推進事業における臨床評価指標［７５頁］ 

資料２３：国立病院機構における文部科学省科学研究費補助金指定機関一覧［１１０頁］ 

資料２４：電子カルテデータ標準化等のためのＩＴ基盤構築事業［１１１頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （２）大規模

臨床研究の推

進 

病院ネット

ワークを活用

したＥＢＭ推

進のための大

規模臨床研究

を引き続き実

施し、科学的

根拠を確立す

るとともに、

その研究成果

を積極的に情

報発信する。 

第三期中期

計画期間で構

築した臨床研

究支援体制を

継続し、国際

水準の臨床研

究を推進する

ため、臨床研

究シーズを幅

広 く 汲 み 上

げ、研究成果

の実用化・製

品化という出

口を見据えた

医薬品・医療

機器の開発に

貢献する。 

（２）大規模

臨床研究の推

進 

病院ネット

ワークを活用

したＥＢＭ推

進のための大

規模臨床研究

については、

採択した課題

の研究におい

ては、得られ

た成果を学

会・論文など

で発表し、医

療の質の向上

に資するとと

もに、国立病

院機構のホー

ムページで公

開すること

で、広く情報

発信し、臨床

への還元を目

指す。 

平成２６年

度以降に採択

した課題の研

究で継続して

いるものにつ

いては、本部

が主導とな

り、着実に推

進・運営す

る。 

平成３１年

度においても

介入研究を含 

 
＜評価の視点＞ 

・ 採択した課

題の研究にお

いては、得ら

れた成果を学

会・論文など

で発表し、医

療の質の向上

に資するとと

もに、国立病

院機構のホー

ムページで公

開し、広く情

報発信してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜定量的指標＞ 

・ 英語論文掲

載数 

（２）大規模臨床研究の推進 

 

１．国立病院機構で計画・実施された臨床研究から構築されたエビデンスの情報発信 

 

（１）令和元年度に論文や学会でなされた主な発表 

ＥＢＭ推進研究 

      ○観血的医療処置時の抗血栓薬の適切な管理に関する研究 

   ・論文掲載：英文医学雑誌 Journal of the American Heart Association 

 

ＮＨＯネットワーク共同研究 

      ○未治療 75 歳以上（移植非適応）の多発性骨髄腫患者を対象とする Bd/Ld 交替導入

療法の安全性・有効性に関する臨床研究 

・論文掲載：英文医学雑誌 Acta Medica Okayama 

 

      ○重症心身障害者の深部静脈血栓症に対する横断研究およびワルファリンとエドキサ

バントシル酸塩水和物の多施設共同非盲検ランダム化比較試験 

・論文掲載：英文医学雑誌 Annals of Vascular Diseases 

 

（２）学会発表等による研究成果の情報発信 

令和元年度においても国立病院機構全体で研究により得られた成果について、論文投

稿や学会発表などにより以下のとおり情報発信を行った。 

 

   【情報発信件数】  

         平成３０年                 令和元年 

     ・英文原著論文数： 延べ  ２,５６８本  →  延べ  ２,７４７本 

     ・和文原著論文数： 延べ  １,５４７本  →  延べ  １,５１５本 

     ・国際学会発表 ： 延べ  １,４４８回  →  延べ  １,１７８回 

     ・国内学会発表 ： 延べ １８,７３７回  →  延べ １４,７８１回 

 

令和元年においては、英文原著論文のインパクトファクターの合計は８，８６４点と

なり、１本当たりの平均は３．２２７点となった。 

    

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   め課題を採択

し、ＥＢＭ推

進のための大

規模臨床研究

の質の向上を

図る。 

国際水準の

臨床研究を推

進するため、

臨床研究シー

ズを幅広く汲

み上げる体制

整備を推進す

るとともに、

研究実施に向

けた支援に取

り組む。 

バイオバン

ク・ジャパ

ン、京都大学

ｉＰＳ細胞研

究所（ＣｉＲ

Ａ）、新エネ

ルギー・産業

技術総合開発

機構（ＮＥＤ

Ｏ）及び民間

企業とそれぞ

れ連携し、ゲ

ノム医療・再

生医療に関す

る臨床研究や

新規医薬品開

発等の共同研

究を進めてい

く。 

研究成果を

国内外に広く 

 

 

（３）国立病院機構優秀論文賞の表彰 

国立病院機構の職員であって筆頭筆者の英文原著論文が、当該所属病院名で平成３０

年度に掲載された以下２本の論文について表彰を行った。 

○ H. Sawada, T. Oeda, A. Uemura, S. Tomita, K. Park, K.Mizoguchi, 

 H. Matsuo, K. Hasegawa, H. Fujimura, H. Sugiyama, M. Nakamura, S. Kikuchi, 

 K.Yamamoto, T. Fukuda, S. Ito, M. Goto, K. Kiyohara and T.Kawamura. 

Early use of donepezil against psychosis and cognitive decline in  

Pakinson’s Disease: a randomized controlled trial for 2 years. 

Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 2018;89:1332-1340. 

 

○ T. Kuwai, T. Yamada, T. Toyokawa, H. Iwase, T. Kudo, N.Esaka, H. Ohta, 

 H. Yamashita, Y. Hosoda, N. Watanabe and N.Harada. 

Local recurrence of diminutive colorectal polypes after cold forceps 

polypectomy with jumbo forceps followed by magnified narrow-band imaging: a 

multicenter prospective study.Endoscopy. 2019;51:253-260. 

 

（４）国立病院総合医学会の開催 

国立病院機構主催の国立病院総合医学会を、名古屋医療センターを学会長施設、天竜 

病院と三重病院を副学会長施設として、「令和における国立医療の挑戦～明日は変えら

れる～」をテーマに掲げ、令和元年１１月８日・９日に名古屋市で開催した。国立病院

総合医学会を通じて、研究成果を公表するとともに、国立病院機構の職員等に対し、学

術研究の成果を発表する機会を与え、職員の自発的な研究の取組を奨励し、職員が行う

研究レベルの向上を図り、また、研究者のみならず参加する国立病院機構職員の活性化

を目指した。 

令和元年度においても、病院運営のあらゆる課題について様々な創意工夫を凝らし、  

業務改善等に積極的に取り組んだ職員の表彰を行うほか、国立病院総合医学会の内容の

充実を図った結果、参加者６,５６９名を集める盛大な学会となった。 

 

○シンポジウム・パネルディスカッション・・・・・ ６０８題 

○ポスターセッション・・・・・・・・・・・・・１,７２１題 

○特別講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２講演 

『人工知能とスーパーコンピュータが支えるがんゲノム研究と医療』 

・宮野 悟（東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 教授） 

『～夢追人～夢や情熱を持ち続けることの大切さ』 

・吉田 沙保里（レスリング選手・指導者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   情報発信する

ため、英語論

文掲載数の増

加を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 平成２６年

度以降に採択

した課題の研

究で継続して

いるものは、

本部が主導と

なり、着実に

推進・運営し

ているか。 

・ 令和元年度

においても介

入研究を含め

課題を採択

し、ＥＢＭ推

進のための大

規模臨床研究

の質の向上を

図っている

か。 

 
・ 国際水準の

臨床研究を推

進するため、

臨床研究シー

ズを幅広く汲

み上げる体制

整備を推進す

るとともに、

研究実施に向

けた支援に取 

（５）電子ジャーナルの配信 

最新の医学知見をもとに、根拠に基づいた医療サービスを患者に提供することを目的

として、国立病院機構の全ての病院で職員がインターネット経由で配信される医学文献

を閲覧、全文ダウンロードすることができるように、本部において電子ジャーナル配信

サービスの一括契約を行い、定期的に更新している。 

毎月電子メールにより職員への周知を行った結果、ダウンロードされた医学文献数は

令和元年度で２３,００４件となった。 

 

２．ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究の実施 

一般医療を多く担っている日本最大の病院グループである国立病院機構において、豊富な

症例と一定の質を確保することが可能という特徴を活かして、質の高い標準的な医療を広く

提供するための医学的根拠を確立するため、平成１６年度から「ＥＢＭ推進のための大規模

臨床研究」を開始している。  

令和元年度においては、７課題について症例登録を進め、２課題について経過観察を行っ

た。また、新たな研究課題として外部の臨床研究学識者からなる臨床研究推進委員会によっ

て２課題が採択された。 

これらの研究を実施することを通じて、各病院の診療の質の標準化を図るとともに、関係

学会等で成果を公表した。 

 

（令和元年度採択課題） 

○PD-L1 高発現の非扁平非小細胞肺癌に対するペムブロリズマブとペムブロリズマブ＋

カルボプラチン＋ペメトレキセドのランダム化第３相試験 

○切除不能進行・再発小腸癌患者に対するベバシズマブ併用 FOLFOX 療法の第Ⅱ相多施

設共同二重盲検ランダム化比較試験 

 

３．国立病院機構の臨床研究体制 

 

 （１）臨床研究体制 

令和元年度も、国際水準の臨床研究を推進するため、臨床研究シーズを幅広く汲み上

げる体制整備を推進するとともに、研究実施に向けた支援に引き続き取り組んだ。 

また、名古屋医療センターでは、自施設の臨床研究だけでなく、他施設をサポートす

るアカデミック臨床研究機関（ＡＲＯ）の機能を有している。 

 

（２）国立病院機構における臨床研究組織 

国立病院機構では、実施症例数や、競争的外部資金の獲得額、論文発表数などの評価

項目からなる臨床研究組織の活動評価に基づき、各施設の臨床研究組織の活動実績を点

数化し、活動の実績に応じた研究費の配分や臨床研究組織の再構築、研究ネットワーク

グループ構築の指標として活用してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    り組んでいる

か。 

 

 

また、時代の変革に合わせた新しい研究グループを構築するため、臨床研究組織の活

動性が高い領域を中心に再編・統合することで、ネットワークグループを再構築した。 

     

    ○臨床研究組織の数    平成３１年４月    令和２年４月 

     ・臨床研究センター      １０病院       １０病院 

     ・臨床研究部         ７７病院       ７７病院 

     ・臨床研究部（院内標榜）   ４５病院       ４５病院 

 

（３）ＮＨＯネットワークの活動性の向上 

各研究分野において最も活動実績の高い病院をグループリーダーとした１９分野の研

究ネットワークグループを構築することにより、グループリーダー主導による質の高い

臨床研究を実施している。 

ＮＨＯネットワーク共同研究課題は臨床研究推進委員会（外部委員７名で構成されて

いる共同研究課題の審査機関）の審査を経て採択され、研究を実施した。  

 

   【ＮＨＯネットワーク共同研究課題採択数と申請数】 

    平成３０年度 ６２／１２０課題（新規 ２３／７８課題、継続 ３９／４２課題） 

    令和 元年度 ７０／１１３課題（新規 ３１／６１課題、継続 ３９／５２課題） 

 

（４）データセンターの活動 

ＥＢＭ推進研究等の多施設共同研究事業等を支援・推進するため、本部内に設置した

「データセンター」において、３名のデータマネージャーにより、令和元年度も引き続

き臨床研究の支援を行った。 

 

（５）臨床研究に精通した人材の育成 

良質な医療サービス提供のためのエビデンスを創出する臨床研究をデザインし、適切

に研究事業を運営するための人材を育成するため、「臨床研究のデザインと進め方に関す

る研修」を実施し、２２名が参加した。 

倫理的問題について医療従事者へ助言することのできる体制の基礎となる人材を養成

するため、治験審査委員・臨床研究倫理審査委員を対象とした「治験および臨床研究倫理

審査委員に関する研修」を実施し、４５名が参加した。 

一般財団法人公正研究推進協会が提供する、研究倫理教育ｅラーニングプログラムで

あるＡＰＲＩＮ ｅラーニングプログラム（ｅＡＰＲＩＮ教育研修プログラム）を活用

し、研究者、倫理審査委員会の委員、研究機関の長、ＣＲＣ、事務局員等を対象として、

ｅラーニングによる研究倫理等の教育を令和元年度も引き続き実施した。 

平成３０年度からは、研究者を含め、ＣＲＣ、事務局等の研究活動に関わる全ての職

員を対象に、ｅＡＰＲＩＮ教育研修プログラムの受講を毎年度必須としている。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 
・ 国立大学法

人京都大学ｉ

ＰＳ細胞研究

所（ＣｉＲ

Ａ）等とそれ

ぞれ連携し、

ゲノム医療・

再生医療に関

する臨床研究

や新規医薬品

開発等の共同

研究を推進し

ているか。 

 

 

【ｅＡＰＲＩＮ教育研修プログラム修了者数】 

１８，３３３名（うち研究者コース７，１２１名、倫理審査委員会委員・研究機関の

長コース２，１７３名、ＣＲＣコース３，６２７名、事務局員・事務職員コース３，

５８１名、ＧＣＰ／治験コース２，０７２名、継続コース１１，５６８名） 

※各コースの重複受講あり。 

 

４．国立大学法人京都大学ｉＰＳ細胞研究所（ＣｉＲＡ）等の外部機関との連携 

 

（１）国立大学法人京都大学ｉＰＳ細胞研究所との連携・協力 

京都大学ｉＰＳ細胞研究所（ＣｉＲＡ）とｉＰＳ細胞を用いた難治性疾患等の病因・

病態の解明や新たな治療の開発のため、平成２６年度より「疾患特異的ｉＰＳ細胞樹立

促進のための基盤形成」事業に参加し、当該事業で樹立された京都大学ｉＰＳ細胞を使

用する基礎研究を令和元年度も引き続き実施した。 

 

（２）新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が実施する事業の推進 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）から、平成２８年９月に戦略的基

盤技術高度化支援事業に係る「橋渡し研究機関」の指定を受けており、令和元年度に審

査を受け、引き続き「橋渡し研究機関」の要件を満たすことを確認した。 

 

５．臨床研究・治験に係る倫理の遵守 

 

（臨床研究） 

「人を対象とした医学系研究に関する倫理指針」、「厚生労働省の所管する実施機関

における動物実験等の実施に関する基本指針」等のガイドラインを踏まえ、令和元年度

も引き続き臨床研究等の推進を図った。 

 

①倫理審査委員会 

倫理的配慮の趣旨に沿って臨床研究等の推進を果たせるよう、全ての病院に倫理審査

委員会を設置して、その審議内容等については、ガイドラインに沿って、病院のホーム

ページ上に掲示するなど外部に公開している。 

 

【倫理審査件数】 

平成３０年度 ７,１９５件 → 令和元年度 ６，６０４件 

 

②臨床研究中央倫理審査委員会 

国立病院機構が主導して行う臨床研究等の研究課題を中心に、臨床研究中央倫理審査

委員会において審議を行い、ＮＨＯネットワーク共同研究の新規２５課題をはじめ、１

２７件について一括審査を令和元年度に実施した。  

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

③認定臨床研究審査委員会 

平成３０年４月施行の臨床研究法の基づき、特定臨床研究を実施する者は、実施計画

による特定臨床研究の実施の適否等について、厚生労働省が認定する臨床研究審査委員

会（以下、認定臨床研究審査委員会）の審査を受けることが必要となった。 

認定臨床研究審査委員会は主に大学病院等で認定を受けており、国立病院機構におい

ては平成３０年３月３０日付で５委員会（本部、東京医療センター、名古屋医療センタ

ー、大阪医療センター、九州医療センター）が認定臨床研究審査委員会の認定を受け、

令和元年度中に特定臨床研究等に係る新規課題１３課題を含む延べ１９１件の審査を行

った（本部７７件、東京医療センター２件、名古屋医療センター６６件、大阪医療セン

ター４１件、九州医療センター５件。）。 

 

（治験） 

①治験審査委員会 

質の高い治験を推進するため、治験を実施している全ての病院で治験審査委員会を設

置し、その審議内容等については、法令に沿って、病院のホームページに掲示するな

ど、外部に公開している。 

 

【治験等審査件数】 

平成３０年度 ２１,０５４件 → 令和元年度 ２０，６８８件 

  

②中央治験審査委員会 

治験審査の効率化、迅速化を図るために本部に設置している中央治験審査委員会を毎

月１回定期的に開催しており、令和元年度には、新規課題１８課題、安全性審査などを

含む継続審査延べ５９５件について審議を実施した。 

 

（その他） 

①研究利益相反（研究利益相反審査委員会）（ＣＯＩ審査委員会） 

臨床研究その他の研究を行う研究者、関係者、被験者及び国立病院機構等を取り巻く

利益相反の存在を明らかにすることによって、被験者の保護を最優先としつつ、国立病

院機構及び研究者等の正当な権利を認め、社会の理解と信頼を得て、国立病院機構の社

会的信頼を守り、臨床研究その他の研究の適正な推進を図ることを目的として、令和元

年度も引き続き、研究利益相反審査委員会を開催した。 

      

       【ＣＯＩ審査件数】 

平成３０年度 ３,１９２件 → 令和元年度 ３，７７８件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

 



99 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

②動物実験委員会 

    動物愛護の観点に配慮しつつ、科学的観点に基づく適正な動物実験等が実施されるよ

う、動物実験を実施した１０病院全てにおいて、動物実験委員会を設置し適切に運営し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料２５：国立病院機構における臨床研究の成果［１１９頁］ 

資料２６：国立病院機構優秀論文賞の表彰について［１２０頁］ 

資料２７：国立病院総合医学会の開催概要［１２１頁］ 

資料２８：令和元年度ＥＢＭ推進研究課題［１４１頁］ 

資料２３：国立病院機構における文部科学省科学研究費補助金指定機関一覧［１１０頁］ 

資料２９：臨床研究センター・臨床研究部の評価概要［１４２頁］ 

資料３０：ＮＨＯ研究ネットワークグループについて［１４３頁］ 

資料３１：ＮＨＯ研究ネットワークグループを中心とした臨床研究［１４４頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （３）迅速で

質の高い治験

の推進 

病院ネット

ワークを活用

した共同治験

や国際共同治

験・医師主導

治験を積極的

に推進すると

ともに、症例

集積性の向上

やコスト適正

化 に 取 り 組

み、迅速で質

の高い治験を

実施する。 

（３）迅速で

質の高い治験

の推進 

迅速で質の

高い治験を実

施するため、

本部におい

て、治験実施

病院の実態を

詳細に把握

し、必要な病

院に対しては

指導・支援を

実施するとと

もに、国際共

同治験や医師

主導治験を推

進する。 

ＮＨＯＣＲ

Ｂ（中央治験

審査委員会）

における審査

を円滑に実施

し、ＮＨＯＣ

ＲＢに係る契

約事務等の業

務を本部の治

験管理室（治

験ネットワー

ク事務局）へ

集約化する。 

治験実施計

画に応じた治

験経費の最適

化に向けて、

関係団体と協

議を続ける。 

治験の進捗 

 
＜評価の視点＞ 

・ 迅速で質の

高い治験を実

施するため、

本部におい

て、治験実施

病院の実態を

詳細に把握

し、必要な病

院に対しては

指導・支援を

実施するとと

もに、国際共

同治験や医師

主導治験を推

進している

か。 

 

 

 

 
・ ＮＨＯＣＲ

Ｂに係る契約

事務等の業務

を本部の治験

管理室（治験

ネットワーク

事務局）へ集

約化している

か。 

 

 

 

 

 

 

（３）迅速で質の高い治験の推進 

 
１．国立病院機構における治験実施体制の確立 

 

（１）本部 

    治験審査の効率化、迅速化を図ることを目的として平成２０年度より中央治験審査委

員会(ＮＨＯＣＲＢ)を本部に設置しており、毎月１回定期的に開催した。令和元年度に

は、新規課題１８課題、安全性審査などを含む継続審査延べ５９５件についての審議を

実施した。 

    ＮＨＯＣＲＢの設置により、多施設共同治験を実施するに当たっての一括審査が可能

になり、同一治験の、倫理審査、費用、契約等の病院間のバラつきが排除され、参加病

院全体で迅速かつ効率的な治験を実施することが可能となった。また、各病院と治験依

頼者の事務手続きの負担軽減や、治験期間の短縮が可能な体制が整えられている。 

 

（２）病院 

各病院の企業への請求費用の実績に応じて、常勤の治験・臨床研究コーディネーター

（ＣＲＣ）の定員化・再配置を行い、組織的な治験受入れ体制を整備している。 

    ・常勤ＣＲＣ配置病院数 

      平成３０年度 ７０病院 → 令和元年度 ７０病院 

    ・常勤ＣＲＣ数 

      平成３０年度 ２４５名 → 令和元年度 ２４５名 

 

（３）病院に対する本部の実施支援 

治験等受託研究の進捗状況の確認、請求管理等の機能を有する「治験管理システム」

を全病院に導入している。本部では、病院の治験進捗状況を把握し、情報を集約するこ

とが可能となり、進捗が進んでいない治験課題について、病院に対して指導・支援を行

っている。また、病院では、治験管理システムに症例毎の進捗を入力することで、請求

処理が可能となり、治験会計の効率化を図っている。 

さらに、令和元年度において、病院での会計事務処理が円滑に行われるように、「治

験等会計事務処理の手引き」の全面改訂を行い、全病院へ周知した。 

 

（４）ワンストップサービス 

国立病院機構の治験実施体制整備の一環として、中央治験審査委員会で審議される治

験に関して、「ワンストップサービス（本部が各病院と治験依頼者との契約を一括で取

りまとめるサービス）」により、治験依頼者との窓口を本部に一本化している。契約書

や同意説明文書等が課題ごとに統一化されることで、治験依頼者並びに病院の業務の効

率化等が図られており、令和元年度は、本部で新規課題１８課題、延べ８４病院の契約

を締結した。 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   状況を随時把

握するシステ

ムを活用して

本部により各

病院の進捗管

理を行い、治

験実施期間の

短縮及び症例

集積性の向上

を図る。 

・ 治験実施計

画に応じた治

験経費の最適

化に向けて、

関係団体と協

議を続けてい

るか。 

・ 治験の進捗

状況を随時把

握するシステ

ムを活用して

本部により各

病院の進捗管

理を行い、治

験実施期間の

短縮及び症例

集積性の向上

を図っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．治験費用の最適化 

国立病院機構においては、平成２４年度より「Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｂａｓｅｄ Ｐａ

ｙｍｅｎｔ（治験の進捗状況に応じた実績払い）」を導入し、平成２９年度には、治験経費

の算定方法を改定した。令和元年度は当該算定方法に基づき、治験ごとに治験依頼者と協

議、合意の上、費用を算定している。 

 

 

3．治験実績 

 

 （１）治験実施症例数及び治験等受託研究に係る請求金額 

 

○治験取組状況 

 ・新規治験 

   平成３０年度    １９１課題  →  令和元年度   １９２課題 

・企業から依頼された治験 

平成３０年度   ３，９０２例 → 令和元年度   ３，８４１例 

       （１，２８５課題）       （１，３０８課題） 

     （うち国際共同治験） 

      平成３０年度   ２，２８８例 → 令和元年度   ２，１７７例 

     （うち国内治験） 

      平成３０年度   １，６１４例 → 令和元年度   １，６４４例 

・医師主導治験 

平成３０年度     １４８例 → 令和元年度     ２４５例 

          （３９課題）          （７４課題） 

・製造販売後臨床試験 

平成３０年度     ２４５例 → 令和元年度        ２５１例 

 

○治験等受託研究に係る請求金額 

平成３０年度   ４６．５億円 → 令和元年度   ４４．１億円 

 

（２）本部が紹介、契約を行う治験 

治験に関する連絡・調整を行う治験ネットワークを活用し、本部より各医療機関に対

して治験概要を配信し、病院の情報および参加意向を取りまとめて、治験依頼者に情報

提供している。 

 

    ・治験依頼者より本部に依頼があり、実施可能な病院を紹介した治験 

平成３０年度 ６７課題  →  令和元年度 ６３課題 

 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

評定  

 

 



102 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

（３）国立病院機構職員が主任研究者の主な医師主導治験 

 

    ○「続発性難治性気胸に対する滅菌調整タルクを用いた胸膜癒着術の第 II 相医師主導

治験」（名古屋医療センター） 

手術困難な続発性・難治性気胸に対する適応拡大を目指してユニタルクの医師主導

治験を日本医療研究開発機構(ＡＭＥＤ)の早期探索的・国際水準臨床研究事業の一環

として計画し、平成２９年２月に登録開始した。令和元年度に２４／３０例まで登録

している。 

 

    ○「Triple negative 乳癌における,エリブリンメシル酸塩を用いた術前化学療法多施

設共同無作為化第Ⅱ相臨床試験」（大阪医療センター） 

前治療歴のない手術可能な原発性 Triple negative 乳癌の患者を対象とした２群

のランダム化第Ⅱ相比較試験を実施した。 

 

（４）企業に対するＰＲ等 

本部のホームページの内容を更新し、令和元年度も引き続き各病院の治験実施体制等

の情報提供を進めた。令和元年度より、治験依頼者向けに「ＮＨＯＣＲＢ手続きの手引

き」を作成し、ＮＨＯＣＲＢ利用促進に向けた情報提供も行っている。 

令和元年度版治験推進室パンフレット（国立病院機構におけるネットワークを活用し

た治験の取組）等を日本製薬工業協会等へ配布するなどして、引き続き国立病院機構の

取組について理解を求めた。 

平成３１年４月より製薬会社とパートナーシップ契約を締結し、治験促進に向けた意

見交換を行う取組を進めており、令和元年度末には６社と契約を締結し、定期的にミー

ティングを開催している。 

令和元年度の依頼者訪問数は９社、依頼者面談数は３８件であった。 

  

 

 

 

【参考資料】 

資料３２：中央治験審査委員会電子申請システム［１４８頁］ 

資料３３：新たな治験管理システム［１４９頁］ 

資料３４：治験費用算定方法の変更について［１５０頁］ 

資料３５：治験・臨床研究に関する研修実績［１５１頁］ 

資料３６：年度別受託研究実績［１５５頁］ 

資料３７：医師主導治験について［１５６頁］ 

資料３８：治験推進室パンフレット［１５８頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （４）先進医

療技術の臨床

導入の推進 

先端的研究

機関との研究

協力・連携を

推進し、先進

医療技術の臨

床導入を推進

するととも

に、その結果

を公表する。 

また、他の

設置主体との

連携により、

ゲノム医療・

再生医療に関

する臨床研究

や新規医薬品

開発等の共同

研究をより充

実させる。 

加えて、国

の医療情報政

策のモデル事

業を実施する

など、医療の

ＩＴ化への対

応に向けて積

極的に貢献す

る。 

（４）先進医

療技術の臨床

導入の推進 

独立行政法

人理化学研究

所との「包括

的な連携・協

力の推進に関

する基本協

定」に基づ

く、先進医療

Ｂの「肺がん

を対象とした

ＮＫＴ細胞治

療に向けた臨

床研究プロジ

ェクト（理化

学研究所、千

葉大医学部、

国立病院機構

の三者による

共同研究）」

は、症例登録

を満了し経過

観察期間に入

る。 

平成２９年

１１月「筋ジ

ストロフィー

心筋障害に対

するＴＲＰＶ

２阻害薬内服

療法」が先進

医療Ｂとして

承認されたた

め、症例登録

を円滑に進め

る。 

 

 
・ 国立研究開

発法人理化学

研究所との

「包括的な連

携・協力の推

進に関する基

本協定」に基

づく「肺がん

を対象とした

ＮＫＴ細胞治

療に向けた臨

床研究プロジ

ェクト（国立

研究開発法人

理化学研究

所、千葉大医

学部、国立病

院機構の三者

による共同研

究）」につい

て、円滑に進

めているか。 

 
・ 平成２９年

１１月「筋ジ

ストロフィー

心筋障害に対

するＴＲＰＶ

２阻害薬内服

療法」につい

て症例登録を

円滑に進めて

いるか。 

（４）先進医療技術の臨床導入の推進 

 

１．国立研究開発法人理化学研究所との連携・協力 

国立研究開発法人理化学研究所との「包括的な連携･協力の推進に関する基本協定」に基づ

く、「ＮＫＴ細胞を活性化する肺がん治療の開発（国立研究開発法人理化学研究所、国立大

学法人千葉大学、独立行政法人国立病院機構の三者による共同研究）」に係る共同研究契約

書を平成２４年８月１日に締結し、研究を行っている。 

令和元年度は国立病院機構病院の１３施設が協力医療機関（三重中央医療センター、長良

医療センター、大阪医療センター、山口宇部医療センター、四国がんセンター、九州医療セ

ンター、福岡東医療センター、福岡病院、嬉野医療センター、長崎医療センター、大分医療

センター、別府医療センター、南九州病院）として登録されており、平成３０年３月末に５

７症例の登録を満了し、２年間の経過観察に入っている。 

  

２．高度先端医療技術の臨床導入等 

高度先端医療技術の開発及び臨床導入について、令和元年度は以下のとおり先進医療を実

施している。これらについては、ホームページ等で公表している。 

 

  ○先進医療Ａ：  ２技術、延べ ４病院 

  ○先進医療Ｂ： １５技術、延べ６３病院 

 

平成２９年１１月には「筋ジストロフィー心筋障害に対するＴＲＰＶ２阻害薬内服療法」

が先進医療Ｂに承認された。 

・ＴＲＰＶ２阻害薬経口投与療法 心不全（十三歳以上の患者に係るものであって筋ジス

トロフィーによるものに限る。）（大阪刀根山医療センター）  

厚生労働省に先進医療の届出を行い、先進医療技術審査部会において有効性安全性が審

議された結果、平成２９年１１月に先進医療Ｂに「適」とされ、令和元年度には、ＮＣも

含めた１５病院が実施医療機関として登録された。 

令和２年３月時点で目標症例数２０に対して、既に２５症例の登録が完了しており、順

調に症例登録が進んでいる。 

 

３．職務発明の権利化の推進 

高度先端医療技術の開発等を推進するために、国立病院機構で実施された職務発明につい

て権利化を進めており、令和元年度においては、１５件の発明が届けられ、１１件の特許出

願を行った（企業等との共同出願も含む）。 

また、国立病院機構と企業等とで共同で特許出願を行っていた案件のうち、令和元年度に

１３件の特許権設定登録を受けた。 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   加えて、国

の医療情報政

策のモデル事

業を実施する

など、医療の

ＩＴ化への対

応に向けて積

極的に貢献す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 国の医療情

報政策のモデ

ル事業を実施

するなど、医

療のＩＴ化へ

の対応に向け

て積極的に貢

献している

か。 

※特許出願を行った発明 

○聴診補助具及び聴診器（渋川医療センター） 

○前脳型の神経前駆細胞の製造方法、分化用培地、及び、前脳型の神経前駆細胞（大阪医

療センター） 

○タキシフォリンを含有する肝繊維化抑制剤及び褐色脂肪細胞活性化剤（京都医療センタ

ー） 

○最終到達身長算出装置及び筋肉・内臓年齢評価装置（西別府病院） 

○抗炎症性非フコシル化免疫グロブリン（山口宇部医療センター） 

○インフルエンザウイルスの失活装置及び失活方法（仙台医療センター） 

○動脈瘤の予防及び／又は治療薬（京都医療センター） 

○接触式生体音センサ（呉医療センター） 

○内視鏡処置具（呉医療センター） 

○呼吸システム（金沢医療センター） 

○内視鏡装置（呉医療センター） 

 

※特許権設定登録を受けた発明（※外国出願等により複数国設定登録されたものを含む） 

○多能性幹細胞の増殖促進因子のスクリーニング法（大阪医療センター）【中国、米国】 

○聴診補助具及び聴診器（渋川医療センター） 

○家族性地中海熱のバイオマーカー（長崎医療センター） 

○細胞培養培地及びそれを用いた培養方法（大阪医療センター）【日本、米国、中国】 

○ＡＣＴＮ１遺伝子変異を伴う先天性巨大血小板症の診断補助方法及び診断キット（名古

屋医療センター） 

○カクテル抗体（名古屋医療センター） 

○バイオマーカー、自己免疫性肝炎の診断補助方法、及び、キット（長崎医療センター） 

○インフルエンザウイルスの失活装置及び失活方法（仙台医療センター） 

○２－（３－ピリジニル）－１Ｈ－ベンゾイミダゾール誘導体化合物、及び、これを含む

医薬（京都医療センター）【日本、中国】 

 

４．医療のＩＴ化への対応 

 

 （１）大規模診療データベースを利用したＡＩ辞書の研究開発 

  国立病院機構診療情報集積基盤（ＮＣＤＡ）に集積された大量の患者データをもとに、

今後更なる活用が期待される医療用のＡＩ（人工知能）の判断基準となる言語資源の構

築、医療用の自然言語処理技術（※１）の発展、 ＡＩ辞書の研究開発につながる取組と

して、国立研究開発法人理化学研究所と「退院時サマリ（※２）の自動生成支援」の共同

研究を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

  令和元年度は、ＮＣＤＡの大規模診療データ（入院中のカルテ記事、検査結果や処方内

容、退院時サマリ）を当機構で開発した匿名化モジュールを使い、匿名加工医療情報（※

３）に加工したうえで、各病院でサマリの記述が異なる点、共通する点を同定し、現行の

電子カルテでは補足できない項目や各項目に横断的に存在する重要情報の分析に着手し

た。 

   

  ※１自然言語処理技術：言葉の意味や解釈の曖昧さを補完する技術 

  ※２退院時サマリ  ：入院患者の病歴、入院時の身体所見、検査所見、入院中の診療内

容をまとめた記録を要約したものであるため、退院後の外来診療

等での医師、看護師等の医療従事者が入院中の治療、診断情報を

的確に把握するための重要な記録となる。その作成を自動生成支

援できるようになれば、医師の勤務負担軽減のみならず、患者に

提供する医療の質の向上にもつながることが期待される。 

  ※３匿名加工医療情報：特定の個人を識別できないよう加工にした医療情報 

 

 （２）マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認の導入 

   令和３年３月から開始されるマイナンバーカードを健康保険証として利用できるオン 

ライン資格確認の導入に向けて、厚生労働省が主催する説明会への参加、社会保険診療報

酬支払基金等の関係機関及びシステムベンダとのヒアリングを実施し、国立病院機構とし

ての課題や論点を整理のうえ、令和３年３月からの導入を目指して取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料３９：理化学研究所との連携・協力［１６６頁］ 

資料４０：先進医療及び高度医療実施状況［１６９頁］ 

資料４１：職務発明の流れ図［１７０頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （５）臨床研

究や治験に従

事する人材の

育成 

国際水準の

臨床研究や迅

速で質の高い

治験を推進す

るため、ＣＲ

Ｃ、臨床研究

を実施する医

師等を対象と

した研修を実

施し、他の設

置主体も含め

た臨床研究や

治験に精通す

る医療従事者

を育成する。 

国立病院機

構職員が筆頭

著者の英語原

著論文を対象

に表彰制度を

創設し、高い

モチベーショ

ンを維持しな

がら臨床研究

に取り組める

環 境 を 整 え

る。 

（５）臨床研

究や治験に従

事する人材の

育成 

ＣＲＣ養成

研修、臨床研

究を実施する

医師等を対象

とした臨床研

究デザインや

生物統計に関

する研修及び

ＩＲＢ等委員

を対象とした

研修を実施

し、他の設置

主体も含めた

臨床研究や治

験に精通する

医療従事者等

を育成する。 

国立病院機

構優秀論文表

彰を通じて、

職員の筆頭著

者の英語原著

論文への取組

を奨励し、高

いモチベーシ

ョンを維持し

ながら臨床研

究に取り組め

る環境を整え

る。 

 

 
 

 

 
・ ＣＲＣ、臨

床研究を実施

する医師等を

対象とした研

修を実施し、

他の設置主体

も含めた臨床

研究や治験に

精通する医療

従事者等を育

成している

か。 

 

 

 

 

 

（５）臨床研究や治験に従事する人材の育成 

 

１．質の高い治験・臨床研究を推進するための研修会等の実施 

 

（１）質の高い治験・臨床研究をするための研修会等  

初級者ＣＲＣ、治験事務担当、臨床研究を実施する医師、治験審査委員・臨床研究倫

理審査委員等を対象に、中核となる人材の養成のため、令和元年度も引き続き５回、１

５日間の研修を実施しており、延べ２８４名が参加した。特に初級者ＣＲＣ研修は、日

本臨床薬理学会認定ＣＲＣの認定要件である３大ＣＲＣ養成研修会の一つに指定されて

おり、５日間の講義に加えて、病院で５日間の実習を行うなど、充実した内容で開催し

たほか、国立病院機構以外からの参加（７６名のうち３０名）も受け入れた。   

なお、これらの研修会には、国際共同治験に必要な知識、能力習得につながる内容も

含んでおり、国際共同治験に参加するための体制の整備を進めた。 

 

（２）倫理審査委員会の委員を対象とした研修（再掲） 

良質な医療サービス提供のためのエビデンスを創出する臨床研究をデザインし、適切

に研究事業を運営するための人材を育成するため、「臨床研究のデザインと進め方に関す

る研修」を実施し、２２名が参加した。 

倫理的問題について医療従事者へ助言することのできる体制の基礎となる人材を養成

するため、治験審査委員・臨床研究倫理審査委員を対象とした「治験および臨床研究倫理

審査委員に関する研修」を実施し、４５名が参加した。 

一般財団法人公正研究推進協会が提供する、研究倫理教育ｅラーニングプログラムで

あるＡＰＲＩＮ ｅラーニングプログラム（ｅＡＰＲＩＮ教育研修プログラム）を活用

し、研究者、倫理審査委員会の委員、研究機関の長、ＣＲＣ、事務局員等を対象として、

ｅラーニングによる研究倫理等の教育を令和元年度も引き続き実施した。 

平成３０年度からは、研究者を含め、ＣＲＣ、事務局等の研究活動に関わる全ての職

員を対象に、ｅＡＰＲＩＮ教育研修プログラムの受講を毎年度必須としている。 

 

【ｅＡＰＲＩＮ教育研修プログラム修了者数】 

１８，３３３名（うち研究者コース７，１２１名、倫理審査委員会委員・研究機関の

長コース２，１７３名、ＣＲＣコース３，６２７名、事務局員・事務職員コース３，

５８１名、ＧＣＰ／治験コース２，０７２名、継続コース１１，５６８名） 

※各コースの重複受講あり。 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 国立病院機

構優秀論文表

彰を通じて、

職員の筆頭著

者の英語原著

論文への取組

を奨励し、高

いモチベーシ

ョンを維持し

ながら臨床研

究に取り組め

る環境を整え

ているか。 

（３）国立病院機構優秀論文賞の表彰（再掲） 

国立病院機構の職員であって筆頭筆者の英文原著論文が、当該所属病院名で平成３０

年度に掲載された以下２本の論文について表彰を行った。 

  

○ H. Sawada, T. Oeda, A. Uemura, S. Tomita, K. Park, K.Mizoguchi, H. Matsuo, 

K. Hasegawa, H. Fujimura, H. Sugiyama, M. Nakamura, S. Kikuchi, K.Yamamoto,T. 

Fukuda, S. Ito, M. Goto, K. Kiyohara and T.Kawamura. 

Early use of donepezil against psychosis and cognitive decline in Pakinson’s 

Disease: a randomized controlled trial for 2 years. 

Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 2018;89:1332-1340. 

 

○ N.Esaka, H. Ohta, H. Yamashita, Y. Hosoda, N. Watanabe and N.Harada. 

Local recurrence of diminutive colorectal polypes after cold forceps 

polypectomy with jumbo forceps followed by magnified narrow-band imaging: a 

multicenter prospective study.Endoscopy. 2019;51:253-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料３５：治験・臨床研究に関する研修実績［１５１頁］ 

資料２６：国立病院機構優秀論文賞の表彰について［１２０頁］ 

 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

 

 

４．その他参考情報 

 
特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ 教育研修事業 

業務に関連する政策・

施策 

今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること 

医療従事者の資質の向上を図ること 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立病院機構法第３条 

当該項目の重要度、難

易度 
 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

事前分析表（令和元年度）Ｉ－４－１ 

 

 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 （参考） 
前中期目標期
間最終年度値 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度   指標 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

職種毎の実

習生の延べ

受入日数 

（計画値） 

前年度より

増加 
 医師・歯科

医師 

22,417 人日 

看護師 

434,000 人日 

その他職種 

96,011 人日 

      予算額（千円） 8,248,936     

職種毎の実

習生の延べ

受入日数 

（実績値） 

 医師・歯科

医師 

22,417 人日 

看護師 

434,000 人日 

その他職種 

96,011 人日 

医師・歯科

医師 

20,233 人日 

看護師 

430,159 人日 

その他職種 

88,713 人日 

      決算額（千円） 7,697,971 

 

    

達成度   医師・歯科

医師 

90.3％ 

看護師 

99.1％ 

その他職種 

92.4% 

      経常費用（千円） 7,739,448 
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地域医療従

事者を対象

とした研修

会の開催件

数 

（計画値） 

前年度より

増加 
 3,795 件       経常利益（千円） ▲2,501,751 

 

    

地域医療従

事者を対象

とした研修

会の開催件

数 

（実績値） 

 3,795 件 

 

 

3,180 件       行政コスト（千円） 7,811,454 

 

    

 達成度   83.8％       従事人員数（人） 62,226 
（※注①） 

    

地域住民を

対象とした

研修会の開

催件数 

（計画値） 

前年度より

増加 
 1,402 件             

地域住民を

対象とした

研修会の開

催件数 

（実績値） 

 1,402 件 

 

1.401 件             

達成度   99.9％             

特定行為研

修修了者数

（計画値） 

前年度より

増加 
 16 人             

特定行為研

修修了者数

（実績値） 

 16 人 31 人             

達成度   193.8％             
注）①従事人員数については、診療を行っている者が研究や教育を行う等、事業分類ごとに算出することが困難で 

あるため、全常勤職員数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 教育研修

事業 

様々な診療

機能を持つ機

構の病院ネッ

トワークを活

用し、医療従

事者を目指す

学生に対する

卒前教育（臨

床実習）を含

め、質の高い

医療従事者の

育成を行うと

ともに、地域

の医療従事者

や地域住民に

向けた研修な

どを実施し、

我が国の医療

の質の向上に

貢献するこ

と。 

また、看護

師等養成施設

については、

地域における

医療人材育成

やその需要及

び医療の高度

化・複雑化等

の環境の変化

を踏まえた上

で、必要に応

じて見直しを

行うこと。 

さらに、今

後の医療の高 

３ 教育研修

事業 

様々な診療

機能を持つ国

立病院機構の

病院ネットワ

ークを活用

し、医師、看

護師、薬剤師

等の医療従事

者を目指す学

生に対する卒

前教育（臨床

実習）に貢献

しつつ、卒後

においても国

立病院機構の

特色を活かし

た臨床研修プ

ログラムやキ

ャリアパス制

度により、質

の高い医療従

事者の育成を

行うととも

に、地域の医

療従事者や地

域住民に向け

た研修などを

実施する。 

 

３ 教育研修

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ  

 
（自己評定Ｂの理由） 

・ 下記理由により、特定行為研修修了者数を除く定量的指標につ

いて、達成度が１００％を下回ったものの、目標達成に向けて着

実に取組を行った。 

 
○ 国立病院機構の病床数の全国に占めるウェイトについては、令

和２年４月１日時点で、重症心身障害３６．８％、筋ジストロフ

ィー９３．７％、結核３３．３％、医療観察法５０．５％と高い

割合となっていることから、各々、全国トップの症例数を集積す

ることができる。これらを活用することにより、医療従事者を目

指す学生に対する卒前教育（臨床実習）を含め、質の高い医療従

事者の育成を行っている。令和元年度の職種毎の実習生の延べ受

入日数は医師・歯科医師２０，２３３人日、看護師４３０，１５

９人日、その他職種８８，７１３人日となり、達成度はそれぞれ

９０．３％、９９．１％、９２．４％となった。新型コロナウイ

ルス感染症のため、実習受入れが困難だったこともあり、目標値

には至らなかったものの、国立病院機構の病院ネットワークを活

用し、引き続き質の高い医療従事者の育成に努めた。 

 
○ 地域の医療従事者等に対する研修については、地域の医療機関

とも連携し、医療ニーズの把握、内容の検討・検証などの見直し

を図る必要があるとともに、講師の育成・確保やこれらの検討を

踏まえた研修ツールの作成を継続的に行っていく必要がある。ま

た、近年においては、在宅医療支援も行う中で、医療のみならず

介護に関するニーズも把握する必要がでてきている。加えて、難

易度の高い研修の一部については、他の医療機関では対応が困難

なセーフティネット分野の医療など、国立病院機構しか有してい

ない専門知識もある。これらを含め、地域において、外部の医療

従事者も参加して研修を行い、国立病院機構のみならず、地域全

体に専門知識を還元している。令和元年度は、地域の医療従事者

を対象とした研修会を３，１８０件、地域住民を対象とした研修

会を１，４０１件開催し、達成度はそれぞれ８３．８％、９９．

９％となった。新型コロナウイルス感染症のため、研修の開催が

困難だったこともあり、目標値には至らなかったものの、他の医

療機関ではアプローチが困難なセーフティネット分野の医療に関 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であ

ると確認できたため、評定を「Ｂ」とした。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 度化・複雑化

を支えるため

に、国におい

ても特定行為

に係る看護師

の育成を進め

ている中で、

機構において

は、当該政策

の推進に貢献

することに加

え、チーム医

療の推進及び

タスク・シフ

ティング、タ

スク・シェア

リングによる

医師の負担軽

減を図る観点

からも、高度

な看護実践能

力を持つ看護

師の育成を引

き続き推進す

ること。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する講演会、研修会等を実施し、国立病院機構が果たすべき役割

を遂行できるよう努めた。 

 
○ 高度な判断能力と実践能力をもつ特定行為を実施できる看護 

師の育成は、スキルミックスによるチーム医療の提供や、医師の

業務に係るタスク・シフティング、タスクシェアリングにも資す

るため、医療の質の向上につながる。令和元年度は長崎医療セン

ターが新たに特定行為研修制度における指定研修機関となり、機

構全体で３病院が指定研修機関となる等、特定行為ができる看護

師の育成に努め、特定行為研修受講修了者数は３１名となり、達

成度は１９３．８％となった。 

 

 

 

 

評定  

 

 



112 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （１）質の高

い医療従事者

の育成・確保 

① 質の高い

医師の育成・

キャリア形成

支援 

様々な診療

機能を持つ国

立病院機構の

病院ネットワ

ークを活用し

た臨床研修プ

ログラムに基

づき、質の高

い研修を実施

して良質な医

師の育成を行

う。臨床研修

終了後の医師

が各病院にお

いて実施する

専門分野の研

修である専修

医制度及び平

成３０年４月

から開始され

た新たな後期

臨床研修医制

度である新専

門医制度にお

ける研修コー

スや研修プロ

グラムの更な

る 充 実 を 図

り、良質な医

師 を 育 成 す

る。 

（１）質の高

い医療従事者

の育成・確保 

① 質の高い

医師の育成・

キャリア形成

支援 

国立病院機

構のネットワ

ークを活用し

た臨床研修プ

ログラムに基

づき、質の高

い研修を実施

する。 

臨床研修終

了後の医師を

対象とした新

たな専門医制

度の専門研修

プログラムへ

の取組を、大

学病院や地域

の協力病院等

との連携によ

り進めるとと

もに、各病院

において実施

する専門分野

の研修である

専修医制度に

関しては、新

たな専門医制

度の状況を注

視しつつ継続

する。 

また、機構

病院の若手医 

 
＜評価の視点＞ 

・ 国立病院機

構の病院のネ

ットワークを

活用した臨床

研修プログラ

ムに基づき、

質の高い研修

を実施して良

質な医師の育

成を行ってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）質の高い医療従事者の育成・確保 

 

①   質の高い医師の育成・キャリア形成支援 

 

１．病院ネットワークを活用した質の高い医師の育成 

国に指定された基幹型臨床研修病院及び協力型臨床研修病院において、初期研修医の育成

を行っており、多くの臨床研修医の育成を引き続き行った。 

また、初期臨床研修修了後の専門領域の研修システム（いわゆる後期臨床研修）の構築に

我が国でいち早く着手し、平成１８年度から国立病院機構独自の取組として「国立病院機構

専修医制度」の運用を行っており、専修医等の育成を行った。 

 

（１）良質な医師を育てる研修の実施 

初期研修医・専修医など知識や診療経験の少ない医師や専門医を目指す医師を対象とし

て、国立病院機構のネットワークを活用し、各領域の専門性に秀でた指導医が講師を務

め、講義と技術習得を組み合わせたセミナー形式の実地研修である｢良質な医師を育てる

研修｣を引き続き開催している。 

また、セーフティネット分野での医師の確保が厳しいため、当該分野に従事する医師に

研修を行っている。例えば、「重症心身障害児（者）に関する研修」においては、実習研

修も組み込み、参加者のスキルアップを図ることも目指し、臨床上課題となる合併症、特

に栄養の病態、感染症対策やハンズオンセミナーなどを実施するなど、重症心身障害医療

に携わる医師の育成に努めている。 

 

【令和元年度実施した「良質な医師を育てる研修」】 

・小児救急に関する研修 

・腹腔鏡セミナー（２回） 

・病院勤務医に求められる総合内科診療スキル 

・循環器疾患に関する研修 

・シミュレーターを使った実践研修（ＣＶ挿入） 

・呼吸器疾患に関する研修 

・救急初療診療能力パワーアップセミナー 

・脳卒中関連疾患診療能力パワーアップセミナー 

・小児疾患に関する研修 

・神経・筋（神経難病）診療初級・入門研修 

・神経・筋（神経難病）診療中級研修 

・内科救急ＮＨＯ－ＪＭＥＣＣ指導者講習会 

・結核・非結核性抗酸菌症・真菌感染症－ＮＨＯのノウハウを伝える研修 

・センスとスキルを身につけろ！未来を拓く消化器内科セミナー 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  国立病院機

構の病院に所

属する若手医

師が、自身の

スキルアップ

や専門医の取

得を目指して

所属病院とは

異なる他の国

立病院機構の

病院でより専

門的な分野に

ついて修練で

きる制度（Ｎ

ＨＯフェロー

シップ）を推

進する等によ

り、キャリア

形成を支援す

る。 

師を対象とし

たキャリア支

援のための情

報発信を行う

ことにより、

キャリア形成

を支援する。 

機構病院の

若手医師が、

自身のスキル

アップや専門

医の取得を目

指して所属病

院とは異なる

他の機構病院

でより専門的

な分野につい

て修練できる

制度（ＮＨＯ

フェローシッ

プ）を推進す

る等により、

キャリア形成

を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）重症心身障害児（者）医療に関する研修の実施 

いずれの専門診療科に関わらず、重度の重複障害を持った患者の診断・治療に関わる

可能性があるため、これから専門医療分野を目指す研修医等に重症心身障害医療の概要

を知る機会を与えている。 

     座学だけでなく実習研修も組み込み、参加者のスキルアップを図ることも目指し、研

修テーマとして、重症心身障害医療の概要・基礎並びに臨床上課題となる合併症、特に

栄養の病態、感染症対策やハンズオンセミナー（口腔ケアと気管支内視鏡、人工呼吸器

の使い方）、各施設の病棟見学などを実施し、重症心身障害医療に携わる医師の育成に努

めている。（令和元年度は４０名が参加） 
 

【令和元年度実施した「重症心身障害児（者）医療に関する研修」】 

    ・重心医療について知ってみよう 

    ・重心医療の現場・実践編 

 

（３）病院運営におけるリーダー育成研修の実施 

卒後１５年以上の医師は、診療の中核を担うとともに、チーム医療、医療安全、地域

医療連携など病院運営に積極的に関わることが求められ、多職種との連携が重要とな

る。看護職等の医療職、事務職も同様であり、これらが職種を越えてリーダーシップを

発揮し、協働することが医療の向上には重要であることから、平成２３年度より病院に

おけるリーダー育成を目的とした研修を実施している。 

令和元年度においても、全国の病院から選ばれた医師１８名、薬剤師６名、看護師１２

名、事務職１２名が参加して、少人数のグループワークを中心に、特に共同で業務を行う

ためのリーダーシップ、コミュニケーション能力を重点的に修得できるような内容とした

３日間の共同宿泊研修を行った。 

 

（４）若手医師を対象とした研究発表をサポートする「若手医師フォーラム」の開催 

国立病院機構の若手医師の臨床研究および研究発表を推進する目的で、国立病院総合

医学会において若手医師の研究発表の場である「若手医師フォーラム」を引き続き開催

している。 

令和元年度は全国より２３演題が集まり、その中から審査にて優秀と評価された１０

演題は、特別セッションで英語による口演発表を行い、最優秀演題２題が選ばれた。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

（５）ＩＴを活用した精神科領域における多施設共同研修の実施 

複数の病院をＴＶ会議システムでつなぎ、各病院共通の講義、講演症例検討会等を行う

多施設共同研修システムを引き続き運用している。 

令和元年度は引き続き、精神領域における病院において、原則週１回のクルズス（学習

会）、月１回の各種勉強会等を開催し、効率的な教育研修を実施した。 

また、精神科領域のコメディカル等が開催するセミナー・学習会にも当システムを活用

し、研修内容の充実を図った。 

 

（６）精神科若手医師を対象とした「精神科レジデントフォーラム」の開催 

    国立病院機構の若手精神科医師の研修成果を発表する場、機構外病院に所属する若手

精神科医師や精神科を志す医学生が交流する場を設けることを目的とし、精神科レジデ

ントフォーラムを開催している。令和元年度においては、参加者数は、計３７名（全て

機構内医師）であり、国立病院機構が提供している質の高い精神科医療について、若手

医師が所属組織を越えて情報共有する機会を提供した。 

 

（７）最新の海外医療情報を得る機会の提供 

    専修医制度の一環として、海外の医療現場（アメリカ退役軍人病院）へ派遣する専修

医留学制度を設けている。令和元年度においては、４名の医師を派遣し、これまで８９

名が医療安全や医療マネジメントといった手法を学ぶコースに参加し研修を行い、米国

のＥＢＭに基づく診断法、治療決定のプロセスなどを習得している。 

 

（８）「医師育成・教育委員会」の開催 

平成２２年９月に医師の知識・技術の向上とキャリア形成の支援を目的として設置され

た「医師キャリア支援検討委員会」の下に「医師育成・教育委員会」を設け、令和元年度

は計４回開催し、研修医、専攻医及び専修医の研修内容の充実、新専門医制度への対応を

図った。また、専修医修了者として５３名を新たに認定した。 

 

【主な検討内容】 

・新専門医制度への対応 

・ＮＨＯフェローシップの利用促進   

・国立病院総合医学会「若手医師フォーラム」の開催 

 

（９）臨床研修指導医養成研修会の開催 

厚生労働省の「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針」に基づき、研修医に対

する指導を行うために必要な経験及び能力を有する臨床研修指導医を養成するため、「臨

床研修指導医養成研修会」を開催している。 

令和元年度には計６回開催、１２６名が参加した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 臨床研修終

了後の医師を

対象とした新

たな専門医制

度の専門研修

プログラムへ

の取組を、大

学病院や地域

の協力病院等

との連携によ

り進めている

か。また、専

修医制度に関

しては、新た

な専門医制度

の状況を注視

しつつ継続し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．国立病院機構の病院を中心とする独自の臨床研修及びレジデントの育成 

 

（１）初期臨床研修及び後期臨床研修の実施   

    臨床研修については、基幹型臨床研修病院及び協力型臨床研修病院として指定を受け

ている。 

また、令和２年度に研修を開始する初期研修医の臨床研修マッチング結果は、全国の

臨床研修病院がマッチ数９，０４２名、マッチ率８１．４％であるのに対し、国立病院

機構の病院では、マッチ数は４１１名、マッチ率８９．０％となった。 

 

【臨床研修病院の指定状況】                                                         

・基幹型臨床研修病院   平成３０年度  ５４病院 → 令和元年度  ５３病院 

・協力型臨床研修病院     平成３０年度 １２４病院 → 令和元年度 １２４病院 

 

   【初期研修医の受入数】 

    ・基幹型            平成３０年   ７６４名 → 令和元年  ８１０名 

・協力型             平成３０年   １５８名 → 令和元年  １６５名 

 

国立病院機構は、臨床研修修了後の専門領域の研修システム（いわゆる後期臨床研

修）構築に我が国でいち早く着手し、一定水準の臨床能力を持ち患者の目線に立った安

全で良質な医療を提供できる専門医を育成するため、平成１８年度より国立病院機構独

自の取組として「国立病院機構専修医制度」の運用を行っており、引き続き専修医等の

育成を行っている。（３年コース、４年コース、５年コースの３コース） 

 

【後期研修医（レジデント）の受入数】 

・平成３０年 ９０９名（専攻医１９５名、専修医３３９名、レジデント３７５名） 

・令和 元年 ９７０名（専攻医３８５名、専修医２２２名、レジデント３６３名） 

 

【専修医の修了認定者数】 

・平成３０年度  ８８名（３年コース６６名、４年コース６名、５年コース１６名） 

・令和 元年度  ６８名（３年コース５５名、４年コース２名、５年コース１１名） 

 

  

年度計画の目

標を達成し

た。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 若手医師を

対象としたキ

ャリア支援の

ための情報発

信を行うこと

により、キャ

リア形成を支

援している

か。 

 

（２）新専門医制度への対応 

セーフティネット分野を含めた将来の各専門領域の医師を引き続き育成する必要がある

ため、新専門医制度について医師育成・教育委員会で検討を行い、情報収集、情報発信に

努めた。 

国立病院機構では、令和元年度の基幹専門研修プログラムとして、１６領域の基幹施設

として前年度と比較し５プログラム増えて１１２プログラムの認定を受けた。また、令和

元年度に専攻医の募集を行い、国立病院機構病院の多くのプログラムが評価され、１６領

域で前年度と比較し２４名増えて１５７名の登録が確定した。 

また、新専門医制度では、新・内科専門医取得の必須条件として、ＪＭＥＣＣ（Ｊａｐ

ａｎｅｓｅ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｃａｒｅ Ｃｏｕｒｓｅ、日本内科

学会認定内科救急・救急救命処置（ＩＣＬＳ）講習会）を受講することとされている。専

門医の内科専門研修プログラムの基幹施設となるには、原則、ＪＭＥＣＣを開催できる体

制を整えておく必要があり、それには多くのＪＭＥＣＣの指導者が必要となる。 

国立病院機構では、ＪＭＥＣＣの指導者の養成を進めるため、平成２６年度からＮＨＯ

－ＪＭＥＣＣ研修を実施しており、その結果、令和元年度は新たに９病院を加えた２７病

院で２８回のＪＭＥＣＣ研修を実施できるまでになった。 

なお、他の設置主体の医療機関からの要請に応じて、国立病院機構所属のＪＭＥＣＣ指

導者を派遣し、当該医療機関がＪＭＥＣＣ研修を開催できるよう支援を行っている。 

さらに、平成２８年２月に日本内科学会以外の主催としては全国で２例目となるＪＭＥ

ＣＣ指導者講習会の開催を実現し、令和元年度も引き続き１回開催した。 

 

（３）研修医・専修医向け情報誌「ＮＨＯ ＮＥＷ ＷＡＶＥ」の発刊 

平成２２年３月より、国立病院機構における臨床研修の理念や研修体制等について、実

際に研修を受けている研修医や専修医の声や指導医の声も交えながら紹介する研修医・専

修医向け情報誌「ＮＨＯ ＮＥＷ ＷＡＶＥ」を令和元年度も引き続き発行している。 

この情報誌により、研修医や専修医が研修先病院を選ぶ際の参考にするとともに、すで

に国立病院機構で研修を受けている研修医同士の横のつながりができ、より一層有意義な

研修を送れるようバックアップすることを狙いとしている。 

若手医師の意見を反映したＮＨＯフェローシップ、若手医師フォーラム及び良質な医師

を育てる研修などを紹介しており、令和元年度においては、特集としてがん治療最前線や

国立病院の臨床研究等に関する記事を掲載し、研修医・専修医にとって有用な情報の提供

に努めた。 

    

   【ＮＨＯ ＮＥＷ ＷＡＶＥ 特集記事】 

    ・Ｖｏｌ．３６ がん治療最前線 

    ・Ｖｏｌ．３７ 国立病院機構の臨床研究 

    ・Ｖｏｌ．３８ 若手医師フォーラム 

    ・Ｖｏｌ．３９ 救急診療 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 
・ 国立病院機

構の若手医師

が、自身のス

キルアップや

専門医の取得

を目指して所

属病院とは異

なる他の国立

病院機構の病

院でより専門

的な分野につ

いて修練でき

る制度（ＮＨ

Ｏフェローシ

ップ）を推進

する等によ

り、キャリア

形成の支援に

努めている

か。 

また、研修医・専修医向け情報誌などは国立病院機構のホームページに掲載し、研修開

催や国立病院機構の病院の詳細情報などを発信しており、若手医師が有用な情報を得られ

るよう、令和元年度も引き続き環境の整備を行った。 

 

３．ＮＨＯフェローシップの推進 

  医師のための臨床研修プログラムにおいて、国立病院機構のネットワークを活用し、連携

プログラムを運用することにより全人的な医師育成を行っている。特に、初期臨床研修中及

び修了後の専門領域の研修システム構築については、国立病院機構が我が国でいち早く着手

し、良質な臨床医を育成するためのシステム作りを行った。 

平成２５年度からＮＨＯフェローシップ制度を構築し、国立病院機構の病院に所属する若

手医師が、自身のスキルアップや専門医取得を目的として、他の国立病院機構の病院で一定

期間修練する制度として、令和元年度は３名が利用し、累計で２１名がこの制度を利用し

た。 

 

【令和元年度実施】  

   三重中央医療センター（呼吸器内科） → 四国がんセンター 

   旭川医療センター  （呼吸器内科） → 名古屋医療センター 

   旭川医療センター  （脳神経内科） → 九州医療センター 

 

 

４．大学病院等との連携による質の高い専門医の育成 

 

（１）連携大学院等を通じたキャリア形成支援 

    医師のキャリア形成の上で、臨床研究活動は重要な要素であることから、大学との連

携により国立病院機構の病院内に連携大学院を設置し、所属医師が診療しながら研究キ

ャリアを積めるよう指導を行っている。 

連携大学院は、令和元年度には、全国１９病院が１４大学との連携により２５講座を

設置している。 

 

（２）地域医療再生計画等に基づいた地域との連携による人材育成 

     国立病院機構においては、各自治体及び大学との連携により、地域で必要とされる人

材の教育・育成を推進している。その一環として、大学の講座から医師派遣の受入れ

や、共同でのセミナーの開催を行っており、令和元年度においては、７病院が８大学と

連携を実施している。 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

・指宿医療センター・・・九州大学の寄附講座から２名（産婦人科）の医師派遣を実

施。 

 

・霞ヶ浦医療センター・・・筑波大学の寄附講座から４名（消化器内科、呼吸器科、麻

酔科、整形外科）の医師派遣を実施。 

 

・東近江総合医療センター・・・滋賀医科大学の寄附講座から１２名（総合内科７名、

総合外科５名）の医師派遣を実施。 

 

・信州上田医療センター・・・信州大学の寄附講座から１名（耳鼻咽喉科）の医師派遣

を実施。 

 

・埼玉病院・・・慶應義塾大学の寄附講座から６名（小児科３名、産婦人科３名）、日

本大学の寄附講座から２名（救急科）の医師派遣を実施。 

 

・福島病院・・・福島県立医科大学の寄附講座から３名（小児科）の医師派遣を実施。 

 

・西別府病院・・・大分大学の寄附講座から１名（呼吸器科）の医師派遣を実施。 

 

５．医師確保対策としての各種制度の実施 

 

（１）医師確保対策としての各種制度の運用 

定年を迎える医師の蓄積しているセーフティネット分野等の医療の専門的知識を一層

浸透させること及び短時間であれば勤務が可能な医師を確保するため、シニアフロティ

ア制度、期間業務職員制度及び短時間正職員制度を引き続き運用した。 

また、特に医師確保が困難である等の理由で、機能維持ができなくなるおそれがある

病院に対しての医師派遣の仕組みを強化するため、平成２９年度に「医師派遣助成制

度」を整備し、令和元年度においても引き続き医師の確保を図った。 

 

① シニアフロンティア制度 

平成１８年度に、医師確保が困難な国立病院機構の病院での診療に当たることを希望

した定年予定医師が引き続き勤務できるシニアフロンティア制度を創設し、平成２９年

度に、本制度を活用しやすくするために、より広く定年退職予定医師から意向確認をと

れるように変更し、制度の周知を図るためにリーフレットを作成した。令和元年度にお

いては、定年退職予定医師９名及び既に本制度を活用している医師３０名が、本制度を

活用した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

②期間職員制度 

平成２７年度に、病院又は診療機能の維持・確保又は医師の専門的知識の伝達のため、

国立病院機構の病院での診療に当たることを希望した６５歳を超えている医師を採用でき

る制度を創設し、令和元年度においては、４７名が制度を利用した。 

 

③短時間正職員制度 

平成２７年度に、病院又は診療機能の維持・確保又は医師の専門性の向上のため、短時

間正職員制度を創設し、令和元年度においては、２０名が制度を利用した。 

 

④医師派遣助成制度 

    特に医師確保が困難である等の理由で、機能維持ができなくなるおそれがある病院に対

しての医師派遣の仕組みを強化するため、平成２９年度に「医師派遣助成制度」を整備

し、医師の確保を図った。これにより、令和元年度は特に医師確保が困難となっていた６

病院に対して、１２病院（延べ７２５人日（※））が医師派遣を行った。 

 

  ※ 「医師派遣助成制度」は平成２９年度に整備した医師派遣助成制度を活用して派遣を行

った医師の延べ人日のみを記載。 

 

（２）大学等関係機関への働きかけ 

特に医師確保に問題のある病院については、国立病院機構本部の職員が、延べ２７回以

上大学等関係機関へ訪問し、医師派遣の働きかけを行うなど、令和元年度も引き続き、国

立病院機構全体の医師確保対策の取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料４２：令和元年度良質な医師を育てる研修一覧［１７１頁］ 

資料４３：若手医師フォーラム［１７２頁］ 

資料４４：情報誌｢ＮＨＯ ＮＥＷ ＷＡＶＥ｣ ［１７３頁］ 

資料４５：連携大学院の一覧［１８９頁］ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ② 質の高い

看護師等の育

成・キャリア

支援 

看護師等養

成所につい

て、国立病院

機構が担う医

療への使命感

を持った質の

高い看護師を

育成するた

め、外部有識

者を含む第三

者によるカリ

キュラムの評

価を実施する

等、引き続き

教育の質の向

上を図るとと

もに、地域に

おける医療人

材育成やその

需要及び医療

の高度化・複

雑化等の環境

の変化を踏ま

えたうえで、

必要に応じて

見直しを行

う。 

地域医療へ

の 貢 献 の た

め、全ての養

成所において

地域に開かれ

た公開講座を 

② 質の高い

看護師等の育

成・キャリア

支援 

各養成所

は、外部有識

者を含む第三

者によるカリ

キュラム評価

を実施し、教

育内容の充実

を図る。国家

試験で全国平

均を超える合

格率を目指

す。全ての養

成所で地域に

開かれた公開

講座を実施す

る。養成所教

員のマネジメ

ント能力向上

を目的に臨床

での実務研修

を推進する。 

また、地域

における医療

人材育成やそ

の需要及び医

療の高度化・

複雑化等の環

境の変化を踏

まえたうえ

で、必要に応

じて見直しを

行う。 

講師派遣や 

 

 
・ 外部有識者

を含む第三者

によるカリキ

ュラム評価を

実施し、教育

内容の充実を

図っている

か。 

 

②  質の高い看護師等の育成・キャリア支援 

 

１．今後の看護師養成のあり方 

看護師養成を取り巻く社会情勢の変化や、看護師等養成所に対する運営費交付金の廃止と

いった様々な状況変化を踏まえ、機構における看護師の安定供給と質の高い看護師の養成・

育成について検討するため、平成２７年度に「今後の看護師養成・育成のあり方に関する検

討会」を設置し、４回にわたり議論を行い、報告書を取りまとめた。 

報告書の内容を受けて、看護師等養成所においては、教育の質の向上を図りつつ、地域に

おける看護師養成の状況の変化を踏まえ、個別の養成所のあり方を検討し、令和元年度にお

いては附属養成所の今後の方向性を検討するための指標と基準および運営に関する協議手順

を作成し、各養成所に周知した。また、個別の養成所においては、水戸医療センター附属桜

の郷看護学校、名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校を閉校し、大学院を誘致した。 

 

  

２．第三者によるカリキュラム評価等の実施 

  看護師等養成所への教育の質の維持・向上と適切な運営に向け、令和元年度も引き続きカ

リキュラム評価等を行い、教育理念、教育目標とカリキュラムの整合性、科目の進度と教育

内容、授業展開の工夫、学生への学習支援体制等の改善に取り組んでいる。 

  令和元年度は、７養成所が第三者評価を受け、９養成所においては国立病院機構のネット

ワークを活用した相互評価を実施し、教育の質の向上と適正な運営に努めた。 

 

 【カリキュラム評価による取組例】 

  ・学生が院内活動や看護の日における地域活動に積極的に取り組み、活動報告としても主

体的に発信しているため、教育理念や目的が学生に浸透している。（京都医療センター附

属京都看護助産学校） 

   ・クラス全体の目標をもとに個々の目標も挙げ、全体討論しながらクラスの方向性を定

め、看護師として自己成長を促している。(都城医療センター附属看護学校) 

 

   

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

評定  

 

 



121 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  実施する。国

立病院機構が

組織として学

生教育に係る

協力を通じて

看護大学・大

学院と連携

し、国立病院

機構の理念に

即した看護を

行う良質な看

護師の確保に

努める。 

高度な看護

実践能力を持

ち、医師など

多職種との協

働によりチー

ム医療を提供

していくこと

のできる診療

看護師を育成

するため、看

護大学院と連

携し医療と一

体となった高

等看護教育に

資する取組を

行 う と と も

に、その活動

状況について

把握し、卒後

教育プログラ

ムの充実を図

る。あわせて、

特定行為に係

る看護師の研

修を外部の医 

実習環境の提

供など学生教

育に係る協力

を通じて看護

大学・大学院

との連携を進

める。 

診療看護師

（ＪＮＰ）を

育成するた

め、東京医療

保健大学大学

院看護学研究

科が行う看護

教育に対し、

国立病院機構

として講師派

遣など積極的

な協力を行

う。あわせ

て、特定行為

に係る看護師

の研修を外部

の医療従事者

も含めて適切

に実施する。 

基盤的な看

護実践能力の

育成がその後

のキャリア形

成につながる

よう、改訂し

た看護職員能

力開発プログ

ラム（ＡＣＴ

ｙナースＶｅ

ｒ.２）を運用

し、良質な看 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．看護師等養成所の適正な運営 

国立病院機構では、教育水準の維持・向上を目的とした「養成所評価指標」を使用し、各

養成所において、養成所評価指標の８指標（１．教育・研究への取組状況、２．カリキュラム

評価の実施状況、３．教育支援の実施状況、４．国家試験合格率の状況、５．保健・医療・福

祉分野への供給状況、６．公開講座の実施状況、７．地域への講師等としての参加状況、８.

教員のキャリア形成支援）に基づき、令和元年度も引き続き自己点検・自己評価を実施し、次

年度以降の運営改善の参考としている。 

 

４．看護師等養成所の入学者充足率 

  少子化に伴う１８歳人口の減少や大学志向が強まる中、入学者充足率は看護師等養成所全

体及び個別の養成所においても高い水準を維持した。 

  令和元年度においても、各養成所では、学校説明会を複数回開催し、受験希望者や保護

者、高等学校教諭等が関心を持つよう、毎回異なった模擬授業や看護の体験を企画したり、

夕方からの説明会を実施する等工夫を行い、参加しやすくなるよう配慮して、養成所の紹介

を行った。 

また、推薦指定高等学校での模擬授業の実施や、高校生・中学生を対象に看護の仕事の魅

力を伝える出張講座を行う等、受験生の確保に努めた。   

 

【入学者充足率】 

                平成３０年度      令和元年度 

   ・看護学科         ９７．１％  →   ９９．６％ 

   ・助産学科         ９０．０％  →   ９０．７％ 

   ・理学療法学科      １００．０％  →  １００．０％ 

   ・作業療法学科      １００．０％  →  １００．０％ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  療従事者も含

めて適切に実

施する。 

看護師のキ

ャリアパス制

度について、

看護職員能力

開発プログラ

ム（ＡＣＴｙ

ナース）の運

用等に係る評

価を実施する

とともに、基

盤的な看護実

践能力の育成

がその後のキ

ャリア形成に

つながるよう

プログラムを

充実させ、良

質な看護師の

育成に努め

る。 

今後の医療

の高度化・複

雑 化 に 対 応

し、地域の医

療動向や医療

政策等を踏ま

えて病院経営

に参画できる

看護管理者の

育成を推進し

ていく。 

護師の育成に

努める。 

看護管理者

の一層の質向

上 を 図 る た

め、認定看護

管理者教育課

程研修を実施

する。 

・ 看護師等養

成所につい

て、全国平均

を超える国家

試験の合格率

を達成してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．看護師等養成所の高い看護師国家試験合格率 

   令和元年度においては、附属養成所の今後の方向性を検討するための指標と基準および運

営に関する協議手順を作成し、各養成所に周知した。 

  また、看護師等養成所への教育の質の維持・向上と適切な運営に向け、改善に取り組んで

おり、７養成所が第三者評価を受け、９養成所においては国立病院機構のネットワークを活

用した相互評価を実施し、教育の質の向上と適正な運営に努めた。 

令和元年度の看護師等養成所全体の国家試験合格率は９８．２％となり、全国平均合格率

（９４．７％）を上回るだけでなく、大学（９６．６％）、短期大学（９２．１％）及びそ

の他の３年課程の養成所（９５．４％）の結果と比較しても上回っており、引き続き全国ト

ップクラスの合格率を維持した。 

 
【看護師国家試験合格率】 

平成３１年３月発表      令和２年３月発表         

・国立病院機構看護師等養成所      ９８．１％     →   ９８．２％ 

・全国平均                          ９４．７％     →   ９４．７％ 

（大学・３年課程の養成所の合格率） 

・大学                  ９７．０％     →   ９６．６％ 

・短期大学              ９１．７％     →   ９２．１％ 

・養成所                ９５．５％     →   ９５．４％ 

 

【助産師国家試験合格率】 

平成３１年３月発表   令和２年３月発表       

・国立病院機構看護師等養成所   １００．０％   →  １００．０％ 

・全国平均                       ９９．９％   →   ９９．５％ 

 

出典：第１０３回助産師国家試験および第１０９回看護師国家試験の学校別合格者状況に

ついて（厚生労働省プレスリリース） 

 

６．看護師等養成所の就職率 

看護師等養成所では、国立病院機構及び社会に貢献し得る有能な人材を育成し、卒業生の

国立病院機構の病院及び地域の医療機関等への就職につなげるため、学生の段階から専門職

業人としての自覚を持てるような教育を行っている。 

また、カリキュラムの中にセーフティネット分野の医療とその看護に関する教育内容を盛

り込み、国立病院機構のネットワークを活用して実習を行う等、国立病院機構が担う医療に

ついての理解を深められるように取り組んでいる。 

これらの取組により、就職率、進学率の合計は全国平均の合計を上回る水準となった。 

 
 

年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 
・ 全ての養成

所で地域に開

かれた公開講

座を実施して

いるか 

 

 

 

 
・ 養成所教員

のマネジメン

ト能力向上を

目的に、臨床

での実習研修

を推進してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【卒業生就職・進学状況】                               ※（ ）内は全国データ 

平成３１年３月卒業               令和２年３月卒業 

就職率            ９２．１％(９２．３％) →     ９２．５％ 

（うち国立病院機構病院への就職率）  ７０．３％              →     ７１．３％ 

（国立病院機構病院以外への就職率）   ２１．６％              →    ２１．０％ 

進学率（大学編入、助産学校等）     ５．４％( ２．９％)  →      ５．５％ 

就職・進学率 合計            ９７．５％(９５．２％)  →     ９８．０％ 

 

７．公開講座の実施 

地域社会への貢献、並びに学生への教育、将来の学生の確保を目的として、地域の住民、

特に高校生を対象とした公開講座を、引き続き全ての養成所で実施しており、令和元年度に

おいては、２００回（参加者数１０，５５９人）開催し、前年度と同様に看護師を目指す高

校生、実習施設の入院患者や職員、地域の住民などの参加があった。 

 また、学校と臨床が連携して学生が指導できることを目的に自施設以外の看護師等を対象

に、教員の研究授業の公開や実習指導者研修会を実施している。令和元年度においては、３

０回開催し、３３２人が参加した。 

 

８．教員の確保及び質の向上 

質の高い看護師等を養成するには、教員の確保及び質の向上、並びに教育活動が行いやす

い環境を整えることが必要である。令和元年度においては、以下のような取組を行った。 

 

（１）看護教員を目指す看護師を対象としたインターンシップの実施 

将来的な看護教員の質と数の確保、臨床と教育現場の人事交流の促進につなげる取組

として、看護師経験５年目以上かつ看護教育に関心のある看護師又は看護教員を目指す看

護師を対象に看護教員インターンシップを実施しており、令和元年度は、２３校が研修を

受け入れ、８０名の受講者があった。また、新任教員２４名のうち１７名（７０．８％）

はインターンシップ参加者であり、看護教員の確保につながった。 

 

（２）教員が臨床にて看護管理に係る実務研修を受講する取組 

養成所を設置する３８病院のうち１８病院にて取組を実施し、９７名の教員が実務研 

修を行った。臨床の現状と看護管理の実際、看護の質の維持・向上のための管理的視点を

理解し、実習環境の調整や講義に活かすことで、学生に対する教育の質の向上に役立て

た。研修では、看護管理の実際、組織経営や経営の視点、多職種との連携等について学

び、研修後に学校運営に積極的に参画できるよう取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 地域におけ

る医療人材や

その需要及び

医療の高度

化・複雑化等

の環境の変化

を踏まえたう

えで、必要に

応じて見直し

を行っている

か。 

 

 

（３）教員の研究活動に対する取組 

平成２３年度から教員の研究活動を奨励する目的で、教員の研究費相当の助成を実施し

た。令和元年度においては、以下のとおり発表があった。また、研究授業は１養成所当た

り平均７．３回と前年度並みの取組を継続して行った。 

 

国立病院機構関連   その他の学術団体関連 

学会発表  平成３０年度       ４３件        ３９件 

令和元年度        ６１件        ２６件 

誌上発表  平成３０年度       １２件         ６件 

令和元年度        １２件         ３件 

 

（４）看護教員養成講習等の受講状況 

看護師等養成所の教員確保を安定的に行っていくため、都道府県主催の各看護教員養成

課程等の受講支援を引き続き実施している。 

                     

・教員養成講習（都道府県主催研修） 看護教員養成コース ８ヶ月～１年間 

  平成３０年度 ２２名 → 令和元年度 ２２名 

    ・教務主任講習（東京慈恵会主催研修）教務主任養成講習会 ６ヶ月 

      平成３０年度  ０名 → 令和元年度  １名 

 

９．附属養成所の今後の運営方針に関する協議    

    令和元年度においては附属養成所の今後の方向性を検討するため、附属養成所運営の今後

の方向性の検討、附属養成所運営の効率性・生産性の確保、母体病院の経営確保の３つの指

標及び基準を作成した。附属養成所においては、各養成所の運営状況をＳＷＯＴ分析で現状

を整理し、指標と基準に基づく評価及びアクションプランを検討の上、学校運営会議で方針

Ａ又は方針Ｂを決定することとした。 

 

 【方針Ａ】閉校、定員変更、大学誘致等 

【方針Ｂ】附属養成所継続の特段の必要性を示し、附属養成所の運営の効率性、生産性の

確保、母体病院の経営基盤の確保が可能となる将来構想を示し計画を立案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 講師派遣や

実習環境の提

供など学生教

育に係る協力

を通じて看護

大学・大学院

との連携を進

めているか。 

 

 

 

 

 
・ 診療看護師

（ＪＮＰ）を

育成するた

め、東京医療

保健大学大学

院看護学研究

科が行う看護

教育に対し、

国立病院機構

として講師派

遣など積極的

な協力を行っ

ているか。 

あわせて、

特定行為に係

る看護師の研

修を外部の医

療従事者も含

めて適切に実

施している

か。 

 

 

 

 

１０．東京医療保健大学看護学部及び大学院看護学研究科との連携 

高度な看護実践能力を有し、スキルミックスによるチーム医療を提供できる看護師を育成

することを目的とする東京医療保健大学東が丘看護学部と同大学院看護学研究科に対し、令

和元年度も引き続き、国立病院機構の病院での実習の場としての提供や、東京医療センター

及び災害医療センターの医師が臨床教授として指導に当たるなど積極的な協力を行った。 

また、令和元年度は、国立病院機構の看護師７名がスキルアップを図るため、研究休職制

度を利用し、同大学院看護学研究科へ進学した。 

なお、同大学院看護学研究科の課程を修了し各病院に復職・就職した診療看護師（ＪＮＰ）

は「国立病院機構診療看護師研修病院指定要項」に則り、教育指導体制等が整備された「診療

看護師研修病院」に配置することとしており、令和元年度は９名を、診療看護師（ＪＮＰ）と

して新たに配置した。診療看護師（ＪＮＰ）は、チーム医療の提供だけでなく、医師のタスク

シフティングにも貢献している。 

 

【東京医療保健大学看護学部及び大学院看護学研究科の臨地実習への協力状況】 

（１）東京医療保健大学看護学部 

東京医療センター    ８５２名 

災害医療センター   ７０３名 

村山医療センター   ２２４名 

東京病院        ６２名 

甲府病院        ２２名 

下総精神医療センター  ２９名 

東埼玉病院        ５１名 

西埼玉中央病院     ２８名 

神奈川病院       １６名 

千葉東病院       １８名 

 

（２）大学院看護学研究科（高度実践看護コース） 

○東京医療センター（大学院生１１名） 

・診察・包括的健康アセスメントを修得する実習 

・救命救急および集中治療を必要とする患者に応じた包括的健康アセスメントを行

い、その治療方法を修得する実習周術期における患者に応じた包括的健康アセス

メントを行い、その治療方法を修得する実習  

 

○災害医療センター（大学院生８名） 

・救命救急および集中治療を必要とする患者に応じた包括的健康アセスメントを行 

い、その治療方法を修得する実習周術期における患者に応じた包括的健康アセス

メントを行い、その治療方法を修得する実習 

 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 基盤的な看

護実践能力の

育成がその後

のキャリア形

成につながる

よう、改訂し

た看護職員能

力開発プログ

ラム（ACTｙ

ナース

Ver.2）を運

用し、良質な

看護師の育成

に努めている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

○東京病院（大学院生２名） 

・診察・包括的健康アセスメントを修得する実習 

  

 （３）大学院看護学研究科（高度実践助産コース） 

○東京医療センター   １５名 

○神奈川病院             ７名 

○相模原病院             ２名 

○埼玉病院        ４名 

○甲府病院        ６名 

 

１１．看護師のキャリアパス制度の充実 

国立病院機構が担う医療を推進し得る看護師の育成を目指して平成２９年度は、「今後の

看護師養成・育成のあり方に関する検討会」報告書を踏まえて全面改訂された、「看護職員

能力開発プログラム（ＡＣＴｙナース）Ｖｅｒ．２」の運用を開始した。教育プログラムの

特徴として、看護管理者教育への連動性を考慮した内容としており、看護職員の生涯教育を

支援するために対象を新採用者から中堅者まで幅を持たせ、学習内容と目指すべき能力の段

階を明確にした。また、医療・看護の質の向上に貢献できる看護管理者を育成するため、平

成２９年度に看護管理者を対象とした能力開発プログラム「ＣＲＥＡＴＥ」を作成した。平

成３０年度から運用を開始し、令和元年度も引き続き実施した。 

看護管理者の育成については、平成３０年度に日本看護協会から認定看護管理者教育機関

として認定を受けた。これを受け、令和元年度においては、幹部看護師管理研修Ⅰ（看護師

長・看護教員対象）、Ⅲ（看護部長対象）、認定看護管理者教育課程サードレベル開催、地域

における認定看護管理者教育課程サードレベルの受講支援を引き続き行い、地域における認

定看護管理者教育課程ファーストレベル、セカンドレベルの受講支援を新たに実施した。 

 

 ※認定看護管理者とは、日本看護協会の認定看護管理者認定審査に合格し、管理者として優

れた資質をもち、創造的に組織を発展させる能力を有すると認められた者。 

 

（１）専任教育担当師長の配置 

院内の教育研修に係る企画や、看護師教育担当者からの教育指導方法の相談等にきめ

細かく対応できるようにするため、各病院の状況に応じて専任教育担当師長を配置して

いる。令和元年度は、更なる教育の質向上と復職等の支援を行うため、これまで教育担

当看護師長を配置していない施設においても配置を可能とした。 

 

【専任教育担当師長の配置病院】 

平成３０年度 １２０病院 → 令和元年度 １２３病院 

【専任教育担当副師長の配置病院】 

平成３０年度  １６病院 → 令和元年度  １６病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 看護管理者

の一層の質向

上を図るた

め、認定看護

管理者教育課

程研修を実施

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究休職制度 

高度専門的な医療の提供ができる人材を確保するため、意欲のある職員が、退職する

ことなく国立看護大学校研究課程又は看護系の研究科を置く大学院等に進学できるよ

う、研究休職制度を設けている。 

令和元年度には、新たに８名が休職し、東京医療保健大学大学院等に進学しており、

復職後は国立病院機構の医療現場において活躍する予定である。 

 

【看護職員研究休職者数】 

平成３０年度 １２名 → 令和元年度 ８名 

 

１２．看護師のキャリアパスに基づく研修の実施・派遣 

職責や専門性に応じた知識・技術の習得等を目的に、令和元年度も引き続き、各病院、グ

ループ及び本部において、キャリアパスに基づく研修を実施した。 

また、国立病院機構のネットワークを活用し、各病院の医療分野の特性から自院では習得

が困難な看護技術や知識を、他院での研修を通じて習得することで、看護職員の能力の向上

につなげるために、病院間交流研修を令和元年度も引き続き実施した。 

 

  （１）本部・グループ・病院における研修の実施 

    ○管理・監督者研修 

【本部主催】 

・幹部看護師管理研修Ⅰ               １０日間   ７０名 

・幹部看護師管理研修Ⅲ                ３日間   ３６名 

・認定看護管理者教育課程ファースト（地域開催）  １０５時間   ３８名 

・認定看護管理者教育課程セカンド（地域開催）   １５０時間    ７名 

・認定看護管理者教育課程サードレベル（本部開催） １５０時間   ３２名 

・認定看護管理者教育課程サードレベル（地域開催） １５０時間    ９名 

 

【各グループ主催】 

・看護師長新任研修               １日～３日間  ２８４名 

・副看護師長新任研修              ２日～４日間  ３５０名 

【各病院主催】 

・幹部看護師任用候補者研修                 ７６１名 

 

○専門研修  

 【本部主催】 

・認知症ケア研修                ２日間  ４９７名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
＜定量的指標＞ 

・ 特定行為研

修修了者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各グループ主催】 

・医療安全対策研修会           ２日～５日間  ４９１名 

・院内感染対策研修会           １日～３日間  １８５名 

・院内教育担当者研修            １日～４日間  ２３５名 

・教員インターンシップ研修        １日～５日間   ６４名 

・教育職研修               １日～２日間  ２１２名 

・エキスパートナース研修         １日～５日間  １８５名 

・退院調整看護師養成研修            ５日間  １５６名 

 

（２）国が進めている特定行為研修修了者の活動（再掲） 

国立病院機構において、特定行為研修を修了した看護師が手順書に従って診療の補

助行為を行うことにより、チーム医療の推進に寄与している。 

なお、令和元年度は、長崎医療センターが新たに特定行為研修制度における指定研

修機関となり、機構全体で３病院が指定研修機関となった。また、栃木医療センター、

三重中央医療センターなど新たに３病院を加えた２８病院が実習協力施設となる等、特

定行為を実施できる看護師の育成にも努めた。 

 

   【特定行為研修指定研修機関】 

     四国こどもとおとなの医療センター、熊本医療センター、長崎医療センター 

 

【特定行為研修受講修了者数】 

平成３０年度 認定看護師 １０名 看護師    ６名 

令和 元年度 専門看護師  １名 認定看護師 １６名  看護師 １４名 

 

（３）「専門（認定）看護師」研修の受講状況 

医療・看護の高度化、多様化に伴い、より専門的で水準の高い知識や技能を持った

看護師のスペシャリストが必要とされており、国立病院機構としても積極的に職員に研

修を受講させ、各病院の特性に合わせた専門看護師及び認定看護師の取得を令和元年度

も引き続き支援した。 

なお、令和元年１０月時点で、専門看護師を７４名、認定看護師を１，０７７名配

置している。 

 

① 「専門看護師」研修 １５名 

がん看護 ５名 精神看護      ２名  小児看護  ２名 

老人看護 ２名 急性・重症患者看護 ３名 慢性疾患看護 １名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「認定看護師」研修 ７０名 

がん化学療法  １名  がん放射線療法看護  ３名    緩和ケア    ９名 

感染管理     １５名    透析看護        １名  手術看護       １名 

認知症看護  １５名  摂食・嚥下障害看護 １０名  慢性呼吸器疾患  ６名 

慢性心不全      ５名    新生児集中ケア    １名  皮膚・排泄ケア  １名 

精神科      ２名 

 

（４）教員養成講習等の受講状況（再掲） 

看護師等養成所の教員確保を安定的に行っていくため、都道府県主催の各看護教員養

成課程等の受講支援を引き続き実施している。 

 

・教員養成講習（都道府県主催研修） 看護教員養成コース ８ヶ月～１年間 

  平成３０年度 ２２名 → 令和元年度 ２２名 

    ・教務主任講習（東京慈恵会主催研修）教務主任養成講習会 ６ヶ月 

      平成３０年度  ０名 → 令和元年度  １名 

 

（５）実習指導者の養成 

国立病院機構では、全グループが実習指導者講習会を実施し、厚生労働省から示さ

れている保健師助産師看護師実習指導者講習会実施要綱の講習科目に加え、国立病院機

構が提供する医療の特徴である重症心身障害児（者）、筋ジストロフィー児（者）、災

害医療等についての理解を促す指導が行えるよう、教育内容に盛り込み運用している。

令和元年度も引き続き、実習指導者の養成を行い、看護学生の実習指導体制、新人看護

師教育担当者への相談やアドバイス等の支援体制の充実を図った。 

 

   【国立病院機構が実施する実習指導者講習会の受講者数】 

    ・平成３０年度 ６カ所 ２２２名 → 令和元年度 ６カ所 ２０９名 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料４６：質の高い看護師等養成のための取組例［１９０頁］ 

資料４７：看護師等養成所の運営について［２０６頁］ 

資料４８：東京医療保健大学看護学部との連携［２０７頁］ 

資料 ８：診療看護師（ＪＮＰ）としての活動［５８頁］ 

資料４９：国立病院機構全病院統一の研修ガイドライン「ＡＣＴｙナース」（抜粋）［２０９頁］ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ③ 質の高い

メディカルス

タッフ等の育

成・キャリア

支援 

チーム医療

に貢献できる

高度な専門性

をもったメデ

ィカルスタッ

フ等を育成す

るため、職種

横断的な研修

を実施すると

ともに、キャ

リア支援に取

り組む。 

③ 質の高い

メディカルス

タッフ等の育

成・キャリア

支援 

チーム医療

に貢献できる

高度な専門性

をもったメデ

ィカルスタッ

フ等を育成す

るため、職種

横断的な研修

を実施すると

ともに、キャ

リア支援に取

り組む。 

 
＜評価の視点＞ 

・ チーム医療

に貢献できる

高度な専門性

をもったメデ

ィカルスタッ

フ等を育成す

るため、職種

横断的な研修

を実施してい

るか。 

③ 質の高いメディカルスタッフ等の育成・キャリア支援 

 

１．診療情報の質の向上と標準化を図る研修の実施 

  診療情報を扱っている職員の能力の向上、知識の標準化を目指した「診療情報管理に関す

る研修」を、令和元年度も引き続き実施した。研修内容は、診療情報の標準化、診断名のコ

ーディング、診療情報の分析・活用方法等を中心に各病院での実践に役立つ構成となってお

り、令和元年度においては、計５７名（診療情報管理士３５名、事務等２２名）が参加し

た。 

 

２．チーム医療推進のための研修等の実施（再掲） 

   医療の質向上を目指し、メディカルスタッフ職員の専門知識の強化、チーム医療推進の支

援を目的とした研修を令和元年度も引き続き実施した。 

※以下に記載する研修で回数記載がないものは、１回開催である。 

 

【強度行動障害医療研修】（本部主催） 

クロザピン投薬等の専門的治療により地域生活への移行を推進している中で、退院が難

しい治療抵抗性の一群として自閉症で強度行動障害を持つ患者が存在し、その患者に対す

る専門医療が求められている。 

特に、思春期以降、行動障害が顕在化し在宅での生活が困難になってくる患者も存在す

る中で、こうした患者に対する精神科医療従事者のための「強度行動障害医療研修」を実

施している。 

強度行動障害に対する行動療法や行動分析、医療安全の実施、障害児（者）の地域移行

について学ぶことに加え、行動分析の仕方と目標行動の設定の仕方について、具体的な事

例をもとにしたグループワークを展開することを目的とした研修を継続して実施し、３７

病院から６５名が参加した。 

当該研修を通じて強度行動障害医療の専門性をさらに高め、国立病院機構内での治療内

容（技法・プログラム）の均てん化を目指しており、強度行動障害を専門とする若手精神

科医の育成やチーム医療の推進に繋がっている。 

 

参加職種：看護師３３名、児童指導員１３名、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

５名、保育士５名、医師３名、療養介助員等６名  

 

【障害者虐待防止対策セミナー】（本部主催） 

障害者虐待防止法を踏まえて、虐待とされる事案を未然に防ぐために、有識者の講演だ

けでなく、職員自らが障害者目線となったロールプレイを通じて、自らの言動や行動を振

り返り、自施設で取り組むべき課題を明らかにすることを目的とした研修を継続して実施

し、７１病院から７４名が参加した。 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加職種：看護師４７名、児童指導員１４名、保育士３名、医師１名 

療養介助員等９名  

 

【在宅医療推進セミナー】（本部主催） 

地域包括ケアシステムの構築における自院の課題を把握し、グループディスカッション

を通じ、情報を共有することにより在宅医療提供体制の構築に向けて必要な知識・技術の

習得や、訪問看護ステーションの開設に向けての必要な知識の習得を図ることを目的とし

た研修を継続して実施し、２２病院から５２名が参加した。 

 

参加職種：看護師３２名、医療社会事業専門員等６名、医師２名、作業療法士２名、事

務１０名 

 

【医療観察法ＭＤＴ研修】（本部主催） 

医療観察法病棟としてあるべき「治療とは」、そして最終目標である「社会復帰とは」

という重要なテーマに対し、多職種によるディスカッションを通じて、精神科医療の底上

げを図ることを目的とした研修を継続して実施し、２９病院から１０７名が参加した。 

 

参加職種：医師１７名、看護師３１名、心理療法士１７名、精神保健福祉士１５名、医

療社会事業専門員８名、作業療法士１９名  

 

【チームで行う小児救急・成育研修】（本部主催） 

   小児救急医療に対する医療的重要性及び社会的要望の増大に伴い、小児救急・成育に関

する知識、技能、対応の向上を図ることを目的とした研修を、継続して実施し１８病院か

ら３５名が参加した。 

 

参加職種：医師５名、看護師・助産師２２名、薬剤師８名  

  

【ＮＳＴ（栄養サポートチーム）研修】（グループ主催） 

臨床におけるより良い栄養管理の実施に当たり、チーム医療での専門的役割発揮に必要

な問題・課題を認識させるとともに、ネットワーク体制の充実と向上を図ることを目的と

した研修を継続して年７回実施し、６６名が参加した。 

 

※本研修にて、ＮＳＴ教育認定施設での４０時間の臨床実地修練の単位を取得でき、診

療報酬上の「栄養サポートチーム」の施設基準を取得できることとなった。 

 

参加職種：看護師３５名、薬剤師１７名、管理栄養士１１名、言語聴覚士等３名 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【がん化学療法研修】（グループ主催） 

がん化学療法に携わる各職種が専門性を発揮し、情報を共有し、それぞれの役割を果た

すことで質の高い安全で安心ながん化学療法の提供体制が構築され、医療安全対策の充実

強化につなげることを目的とした研修を継続して年４回実施し、９０名が参加した。 

 

参加職種：医師５名、看護師４５名、薬剤師３６名、放射線技師等４名 
 

【輸血研修】（グループ主催） 

輸血の医療安全業務に関わる医療従事者に対して、輸血における安全かつ適正な業務を

遂行するために必要な専門的知識及び関連職種間連携業務等を習得させ、医療安全対策の

意識を向上させることで、輸血医療安全管理体制の充実を図ることを目的とした研修を、

継続して年３回実施し、５７名が参加した。 

 

参加職種：医師４名、看護師２０名、薬剤師９名、臨床検査技師等２４名 

 

３．技術研修実施体制の整備 

  医療用シミュレーターを用いた疑似臨床実習を行う施設であるメディカル・スキル・アッ

プ・ラボラトリーは、臨床におけるシミュレーション教育での重要性が周知されている。令

和元年度には、９０病院でこの施設を有しており、基本手技（静脈内採血・注射、導尿、縫

合等）や救急蘇生用のシミュレーター等の機器を活用した研修を実施している。 

さらに、水戸医療センター、東近江総合医療センターにおいては、内視鏡や腹腔鏡手技を

修練するための高性能シミュレーターが設置されており、これらの機器を活用した研修を令

和元年度も引き続き開催した。 

  

４．メディカルスタッフのキャリア支援 

  医療の高度化・多様化に伴いメディカルスタッフにも高度な専門性が求められている。放

射線治療専門放射線技師、認定輸血検査技師については、専門資格取得のための環境を整え

ることでキャリアを支援する取組を平成２７年度から開始し、令和元年度も引き続き実施し

ている。 

 

  【各専門資格の認定者数】 

                  平成３０年度    令和元年度 

放射線治療専門放射線技師   １４５名  →  １６０名 

認定輸血検査技師        ５２名  →   ５２名 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．薬剤師能力開発プログラムに基づく薬剤師育成体制支援 

平成２８年度に国立病院機構の薬剤師として、キャリア形成の過程に必要な到達目標を示

し、自己評価及び指導者の評価を可能としたチェックシート形式の能力開発プログラムを作

成した。 

  平成２９年度に各病院において同プログラムの運用を開始するとともに各病院の活用状況

やどの項目に対する理解度が低いか等アンケート調査を実施した。 

  平成３０年度においては、前年のアンケート調査を踏まえ、利用ガイドを作成し、令和元

年度は全病院へ改訂版を配布する等、同プログラムの更なる利用促進に努めた。  

 

６．実習技能研修の実施 

  薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、理学・作業療法士等、児童指導

員、保育士に対して、最新・高度の知識・技術等を習得させ、患者サービスの質とサービス

提供体制の向上を図ることを目的とした研修を、令和元年度も引き続き実施した。 

 

・薬剤師実習技能研修          １３０名 

・診療放射線技師実習技能研修      ２２５名 

・臨床検査技師実習技能研修       ２７２名 

・栄養管理実習技能研修          ４９名 

・理学・作業療法士等実習技能研修    １４６名 

・児童指導員・保育士実習技能研修     ２３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料５０：スキルアップラボの整備状況［２１２頁］ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （２）地域医

療に貢献する

研修事業の実

施 

地域の医療

従 事 者 や 患

者・家族、地域

住民を対象と

した研究会・

公開講座等を

幅広いテーマ

で積極的に開

催する。 

（２）地域医

療に貢献する

研修事業の実

施 

地域の医療

従 事 者 や 患

者・家族、地域

住民を対象と

した研究会・

公開講座等を

積極的に開催

し、開催件数

について増加

を目指す。 

 
＜評価の視点＞ 

・ 地域の医療

従事者や患

者・家族、地

域住民を対象

とした研修会

等を積極的に

開催し、開催

件数を増加さ

せているか。 

 
＜定量的指標＞ 

・ 地域医療従

事者を対象と

した研修会の

開催件数 

・ 地域住民を

対象とした研

修会の開催件

数 

（２）地域医療に貢献する研修事業の実施 

 
１．地域の医療従事者や患者や地域住民を対象とした研修会等の開催（再掲） 

各病院において、地域の医療従事者等の研修ニーズの把握やアンケート調査による研修内

容の評価・検証等により内容の充実に努めている。ホームページやパンフレット配布等で参

加を呼びかけたほか、地域の医療関係機関等とも連携して開催するなど、令和元年度も引き

続き積極的に実施しており、地域医療従事者等へ向けた医療情報発信や地域のニーズに応じ

た地域包括ケアシステムの推進に貢献した。 

この結果、４，５８１件（主に医療従事者対象３，１８０件、主に地域住民対象１，４０

１件）の地域の医療従事者等を対象とした研修会等を開催し、延べ約１４万人の方に地域医

療従事者等へ向けた医療情報発信に貢献した。また、在宅医療に関わるものとして、４０９

件実施し、地域のニーズに応じた地域包括ケアシステムの推進に貢献した。 

 

【開催件数】 

平成３０年度 ５，１９７件 →  令和元年度 ４，５８１件 

   

 （地域医療従事者を対象とした研修会の開催件数） 

   平成３０年度 ３，７９５件 → 令和元年度 ３，１８０件 

  

 （地域住民を対象とした研修会の開催件数） 

   平成３０年度 １，４０２件 → 令和元年度 １，４０１件 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新型コロナウ

イルス感染症

のため、研修

の開催が困難

だったことも

あり、目標値

に至らなかっ

たものの、他

の医療機関で

はアプローチ

が困難なセー

フティネット

分野の医療に

関する講演

会、研修会等

を実施し、国

立病院機構が

果たすべき役

割を遂行でき

るよう努め

た。 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （３）卒前教

育の実施 

医師、看護

師、薬剤師等

の医療従事者

を目指す学生

に対する卒前

教育（臨床実

習）を実施し、

医療従事者の

育成に貢献す

る。 

（３）卒前教

育の実施 

医師、看護

師、薬剤師等

の医療従事者

を目指す学生

に対する卒前

教育（臨床実

習）を実施し、

医療従事者の

育成に貢献す

る。 

＜評価の視点＞ 

・ 医師、看護

師、薬剤師等

の医療従事者

を目指す学生

に対する卒前

教育（臨床実

習）を実施し

ているか。 

 
＜定量的指標＞ 

・ 職種毎の実

習生の延べ受

入日数 

（３）卒前教育の実施 

 

１．医師、看護師、薬剤師等の医療従事者を目指す学生に対する卒前教育 

様々な診療機能を持つ国立病院機構の病院ネットワークを活用し、医療従事者を目指す学

生に対して急性期やセーフティネット分野の診療機能の臨床実習を経験させ、また、医師、

看護師だけでなく幅広い職種の学生を受け入れるなど令和元年度も引き続き質の高い医療従

事者育成に貢献した。 

 
【職種毎の実習生の延べ受入日数】 

             平成３０年度            令和元年度 

医師・歯科医師   ２２，４１７人日   →    ２０，２３３人日 

看護師      ４３４，０００人日   →   ４３０，１５９人日 

薬剤師       ３５，０５４人日   →    ３０，８３２人日 

診療放射線技師   １０，２６８人日   →     ９，６５０人日 

臨床検査技師    １３，８１０人日   →    １３，４２０人日 

管理栄養士     １３，７５７人日   →    １３，８６１人日 

理学療法士     １３，６１８人日   →    １２，１６６人日 

作業療法士      ６，０８７人日   →     ５，９１３人日 

言語聴覚士      １，５１０人日   →     １，１６５人日 

臨床工学技士     １，９０７人日   →     １，７０６人日 

精神保健福祉士      ４４４人日   →       ３７４人日 

社会福祉士        ６１８人日   →       ４９６人日 

介護福祉士        １９０人日   →        ５９人日 

保育士        １，６３５人日   →     １，２１７人日 

視能訓練士        ９８３人日   →       ９６３人日 

歯科衛生士      １，９３６人日   →     １，３１１人日 

救急救命士      ５，１１８人日   →     ４，７５５人日 

公認心理師        ５４３人日   →       ４８４人日 

 

 

 

 

 

 
新型コロナウ

イルス感染症

のため、実習受

入れが困難だ

ったこともあ

り、目標には至

らなかったも

のの、国立病院

機構の病院ネ

ットワークを

活用し、引き続

き質の高い医

療従事者の育

成に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

 

４．その他参考情報 

 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１ 業務運営等の効率化 

当該項目の重要度、難

易度 

難易度：「高」 

病院経営を巡る環境が我が国全体として厳しい状況にある中

で、結核等の不採算医療の提供や働き方改革に対応しながら、各

年度の損益計算において、機構全体として経常収支率 100％以上

を達成することは難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

事前分析表（令和元年度）Ｉ－４－１ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

前中期目標期間最

終年度値 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値、平均値等、

目標に応じた必要な情報 

機構全体としての経常

収支率（計画値） 

経常収支率 100％以上  100％      

機構全体としての経常

収支率（実績値） 
 100.8％ 100.2％      

達成度   100.2％      
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第４ 業務運

営の効率化に

関する事項 

 通則法第２

９条第２項第

３号の業務運

営の効率化に

関する事項

は、次のとお

りとする。 

１ 効率的な

業務運営体制 

法人全体と

して経営の健

全性が保たれ

るよう、本部

機能の見直し

など理事長が

より一層リー

ダーシップを

発揮できるマ

ネジメント体

制を構築する

こと。 

また、法人

の業績等に応

じた給与制度

を構築するこ

と。 

さらに、働

き方改革を実

現するため、

職員全体の勤

務環境の改善

に取り組むと

ともに、医師

の勤務負担の

軽減や労働時 

第２ 業務運

営の効率化に

関する目標を

達成するため

にとるべき措

置 

１ 効率的な

業務運営体制 

業務の質を

確保しつつ、

効率的な業務

運営体制とな

るよう、理事

長のリーダー

シップが一層

組織運営に反

映されるため

の統制環境の

充実・強化

や、働き方改

革への適切な

対応などに取

り組む。 

第２ 業務運

営の効率化に

関する目標を

達成するため

にとるべき措

置 

１ 効率的な

業務運営体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ   

 
（自己評定Ｂの理由） 

・ 定量的指標において、達成度が１００％以上であった。 

 
・ 下記理由により、難易度が高い定量的指標について、達成度が１００％

以上であり、その他の目標についても良好な結果を得た。 

 
○ 病院経営を巡る環境が我が国全体として厳しい状況にある中で、さら

に、国立病院機構では、他の大半の独立行政法人では課されていない、

およそ１５２億円もの長期公経済負担（※１）を自らの診療収入で賄っ

ていることや、平成２７年度からの非公務員化に伴う労働保険料の負担

増等、費用増加の要因も有している。 

このような厳しい経営環境下の中、国立病院機構は、新入院患者の確

保に加え、各種の経営改善に取り組んだ結果、経常収益は前年度比で６

４億円増加した。一方で、職員数の増加による人件費（※２）の増や高

額な新薬の使用による医薬品費の増等の影響から、経常費用は前年度比

で１２５億円増加したことから、経常収支は前年度比で６１億円減少し

たものの、＋２３億円とし、２年連続で経常収支黒字を達成した。 

定量的指標である「経常収支率」は、経常収支率１００％以上という

目標に対し、１００．２％、達成度は１００．２％となり、目標を上回

った。 

 
※１長期公経済負担：基礎年金の給付に要する費用のうち国庫が負担す

ることとなっている額（基礎年金の２分の１） 

※２人件費：独立行政法人会計基準等の改訂による国時代分退職給付費

用の会計処理方法の変更に伴う退職一時金の減を除いた額 

 

 

 

 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

Ⅰ．主な目標の内容 

中期目標・中期計画では、法人全体とし

て経営の健全性が保たれるよう、本部機能の

見直しなど理事長がより一層リーダーシップ

を発揮できるマネジメント体制を構築するこ

ととされている。 

（１）効率的な業務運営体制 

（２）効率的な経営の推進と安定的な経営基

盤の構築 

 

また、年度計画において、定量的指標と

して「機構全体としての経常収支率」につい

ては経常収支率 100％以上と設定している。 

 

 

 



138 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 間の短縮のた

め、特にタス

ク・シフティ

ングの推進等

国の方針に基

づいた取組を

着実に実施す

ること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域医療構想の趣旨等を踏まえ、国立病院機構の各病院が将来にわた

り各地域で医療を提供していくため、再検証対象病院における調整会議

への対応に係る具体的な対応方針や各病院の支援内容等についての検

討、各病院からの個別相談への対応及び関連する情報の提供などを行う

地域医療構想支援チームを本部内に設置している。 

令和元年度は、経営情報分析室を含む支援チームにおいて、再検証対

象となった全ての病院に対し、各地域における医療需要の動向及び診療

実績等の分析データの提供や今後の方向性を見据えた病床機能の見直し

等に係る助言などを行った。 

さらに、地域のニーズに対応した病床機能の見直し、医療密度の向上

から生じる平均在院日数の短縮という積極的な理由に伴う在院患者の減

少により、病床稼働率が著しく低下する状況が長期化する病院等につい

ては、病棟の整理・集約を行い、医療内容の充実と医療人材の効率的な

配置を図り、効率的な病棟運営を実現する等、地域のニーズにあった医

療の提供や病院の収支改善に向けた取組も行った。（病床数 平成３１

年４月５０，５０２床→令和２年４月５０，３３１床） 

その他、地域の医療需要や法人及び各病院の経営状況を踏まえ、厳し

い投資判断を行いながらも、医療機能を維持するための投資や地域医療

構想への対応に必要な投資を行うなど、地域関係者や患者から「国立病

院機構であれば、地域から求められる医療を厳しい先行きの中でも安定

的に提供する体制を確保できる」と評価されるよう努めた。 

 
○ 国立病院機構として、求められる診療等の役割を適切に果たしながら

安定した運営を行っていくためにも、「働き方改革」への対応は極めて重

要な課題であるため、引き続き「長時間労働の削減」を最優先課題とし

て取り組んだ。 

   令和元年度においては、原則として、各病院が令和５年度までに、全

ての医師の時間外労働時間数が年間９６０時間以内となることを目指し

て取り組んでいくとともに、モデル病院（７病院）での試行を踏まえ、

ＩＣＴの活用等により、客観的に在院中の労働時間等が把握できる勤務

時間管理方法を導入することとした。 

   さらに、長時間労働職員及びその職場長等を対象に、各職員の業務内

容等（長時間労働の要因等）を把握するとともに、長時間労働の削減に

向けて指導を行い、医師以外の職員は超過勤務時間が年間５４０時間超

の職員が減少した。 

その他、令和２年度の職員定数の見直しに当たり長時間労働を是正で

きるよう職員配置を見直すとともに必要な定数増を行う等、長時間労働

の削減に向けた取組を行った。 

評定  

Ⅱ．目標と実績の比較 

「機構全体としての経常収支率」は

100.2％であり、目標を超えることができ

た。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （１）理事長

のリーダーシ

ップが組織運

営に反映され

る統制環境の

充実・強化 

国の政策や

医療に係る経

営環境の変化

等に迅速かつ

的 確 に 対 応

し、国立病院

機構全体とし

て経営の健全

性を保つとと

もに、適切な

リスクマネジ

メントが行え

るよう、理事

長が一層リー

ダーシップを

発揮できるマ

ネジメント体

制 を 構 築 す

る。 

（１）理事長

のリーダーシ

ップが組織運

営に反映され

る統制環境の

充実・強化 

国の政策や

医療に係る経

営環境の変化

等に迅速かつ

的確に対応

し、国立病院

機構全体とし

て経営の健全

性を保つとと

もに、適切な

リスクマネジ

メントが行え

るよう、理事

長が一層リー

ダーシップを

発揮できるマ

ネジメント体

制を構築す

る。 

また、理事

長のもとに、

２０４０年を

見 据 え な が

ら、中長期視

点に立って国

立病院機構全

体を通暁する

骨格（基本的

考え方）の再

構築等に向け

た検討を進め

る。 

 
＜評価の視点＞ 

・ 国の政策や

医療に係る経

営環境の変化

等に迅速かつ

的確に対応

し、国立病院

機構全体とし

て経営の健全

性を保ってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 効率的な経営の推進と安定的な経営基盤の構築 

 
（１）理事長のリーダーシップが組織運営に反映される統制環境の充実・強化 

 

１．本部組織の体制 

「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」（平成３０年６月１５日閣議決定）におい

て、「災害派遣医療チームの司令塔機能の強化等を進める」こととされ、厚生労働省に設置

された「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」において「ＤＭＡＴ事務局が

病院内の一部門となっている現状を改める」、「大規模災害時に備え、ＤＭＡＴ事務局の人

員増強を行う」ことが挙げられている。これを受け、これまで災害医療センターと大阪医療

センターがそれぞれ受託していた厚生労働省ＤＭＡＴ事務局業務について、令和２年４月よ

り本部の一組織として「国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務局」を新設し、人員増強を行うなど

体制強化を図った。 

 
２．本部の経営分析部門と病院の事務部門との連携強化 

 

（１）経営分析手法の共有の推進 

   ①経営分析ツールの活用 

各病院が持続可能な病院経営を行っていくためには、自院の状況を客観的な視点から

把握し、常に必要な対策を検討・講じていくことが重要である。このために、地域内シ

ェアや診療の効率性、複雑性を近隣病院と比較し外部環境分析を行うためのグラフをＤ

ＰＣ公表データから作成するツールや、新入院患者数、新外来患者数、患者１人１日当

たりの診療収益など、様々な自院の実績を診療機能・規模が類似する国立病院機構の病

院と比較し内部環境分析を行うためのツールを毎年更新し、提供している。 

令和元年度は新たに、手術室・透析・外来化学療法・ＩＣＵ等の稼働状況、個室率、

療養環境加算・食堂加算、特別室・重症者室の算定実績や、各種設備・機器の稼働実績

を取りまとめ、内部環境分析ツールの充実を図った。 

また、本部・グループによる経営改善支援においては、当該経営分析ツールを活用

し、各病院と経営課題を共有しながら、改善に取り組んだ。 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅲ．その他考慮すべき

要素 

（２）効率的な経営

の推進と安定的な経

営基盤の構築  

令和元年度の本

部・グループにおけ

る各病院への経営改

善支援は、経営改善

計画の取組の実現を

目指したものを中心

として実施してお

り、特に、経営状況

が厳しく「重点改善

病院」として指定し

ている病院や、月次

決算時に把握した予

実乖離が大きい病院

に対しては、本部・

グループにおいて病

院訪問等を通じた支

援を行い、計画達成

に向けた取組を行っ

たことにより、重点

改善病院である２６

病院のうち、１５病

院が改善されたこと

について、適切に実

施しているものと評

価する。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②総合コンサルティングで得られた成果物の共有 

上記の取組を含め本部・グループによる様々な経営改善支援を行っている中、外部か

ら更なる経営改善策（課題の洗い出しや患者確保策、地域の関係機関との連携強化策等）

の提案・助言を受け各病院に横展開を図ることを目的として、経営改善に関する総合的な

コンサルティング業務をシンクタンクに委託し、平成３０年８月から令和元年８月にかけ

て、モデル病院として選定した急性期病院やセーフティネット系病院合計３病院に対し実

施した。 

具体的な内容としては、委託を受けたシンクタンクの担当者が当該病院を月に複数回訪

問し、院内関係職員へのヒアリングや地域の関係者（地域で連携している病院、診療所等

や救急隊）に対するアンケートの結果等に基づき、院内外の課題の洗い出しや課題解消策

についての提案・助言を行った（これによりいずれの病院も経常収支の改善を実現）。 

当該事業で得られた成果物（ノウハウ）については、横展開可能な成果物ごとに整理し

た上で各病院に対して情報提供するとともに、病院訪問の機会を捉えて病院幹部に対して

具体的な事例紹介を行うなど、各病院の経営改善の取組に活用している。 

 

 （２）病院経営研修の実施 

経営分析ツールを活用した経営分析及び経営戦略能力の向上を目的として、毎年、事

務部門に加えて、看護職（副看護部長・看護師長）も対象とした病院経営研修（Ⅰ、

Ⅱ）（※）を実施しており、令和元年度は、過去の受講者の意見も踏まえ、基礎的な経

営指標の計算方法や意味、各経営指標の相互の関係性、他院との比較に当たっての留意

点を解説することとし、受講者がこの研修で得た知識を各病院において、より実践的に

活用できるよう、プログラムの見直しを行った。 

病院経営研修（Ⅰ）においては、経営分析の必要性や経営戦略の方向性の理解を促進

するため、外部講師による、地域医療構想が策定されるに至った我が国の医療の歴史・

背景、地域医療構想の趣旨、今後の医療提供体制の展望などについての講義を組み入れ

た。 

また、病院経営研修（Ⅱ）では、特定の病院を選定して、当該病院の外部環境・内部

環境を分析し、その結果から導き出される経営課題を洗い出した上で、課題に対する経

営改善策を検討し、更に改善額をシミュレーションするグループワークを複数のチーム

で実施しており、令和元年度は、特に地域医療構想を念頭においたものとするととも

に、昨年度の病院経営研修（Ⅰ）で用いた「グループワークの途中で他グループとの自

由な意見交換を行う」という手法を取り入れ、議論の活性化・深化を図った。 

 

※病院経営研修Ⅰ 

経営戦略策定、経営マネジメント能力の向上を目的として、経営企画室長や副看護部長

等を対象に実施（研修回数 ３回、受講者数１８０名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

Ⅳ．評価 

「機構全体として

の経常収支率」につ

いては、経常収支率

１００％以上を目標

値として設定されて

おり、令和元年度は

１００．２％、経常収

支は２３億円となっ

ており、目標を達成

している。 

新入院患者の確保

に加え、各種の経営

改善に取り組んだ結

果、経常収益は前年

度比で６４億円増加

した。一方で、職員数

の増加による人件費

の増や高額な新薬の

使用による医薬品費

の増等の影響から、

経常費用は前年度比

で１２５億円増加し

たことから、経常収

支は前年度比で６１

億円減少したもの

の、２年連続の黒字

を維持しており、常

日頃の業務での努力

が結びついた結果で

あると思慮されるこ

とから高く評価す

る。 

 
このほか、上記以

外の目標についても

所期の目標を達成し 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・  適切なリ

スクマネジ

メントが行

えるよう、理

事長が一層

リーダーシ

ップを発揮

できるマネ

ジメント体

制を構築し

ているか。 

 
・ 理事長のも

とに、２０４

０年を見据え

ながら、中長

期視点に立っ

て国立病院機

構全体を通暁

する骨格（基

本的考え方）

の再構築等に

向けた検討を

進めている

か。 

 

※病院経営研修Ⅱ 

経営分析ツール等を用いた経営分析能力の向上を目的として、経営企画係長や看護師長

等を対象に実施（研修回数 ７回、受講者数２１６名） 
 

３．資金回送の効率化や経営状況の適切な把握 

病院における業務キャッシュフローと財務キャッシュフローを分別管理するために、平成

２８年度より、キャッシュマネジメントシステム（ＣＭＳ）を導入するとともに、病院・本部

間の短期・長期貸付金制度を見直して、病院の資金状況を見える化している。 

また、法人全体の資金の有効活用を目的として、本部病院間での迅速な資金移動を可能と

する新たな資金管理システムの導入を進める等、平成３０年度までに全病院で資金移動ができ

る体制を整備している。 
 

４．理事長が一層リーダーシップを発揮できるマネジメント体制の構築 

 

（１）国立病院機構全体を通暁する骨格の再構築 

   理事長のもと、平成３０年１２月にスタートした「ＳＵＲＥプロジェクト」におい

て、今後の国立病院機構の進むべき方向性について議論を進め、令和元年１０月に取り

まとめた報告書では、２０４０年を見据え、国立病院機構が引き続き地域から必要とさ

れる医療機関であり続けるため、今後の国立病院機構におけるあらゆる取組を貫く理念

として、 

①地域等の患者、住民が必要とする医療を安定的かつ継続的に提供するＮＨＯ（地域包

括ケアシステムを構築するため、関係機関と連携し、地域で必要とされる医療を提供

していくこと） 

②全ての職員にとって安全、安心に働ける職場であるＮＨＯ（患者等に寄り添い、良い

医療を提供するためにも、職員にとって問題意識を共有でき、また、働きがいのある

職場であること） 

③災害時等の危機管理に強いＮＨＯ（災害発生時や不祥事の際などの危機管理対応が求

められる状況にあっても、迅速、確実に対応できる組織であること） 

を定め、病院長会議等を通じて全職員と共有し、国立病院機構全体として一体的な組織

運営を進めることとした。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

ており、難易度

「高」であることも

考慮し、評定を一段

階引き上げて「Ａ」

とした。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）マネジメント体制の整備 

   令和元年度においても、全病院長が一堂に会する病院長会議（病院運営の要となる事

務部長及び看護部長も同席）を２回開催し、理事長自ら各病院長等に対して、法人の重

要な運営方針等について直接伝達・依頼を行い、法人全体の意識統一を図った。加え

て、令和元年度より、会議の実効性をさらに高めるため、質問票による質問を受け付

け、全ての質問に対して文書による回答を作成した上で、全病院と共有を行った。 

この他、全職員あてに年度当初に法人の運営方針等の理事長メッセージ、病院幹部職 

員あてに令和元年７月に地域医療構想への適切な対応を行うためのビデオ配信を含めた理

事長メッセージを発信し、病院、グループと一体となった運営の取組を行った。 

さらに、病院と本部・グループが即時に連携できるテレビ会議システムの導入を進めて

グループや病院との円滑な意思疎通を図り、適切な法人運営に向けたマネジメント体制、

災害時や新興感染症発生時等の危機管理対応の際に迅速な状況把握と意思決定を行うマネ

ジメント体制を整備するための取組を行った（令和元年度は、本部、全グループ及び８病

院に導入。令和２年８月に全病院に導入予定）。 

また、優先的な課題に機動的に対応するため、組織を横断した次のプロジェクトチーム

を設置し、それぞれの課題に取り組んだ。 

 

  ①地域医療構想支援チーム 

   地域医療構想の趣旨等を踏まえ、国立病院機構の各病院が将来にわたり各地域で医療

を提供していくため、再検証対象病院における調整会議への対応に係る具体的な対応方

針や各病院の支援内容等についての検討、各病院からの個別相談への対応及び関連する

情報の提供などを行う地域医療構想支援チームを本部内に設置している。 

令和元年度は、経営情報分析室を含む支援チームにおいて、再検証対象となった全て

の病院に対し、各地域における医療需要の動向及び診療実績等の分析データの提供や今

後の方向性を見据えた病床機能の見直し等に係る助言などを行った。 

 

②障害福祉サービス対応チーム（再掲） 

     将来的な人口動態や社会情勢等を見据えた障害福祉サービスのあるべき姿の構築を目

指して、令和元年１１月、本部に「障害福祉サービス対応チーム」を設置し、（ⅰ）Ｎ

ＨＯ内外への周知・浸透・定着、（ⅱ）在宅療養患者への対応、（ⅲ）医療、生活支援

の質の向上、（ⅳ）障害福祉サービス情報のデータベース化などについて議論を行い、

令和２年３月に「障害福祉サービスのあるべき姿について」（中間報告）を取りまとめ

た。引き続き短期入所、通所事業、訪問診療、訪問看護、就労支援の充実などについて

検討していくこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

＜外部有識者からの意

見＞ 

・難易度も高くなって

おり、コロナの影響、

更には病院機構が

OB の公的年金を負

担しているという特

別な事情もある中

で、100％以上を達

成しているのは、A

評価でもいいのでは

ないかと思う。 

・これだけの組織をマ

ネジメントしていら

っしゃる成果に対し

て高く評価したい。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （２）職員の

業績評価等の

適切な実施 

職員の実績

等を適正に評

価し、給与に

反映させると

ともに、意欲

の向上を図る

業績評価制度

について、適

切な運用を継

続する。また、

法人の業績等

に応じた機動

性・柔軟性の

ある給与制度

の構築に取り

組む。 

（２）職員の

業績評価等の

適切な実施 

職員の実績

等を適正に評

価し、給与に

反映させると

ともに、意欲

の向上を図る

業績評価制度

について、適

切な運用を継

続する。また、

法人の業績等

に応じた機動

性・柔軟性の

ある給与制度

の構築に取り

組む。 

＜評価の視点＞ 

・ 職員の実績

等を適正に評

価し、給与に

反映させると

ともに、業績

評価制度につ

いて、適切な

運用を継続し

て実施してい

るか。 

 

 

 

 

 
・ 法人の業績

等に応じた機

動性・柔軟性

のある給与制

度の構築に取

り組んでいる

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）職員の業績評価等の適切な実施 

 

１．業績評価制度の円滑な運用   

 （１）業績評価の実施 

   ①年俸制職員 

年俸制職員のうち、経営に深く参画すべき病院幹部職員（院長、副院長、事務部長、

看護部長等）の年俸は、毎年度実施している各病院の医療面・経営面の評価結果を加味

し、令和元年度の年俸に反映させた。 

また、令和元年度の昇任等の人事についても、年俸制職員の業績評価結果を踏まえた

うえで実施した。 

 

   ②役職職員及び一般職員 

    役職職員及び一般職員に実施している個人の業績評価について、令和元年度も引き続

き、賞与及び昇給に反映させた。 

また、昇任等の人事についても、業績評価結果を踏まえたうえで実施した。 

  

 （２）業績評価制度の理解促進 

    毎年度実施している評価者及び職員（被評価者）研修において、アンケートを配付し

て受講者の意見を踏まえたうえで制度内容をより理解しやすいものとなるようにテキス

トや演習問題の表記内容を見直すなど、研修内容の充実に努め、令和元年度も引き続き

制度を適切に理解できるような取組を実施した。 

 

 （３）評価者としての資質向上のための取組 

評価の質を向上させるため、令和元年度も引き続き、評価者研修を実施（受講者は約

２００人）し、より一層、評価者としての資質向上を図った。 

 

２．法人の業績等に応じた機動性・柔軟性のある給与制度の構築に向けた取組 

 

 （１）法人の経営状況等を勘案した期末特別一時金制度の整備 

    法人の経営状況等を勘案して、当該年度に限る特例として年度末に期末特別一時金を

支給できる枠組みを整備した。 

 

 （２）特定の専門分野に精通した医療人材の確保 

    がんゲノム医療といった新たな治療法や医療技術等の導入に伴い、これらの医療を実

施する上で必要となる特定の専門分野に精通した医療人材を常勤職員として機動的に確

保できるよう、給与規程に所要の規定を整備した。（令和２年度施行） 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）医師確保困難病院における医師手当の特例 

    医師確保が困難な病院において、新規に常勤医師を採用する際に当該医師の医師手当

を増額できるよう、給与規程に所要の規定を整備した。（令和２年度施行） 

 

 （４）新型コロナウイルス感染症への対応に従事した職員に対する給与等の特別措置 

    新型コロナウイルス感染症への対応については、国等からの要請に応じて、政府チャ

ーター機の帰国者支援、クルーズ船での集団感染への対応、また、帰国者・接触者外来

等や感染経路が不明な患者等への医療の提供に多くの職員が従事しており、これらの対

応は、危険性・困難性等が伴う勤務であることを踏まえ、従事した職員に対する給与等

の特別措置を検討した。（令和２年６月２３日施行、同年１月２７日に遡及して適用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （３）働き方

改革への適切

な対応 

タスク・シ

フティングの

推進や労働時

間をより確実

かつ効果的に

把握・管理す

るための取組

を行い、医師

の長時間労働

の見直しを含

め、職員全員

の勤務環境改

善を進めると

ともに、労働

法制の遵守の

徹底を図る。 

（３）働き方

改革への適切

な対応 

タスク・シ

フティングの

推進や労働時

間をより確実

かつ効果的に

把握・管理す

るため、ＩＣ

カード等の導

入の試行を行

い効果の検証

をする等の取

組を行い、医

師の長時間労

働の見直しを

含め、職員全

員の勤務環境

改善を進める

とともに、労

働法制の遵守

の 徹 底 を 図

る。 

＜評価の視点＞ 

・ ＩＣカード

等の導入の試

行を行い効果

の検証をする

等の取組を行

い、医師の長

時間労働の見

直しを含め、

職員全員の勤

務環境改善を

進めるととも

に、労働法制

の遵守の徹底

を図っている

か。 

（３）働き方改革への適切な対応 

 

１．働き方改革への取組 

 

 （１）労働環境改善対策本部における改善対策の検討 

最優先課題である「長時間労働の削減」の取組をさらに推し進めるため、国立病院機 

構に「労働環境改善対策本部」を設置（平成２９年１０月）し、「国立病院機構におけ

る労働環境改善の取組みについて」（第二次中間報告）を取りまとめ（令和元年９

月）、次の取組を行うこととした。 

 

①医師の働き方改革に向けての取組 

原則として、各病院が令和５年度までに、全ての医師の時間外労働時間数が年間９６

０時間以内となることを目指して取り組んでいくこととした。 

 

ア 「タイムスタディ調査」（※）の結果では、いずれの医師も「診察・治療に直接か

かわらない業務」に一定の時間を要しており、これらの業務を２０%程度削減するこ

とができれば、年間の時間外労働時間数９６０時間や７２０時間を下回ることが可

能。 

  ※医師の長時間労働の要因等を把握するため、平成３０年度実績で長時間労働とな

っていた医師を対象に、３０分単位で最も多い割合を占める業務を５日間（令和

元年６～７月）にわたり記録した調査 

 

イ 「診察・治療に直接かかわらない業務」の中で「診療録記載等の事務的業務」が

全般的に多いことから、医師事務作業補助者をはじめとする他職種へのタスクシフ

トや、現在検討を進めているスマートフォンの活用等により、徹底した業務効率化

に取り組む。 

 

②新たな勤務時間管理方法の導入 

モデル病院（７病院）での試行を踏まえ、ＩＣＴの活用等により、客観的に在院中の

労働時間等が把握できる勤務時間管理方法を導入することとした。 

また、厚生労働省発出の通知等を踏まえ、国立病院機構の基本的なルールとして、 

ア 職員が出退勤時刻を記録すること 

イ 職員が時間外勤務及び休日勤務の内容・時間を申告すること 

ウ 職員が出退勤時間と勤務時間との間に生じた乖離の理由を申告すること 

エ 所属長がア～ウの内容その他の職員の勤務時間に関する情報を確認し、職員の

勤務時間を適正に管理すること 

等を就業規則に明記するとともに、職員の自律的な勤務時間の適正管理を高めるため、

新ルールの運用等について継続的な研修を行うこととした。 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜モデル病院（７病院）＞ 

宮城病院、横浜医療センター、静岡てんかん・神経医療センター、 

呉医療センター、広島西医療センター、賀茂精神医療センター、都城医療センター 

 

 （２）長時間労働削減の具体的な取組 

①長時間労働職員へのヒアリング及び指導 

長時間労働の削減のための実効性のある取組を検討するため、長時間労働職員及びそ

の職場長を対象に、各職員の業務内容等（長時間労働の要因等）を把握するとともに、

長時間労働の削減に向けて指導した。その結果、医師以外の職員は超過勤務時間が年間

５４０時間超の職員が５１名と前年度に比べ２３名減少し、前年度の減少人数（３名）

を大きく上回り、長時間労働職員の削減に努めた。 

 

【ヒアリング対象者】 

・平成３０年度の時間外勤務が年間５４０時間超である 

職員（７４人）のうち退職者等を除いた者（医師以外）   ６９人（３５病院） 

     ・上記の職場長                     ５３人（３５病院） 

 

    【時間外勤務時間数（年間（令和元年度－平成３０年度））の増減】 

     ○ ヒアリング対象者６９人の平均 

 平成３０年度（Ａ） 令和元年度（Ｂ） Ｂ－Ａ 

平 均 ６０９．２５時間 ４５３．１９時間 ▲１５６．０６時間 

     （※）６９人のうち時間外勤務時間数（年間）が減少した者……６２人 

 

②ＩＣＴソリューションの積極的な活用による働き方改革 

令和元年度のタスク・シフティング等勤務環境改善推進事業補助金を獲得し、渋川医

療センターをモデル病院として、スマートフォンを活用した業務の質の向上と働き方改

革の実現に向けたモデル事業に取り組んだ。 

また、令和２年８月中に、全病院にテレビ会議システムを設置予定であり、導入効果

としては、職員の研修を受講する機会の増大、移動時間短縮による機会損失の回避、意

思決定の迅速化等、働き方改革への実現につながる。さらに、テレビ会議システムを活

用すれば、今般の新型コロナウイルス感染症等新興感染症の流行時に患者と面会ができ

ない家族等が遠隔での面会を実施できるようになる等、各病院の工夫により患者満足度

の向上につながることも期待できる。 

 

 ＜スマートフォンによる事業内容＞ 

・勤怠管理 スマートフォンを用いた打刻、位置情報からの自動打刻 

・音声入力 音声を利用したカルテや申し送りの入力 

・チャット 一斉メッセージの送信による各個人への連絡の省略等 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③定数改定による人員体制の拡充 

働き方改革を踏まえ、令和２年度の職員定数の見直しに当たり、既存業務の見直しを

行ってもなお超過勤務の縮減ができない場合の対応として、長時間労働を是正できるよ

う職員配置を見直すとともに必要な定数増を行った。 

 

２．働きやすい環境づくりの取組 

   国立病院機構では、働き方改革の取組を推し進めており、長時間労働の削減等に向けた取

組を行っている。さらに、以下の育児・介護のための両立支援やハラスメント防止対策等に

ついて取組を行い、職員全員の勤務環境の改善にも努めた。 

 

 （１）育児・介護のための両立支援 

       ○ワーク・ライフ・バランス応援ガイドブック 

       第四期一般事業主行動計画「仕事と育児・介護の両立支援プログラム」の取組の一

環として、母性保護、育児休業、介護休業、休暇、時間外勤務の制限などのワーク・

ライフ・バランスに関する各種制度について「ワーク・ライフ・バランス応援ガイド

ブック」を用いて職員に周知している。 

 

 （２）ハラスメント防止対策 

       〇メンタルヘルス・ハラスメント研修の実施 

     ハラスメントに関する基礎的な知識を習得するとともに、ハラスメントが発生しな

い快適な職場づくりのポイント及び相談対応を実践的に修得するための研修を各グル

ープにおいて、令和元年１１月～１２月に実施した。 

 

研修会場 実施日 参加者数 

北海道東北グループ 令和元年１２月 ２日（月） ２６名 

関東信越グループ  令和元年１１月１２日（火） ５５名 

東海北陸グループ  令和元年１１月２６日（火） ２９名 

近 畿 グ ル ー プ  令和元年１１月２５日（月） ３９名 

中国四国グループ  令和元年１２月 ６日（金） ３０名 

九 州 グ ル ー プ  令和元年１１月２９日（金） ４５名 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （４）職員の

改善意欲向上

に資する取組 

サービスの

質の向上や経

営改善に関す

る職員の自主

的取組を奨励

表彰するＱＣ

活動奨励表彰

な ど を 通 じ

て、より効率

的な業務運営

に向けた職員

の改善意欲の

向上を図る。 

（４）職員の

改善意欲向上

に資する取組 

サービスの

質の向上や経

営改善に関す

る職員の自主

的取組を奨励

表彰するＱＣ

活動奨励表彰

な ど を 通 じ

て、より効率

的な業務運営

に向けた職員

の改善意欲の

向上を図る。 

＜評価の視点＞ 

・ サービスの

質の向上や経

営改善に関す

る職員の自主

的取組を奨励

表彰するＱＣ

活動奨励表彰

などを通じ

て、より効率

的な業務運営

に向けた職員

の改善意欲の

向上を図って

いるか。 

（４）職員の改善意欲向上に資する取組 

「できることから始めよう！」をスローガンに職員の自発的な取組を奨励、評価し、表彰

するＱＣ活動奨励表彰制度については、１３期目を実施し、令和元年度も引き続き、グルー

プ毎に受賞チームを選考した上で、その中から国立病院総合医学会で全国最優秀賞を決める

イベントを実施した。 

また、水平展開の促進を図るため、多くの職員が過去のＱＣ活動（※）を容易に閲覧・検

索できるよう、職員用の掲示板で公開を行った。さらに、ＱＣ活動の更なる活発化及び質の

向上を図るため、令和元年度も引き続き、各職場の部門長等、院内においてＱＣ活動の推

進・指導に当たる職員を対象に、ＱＣ活動の意義やＱＣ手法に関する研修会を実施した。 

令和元年度においては、働き方改革のＱＣ活動も活発に行われるように、新たなテーマと

して、働き方改革を追加し、募集を行っており、１７件の応募があった。 

 

   ※ＱＣ活動：病院職員が自施設内の課題に応じて小グループを構成し、業務の質の向上を

目指して取り組む自主的活動。 

 

  【ＱＣ活動奨励表彰応募状況】 

平成３０年度     令和元年度 

応募件数        ２５０件  →   ２３４件 

応募病院数       ９４病院  →   ７３病院 

 

※平成１８年度～令和元年度までの応募総数（２，７６３件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料５１：できることから始めよう！国立病院機構ＱＣ活動奨励表彰［２１５頁］ 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 経費の節

減及び資源の

有効活用 

人員の配置

については、

医療の高度化

や各種施策を

踏まえなが

ら、人件費比

率と委託費比

率にも留意し

つつ、適正な

配置に努める

こと。 

調達につい

ては、機構が

策定する「独

立行政法人国

立病院機構調

達等合理化計

画」に基づく

取組を着実に

実施するこ

と。 

医薬品や医

療機器等の共

同調達につい

ては、これま

でも国立高度

専門医療研究

センター（高

度専門医療に

関する研究等

を行う国立研

究開発法人に

関 す る 法 律

（平成２０年 

２ 効率的な

経営の推進と

安定的な経営

基盤の構築 

各病院が地

域から求めら

れる医療を着

実に実施する

とともに、国

の医療政策に

貢献するため

にも、病院と

本部・グルー

プ担当理事部

門が一体とな

り、引き続き

経営改善に取

り組むことに

より、収支改

善による経営

基盤の安定化

を図る。 

経営改善の

取組等により

収支相償の経

営を目指すこ

ととし、中期

計画期間の各

年度の損益計

算において、

国立病院機構

全体として経

常収支率１０

０％以上とす

ることを目指

す。 

２ 効率的な

経営の推進と

安定的な経営

基盤の構築 

 各病院が地

域から求めら

れる医療を着

実に実施する

とともに、国

の医療政策に

貢献するため

にも、病院と

本部・グルー

プ担当理事部

門が一体とな

り、引き続き

経営改善に取

り組むことに

より、収支改

善による経営

基盤の安定化

を図る。 

経営改善の

取組等により

収支相償の経

営を目指すこ

ととし、中期

計画期間の平

成３１年度の

損益計算にお

いて、国立病

院機構全体と

して経常収支

率１００％以

上とすること

を目指す。 

 
＜評価の視点＞ 

・ 各病院が地

域から求めら

れる医療を着

実に実施する

とともに、国

の医療政策に

貢献するため

にも、病院と

本部・グルー

プ担当理事部

門が一体とな

り、引き続き

経営改善に取

り組むことに

より、収支改

善による経営

基盤の安定化

を図っている

か。 

 
＜定量的指標＞ 

・ 経常収支率 

２ 効率的な経営の推進と安定的な経営基盤の構築 

 
１．経常収支及び総収支について 

 

 （１）経常収支 

経常収支２３億円、経常収支率１００．２％の黒字となり、中期計画における経常収

支率１００％以上を達成した。 

    

 （２）総収支 

    令和元年度は、総収支▲４２億円の赤字となった。 

 

                          経常収支      総収支額 

  平成３０年度    ８４億円     １８億円 

  令和 元年度    ２３億円    ▲４２億円 

 
２．病院の経営改善計画の実施及び支援   

法人全体の資金状況を改善するため、これまで投資を計画する病院のみで作成していた経

営改善計画を、各病院がより実効性のある計画を作成できる仕組みとした上で、全ての病院

で作成することとし、法人全体としてその計画を確実に実現していくことを目指した取組を

行うよう計画のフォローアップ体制等について見直しを行った。 

各病院が経営改善計画を作成するに当たっては、本部・グループから、診療機能・規模が

類似する病院の経営データ比較表の提供や、これまでの経営支援等を踏まえた提案を行うな

どの支援の他、本部から示した確認項目に沿って、グループにおいて精査を行うなど、実現

可能性・妥当性の高いものとなるよう取り組んだ。 

作成した経営改善計画は、各病院において、職員に周知し目標の共有を行うとともに、毎

月の評価会等において取組の進捗管理を行っており、本部・グループにおいても、その結果

を収集し、毎月の月次決算時に進捗の確認を行うなど、法人全体として計画達成に向けた取

組を行う仕組みとしている。 

また、令和元年度の本部・グループにおける各病院への経営改善支援は、経営改善計画の

取組の実現を目指したものを中心として実施しており、特に、経営状況が厳しく「重点改善

病院」として指定している病院や、月次決算時に把握した予実乖離が大きい病院に対して

は、本部・グループにおいて病院訪問等を通じた支援を行い、計画達成に向けた取組を行っ

た。これらの取組により、重点改善病院である２６病院のうち、１５病院が改善された。 

 

 

 

  

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を上回る実

績をあげた。 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 法律第９３

号）第３条の

２に規定する

国立高度専門

医療研究セン

ターをい

う。）、独立行

政法人労働者

健康安全機構

及び独立行政

法人地域医療

機能推進機構

と連携の上、

実施している

ところである

が、これまで

の効果を検証

しつつ、より

効率的な調達

に努めるこ

と。 

後発医薬品

については、

これまでの取

組を継続し、

今後も他の医

療機関の模範

となるよう、

より一層の採

用促進を図る

こと。 

投資につい

ては、地域の

医療需要や機

構及び各病院

の経営状況を

踏 ま え な が

ら、効率的、効 

  ・ 経営改善の

取組等により

収支相償の経

営を目指すこ

ととし、中期

計画期間の平

成３１年度の

損益計算にお

いて、国立病

院機構全体と

して経常収支

率１００％以

上とすること

を目指してい

るか。 

３．経常収支率１００％以上を目指した収支改善の推進  

  国立病院機構において、地域医療構想は２０２５年がゴールではなく、それ以降の厳しい

状況下で個々の医療提供主体が果たすべき役割も含めた地域医療の基本的な方向性を定める

重要な局面と捉えており、国立病院機構の各病院が将来にわたり各地域で医療を提供してい

くために、地域関係者や患者から「国立病院機構であれば、地域から求められる医療を厳し

い先行きの中でも安定的に提供する体制を確保できる」と評価されることを目指した取組を

開始している。 

また、平成３０年８月から令和元年８月にかけて実施した経営改善に係る総合的なコンサル

ティングにより得られた新規患者の確保策や近隣医療機関との関係強化策などの成果物（ノ

ウハウ）などについて横展開を行うとともに、本部からエレベーター保守や電力の契約の見

直し等の提案を行うなど、全ての病院の収支改善に向けての取組を行った。 

さらに、特に、経営状況が厳しく「重点改善病院」として指定している病院や、月次決算

時に把握した予実乖離が大きい病院に対しては、本部・グループにおいて病院訪問等を通じ

た支援を行い、経営改善計画達成に向けた取組を行った。 

  令和元年１１月には、令和元年度上半期の経営状況を踏まえ、理事長通知「令和元年度下

半期における更なる経営改善への取組について（依頼）」を発出し、費用削減に向けた契約

の見直しなど、経営改善に資する具体的な対応策や点検ポイントを示して各病院における更

なる経営改善の取組を促し、最終的には、病院経営を巡る厳しい環境の中で、経常収支２３

億円、経常収支率１００．２％と目標を達成した。（対前年度▲６１億円） 

 

                     【経常（医業）収益】       【経常収支】   【経常収支率】 

   

 ・平成３０年度 １０，１３８（９，６７４）億円   ８４億円    １００．８％ 

 ・令和 元年度 １０，２０２（９，８５３）億円   ２３億円    １００．２％ 

 

          【費用のうち運営費交付金の割合】   【経常費用】   【運営費交付金額】                   

・平成３０年度      １．７％       １０，０５４億円   １７４億円 

 ・令和 元年度       ０．５％        １０，１７９億円    ５５億円 

 

 

 

年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 果的かつ機動

的に行うこ

と。 

保有資産の

有効活用にも

取り組むこ

と。 

一般管理費

（人件費、公

租公課、病院

支援業務経費

及び特殊要因

経費を除

く。）につい

ては、中期目

標期間の最終

年度におい

て、平成３０ 

年度と比べ、

５％以上節減

を図ること。 

 
上記１及び

２の取組によ

り、各年度の

損益計算にお

いて、機構全

体として経常 

収支率を１０

０％以上とす

ること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．病床機能の見直し・効率的な病棟運営 

地域医療構想への取組の中で、地域のニーズに対応した病床機能の見直し、医療密度の向

上から生じる平均在院日数の短縮という積極的な理由に伴う在院患者の減少により、病床稼

働率が著しく低下する状況が長期化する病院については、病棟の整理・集約を行い、医療内

容の充実と医療人材の効率的な配置を図り、効率的な病棟運営を実現した。 

 

（病床機能見直し又は効率的な病棟運営の具体例） 

○沖縄病院               結核病棟のユニット化及び専門病院入院基本料から地域包括

ケア病棟入院料への機能転換 

○長良医療センター    １個病棟を集約し、看護師再配置により上位基準取得 

○敦賀医療センター    １個病棟を集約し、看護師再配置により上位基準取得 

○三重中央医療センター  １個病棟を集約し、医師事務作業補助者再配置により上位基

準取得 

○千葉東病院       １個病棟を集約し、看護師再配置により入院基本料等加算の

新規取得 

○東尾張病院       １個病棟を集約し、病床稼働率を向上 

○大阪刀根山医療センター ２個病棟を閉鎖し、病床稼働率を向上 

○南岡山医療センター   １個病棟を集約し、病床稼働率を向上 

○岩国医療センター    １個病棟を集約し、病床稼働率を向上 

 

５．投資の促進と効率化 

国立病院機構における投資は、厳しい経営状況や悪化した投資環境に鑑み、平成２９年度

以降当分の間、地域医療構想に基づく機能変更や法令対応等に係る投資を除き、各病院の資

金状況により投資不可とする等の厳しい投資判断を行う方針としている。 

併せて、平成３０年度以降は、投資を継続的・安定的に実施していくことができるよう、

中長期的な視点で法人全体の資金状況を踏まえた年度毎の投資枠に基づく投資を行うことと

している。 

令和元年度では、引き続き設定した投資枠の範囲内で、医療機能を維持するための投資を

着実に行う厳しい措置だけでなく、地域医療構想等への対応に必要な投資や短期間での投資

回収が可能となることで更なる資金獲得が期待できる整備への投資を行った。 

 
【地域医療構想等を踏まえた整備事例】 

・緩和ケア病棟整備（信州上田医療センター） 

当該病院が所在する上小二次保健医療圏においては、地域がん診療連携拠点病院が存在

しない中、当該病院が地域がん診療病院の指定を受ける等、地域におけるがん医療の中心

的役割を担っている（当該病院は地域がん診療病院として、地域医療構想において、医療

圏外へのがん患者流出減少に寄与するよう期待されている）。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、上小医療圏及び隣接する佐久・松本両医療圏には緩和ケア病棟が設置されている

病院がなく、緩和ケア病棟への入院を求める患者は遠隔地まで出向く必要があるため、地

域における更なる役割を担うことを目的として、当該病院における緩和ケア病棟の新設を

投資決定した。 

 

・ＭＲＩ（３．０テスラ）導入整備（東広島医療センター） 

当該病院は、所在する広島中央二次保健医療圏で唯一の急性期拠点病院として地域医療

を担っているが、所有するＭＲＩが１台であり、検査ニーズに十分に対応できていないた

め、他医療圏へ患者が流出せざるを得ない要因となっている。 

また、東広島市の「救急医療体制等の確保・整備に関する中間とりまとめ」において

も、東広島市における高度専門医療の提供・強化として、当該病院の２台目のＭＲＩ導入

が求められており、地域における更なる役割を担うためにも、当該病院におけるＭＲＩ

（３．０テスラ）導入を投資決定した。 

 
・リニアック整備（九州医療センター） 

    当該病院では、放射線治療患者数は増加傾向にあったものの、リニアックが最新鋭の機

器ではなかった影響もあり、他院に患者を紹介せざるを得ないなど患者数の伸びが頭打ち

となっていた。このため、新たなリニアックを整備することにより、患者数を増加させる

とともに、これまで十分に実施できていなかった強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）を実施

することで更なる収益増を図るため、当該病院におけるリニアック整備を投資決定した。 

 
  【令和元年度の投資決定】 

令和元年度では、法人の資金状況を踏まえながら、医療機能を維持するための投資、地域

医療構想等への対応に必要な投資や短期間での投資回収が可能となることで更なる資金獲得

が期待できる整備への投資を着実に行う一方で、病院の機能に鑑み、真に必要な整備内容へ

の精査に加えて、各病院の資金状況によっては投資不可とする等、厳しい投資判断を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 
【参考資料】 

資料５２：令和元年度の財務状況等［２１７頁］ 

資料５３：施設基準の取得状況［２１９頁］ 

資料５４：病棟建替等整備について［２２０頁］ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （１）人件費

と委託費の適

正な水準の確

保 

各病院が提

供する医療内

容のほか、医

療の高度化や

各種施策への

対応などを踏

まえながら、

人件費比率と

委託費比率に

も留意しつ

つ、業務の量

と質に応じた

病院運営に適

正な人員配置

に努める。 

給 与 水 準

は、国家公務

員の給与、民

間企業の従業

員の給与、法

人の業務の実

績及び職員の

職務の特性等

を考慮し、国

民の理解が十

分得られるよ

う必要な説明

ができるもの

とする。 

（１）人件費

と委託費の適

正な水準の確

保 

各病院の提

供する医療サ

ービスの内容

や経営状況を

踏まえた適正

な人員配置に

努める。業務

委託について

も委託内容の

病院間比較と

いった調査・

分析や委託契

約額等の情報

共有に取り組

むなど、コス

ト低減化に十

分配慮した有

効活用を図

る。 

こうした取

組により、人

件費比率と委

託費比率との

合計が、業務

の量と質に応

じた病院運営

に適正な水準

となることを

目指す。 

給 与 水 準

は、国家公務

員の給与、民

間企業の従業

員の給与、法 

 
＜評価の視点＞ 

・ 各病院の提

供する医療サ

ービスの内容

や経営状況を

踏まえた適正

な人員配置に

努めている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 委託内容の

病院間比較と

いった調査・

分析や委託契

約額等の情報

共有に取り組

むなど、コス

ト低減化に十

分配慮した有

効活用を図っ

ているか。 

・ 人件費比率

と委託費比率

との合計が、

業務の量と質

に応じた病院

運営に適正な

水準となって

いるか。 

（１）人件費と委託費の適正な水準の確保 

 
１．業務量の変化に対応した柔軟な人員配置 

  診療報酬の施設基準における人員配置や業務量に応じた標準的な配置数を参考に、病院毎

の患者の状況や経営状況、業務量の変動等を総合的に勘案し、必要な職員を配置した。 

  ただし、人件費の増加を抑えるため増員に当たっては、既存体制の見直しを前提とするこ

となどの対策を講じつつ職員定数の管理を厳格に行い、特に看護師の中途離職者に対応する

ための見込み採用者数を適正に設定するため、本部、グループにおいても個別病院の見込み

採用者数についてチェックを行い、適正な配置計画となるよう助言を行った。 

   

 【１月１日時点の現在員数】 

平成３０年度       令和元年度 

（平成３１年１月１日）  （令和２年１月１日） 

医師      ６，１７４名       ６，１８４名 

看護師    ４０，２２７名      ４０，２０７名 

コメディカル  ８，６７６名       ８，７９６名 

その他     ７，１０１名       ７，０３９名 

合計     ６２，１７８名      ６２，２２６名 

 

２．コスト低減化に向けた業務委託の有効活用 

各病院における委託費の削減や効率的な業務委託契約を支援することを目的として、全病

院における業務委託契約の契約額等についての調査を令和元年度も引き続き実施し、各病院

が自院と同規模の病院の契約額等と比較検討が行えるよう、調査結果のフィードバックを行

った。 

また、ＳＵＲＥプロジェクトに基づく資金余力の改善に向けた取組の一つとして業務委託

契約に関する現状、問題点、方向性等について議論を行い、エレベーター保守契約や医療機

器保守契約の見直しに取り組んだ。 

 

３．人件費率と委託費率を合計した率の抑制 

  技能職の離職後不補充や非効率病棟の整理・集約等を図る一方で、医療法及び診療報酬並

びに障害者総合支援法等の人員配置基準による国の制度に沿った体制を令和元年度も引き続

き整備した。また、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処遇改善にも留意

しつつ、必要な人材確保を行った。 

  人件費率と委託費率を合計した率については、効率的な業務委託契約の見直しに取り組ん

だ結果、平成３０年度を下回ることができた。 

 

【診療事業における人件費率（委託費を含む）】 

・平成３０年度 ５８．８％ → 令和元年度 ５８．３％ 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   人の業務の実

績及び職員の

職務の特性等

を考慮し、国

民の理解が十

分得られるよ

う必要な説明

ができるもの

とする。 

・  給与水準

が適正に設

定され、それ

についての

法人の説明

が、国民の理

解が十分に

得られるも

のとなって

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．職員の給与水準 

  当法人の給与水準については、独立行政法人通則法に則って適切に対応している。 

令和元年度は、経常収支の黒字化を達成できたが、中長期的な資金保有見通しは厳しい見

通しであることを踏まえ、給与の改定は行わなかった。 

  医師の給与については、平成１７年度に年俸制を導入して勤務成績を反映させるなど、民

間医療機関などの状況を踏まえながら改善を進めている。   

看護師については、民間医療機関における給与水準を考慮して、独法移行時に中高年齢層

の一般看護師の給与カーブを引下げるなどの措置を講じている。 

  また、事務・技術職員については、国の一般職給与法を参考にしているが、独法移行時に

中高年齢層の一般職員の給与カーブを引下げるなどの措置を講じている。 

  令和元年度の対国家公務員指数（※）は、医師：１０４．４、看護師：９５．６、事務・

技術職：９６．６となった。 

 

  ※対国家公務員指数は、独立行政法人と国家公務員の給与の比率を独立行政法人の年齢階

層別人員構成又は年齢・地域・学歴階層別人員構成を勘案して算出したものであり、国

家公務員の給与水準を１００とした場合の独立行政法人の給与水準を表すもの。 

 

年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （２）経費の

節減 

使用医薬品

の標準化を推

進し、他の独

立行政法人と

の間で医薬

品・医療機器

等の共同購入

を引き続き実

施するととも

に、これまで

の効果を検証

しつつ、より

効果的な調達

方法を検討す

る。 

後発医薬品

については、

これまでの取

組を継続し、

今後も他の医

療機関の模範

となるよう、

より一層の採

用促進を図

る。 

その他、共

同入札等によ

り経費の節減

が可能となる

契約案件につ

いて、その実

現可否を検討

し、更なる節

減を目指す。 

（２）経費の

節減 

 医薬品購買

情報の分析・

活用により、

使用医薬品の

標準化に取り

組むととも

に、引き続き

国立高度専門

医療研究セン

ター及び労働

者健康安全機

構との連携に

よる医薬品の

共同購入を実

施する。 

医療機器に

ついては、引

き続き労働者

健康安全機構

及び地域医療

機能推進機構

との連携によ

る共同購入を

実施する。ま

た、共同購入

の対象機種の

拡大等に取り

組むととも

に、価格情報

の共有化によ

る購入価格の

標準化を図

る。 

調達品目の

特性に応じた

コストパフォ 

 
＜評価の視点＞ 

・ 使用医薬品

の標準化に取

り組んでいる

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 国立高度専

門医療研究セ

ンター及び労

働者健康安全

機構との連携

による医薬品

の共同購入を

実施している

か。 

（２）経費の節減 

 
１．国立病院機構使用医薬品の標準化（再掲） 

平成１７年度から医療安全、医薬品管理の効率化に資するため、国立病院機構本部に標準

的医薬品検討委員会を設置し、使用医薬品の標準化の取組を進めている。 

令和元年度においては、新薬の薬価収載、治療ガイドラインの変更に対応するため３度目

の全面改訂を行った。今回は、使用薬品の標準化をさらに推進するため同一成分の複数規格

の整理、口腔内崩壊錠への統一の検討も併せて行った。改訂は、医薬品検討委員会における

７つの分野ごとの小委員会で前年度購入のあった４，７９４医薬品について検討を行い、そ

の結果に基づいて２，７３８医薬品を標準的医薬品とした。また、標準的医薬品リストに掲

載された品目は原則共同購入で調達しており、医薬品費の低減に努めている。 

 

＜経緯（参考）＞ 

・平成２８年度：平成２６年度のリストに、抗がん剤、血漿分画製剤、直近の新医薬品の検

討を加えて全面的な見直しを行い、１７２医薬品を削除し、新たに６５２

医薬品を追加し、２，９２１医薬品を標準的医薬品とした。 

・平成２９年度：平成２８年度に全面的に見直した標準的医薬品リストを運用するととも

に、医薬品検討委員会における７つの分野ごとの小委員会で５３医薬品に

ついて検討を行い、その結果に基づいてリストに４８医薬品を追補し、

２，９６９医薬品を標準的医薬品とした。 

・平成３０年度：平成２９年度に見直した標準的医薬品リストを運用するとともに、医薬品

検討委員会における７つの分野ごとの小委員会で６６医薬品について検討

を行い、その結果に基づいてリストに６１医薬品を追補し、３，０３０医

薬品を標準的医薬品とした。 

 
２．医薬品の共同購入について 

令和元年度の医薬品の共同購入については、国立高度専門医療研究センター及び労働者健

康安全機構と連携のうえ、引き続き実施した。令和元年度は、地域毎の市場価格をより反映

させるため、平成３０年度と同様に入札エリアを５エリアで実施した。 

  入札品目のグルーピングの見直しや、入札とは別に市場価格の変動を踏まえた価格交渉を

実施し、契約価格の変更を行うことにより、更なる医薬品費の低減に努めた。 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   ーマンスの高

い調達方式を

実施できるよ

う医薬品・医

療材料を中心

に検討する。 

後発医薬品

の 使 用 割 合

を、政府目標

の水準を維持

しつつ、平成

２９年度実績

以上とすると

ともに、後発

医薬品の使用

を更に促進す

るために、使

用状況等を把

握し、後発医

薬品リストの

情報共有を行

う。 

・ 価格情報の

共有化による

購入価格の標

準化を図って

いるか。 

 
・ 医療機器に

ついて、引き

続き労働者健

康安全機構及

び地域医療機

能推進機構と

の連携による

共同購入を実

施している

か。また、共

同購入の対象

機種の拡大等

に取り組んで

いるか。 

 

 

 

 

 

 
・ 後発医薬品

の使用を更に

促進し、後発

医薬品リスト

の情報共有を

行っている

か。 

３．医療機器購入価格の標準化に向けた取組 

令和元年度も引き続き、各病院における医療機器の購入を平準化・低廉化するため、購入

件数の多い医療機器について、本体価格（対象医療機器７０種類）の情報を本部で集計・分

類し、毎月各病院に情報の提供を行った。 

 
４．大型医療機器の共同入札実施 

令和元年度の大型医療機器の共同購入については、労働者健康安全機構及び地域医療機能

推進機構と連携のうえ引き続き実施した。 

令和元年度入札分においては、平成３０年度中から手続きに着手し、早期整備を図った。

対象品目は、大型医療機器の１０品目（ＣＴ、ＭＲＩ、血管連続撮影装置等）で、令和元年

度は８品目の入札を実施した。スケールメリットを活かし、保守費用を含めた総コストで市

場価格を下回る価格での購入を実現するとともに、本部での一括入札により、各病院の入札

業務の効率化を図るなど、効率的な設備機器整備を行った。 

また、令和２年度入札分について、新たに日本赤十字社を加えた４法人で連携して実施す

ることを目指し調整した。 

 

【共同入札への参加状況、入札台数】 

平成３０年度 １４病院 ２２台 → 令和元年度 ３２病院 ３５台 

 

５．大型医療機器以外の共同入札実施 

令和元年度においては、新たな取組として、大型医療機器以外の医療機器についても共同

購入を実施することで更なる経費の節減に努めた。 

 

【共同入札への参加病院数、対象機器】 

   令和元年度 ２７病院、４機種（温冷配膳車、除細動器等） 

 

６．後発医薬品の利用促進（一部再掲） 

令和２年９月までに後発医薬品の使用割合を８０％とする政府目標に対し、国立病院機構

では、引き続き後発医薬品使用促進対策を行った。平成２９年度は後発医薬品の採用率が８

３．５％となり、政府目標と比較して３年早く達成し、平成３０年度においても８６．２％

と採用率を増加させた。 

さらに令和元度の後発医薬品の採用率は８８．７％であった。 

 

【これまでの促進対策】 

 ・各病院における取組の共有 

 ・後発医薬品使用割合ランキング、薬効別納入価格表などの配布 

 ・共同入札の見直し 

年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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157 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     【後発医薬品採用率（新算定式）】 

数量ベース       平成３０年度 ８６．２％  → 令和元年度 ８８．７％  

採用率７０％以上の病院 平成３０年度 １３４病院 → 年令和元度 １３６病院 

 
７．医療材料費適正化事業について 

  医療材料費の適正化について、平成２７年度から医療材料に係るベンチマークシステムの

導入を推進し、平成３０年度には１４１病院全てに導入が完了し、同システムを活用した医

療材料費の適正化に令和元年度も引き続き取り組んだ。 

  加えて、本部においても各病院への支援として、現ＳＰＤ契約の見直しと価格交渉の支援

を合わせて実施する「医療材料費適正化支援事業」に取り組み、令和元年度においては２．

６億円の費用を削減し、１３病院に対して令和２年度以降の契約についての支援を実施し

た。 

 
8．各種契約見直し等の取組について 

  令和元年度における新たな取組として、電力契約、医療機器保守契約及びエレベーター保

守契約に係る費用の削減について取り組んだ。 

電力契約については、これまで各地域における電力会社（東京電力、関西電力等）と随意

契約により契約を行ってきたが、電力自由化に伴う新電力会社との電力契約が可能となって

いることを踏まえ、一般競争入札により電力契約を行うことで電気料金の削減に取り組み、

令和元年度においては１２２病院が一般競争入札を行い、２．５億円の費用を削減した。 

  また、本部において４９病院を対象に医療機器保守契約の価格交渉等を新たに実施し、８

病院においてエレベーター保守契約のメーカーとの価格交渉や独立系保守会社への切替につ

いても新たに実施するなど、令和２年度以降の契約の見直しを行った。 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料５５：大型医療機器共同入札対象品目［２２１頁] 

資料 ７：医薬品の標準化［５７頁］ 

資料２１：後発医薬品の使用促進について［１０７頁］ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （３）調達の

効率化 

公正かつ透

明な調達手続

に よ る 適 切

で、迅速かつ

効果的な調達

を実現する観

点から、調達

等合理化計画

に基づく取組

を着実に実施

する。 

（３）調達の

効率化 

公正かつ透

明な調達手続

に よ る 適 切

で、迅速かつ

効果的な調達

を実現する観

点から、調達

等合理化計画

に基づく取組

を着実に実施

する。 

＜評価の視点＞ 

・ 公正かつ透

明な調達手続

による適切

で、迅速かつ

効果的な調達

を実現する観

点から、調達

等合理化計画

に基づく取組

を着実に実施

しているか。 

（３）調達の効率化 

１．「調達等合理化計画」に基づく取組について 

競争性のない随意契約については、これまで「独立行政法人の契約状況の点検・見直しに

ついて」（平成２１年１１月１７日閣議決定）に基づき策定した随意契約等見直し計画を着実

に実施し、真にやむを得ないものを除き、競争性のある契約方針への移行を進めてきた。 

また、一者応札・応募の解消については、これまで平成２２年３月３１日付企発第０３３

１００２号企画経営部長・業務監査室長通知に基づき、「「契約監視委員会」の点検・見直し

及び指摘を踏まえた契約事務の徹底について」を策定し、応札条件、仕様内容及び公告期間の

見直し等を行い、競争への参加者が複数となる改善に取り組んできた。 

令和元年度においても、引き続き上記取組を行うとともに、「独立行政法人における調達

等合理化の取組の推進について」（平成２７年５月２５日総務大臣決定）を踏まえて作成した

「調達等合理化計画」に基づき、競争性のない随意契約によらざるを得ない案件及び新たに随

意契約を締結することとなる案件についても、会計規程等における「随意契約によることがで

きる事由」に該当している理由を契約監視委員会において確認し、全審議案件について公正性

及び透明性を確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考資料】 

資料５６：随意契約等見直し計画［２２２頁］ 

資料５７：「契約監視委員会」の点検・見直し及び指摘を踏まえた契約事務の徹底について 

［２２４頁］ 

資料５８：令和元年度独立行政法人国立病院機構調達等合理化計画［２２７頁］ 
 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （４）収入の

確保 

地域から求

められる医療

を提供する上

で、施設基準

の維持又は上

位基準の取得

を図り、安定

的な収入の確

保を図る。 

また、医業

未収金の低減

に引き続き努

める。 

（４）収入の

確保 

 施設基準の

維持又は上位

基準の取得を

図るため、全

病院における

施設基準の取

得状況を把握

し、情報共有

を行うことな

どにより安定

的な収入の確

保を図る。 

また、医業

未収金の低減

に引き続き努

める。 

＜評価の視点＞ 

・ 施設基準の

維持又は上位

基準の取得を

図るため、全

病院における

施設基準の取

得状況を把握

し、情報共有

を行っている

か。 

（４）収入の確保 

１．施設基準の取得状況について  

診療報酬における施設基準については、地域医療構想をはじめとする国の施策に対応して

いく観点や、各病院における取組の適切な評価、安定的な収益確保に資するため、本部から

各病院に対して、全病院の施設基準の取得一覧表、厚生労働省から発出されている平成１８

年度以降の診療報酬に係る疑義解釈や、平成３０年度に実施した診療報酬請求に係るコンサ

ルティングにより得られた成果物（ノウハウ）を加えたデータベースの共有を行った。さら

に、経営企画室長や副看護部長等を対象とした病院経営研修（Ⅰ）において、適時調査で指

摘を受けた記載漏れや算定誤り事例の紹介・対応策の提案や、各病院からの疑義解釈に速や

かに対応する体制とするなど、各病院が、地域における自院の役割などを踏まえつつ、診療

機能・規模が類似する病院の施設基準の届出状況を比較検討しながら、積極的な施設基準の

取得が可能となるための取組を行っている。 

また、各病院において、届出を行っている施設基準について、毎月要件を満たしているか

の確認を行う等の取組を行い、さらに内部監査等においても確認を行う仕組みとしている。 

前述の施設基準の取得一覧表やデータベースを活用し、取得可能な施設基準の届出が漏れ

なく行われるよう支援を行うとともに、診療報酬改定による施設基準の創設や見直しの背

景・趣旨、次期改定による見直しの方向性などの説明も行いながら、現在取得している施設

基準の維持や、新たに取得する施設基準の維持のために将来を見通した体制確保等について

支援を行った。 

令和２年度診療報酬改定への対応として、病院長会議等において、診療報酬改定の大きな

方向性の周知を行うとともに、各病院に対して、中央社会保険医療協議会における検討状況

等をその都度速やかに提供することで、各病院が、施設基準の創設や見直しの背景・趣旨を

理解した上で、早い段階から、自院の体制を確認し届出の準備ができるよう取組を行った。 

 
 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 医業未収金

の低減に引き

続き努めてい

るか。 

２．医業未収金の低減に向けた取組について  

未収金が発生した場合に生じる債権管理や督促の業務負担をできる限り抑制するため、各

病院においては、 

・患者に退院前に支払いをしてもらうよう、入院費概算額の事前通知や多様な支払方法の

周知、ＭＳＷ等との連携による退院時精算の徹底 

・高額療養費に係る限度額適用認定証の取得や出産育児一時金の直接支払い制度の利用の

紹介 

などの未収金の発生防止に取り組んでいるところであり、これらの取組状況については、内

部監査等において確認を行っている。 

また、医業収益に対する医業未収金の割合が高い病院に対しては、順次医業未収金管理シ

ステムを導入しており、令和元年度においては１６病院に導入し、債権管理業務の効率化を

図った。 

  令和元年度についても、全ての病院に対して、債権管理・督促業務が債権管理マニュアル

（未収金対策マニュアル）に沿って行われているかについて調査を行い、非効率となってい

る病院に対して個別に支援を行うなど、債権管理・督促業務の効率化を図った。 

 
 【医業未収金管理システム導入病院数（累計）】 

  平成２８年度：１８病院 

  平成２９年度：１４病院（３２病院） 

  平成３０年度：１４病院（４６病院） 

  令和 元年度：１６病院（６２病院） 

 
医業未収金（患者自己負担分）のうち、回収が遅延している医業未収金は約２５．３億円

であり、また医業収益に対する割合は前年度とほぼ同率を維持した。 

 

（医業未収金残高（不良債権相当分）） 

平成３０年度（平成３１年１月末現在）   →令和元年度（令和２年１月末現在） 

破産更生債権等    １，５７７百万円  → １，５７５百万円 （△３百万円） 

その他の医業未収金    ８９４百万円  →   ９５３百万円 （＋５９百万円） 

合計           ２，４７１百万円  → ２，５２８百万円 （＋５６百万円） 

 

  ※医業未収金：患者負担分のうち３か月以上未収となっている債権 

 

 
【参考資料】 

資料５２：令和元年度の財務状況等［２１７頁］ 

資料５３：施設基準の取得状況［２１９頁］ 

 

年度計画の目
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （５）保有資

産の有効活用

の推進 

保有資産に

ついて、病院

機能との連携

を 考 慮 し つ

つ、地域包括

ケアシステム

の 構 築 や 医

療・介護・福祉

の連携に資す

る事業への貸

付等を図るな

ど、有効活用

に努める。 

（５）保有資

産の有効活用

の推進 

保有資産に

ついて、病院

機能との連携

を 考 慮 し つ

つ、地域包括

ケアシステム

の 構 築 や 医

療・介護・福祉

の連携に資す

る事業への貸

付等を図るな

ど、有効活用

に努める。 

＜評価の視点＞ 

・ 保有資産に

ついて、病院

機能との連携

を考慮しつ

つ、地域包括

ケアシステム

の構築や医

療・介護・福

祉の連携に資

する事業への

貸付等を図る

など、有効活

用に努めてい

るか。 

（５）保有資産の有効活用の推進 

保有資産については、医療・介護の連携の観点から訪問看護ステーション事業や特別養

護老人ホーム運営事業等への貸付（１４件）、福祉との連携の観点から障害者就労支援事

業や病後児保育事業等への貸付（６件）、教育・地域との連携の観点から看護大学や看護

師養成所運営事業等への貸付（１８件）を実施するなど、有効活用に努めた。 

また、全病院で「保有資産利用等検討委員会」を開催し、土地等の利用状況の確認や利

用計画の検討を行うとともに、本部においても「保有資産利用計画等フォローアップチー

ム」により、各病院の保有資産の活用状況について確認を行ってきた。結果、フォローア

ップチーム発足時の平成２４年度において利用計画の策定等が行われていなかった土地等

は、平成２８年度までに利用計画策定や利活用が実施されている。 

令和元年度も、引き続き本部においてフォローアップを行い、有効利用計画の策定が必

要となる資産を新たに保有することとなった４病院において利用計画が策定され（利用計

画策定：８２病院）、２病院で当該計画に基づく利活用が実施された（計画に基づく利活

用実施：５９病院）。 

利活用が実施されていない２３病院については、引き続き本部においてフォローアップ

を行い、利用計画の見直しも含め、利活用の実施に向け取り組む。 

 

 
年度計画の目
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （６）ＩＴ化

の推進 

診療事業や

臨床研究事業

などの進展を

図るため医療

分野のＩＴ化

に向けた戦略

的投資を進め

るとともに、

業務の質を維

持しながら効

率化を図るた

めのＩＴの活

用を検討す

る。 

また、今後、

新たに電子カ

ルテを導入す

る病院におけ

る仕様の標準

化に向けて検

討を行う。 

（６）ＩＴ化

の推進 

 電子カルテ

情報を収集・

分析する目的

で構築したＳ

Ｓ－ＭＩＸ２

標準規格を用

いた診療情報

集積基盤（Ｎ

ＣＤＡ）への

参加病院数を

引き続き拡大

させるととも

に、外部デー

タベースとの

連携に向けた

検討を行う。 

さらに、今

後、新たに電

子カルテを導

入する病院に

おける仕様の

標準化に向け

た調査を行う

とともに、各

部門システム

等 に つ い て

も、データ形

式を含む仕様

の標準化につ

いての調査、

データ利活用

や費用削減に

繋がる調達方

法の検討を進

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜評価の視点＞ 

・ 電子カルテ

情報を収集・

分析する目的

で構築したＳ

Ｓ－ＭＩＸ２

標準規格を用

いた診療情報

集積基盤（Ｎ

ＣＤＡ）への

参加病院数を

引き続き拡大

させるととも

に、外部デー

タベースとの

連携に向けた

検討を行って

いるか。 

（６）ＩＴ化の推進 

１．適切なＩＴ投資 

  令和元年度も引き続き、投資の参考となる国立病院機構の他の病院の電子カルテ等ＩＴ投

資に係る価格情報等を収集するとともに、各病院の規模や診療機能を勘案したうえで適切な

ＩＴ投資となるよう、投資委員会において審議のうえ投資を決定した。 

 

【電子カルテ整備を投資決定した病院】 

   平成３０年度 １８病院（うち２病院は新規）  

→ 令和元年度  ７病院（うち１病院は新規） 

 

【電子カルテ整備が完了した病院】 

   平成３０年度 １４病院（うち４病院は新規）  

→ 令和元年度 １７病院（うち２病院は新規） 

 

２．診療情報のデータベース化の最適な在り方  

 

（１）国立病院機構診療情報集積基盤（ＮＣＤＡ）の拡大（再掲） 

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（平成２７年６月３０日閣議決定）において国立病院

機構に対して求められている「電子カルテデータを標準的な形式に変換して出力・集積す

る事業を先行的に実施し、対象病院を順次拡大できる汎用的な手順書を作成して公開す

る」という我が国の電子カルテデータ標準化の全国普及・展開に資するため、国の補助金

を得て、厚生労働省が推奨しているＳＳ－ＭＩＸ２標準規格を用いて電子カルテ情報を収

集・集積するＩＴ基盤（国立病院機構診療情報集積基盤ＮＣＤＡ）を平成２７年度に構築

した。 

ＮＣＤＡを令和元年度も引き続き運用するとともに、この電子カルテデータ標準化の

ためのＩＴ基盤構築事業を発展・充実させるため、事業参加病院数を、令和元年度に３病

院を追加し、６６病院となった。また対応ベンダ数も主要７社でＮＣＤＡとの接続試験を

引き続き行うとともに、当初には収集できなかった診療経過記録や退院時サマリ、紹介状

データについても集積ができるよう改修したことで、より精度の高い臨床疫学研究等の実

施が可能になるデータベースとして運用している。 
 

【ＮＣＤＡ保有患者データ数（実患者）】 

平成３０年度末 １９０万人  

 → 令和元年度末 ２６０万人（うち新規３病院４万人） 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 新たに電子

カルテを導入

する病院にお

ける仕様の標

準化に向けた

調査を行って

いるか。 

 

 

 

 
・ 各部門シス

テム等につい

ても、データ

形式を含む仕

様の標準化に

ついての調

査、データ利

活用や費用削

減に繋がる調

達方法の検討

を進めている

か。 

（２）ＮＣＤＡを活用した災害時診療情報の抽出等（再掲） 

ＮＣＤＡの標準化機能を活かして、様々なベンダの電子カルテから災害診療記録用の

電子フォーマットの出力が可能となるよう対応モジュールをバージョンアップし、災害

時に必要な診療情報の自動抽出化等の開発及び検証を行い、その結果を導入手順書とし

て公開している。 

ＮＣＤＡ参加病院のうち災害拠点病院を中心に６３病院で本モジュールを導入済みで

ある。 

本モジュールの活用により、被災地の病院での医療ニーズを国立病院機構本部で集計

することが可能になり、本部が病院に代わり災害対策本部へ必要な情報を提供する等、

災害時の病院の後方支援に役立てている。 

 

（３）外部のデータベースとの連携（再掲） 

令和元年度より厚生労働省からの補助事業として、ＭＩＤ－ＮＥＴを活用した医薬品

等の安全対策の高度化を図ることを目的に、国立病院機構診療情報集積基盤（ＮＣＤ

Ａ）で解析している各種医療データを医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）のＭＩＤ－

ＮＥＴ側で解析が可能となるように変換し、提供することで、統合解析（※１）するた

めの環境を構築する「医療情報データベース連携推進事業」を開始した。 

令和元年度（初年度）は、ＮＣＤＡから抽出されるデータをＭＩＤ－ＮＥＴの分析用

データセットと同様の形式に変換するための医療情報データベース連携用変換ツールを

作製することができた。 

国立病院機構の「ＮＣＤＡ」は、ＭＩＤ－ＮＥＴより中小規模の病院が多く、慢性期

疾患のデータも多く含まれているため、ＮＣＤＡとＭＩＤ－ＮＥＴを連携し、統合解析

するための環境を構築することは、医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保するため

の医薬品の製造販売後調査等のデータ規模拡大やその他利活用可能データの拡充につな

がり、医薬品の有害事象リスクの把握、その安全対策の影響評価、処方実態の確認など

の「リアルワールドデータ」（※２）の実用化に向けて貢献できる。 

 

※１統合解析：各医療情報がどのような関係で成り立っているのかを調べる 

※２リアルワールドデータ：臨床研究、治験等以外の日常診療で得られた医療情報 

 

年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   

 

  （４）診療情報データベースの利活用の推進（再掲） 

医療の質の向上、臨床研究の推進、効率的な病院経営に資するため、国立病院機構診

療情報データベース（※）に格納されたデータを適切に利活用する際の手続き及び遵守

すべき事項等の必要な事項を平成２８年度に定め、診療情報の利活用を推進している。 

 

※診療情報集積基盤（ＮＣＤＡ）及び診療情報分析システム（ＭＩＡ） 

 

【利活用新規申請件数】（再掲） 

平成３０年度 ８件 → 令和元年度 １０件（うち外部機関５件） 

 

（５）外部機関へのデータ提供（再掲） 

   外部機関からのデータ提供依頼のニーズへ対応するため、令和元年度は、新たに民間

企業等の国立病院機構の職員以外でも診療情報の利活用の申請手続きが可能となるよう

規程等の整備を行った。 

   その結果、製薬企業等の民間企業３件を含む５件の外部からの利活用申請に対応し

た。 

   外部機関からの申請については、患者への不利益が無いよう、外部有識者からの意見

聴取を行うこととしている。 

 
３．各部門システム等における仕様の標準化について 

   令和元年１２月に開催された院長協議会（情報化推進委員会）において意見交換を実施す

るなど電子カルテ等システムの今後の調達方針について検討を進め、また、既に導入済の病

院の仕様を基に、新規に電子カルテの導入を進めるなど仕様の標準化に向けて取組を推進し

た。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料５９：電子カルテシステムの導入状況［２２９頁］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （７）経営能

力の向上への

取組 

職員の経営

意識の改善や

経営能力の向

上に資する取

組の実施によ

り、職員の資

質 向 上 を 図

る。 

（７）経営能

力の向上への

取組 

財務データ

や診療データ

を活用し、個

別病院に係る

経営環境や経

営上の課題を

析出する経営

分析を行い、

効率的な経営

を推進する。 

経営分析及

び経営改善手

法等の経営能

力並びに医事

業務や診療報

酬請求の能力

の向上を目的

とした研修を

実施する。  

 
＜評価の視点＞ 

・ 財務データ

や診療データ

を活用し、個

別病院に係る

経営環境や経

営上の課題を

析出する経営

分析を行って

いるか。 

 

（７）経営能力の向上への取組 

 
１．経営分析手法の共有の推進（再掲） 

（１）経営分析ツールの活用 

各病院が持続可能な病院経営を行っていくためには、自院の状況を客観的な視点から把

握し、常に必要な対策を検討・講じていくことが重要である。このために、地域内シェア

や診療の効率性、複雑性を近隣病院と比較し外部環境分析を行うためのグラフをＤＰＣ公

表データから作成するツールや、新入院患者数、新外来患者数、患者１人１日当たりの診

療収益など、様々な自院の実績を診療機能・規模が類似する国立病院機構の病院と比較し

内部環境分析を行うためのツールを毎年更新し、提供している。 

令和元年度は新たに、手術室・透析・外来化学療法・ＩＣＵ等の稼働状況、個室率、療

養環境加算・食堂加算、特別室・重症者室の算定実績や、各種設備・機器の稼働実績を取

りまとめ、内部環境分析ツールの充実を図った。 

また、本部・グループによる経営改善支援においては、当該経営分析ツールを活用し、

各病院と経営課題を共有しながら、改善に取り組んだ。 

 

 （２）総合コンサルティングの共有 

上記の取組を含め本部・グループによる様々な経営改善支援を行っている中、外部から

更なる経営改善策（課題の洗い出しや患者確保策、地域の関係機関との連携強化策等）の

提案・助言を受け各病院に横展開を図ることを目的として、経営改善に関する総合的なコ

ンサルティング業務をシンクタンクに委託し、平成３０年８月から令和元年８月にかけ

て、モデル病院として選定した急性期病院やセーフティネット系病院合計３病院に対し実

施した。 

具体的な内容としては、委託を受けたシンクタンクの担当者が当該病院を月に複数回訪

問し、院内関係職員へのヒアリングや地域の関係者（地域で連携している病院、診療所等

や救急隊）に対するアンケートの結果等に基づき、院内外の課題の洗い出しや課題解消策

についての提案・助言を行った（これによりいずれの病院も経常収支の改善を実現）。 

当該事業で得られた成果物（ノウハウ）については、横展開可能な成果物ごとに整理し

た上で各病院に対して情報提供するとともに、病院訪問の機会を捉えて病院幹部に対して

具体的な事例紹介を行うなど、各病院の経営改善の取組に活用している。 

  

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 経営分析及

び経営改善手

法等の経営能

力並びに医事

業務や診療報

酬請求の能力

の向上を目的

とした研修を

実施している

か。 

２．病院経営研修の実施（再掲） 

経営分析ツールを活用した経営分析及び経営戦略能力の向上を目的として、毎年、事務部

門に加えて、看護職（副看護部長・看護師長）も対象とした病院経営研修（Ⅰ、Ⅱ）（※）

を実施しており、令和元年度は、過去の受講者の意見も踏まえ、基礎的な経営指標の計算方

法や意味、各経営指標の相互の関係性、他院との比較に当たっての留意点を解説することと

し、受講者がこの研修で得た知識を各病院において、より実践的に活用できるよう、プログ

ラムの見直しを行った。 

病院経営研修（Ⅰ）においては、経営分析の必要性や経営戦略の方向性の理解を促進する

ため、外部講師による、地域医療構想が策定されるに至った我が国の医療の歴史・背景、地

域医療構想の趣旨、今後の医療提供体制の展望などについての講義を組み入れた。 

また、病院経営研修（Ⅱ）では、特定の病院を選定して、当該病院の外部環境・内部環境

を分析し、その結果から導き出される経営課題を洗い出した上で、課題に対する経営改善策

を検討し、更に改善額をシミュレーションするグループワークを複数のチームで実施してお

り、令和元年度は、特に地域医療構想を念頭においたものとするとともに、昨年度の病院経

営研修（Ⅰ）で用いた「グループワークの途中で他グループとの自由な意見交換を行う」と

いう手法を取り入れ、議論の活性化・深化を図った。 

 

※病院経営研修Ⅰ 

経営戦略策定、経営マネジメント能力の向上を目的として、経営企画室長や副看護部長

等を対象に実施（研修回数 ３回、受講者数１８０名） 

※病院経営研修Ⅱ 

経営分析ツール等を用いた経営分析能力の向上を目的として、経営企画係長や看護師長 

等を対象に実施（研修回数 ７回、受講者数２１６名） 

年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ３．医事業務研修 

   診療報酬請求事務における算定の知識に加え、今後の経営戦略に寄与できる（診療部門に

対し経営的視点から積極的に提言等を行える）人材育成を中期的な目標に掲げ、医事業務研

修を令和元年度も引き続き実施した。 

  令和元年度の受講者数は８６名で、累計の受講者数は１２年で１，３８５名となってお

り、医事担当で未受講の者に加え、新規採用事務職員、医事の経験のない若手職員、経営企

画担当職員等に対しても受講を促し、経営力の向上を図った。 

 

平成３０年度   ９２名  →  令和元年度   ８６名 

  

４．適切な診療報酬請求事務処理体制の確立 

  診療報酬については、各病院における取組の適切な評価、安定的な収益確保に資するた

め、本部において、厚生労働省から発出されている平成１８年度以降の診療報酬に係る疑義

解釈や、平成３０年度に実施した診療報酬請求に係るコンサルティングにより得られた成果

物（ノウハウ）を加えたデータベースの共有を行うともに、経営企画室長や副看護部長等を

対象とした病院経営研修（Ⅰ）において、適時調査で指摘を受けた記載漏れや算定誤り事例

の紹介・対応策の提案や、各病院からの疑義解釈に速やかに対応する体制とするなど、各病

院において、漏れなく積極的な請求が可能となるための取組を行っている。 

また、各病院に対しては、届出を行っている施設基準について、毎月要件を満たしている

かの確認を行う等の取組を行い、さらに内部監査等においても確認を行う仕組みとしてい

る。 

令和元年度も９病院において、各病院が医事業務を委託している業者以外の業者によるレ

セプト点検を実施し、この点検で判明した算定漏れ、算定誤りについて、委託業者に対し

て、再請求及び再発防止策を求めるとともに、医師や看護師等診療部門を含めた院内勉強会

を開催し、算定漏れ、算定誤りに通ずる診療録の記載ルールの徹底や記載漏れの防止策を講

じるなど、請求の精度を高めるための取組を行った。（点検実施病院数：９病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （８）一般管

理費の節減 

 一般管理費

（人件費、公

租公課、病院

支援業務経費

及び特殊要因

経費を除

く。）につい

ては、中期目

標期間の最終

年度におい

て、平成３０

年度と比べ、

５％以上節減

を図る。 

 

（８）一般管

理費の節減 

一般管理費

（人件費、公

租公課、病院

支援業務経費

及び特殊要因

経費を除く。）

については、

中期目標期間

の最終年度に

おいて平成３

０年度と比べ

５％以上節減

することを念

頭 に 置 き つ

つ、前年度以

下とする。 

＜評価の視点＞ 

・ 一般管理費

（人件費、公

租公課、病院

支援業務経費

及び特殊要因

経費を除

く。）につい

て、中期目標

期間の最終年

度において平

成３０年度と

比べ５％以上

節減すること

を念頭に置き

つつ、前年度

以下に向け取

組を進めてい

るか。 

（８）一般管理費の節減 

一般管理費については、第１期中期目標期間で３７．７％、第２期中期目標期間で２３．

８％と大幅な削減をしてきており、さらに第３期中期目標期間においても、内部統制部門の

強化、非公務員化への対応による費用増に加え、消費増税や電気料金の単価上昇などの外的

要因による影響がある中で、国からの要請に基づく情報セキュリティ対策強化に係る対応や

ＨＯＳＰｎｅｔの更新を実施したこと（パソコン購入費等９４百万円の発生）による費用を

除けば、０．５％の削減を実現している。 

このように、一般管理費については既に数々の取組によって大幅な削減を行ってきたとこ

ろであるが、引き続き節減に努めた結果、令和元年度は２４２百万円となり、平成３０年度

と比較し９．７％削減することができた。 

 

平成３０年度 ２６８百万円 → 令和元年度 ２４２百万円 

 
 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

 

 

４．その他参考情報 

 
特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－１ 予算、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、難

易度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

事前分析表（令和元年度）Ｉ－４－１ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

前中期目標期間最

終年度値 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値、平均値等、

目標に応じた必要な情報 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第５ 財務内

容の改善に関

する事項 

通則法第２

９条第２項第

４号の財務内

容の改善に関

する目標は、

次のとおりと

する。 

「第４ 業

務運営の効率

化に関する事

項」で定めた

取組を着実に

実施すること

で財務内容の

改善を図り、

前中期目標期

間末の繰越欠

損金の早期解

消に努めるこ

と。 

また、長期

借入金の元利

償還を確実に

行うこと。 

なお、毎年

の運営費交付

金の算定につ

いては、運営

費交付金債務

残高の発生状

況にも留意し

た上で、厳格

に行うものと

する。 

第３ 財務内

容の改善に関

する目標を達

成するために

とるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、

収支計画及び

資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ  

 
（自己評定Ｂの理由） 

 下記理由により、概ね計画どおりに実施した。 

 
 ○ 第三期中期計画期間の最終年度である平成３０年度末時点での繰越欠

損金９３．５億円を第四期中期計画期間中に解消するため、具体的な繰

越欠損金解消計画を作成し、公表を行った。当該計画に基づいた取組を

行った結果、経常収支は黒字を確保したものの、繰越欠損金の削減には

至らなかった。 

 
 ○ 長期借入金の償還は約定どおり行った。 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当で

あると確認できたため、評定を「Ｂ」とし

た。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  １ 予算、収

支計画及び資

金計画 

「第２ 業

務運営の効率

化に関する目

標を達成する

ためにとるべ

き措置」で定

めた取組を着

実に実施する

ことで財務内

容の改善を図

り、中期目標

期間中に、繰

越欠損金を解

消するよう努

める。なお、

繰越欠損金を

解消するた

め、具体的な

繰越欠損金解

消計画を作成

し、公表す

る。 

また、長期

借入金の元利

償還を確実に

行う。 

 

 

 

 

 
 「第２ 業

務運営の効率

化に関する目

標を達成する

ためにとるべ

き措置」で定

めた取組を着

実に実施する

ことで財務内

容の改善を図

り、繰越欠損

金の削減に努

める。また、

中期計画期間

中に繰越欠損

金を解消する

ため、具体的

な繰越欠損金

解消計画を作

成し、公表す

る。 

また、平成

３１年度の長

期借入金の償

還を約定どお

り行う。 

 

＜評価の視点＞ 

・ 財務内容の

改善を図り、

繰越欠損金の

削減に努めて

いるか。ま

た、中期計画

期間中に繰越

欠損金を解消

するため、具

体的な繰越欠

損金解消計画

を作成し、公

表している

か。 

１ 予算、収支計画及び資金計画 

１.繰越欠損金について 

  第三期中期計画期間の最終年度である平成３０年度末時点での繰越欠損金９３．５億円を第

四期中期計画期間中に解消するため、令和２年３月３１日に繰越欠損金解消計画を作成し公表

した。 

  また、財務内容の改善を図り、繰越欠損金を削減するため、以下のような取組を行った結

果、経常収支は黒字を確保したものの、繰越欠損金の削減には至らなかった。 

 

（１）収入の確保 

地域の医療機関の機能分化と連携を強化するため、近隣医療機関等への定期的な訪問や、

入退院支援看護師の配置による入退院支援を強化するなどの取組を着実に実施し、紹介率及

び逆紹介率の向上を図った。 

また、施設基準の維持又は上位基準の取得を図るため、全病院における施設基準の取得状

況を把握し、情報共有を行うことなどにより安定的な収入の確保を図った。 

 

【紹介率】  

平成３０年度 ７６．５％ → 令和元年度 ７７．３％ 

【逆紹介率】 

平成３０年度 ６４．１％ → 令和元年度 ６６．７％ 

 

（２）人件費率と委託費率を合計した率の抑制 

診療報酬の施設基準における人員配置や業務量に応じた標準的な配置数を参考に、病院毎

の患者の状況や経営状況、業務量の変動等を総合的に勘案し、必要な職員を配置した。ま

た、人件費の増加を抑えるため増員に当たっては、既存体制の見直しを前提とすることなど

の対策を講じつつ職員定数の管理を厳格に行った。 

業務委託については、全病院における業務委託契約の契約額等に関する調査を実施し、各

病院が自院と同規模の病院の契約額等と比較検討が行えるよう調査結果のフィードバックを

行うなど、各病院における委託費の削減や効率的な業務委託契約の支援を行った。 

こうした取組により、人件費率と委託費率を合計した率の抑制を図った。 

 

【診療事業における人件費率（委託費を含む）】 

平成３０年度実績 ５８．８％ → 令和元年度実績 ５８．３％ 

 

（３）経費の節減 

①医薬品については、医薬品購買情報の分析・活用により、使用医薬品の標準化に取り 組

むとともに、国立高度専門医療研究センター及び労働者健康安全機構との連携による共同

購入を実施した。 

 
繰越欠損金の

削減には至ら

なかったもの

の、具体的な繰

越欠損金解消

計画の取組を

進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     また、入札品目のグルーピングの見直しや、契約締結後の市場価格の変動を踏まえた価

格交渉の実施、後発医薬品の使用促進等により、更なる医薬品費の低減に努めた。 

 

【後発医薬品採用率（新算定式）】 

数量ベース       平成３０年度 ８６．２％  → 令和元年度 ８８．７％  

採用率７０％以上の病院 平成３０年度 １３４病院 → 令和元年度 １３６病院 

 

②医療機器については、労働者健康安全機構、地域医療機能推進機構との連携による共同

購入を実施した。日本赤十字社との連携については、令和２年度の実施に向けて調整し

た。また、共同購入の対象機種の拡大等に取り組むとともに、価格情報の共有化による

購入価格の標準化を図った。 
 

【大型医療機器共同入札への参加病院数、入札台数】 

平成３０年度 １４病院 ２２台 → 令和元年度 ３２病院 ３５台 

【大型医療機器以外の共同入札への参加病院数、対象機器】 

    令和 元年度 ２７病院、４機種（温冷配膳車、除細動器等）（令和元年度初実施） 
 

③医療材料については、ベンチマークシステムを活用した価格交渉を行うことで、医療材

料費の適正化に取り組み、約８００施設の医療材料費の価格を比較できるシステムを活

用した価格交渉を実施した。 

 

【医療材料費の適正化による費用削減額】 

  平成３０年度 ２．２億円 → 令和元年度 ２．６億円 

 

④その他、電力契約などの各種契約について、費用削減のための様々な方策による費用削 

減に努めた。 

 

    【電力契約の見直しによる費用削減額】 

     令和元年度 ２．５億円（令和元年度初実施） 

 

（４）投資水準の設定 

継続的・安定的な投資のため、中長期において法人資金を計画的にコントロールする手法

として、毎年度投資水準を設定し、その範囲内で投資を行うことで支出の平準化を図った。

その中で、投資回収性が高い投資案件についても、積極的に投資を行うための枠を設定する

ことで、更なる法人資金の獲得に努めた。 

 

  【投資回収性が高い投資案件への投資決定額】 

   令和元年度 ３８．３億円（令和元年度初実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  （１）予算 

別紙１ 

（２）収支計

画 

別紙２ 

（３）資金計

画   

別紙３ 

（１）予算 

別紙１ 

（２）収支計

画 

別紙２ 

（３）資金計

画   

別紙３ 

・ 長期借入金

の償還を約定

どおり行って

いるか。 

２.長期債務の償還 

 

約定どおり償還を行った。 

     

  【財政融資資金】 

           平成３０年度               令和元年度 

   元  金 ５５，７６７，６７６千円   元  金 ５８，１５０，２９０千円  

   利  息  ３，１８７，８９８千円   利  息  ２，６９０，１５５千円  

   合  計 ５８，９５５，５７３千円   合  計 ６０，８４０，４４５千円  

 

※令和元年度末時点での長期債務残高は５，２０２億円となっている。このうち平成１６年

度、国から承継した長期債務残高７，４７１億円については着実に返済し、令和元年度末

時点での残高は、１，２２３億円となっている。 

                 

  【長期債務残高】 

                    平成３０年度末    令和元年度末 

   国から承継した分        １，４８３億円   １，２２３億円 

   独法以降後に借り入れた分    ３，４４５億円   ３，９７８億円 

   合      計        ４，９２８億円   ５，２０２億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】  

 資料６０：繰越欠損金解消計画［２３０頁］ 

資料６１：独立行政法人国立病院機構中期計画 別紙１～３（予算、収支計画、資金計画） 

［２３１頁］ 

資料６２：独立行政法人国立病院機構年度計画 別紙１～３（予算、収支計画、資金計画） 

［２３４頁］ 

 

年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ２ 短期借入

金の限度額 

（１）限度額 

６０，０

００百万

円 

（２）想定さ

れる理由 

① 運営費交

付金の受

入遅延等

による資

金不足へ

の対応 

② 業績手当

（ボーナ 

ス）の支

給等、資

金繰り資

金の出費

への対応 

③  予定外の

退 職 者 の

発 生 に 伴

う 退 職 手

当 の 支 給

等、偶発的

な 出 費 増

への対応 

第４ 短期借

入金の限度額 

１ 限度額 

６０，０

００百万

円 

２ 想定され

る理由  

① 運営費交

付金の受

入遅延等

による資

金不足へ

の対応  

② 業績手当

（ボーナ

ス）の支

給等、資

金繰り資

金の出費

への対応 

③ 予定外の

退職者の

発生に伴

う退職手

当の支給

等、偶発的

な出費増

への対応 

 

 

 

 

 

 
 

 

・ 短期借入金

について、借

入理由や借入

額は適切なも

のと認められ

るか。 

 

 

 

 

２ 短期借入金の限度額 

 

令和元年度における短期借入金はない。 

年度計画の目

標を達成した。 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ３ 不要財産

又は不要財産

となることが

見込まれる財

産がある場合

には、当該財

産の処分に関

する計画 

なし 

 

 

 

 

 

４ ３に規定

する財産以外

の重要な財産

を譲渡し、又

は担保に供し

ようとすると

きはその計画 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 不要財

産又は不要財

産となること

が見込まれる

財産がある場

合には、当該

財産の処分に

関する計画 

なし 

 

 

 

 

 

第６ 第５に

規定する財産

以外の重要な

財産を譲渡

し、又は担保

に供しようと

するときはそ

の計画 

なし 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関

する計画 

 
 なし 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ３に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画 

  
 なし 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ５ 剰余金の

使途 

中期目標の

期間中に各年

度の決算で生

じた剰余は、

将来の投資

（病院建物の

整備・修繕、

医療機器等の

購入等）及び

借入金の償還

に充てる。 

 

第７ 剰余金

の使途 

決算におい

て剰余が生じ

た場合は、将

来の投資（病

院 建 物 の 整

備・修繕、医療

機器等の購入

等）及び借入

金の償還に充

てる。 

・ 決算におい

て剰余が生じ

た場合は、将

来の投資（病

院建物の整

備・修繕、医

療機器等の購

入等）及び借

入金の償還に

充てている

か。 

 

５ 剰余金の使途 

 
令和元年度決算においては、剰余が生じなかった。 

 

 

【目的積立金等の状況（参考情報）】 

（単位：百万円、％） 

 30 年度末 

（参考） 

元年度末 

（初年度） 

２年度末 ３年度末 ４年度末 ５年度末 

（最終年

度） 

前期中期目標期間繰越積立

金 

0 0     

目的積立金 0 0     

積立金 0 0     

 うち経営努力認定額       

その他の積立金等 0 0     

運営費交付金債務 0 2,702     

当期の運営費交付金交付額

（a） 

14,828 15,528     

 うち年度末残高（b） 0 2,702     

当期運営費交付金残存率

（b÷a） 

0.0 17.4     

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画の目

標を達成した。 

評定  

 

 

４．その他参考情報 

 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－１ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

当該項目の重要度、難

易度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

事前分析表（令和元年度）Ｉ－４－１ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 

前中期目標期間最

終年度値 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値、平均値等、

目標に応じた必要な情報 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 

  

中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第６ その他

業務運営に関

する重要事項 

 通則法第２

９条第２項第

５号のその他

業務運営に関

する重要事項

は、次のとお

りとする。 

第４ その他

主務省令で定

める業務運営

に関する事項 

 

 

 

 

 

 

第８ その他

主務省令で定

める業務運営

に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 
（自己評定Ｂの理由） 

 ・全ての年度計画の目標を達成したため。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価

結果が妥当であると確認できた

ため、評定を「Ｂ」とした。 

 

令和元年度においては、現金

を扱う経理担当の本部職員によ

る法人の資金を着服した事案が

あったところであるが、当該事

案については適切に公表され、

当事者は職員の身分を失う厳罰

によって処分されるとともに、

全額返還されていること、現金

の取り扱いの見直しを含む職務

分離の徹底など、再発防止に取

り組んでいること、事案は遺憾

だが本項目について総合的に評

価する中で、法人全体の評価を

下げるまでには至らないものと

判断した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １ 人事に関

する計画 

良質な医療

を効率的に提

供していくた

めに、医師等

の医療従事者

を適切に配置

する一方、技

能職につい

て、アウトソ

ーシング等に

努めるなど一

層の削減を図

ること。 

また、必要

な人材の確保

及び育成につ

いて、計画的

な取組を実施

すること。 

さらに、多

様で柔軟な働

き方を可能と

する人事制度

を構築するこ

と。 

１ 人事に関

する計画 

良質な医療

を効率的に提

供していくた

め、医師、看

護師等の医療

従事者数につ

いて、医療を

取り巻く状況

の変化に応じ

て柔軟に対応

する。特に、

医師・看護師

不足に対する

確保対策を引

き続き推進す

るとともに、

離職防止や復

職支援の対策

を講じる。 

働き方改革

を推進する観

点から、育

児・介護のた

めの両立支援

やハラスメン

ト防止対策等

の各種施策に

ついて適切に

取り組む。 

有為な人材

の育成や能力

の開発を行う

ための研修を

実施するとと

もに、障害者

雇用の取組も 

１ 人事に関

する計画 

良質な医療

を効率的に提

供していくた

め、医師、看

護師等の医療

従事者数につ

いて、医療を

取り巻く状況

の変化に応じ

て柔軟に対応

する。特に、

医師・看護師

不足に対する

確保対策、女

性医師やシニ

ア医師の活躍

の場が広がる

方策などを引

き続き推進す

るとともに、

離職防止や復

職支援の対策

を講じる。 

働き方改革

を推進する観

点から、育

児・介護のた

めの両立支援

やハラスメン

ト防止対策等

の各種施策に

ついて適切に

取り組む。 

有為な人材

の育成や能力

の開発を行う 

 
＜評価の視点＞ 

・ 良質な医療

を効率的に提

供するため、

医師、看護師

等の医療従事

者について、

医療を取り巻

く状況の変化

に応じて柔軟

に対応してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人事に関する計画 

 

１．業務量の変化に対応した柔軟な人員配置（再掲） 

  診療報酬の施設基準における人員配置や業務量に応じた標準的な配置数を参考に、病院毎

の患者の状況や経営状況、業務量の変動等を総合的に勘案し、必要な職員を配置した。 

  ただし、人件費の増加を抑えるため増員に当たっては、既存体制の見直しを前提とするこ

となどの対策を講じつつ職員定数の管理を厳格に行い、特に看護師の中途離職者に対応する

ための見込み採用者数を適正に設定するため、本部、グループにおいても個別病院の見込み

採用者数についてチェックを行い、適正な配置計画となるよう助言を行った。 

   

 【１月１日時点の現在員数】 

平成３０年度       令和元年度 

（平成３１年１月１日）  （令和２年１月１日） 

医師      ６，１７４名       ６，１８４名 

看護師    ４０，２２７名      ４０，２０７名 

コメディカル  ８，６７６名       ８，７９６名 

その他     ７，１０１名       ７，０３９名 

合計     ６２，１７８名      ６２，２２６名 

 

２．良質な人材の確保及び有効活用 

院長については、適材適所の配置の考え方を徹底して選任に当たるとともに、看護師、事

務職等の職員については、グループ単位での職員一括採用を行うほか、グループ内での人事

交流を促進するよう人事調整会議を開催して人事異動等について意見交換を行い、良質な人

材の確保及び有効活用を図った。 

また、看護師及び事務職については、職員一括採用に当たり新卒者を対象としたグループ

主催の就職説明会や民間企業主催の合同説明会等で説明会を行った。 

がんゲノム医療といった新たな治療法や医療技術等の導入に伴い、今後、これら医療を実

施する上で必要となる特定の専門分野に精通した医療人材を常勤職員として機動的に確保で

きるよう給与規程に所要の規定を整備した。（令和２年度施行） 

 

３．患者のＱＯＬの向上及び療養介護事業の実施 

  患者のＱＯＬの向上のため、看護師の指示の下、入浴、食事、排泄等のボディータッチを

主として行うとともに夜勤にも対応できる職種として、「療養介助職」を設置している。 

令和元年度は、１８歳以上の重症心身障害者に対する障害者総合支援法に基づく療養介護サ

ービスの実施に必要な人員も含め、国立病院機構全体では７４病院で１，３７５名を配置し

ている。 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  

＜外部有識者からの意

見＞ 

・内部統制といっても

日頃少し気を付けれ

ば防げる話。まさか

やっていないだろう

と思ったところに問

題があるのでしょう

が、是非きちんとや

っていただきたい。 

・内部監査は抜き打ち

でやらなければいけ

ない。それから、内

部通報制度を入れる

など、そういう取組

も是非やっていただ

ければと思う。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  推進する。 

技能職につ

いて、アウト

ソーシング等

に努めるな

ど、一層の削

減を図る。 

法人の事業

規模や医療機

関の特性を踏

まえた多様で

柔軟な働き方

を可能とする

ための人事制

度に関する検

討を行い、多

様で柔軟な働

き方を可能と

する人事制度

を構築する。 

ための研修を

実施するとと

もに、障害者

雇用の取組も

推進する。 

技能職につ

いて、アウト

ソーシング等

に努めるな

ど、一層の削

減を図る。 

法人の事業

規模や医療機

関の特性を踏

まえた多様で

柔軟な働き方

を可能とする

ための人事制

度に関する検

討を行い、多

様で柔軟な働

き方を可能と

する人事制度

を構築する。 

・ 医師・看護

師不足に対す

る確保対策、

女性医師やシ

ニア医師の活

躍の場が広が

る方策などを

引き続き推進

しているか。 

 

 

 

４．医師確保対策としての各種制度の実施（再掲） 

 

（１）医師確保対策としての各種制度の運用 

定年を迎える医師の蓄積しているセーフティネット分野等の医療の専門的知識を一層

浸透させること、及び、短時間であれば勤務が可能な医師を確保することを目的とし

て、シニアフロティア制度、期間職員制度及び短時間正職員制度を引き続き運用した。 

また、特に医師確保が困難である等の理由で、機能維持ができなくなるおそれがある

病院に対しての医師派遣の仕組みを強化するため、平成２９年度に「医師派遣助成制

度」を整備し、医師の確保を図った。 

医師確保が困難な病院において、新規に常勤医師を採用する際に当該医師の医師手当

を増額できるよう、給与規程に所要の規定を整備した。（令和２年度施行） 

 

①シニアフロンティア制度 

平成１８年度に、医師確保が困難な国立病院機構の病院での診療に当たることを希望

した定年予定医師が引き続き勤務できるシニアフロンティア制度を創設し、平成２９年

度に、本制度を活用しやすくするために、より広く定年退職予定医師から意向確認をと

れるように変更し、制度の周知を図るためにリーフレットを作成した。令和元年度にお

いては、定年退職予定医師９名及び既に本制度を活用している医師３０名が、本制度を

活用した。 

 

   ②期間職員制度 

平成２７年度に、病院又は診療機能の維持・確保又は医師の専門的知識の伝達のた

め、国立病院機構の病院での診療に当たることを希望した６５歳を超えている医師を採

用できる制度を創設し、令和元年度においては、４７名が制度を利用した。 

 

③短時間正職員制度 

平成２７年度に、病院又は診療機能の維持・確保又は医師の専門性の向上のため、短

時間正職員制度を創設し、令和元年度においては、２０名が制度を利用した。 

 

④医師派遣助成制度 

    特に医師確保が困難である等の理由で、機能維持ができなくなるおそれがある病院に

対しての医師派遣の仕組みを強化するため、平成２９年度に「医師派遣助成制度」を整

備し、医師の確保を図った。これにより、特に医師確保が困難となっていた６病院に対

して、１２病院（延べ７２５人日（※））が医師派遣を行った。 

※「医師派遣助成制度」は平成２９年度に整備した医師派遣助成制度を活用して派遣を 

行った医師の延べ人日のみを記載。 

 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     （２）大学等関係機関への働きかけ 

    特に医師確保に問題のある病院については、国立病院機構本部の職員が、延べ２７回

以上大学等関係機関へ訪問し、医師派遣の働きかけを行うなど、令和元年度も引き続

き、国立病院機構全体の医師確保対策の取組を行った。 

 

（３）医師募集パンフレット等の作成及び配布 

医師募集パンフレット「けっこういいぞ！！ＮＨＯ 医師の処遇２０１９年度版」に 

ついて、令和元年度も引き続き２，０００部作成し、医師確保対策のため各グループ及び

各病院に配布し、採用活動に活用した。また、研修医・専修医向けの「研修医・専修医募

集ガイドブック」についても、令和元年度も引き続き２，５００部作成し、各病院に配布

し研修医・専修医の募集活動に活用した。 

  

５．看護師確保対策の推進 

 

 （１）看護職員就職説明会の実施 

    各グループにおいて、看護職員就職説明会を複数回開催し、看護職員や事務職員など

が病院の紹介、看護体制、卒後教育、処遇などを説明し、病院のインターンシップ参加

やその後の採用試験受験へとつなげている。 

 

（２）奨学金の貸与状況 

国立病院機構の各病院に就職を希望する看護学生を対象に、奨学金を貸与する制度を

平成１８年度に創設し、多くの学生が制度の活用の下に卒業、機構病院に就職した。令

和元年度においても看護師確保対策として９９４名に奨学金を貸与した。 

 

（３）看護師募集パンフレットの作成及び配布 

看護師募集パンフレット「けっこういいぞ！ＮＨＯ 看護職版」について、令和元年

度も引き続き作成を行い、看護師確保対策のため各グループ及び各病院に配布し、採用

活動に活用した。 

また、掲載内容については、ＡＣＴｙナース改訂に伴う教育支援の充実について等、

令和元年度も引き続き見直しを行った。 

 

【作成部数】 

平成３０年度 ５５，４０５部 → 令和元年度 ５５，８６５部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 離職防止や

復職支援の対

策を講じてい

るか。 

 

６．看護師の離職防止・復職支援策の実施 

令和元年度も潜在看護師のキャリア形成支援などを通じて離職防止・復職支援に引き続き

取り組み、近畿グループのホームページでは再就職支援として看護師や助産師の経験がある

方を対象に近畿グループ内の採用選考に関する情報などを提供する情報サイトを運用してい

る。なお、国立病院機構で令和元年度に調査した看護職員の離職率は全国平均を下回り、全

看護職員で１０．２％、新卒者は７．３％であった。 
 
 （参考） 
   ※日本看護協会による離職率調査（出典：２０１９年病院看護実態調査） 
    常勤看護職員 １０．７％   新卒者  ７．８％ 

  

（１）潜在看護師の就職支援 

潜在看護師に対する離職後のギャップを解消することを目的に、最近の看護の動向な

どをテーマとした公開講座や講習会を引き続き実施した。令和元年度には１４病院にお

いて合計１５回、７２名の参加者があった。 

 

（２）キャリア形成支援による離職防止 

機構のネットワークを活用し、急性期医療を提供している病院と慢性期医療を提供し

ている病院に勤務している看護師とが病院間相互交流を行い、セーフティネット分野の

医療や看護等について理解を深め、病院間異動を推進し、職員のキャリア形成及び組織

活性化のための素地を創るための取組を、令和元年度も引き続き行った。 

 

 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 働き方改革

を推進する観

点から、育

児・介護のた

めの両立支援

やハラスメン

ト防止対策等

の各種施策に

ついて適切に

取り組んでい

るか。 

７．働きやすい環境づくりの取組（再掲） 

  国立病院機構では、働き方改革の取組を推し進めており、長時間労働の削減等に向けた取

組を行っている。さらに、以下の育児・介護のための両立支援やハラスメント防止対策等に

ついて取組を行い、職員全員の勤務環境の改善にも努めた。 

 

（１）育児・介護のための両立支援 

 ○ ワーク・ライフ・バランス応援ガイドブック 

   第四期一般事業主行動計画「仕事と育児・介護の両立支援プログラム」の取組の一環と

して、母性保護、育児休業、介護休業、休暇、時間外勤務の制限などのワーク・ライフ・

バランスに関する各種制度について「ワーク・ライフ・バランス応援ガイドブック」を用

いて職員に周知している。 

 

（２）ハラスメント防止対策 

 〇 メンタルヘルス・ハラスメント研修の実施 

 ハラスメントに関する基礎的な知識を習得するとともに、ハラスメントが発生しない快

適な職場づくりのポイント及び相談対応を実践的に修得するための研修を各グループにお

いて、令和元年１１月～１２月に実施した。 

 

研修会場 実施日 参加者数 

北海道東北グループ 令和元年１２月 ２日（月） ２６名 

関東信越グループ  令和元年１１月１２日（火） ５５名 

東海北陸グループ  令和元年１１月２６日（火） ２９名 

近 畿 グ ル ー プ  令和元年１１月２５日（月） ３９名 

中国四国グループ  令和元年１２月 ６日（金） ３０名 

九 州 グ ル ー プ  令和元年１１月２９日（金） ４５名 

 

  

年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 有為な人材

の育成や能力

の開発を行う

ための研修を

実施したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．研修の実施 

  有為な人材育成や能力の開発を行うため、国立病院機構本部研修委員会により研修計画

（令和元年度）を策定し、実施した。一般研修、専門研修等を令和元年度も引き続き実施

し、新人職員の教育、離職防止対策等を講じた。また、職場環境や医療を取り巻く状況の変

化に柔軟に対応するため、情報セキュリティ研修（責任者、実務担当者に分けて実施）、認

知症ケア研修を実施した。なお、各グループや各病院においても個別に様々な研修を実施し

ている。 

 

 【研修の実施状況】 

本部主催研修     ：    ４１コース    ４，３４４名 

グループ主催研修 ：  ３１６コース   ８，７０３名 

 

【本部主催の主な研修】 

  ○管理・監督者研修 

・院長研修                                           ２７名 

・副院長研修                                            ３１名 

・統括診療部長研修                     ２２名 

・事務部長研修                       ２４名 

・薬剤部（科）長研修                     １７名 

○一般研修 

・評価者研修                                    ２０９名 

・ＱＣ手法研修                                            １２４名 

・広報担当者研修                      ６６名                 

・病院経営研修Ⅰ                          １８０名 

・病院経営研修Ⅱ                       ２１６名 

・青年共同宿泊研修                                        ６０名 

・リーダー育成共同宿泊研修                         ４８名 

・メンタルヘルス・ハラスメント研修                       ２２４名 

・情報セキュリティ研修                   ４２１名 

（内訳：責任者向け １５２名 実務担当者向け ２６９名） 

  ○専門研修    

・HIV 感染症研修                      ３５名 

・災害医療従事者研修                    ８３名 

・治験及び臨床研究倫理審査委員に関する研修         ４５名 

・初級者臨床研究コーディネーター養成研修                   ５７名 

・臨床研究・治験等事務担当者研修              ６６名 

・クオリティマネジメントセミナー                          ２０５名 

・重症心身障害児（者）医療に関する研修（Ⅰ、Ⅱ）         ４０名 

年度計画の目

標を達成し

た。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・ 障害者雇用

の取組を推進

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 技能職につ

いて、アウト

ソーシング等

に努めるな

ど、一層の削

減を図ってい

るか。 

 
・ 法人の事業

規模や医療機

関の特性を踏

まえた多様で

柔軟な働き方

を可能とする

ための人事制

度に関する検

討・構築を行

っているか。 

 

９．障害者雇用に対する取組 

  障害者の積極的な雇用に引き続き努めた結果、障害者雇用促進法に基づく、障害者雇用状

況報告の基準日（６月１日）時点の障害者雇用率は、２．６６％と法定雇用率（２．５％）

を上回った。 

基準日時点の雇用障害者数は、昨年の基準日（６月１日）時点から９１名増加した。 

 

・平成３０年６月１日時点 １，３２９名 

・令和 元年６月１日時点 １，４２０名 

 

 （参考）独立行政法人（１７７法人）の障害者雇用の状況（令和元年６月１日時点） 

               雇用障害者数          障害者雇用率 

独立行政法人（全体）   ９，６３６名           ２．６７％ 

うち国立病院機構    １，４２０名（約１５％）     ２．６６％ 

 

また、中央省庁等における障害者雇用率の不適切な算入事案があったことを受け、雇用障

害者数については、障害者雇用促進法に基づき適正に把握・計上するための留意事項等をま

とめ、各病院に周知するなど適切な運用に努めている。 

 

１０．技能職の削減 

  技能職については、平成３１年４月１日時点の職員数９４４名から令和２年４月１日時点

の職員数は９０１名となり、４３名の純減となった。また、離職後は不補充とし、業務をア

ウトソーシング等とした。 

 

１１．人事制度に関する検討・構築 

  良質な医療の提供等、国立病院機構が期待される役割を果たしていくためには、必要とな

る人材の安定的な確保を図ることが重要であり、それに向けた多様で柔軟な働き方を可能と

する人事制度に関する検討や構築に取り組んでいる。 

 
（１）無期転換ルールに対する取組 

労働契約法では無期転換申込権が発生するまでの通算雇用期間は「５年」とされている

が、国立病院機構で働く有期労働者の雇用の安定化が図られ、さらに、各病院で有為な人

材の確保・定着が図られるよう、国立病院機構独自の取組として「３年」としている。 

また、定年制を設けている当機構の雇用制度や組織運営を踏まえ、定年後引き続き雇用 

する再雇用職員等については、有期雇用特別措置法の特例措置を活用している。 

 
※労働契約法の無期転換ルールは、有期労働契約で働く者の雇止めの不安を解消し、安心

して働き続けることができる社会を実現するため、有期労働契約が通算で５年を超えて

繰り返し更新された場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できるルール。 

年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成し

た。 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     （２）有期雇用職員の雇用の安定化に資する取組 

    有期雇用の非常勤職員については、採用回数に上限があることが雇用に対する不安に

つながっているとの声があったことを踏まえ、雇用の安定化を図るため、上限回数を廃

止し、任期中の勤務実績等を踏まえて、繰り返し採用を判断する取扱いとしている。 

 
 （３）特定の専門分野に精通した医療人材の確保（再掲） 

    がんゲノム医療といった新たな治療法や医療技術等の導入に伴い、今後、これらの医

療を実施する上で必要となる特定の専門分野に精通した医療人材を常勤職員として機動

的に確保できるよう、給与規程に所要の規定を整備した。（令和２年度施行） 

 
 （４）医師確保困難病院における医師手当の特例（再掲） 

    医師確保が特に困難な病院において、新規に常勤医師を採用する際に当該医師の医師

手当を増額できるよう、給与規定に所要の規定を整備した。（令和２年度施行） 

 
（５）「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律」への対応 

     令和２年４月１日から、同一労働同一賃金に関する規定を整備した「短時間労働者及

び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律」が施行となることを踏まえ、それぞ

れの雇用目的等に応じた個々の待遇について、待遇の趣旨・目的と改正法の規定に照ら

して待遇差の内容等の確認を行うなど、法律に基づいた対応を行った。 

 
（６）転居を伴う人事異動における金銭的負担の軽減  

    引越業界の人手不足を背景に、春の引越シーズンの引越代金が高額となっている問題

を受けて、職員の転勤に伴う引越代金の負担を軽減するため、赴任旅費（移転料）を増

額して支給できることとした。（令和２年度施行） 

 

 

 

 

 

 
【参考資料】   

資料２０：療養介助職配置状況［１０６頁］ 

資料６３：看護師募集パンフレット「けっこういいぞ！ＮＨＯ 看護職版」［２３７頁］ 

資料６４：研修実施状況［２４２頁］ 

資料４２：令和元年度良質な医師を育てる研修一覧［１７１頁］ 

資料４５：連携大学院の一覧［１８９頁］ 

資料４４：情報誌「ＮＨＯ ＮＥＷ ＷＡＶＥ」［１７３頁］ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ２ 施設・設

備に関する計

画 

地域の医療

需要と合致し

た病院機能と

するため、機

能的改修を含

めた老朽棟の

整備や医療機

器等の整備を

効率的、効果

的かつ機動的

に行う。 

その際、経

営状況を勘案

しながら、継

続的かつ安定

的な投資を行

うため、現状

の医療機能を

維持・強化す

るために必要

な投資水準を

設定し、その

範囲内で投資

を行うことと

する。 

中期目標の

期間中に整備

する施設・設

備計画につい

ては、別紙４

のとおりとす

る。 

２ 施設・設

備に関する計

画 

 地域の医療

需要と合致し

た病院機能と

するため、地

域医療構想等

への対応に必

要な整備を着

実に進める。 

投資に当た

っては、法人

の資金状況を

踏 ま え な が

ら、現状の医

療 機 能 を 維

持・強化する

ために必要な

投資水準を設

定し、その範

囲内で投資を

行う。 

＜評価の視点＞ 

・  地域医療

構想等への

対応に必要

な整備を着

実に進めて

いるか。 

 
・ 投資に当た

っては、法人

の資金状況を

踏まえなが

ら、現状の医

療機能を維

持・強化する

ために必要な

投資水準を設

定し、その範

囲内で投資を

行っている

か。 

２ 施設・設備に関する計画（再掲） 

国立病院機構における投資は、厳しい経営状況や悪化した投資環境に鑑み、平成２９年度

以降当分の間、地域医療構想に基づく機能変更や法令対応等に係る投資を除き、各病院の資

金状況により投資不可とする等の厳しい投資判断を行う方針としている。 

あわせて、平成３０年度以降は、投資を継続的・安定的に実施していくことができるよ

う、中長期的な視点で法人全体の資金状況を踏まえた年度毎の投資枠に基づく投資を行うこ

ととしている。 

令和元年度では、引き続き設定した投資枠の範囲内で、医療機能を維持するための投資を

着実に行うとともに、地域医療構想等への対応に必要な投資や短期間での投資回収が可能と

なることで更なる資金獲得が期待できる整備への投資を行った。 

 
【地域医療構想等を踏まえた整備事例】 

・緩和ケア病棟整備（信州上田医療センター） 

  当該病院が所在する上小二次保健医療圏においては、地域がん診療連携拠点病院が存

在しない中、当該病院が地域がん診療病院の指定を受ける等、地域におけるがん医療の

中心的役割を担っている。（当該病院は地域がん診療病院として、地域医療構想におい

て、医療圏外へのがん患者流出減少に寄与するよう期待されている） 

  また、上小医療圏及び隣接する佐久・松本両医療圏には緩和ケア病棟が設置されてい

る病院がなく、緩和ケア病棟への入院を求める患者は遠隔地まで出向く必要があるた

め、地域における更なる役割を担うためにも、当該病院における緩和ケア病棟の新設を

投資決定した。 

 

・ＭＲＩ（３．０テスラ）導入整備（東広島医療センター） 

    当該病院は、所在する広島中央二次保健医療圏で唯一の急性期拠点病院として地域医

療を担っているが、所有するＭＲＩが１台であり、検査ニーズに十分に対応できていな

いため、他医療圏へ患者が流出せざるを得ない要因となっている。 

    また、東広島市の「救急医療体制等の確保・整備に関する中間とりまとめ」において

も、東広島市における高度専門医療の提供・強化として、当該病院の２台目のＭＲＩ導

入が求められており、地域における更なる役割を担うためにも、当該病院におけるＭＲ

Ｉ（３．０テスラ）導入を投資決定した。 

 
・リニアック整備（九州医療センター） 

    当該病院では、放射線治療患者数は増加傾向にあったものの、リニアックが最新鋭の

機器ではなかった影響もあり、他院に患者を紹介せざるを得ないなど患者数の伸びが頭

打ちとなっていた。このため、新たなリニアックを整備することにより、患者数を増加

させるとともに、これまで十分に実施できていなかった強度変調放射線治療（ＩＭＲ

Ｔ）を実施することで更なる収益増を図るため、当該病院におけるリニアック整備を投

資決定した。 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 積立金の

処分に関す

る事項 

前中期目標

期間の最終事

業年度におい

て、独立行政

法人通則法第

４４条第３項

の処理を行っ

てなお積立金

が あ る と き

は、厚生労働

大臣の承認す

るところによ

り、将来の投

資（病院建物

の整備・修繕、

医療機器等の

購入等）及び

借入金の償還

に充てる。 

  【令和元年度の投資決定】 

令和元年度では、法人の資金状況を踏まえながら、医療機能を維持するための投資、地域

医療構想等への対応に必要な投資や短期間での投資回収が可能となることで更なる資金獲得

が期待できる整備への投資を着実に行う一方で、病院の機能に鑑み、真に必要な整備内容へ

の精査に加えて、各病院の資金状況によっては投資不可とする等、厳しい投資判断を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考資料】 

資料５４：病棟建替等整備について［２２０頁］ 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 内部統制

の充実・強化 

内部統制の

更なる充実・

強化を図るた

め、内部監査

のほか、各病

院におけるリ

スク管理の取

組を推進する

とともに、情

報セキュリテ

ィ監査体制の

強化に取り組 

むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 内部統制

や外部監査等

の充実 

内部統制の

更なる充実・

強化を図るた

め、内部監査

のほか、各病

院におけるリ

スク管理の取

組を推進する

とともに、情

報セキュリテ

ィ監査体制の

強化に取り組

む。 

また、会計

監査人による

会計監査を全

病院に対して

実施するとと

もに、内部監

査や監事と連

携した抜き打

ち監査を実施

する。 

さらに、コ

ンプライアン

ス 徹 底 の た

め、各組織に

おける取組の

強化（法令遵

守状況の確認

方法の確立）

を行うことや

研修会の開催

等により職員 

３ 内部統制

や外部監査等

の充実 

内部統制の

更なる充実・

強化を図るた

め、内部監査

のほか、各病

院において作

成した「リス

ク事象リスト

及びリスクマ

ップ」により

明らかとなっ

たリスク及び

その対応策等

について国立

病院機構全体

でリスク管理

を 情 報 共 有

し、必要に応

じて各病院に

対してモニタ

リングを実施

するなど、リ

スク管理の取

組 を 推 進 す

る。あわせて、

情報セキュリ

ティに係る専

門的知識を有

する第三者に

よる監査を実

施するなど、

情報セキュリ

ティ監査体制 

＜評価の視点＞ 

・ 内部監査の

ほか、「リス

ク事象リスト

及びリスクマ

ップ」により

明らかとなっ

たリスク及び

その対応策等

について情報

共有し、必要

に応じて各病

院に対してモ

ニタリングを

実施するな

ど、リスク管

理の取組を推

進している

か。 

３ 内部統制や外部監査等の充実 

 

１．内部監査等によるリスク管理  

（１）内部監査の実施 

内部監査については、業務の適正かつ能率的な執行と会計処理の適正を期すことを目

的とし、実施期間、監査の区分、重点事項、対象監査部門及び実施方法を内部監査計画

として策定し、かつ、監査対象事項のリスクを考慮して計画的・効率的に実施した。 

また、会計監査人による財務諸表に係る会計監査の実施状況や内部監査の実施状況等

について、内部統制・監査部と会計監査人の間で相互に共有し、監査の実効性と効率性

の向上を図った。 

 

（主な重点事項） 

・支出原因契約に関する事項（契約審査委員会の実施状況、随意契約基準の適合状況、

一者応札・落札率１００％の解消への取組状況、競争性・公正性・透明性（特に公募

型企画競争の評価基準等）の確保状況、契約監視委員会からの指摘に対するフォロー

アップ） 

・収入原因契約に関する事項（契約方法（特に公募型企画競争の評価基準等）、再委託

の状況、徴収料金の適正性） 

・支払に関する事項（検収体制、会計伝票のチェック体制） 

・収入管理に関する事項（窓口収納現金の取扱状況、医事会計システムの対応状況） 

・現金等の管理に関する事項（金庫管理、病院外現金、簿外経理、小口現金） 

・債権管理に関する事項（記録・管理状況、督促実施状況、未収金対策） 

・勤務時間管理及び長時間労働削減の取組に関する事項 など 

 

①書面監査 

令和元年度も引き続き、各病院において、本部で作成した自己評価チェックリスト

に基づき、病院長自らが実施責任者として、自院の内部統制状況をモニタリングする

とともに、自己判定結果を内部統制・監査部に報告した。病院長は、自己評価チェッ

クを通して各業務担当者に対し、業務への取組方、ポイント等を再確認させるととも

に、是正すべき事項を発見した場合は、当該業務担当者に対し、速やかに改善措置を

講じるよう指示を行った。 

また、各病院から報告された自己判定結果を実地監査へ反映させるとともに、翌年

度の内部監査計画の重点事項の設定に役立てた。 

 

②実地監査 

令和元年度も引き続き、執行部門から内部監査部門として独立した内部統制・監査

部が実地監査を行い、監査業務の均一化を図り監査の質向上を促進することにより、

病院業務の品質管理を推進した。 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  の倫理観を高

めていく。 

の強化に取り

組む。 

また、会計

監査人による

会計監査を全

病院に対して

実施するとと

もに、内部監

査や監事と連

携した抜き打

ち監査を実施

する。 

さらに、コ

ンプライアン

ス徹底のた

め、各組織に

おける取組の

強化（法令遵

守状況の確認

方法の確立）

を行うことや

研修会の開催

等により職員

の倫理観を高

めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 情報セキュ

リティに係る

専門的知識を

有する第三者

による監査を

実施するな

ど、情報セキ

ュリティ監査

体制の強化に

取り組んでい

るか。 

ア 計画的監査 

令和元年度に計画した４２病院及び２グループ担当理事部門を対象に実地によ

る監査を実施した。監査時に指摘された事項等については、本部のリスク管理委

員会に報告したうえで、各病院に対し、速やかに改善措置を講ずるよう指示する

とともに、改善措置の状況について本部によるフォローアップを実施した。ま

た、内部監査による指摘事項は、ＨＯＳＰｎｅｔ掲示板に掲示するとともに、病

院長会議等において全病院に対して注意喚起を行った。 

 

イ 抜打監査 

令和元年度においても引き続き、契約事務の適正性の担保を図るため、抜打監

査を監事と内部統制・監査部が連携して６病院に対し実施した。 

 

ウ 臨時監査    

令和元年度においては、会計事務手続き等に関する不備のあった１病院に対し

て、臨時監査を実施し、適正な事務処理を行うよう是正した。 

       

（２）情報セキュリティ監査の実施 

国立病院機構が管理する情報資産をあらゆる脅威から守るために必要な情報セキュリ  

ティの確保と、その継続的な強化、拡充に最大限取り組むため、政府機関の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準に基づく統一的、横断的、かつ適切な、「国立病院機構情報セ

キュリティ対策規程」を平成２８年度に定め、同規程に基づく情報セキュリティ対策推進

計画及び国立病院機構情報セキュリティ監査計画書を策定し、情報セキュリティ監査を実

施した。 
 

①往査による監査 

令和元年度は、８病院を対象に、会計監査人のＩＴ専門家による第三者監査として、

情報セキュリティ対策規程等に準拠した対応状況を確認するマネジメント監査を実施し

た。 
 

②セキュリティ診断 

年々巧妙化、高度化する最新のサイバー攻撃を想定し、本部が管理する情報系ＨＯＳ

Ｐｎｅｔに対し、脆弱性診断及び侵入テスト等セキュリティ診断を実施した。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

    ・  内部監査

や監事と連

携した抜き

打ち監査を

実施してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 会計監査人

による会計監

査を全病院に

対して実施し

ているか。 

 
・ コンプライ

アンス徹底の

ため、各組織

における取組

の強化（法令

遵守状況の確

認方法の確

立）を行うこ

とや研修会の

開催等を行っ

ているか。 

（３）内部統制 

①内部統制の充実強化 

令和元年度も引き続き、理事長、内部統制担当役員、法人職員の間で情報を共有すると

ともに、理事長の法人運営方針及び指示の徹底など、内部統制システムの充実・強化に努

めた。 

 

【内部統制委員会／リスク管理委員会開催状況】 

平成３０年度 内部統制委員会 ３回 リスク管理委員会 １１回 

令和 元年度 内部統制委員会 １回 リスク管理委員会  ８回 

 

②通報制度の運用 

「独立行政法人国立病院機構内部通報事務手続規程」及び「独立行政法人国立病院機 

構外部通報事務手続規程」に基づき、通報者の保護を図るとともに、通報の受付・調査等

必要な対応を実施することにより、通報制度を適切に運用した。 

 
③リスク管理の徹底（リスク管理を活用した内部統制の取組） 

令和元年度は、各病院においてリスクマップやリスク対応策等について年２回自己点検

を実施するとともに、新たなリスク項目の追加を行った。また、実地監査において各病院

に対しリスク事象リストをもとにしたヒアリングを実施する等のモニタリングを行い、リ

スク管理の徹底を図った。 

 

２．会計監査人による監査の実施  

全病院、グループ担当理事部門及び本部を対象に、令和元年度も引き続き会計監査人によ

る会計監査を受け、会計処理等の指摘事項を踏まえて業務改善を図った。 

会計監査人の会計監査において発見された業務上の改善事項や内部統制に係る指摘事項

は、内部監査に反映させるとともに本部において集計・分析し、各病院にフィードバックす

ることで業務の改善及び適正な会計事務等の遂行に役立てた。 

 
３．コンプライアンス徹底への取組について 

コンプライアンスの推進を図るため、令和元年度も引き続き全病院で実施する新規採用職

員研修等において、職員に対するコンプライアンス制度の周知徹底を行った。 

また、各病院等のホームページや院内の掲示によりコンプライアンス推進の趣旨について

取引業者等への周知を令和元年度も引き続き行うとともに、派遣業者及び受託業者との契約

に当たっては、契約書等において、業者から派遣労働者等へ周知し、病院等へ誓約書を提出

する旨を明記している。 

さらに、各病院において、本部が作成した法令遵守状況に関する自主点検チェックシート

（マニュアル）を活用し、職場内における自主点検を引き続き実施しており、令和元年度に

おいても全病院が実施した。 

年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 情報セキ

ュリティ対策

の強化 

情報セキュ

リティ対策の

強化について

は、政府統一

基準群に基づ

き定めている

機構の情報セ

キュリティポ

リシーを引き

続き遵守する

とともに、職

員の情報セキ

ュリティ対応

能力の向上に

資する取組を

実施するな

ど、我が国の

医療分野にお

ける情報セキ

ュリティ強化

にも貢献する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 情報セキ

ュリティ対策

の強化 

情報セキュ

リティ対策の

強化について

は、引き続き、

政府統一基準

群に基づき定

めている国立

病院機構の情

報セキュリテ

ィポリシーを

遵守するとと

もに、職員の

情報セキュリ

ティ対応能力

の向上を図り

つつ、さらに、

国立病院機構

の情報セキュ

リティに関す

る知見を他の

医療機関にも

共有すること

で、我が国の

医療分野のセ

キュリティ強

化 に 貢 献 す

る。 

４ 情報セキ

ュリティ対策

の強化 

情報セキュ

リティ対策の

強化について

は、引き続き、

政府統一基準

群に基づき定

めている国立

病院機構の情

報セキュリテ

ィポリシーを

遵守するとと

もに、我が国

の医療分野に

おけるセキュ

リティ対策強

化に貢献する

べく、情報セ

キュリティに

関する研修コ

ンテンツを作

成、公表し、広

く他団体に対

し研修参加の

場を提供する

ことで、国立

病院機構の知

見を共有して

いく取組を開

始する。 

＜評価の視点＞ 

・  情報セキ

ュリティ対

策の強化に

ついては、引

き続き、政府

統一基準群

に基づき定

めている国

立病院機構

の情報セキ

ュリティポ

リシーを遵

守している

か。 

 

 

 

 

 

 
・ 情報セキュ

リティに関す

る研修コンテ

ンツを作成、

公表し、広く

他団体に対し

研修参加の場

を提供してい

るか。 

４ 情報セキュリティ対策の強化 

国立病院機構では、従来から情報セキュリティ対策に係る取組を行っているが、近年の行

政機関や公的医療機関等に対するサイバー攻撃は、高度化・巧妙化の一途をたどっており、

組織的に高度化された標的型攻撃やランサムウェア等による公的医療機関に対する攻撃など

が増加している。 

国立病院機構においては、日本年金機構をはじめとした個人情報漏洩事案等を踏まえた国

等からの要請や、国が行う不正通信の監視、監査、原因究明調査等の対象範囲が拡大された

サイバーセキュリティ基本法の改正（平成２８年１０月施行）等に基づき、以下のような取

組を実施した。 

 
① 職員の情報セキュリティリテラシーの向上を目的として、責任者向け及び実務担当者向

けの情報セキュリティ研修を令和元年度も引き続き実施した。医療機関全体の情報セキュ

リティの向上に寄与するため、外部の医療機関にも研修に参加していただき、座学形式に

よる昨今の情報セキュリティインシデント事例や院内で実施するべき対策の教育を行うと

ともに、グループワーク形式による医療機関での情報セキュリティインシデント発生時に

おける対応について、実践的な教育を実施した。 

 
  （責任者向け研修）  開催回数２回（２日） 参加人数１５２名 

  （実務担当者向け研修）開催回数５回（１０日）参加人数２６９名（うち外部機関より

１３名参加） 

 
② 医療分野におけるセキュリティ対策強化に貢献することを目的に、医療機関向けの研修

コンテンツを作成し、当該研修コンテンツを利用した研修について、外部の医療機関に参

加を募り、参加した５医療機関と国立病院機構の知見を共有することで、医療分野におけ

るセキュリティ対策強化を図った。なお、グループワークに対応した研修コンテンツにつ

いては、セキュリティベンダと医療機関での情報セキュリティインシデント発生時におけ

る対応を体験することができる研修コンテンツの共同開発を行うことで、より実践的な研

修コンテンツとなるよう努めた。 

 
③ 国立病院機構総合情報ネットワークシステムにおけるメール、インターネットのフィル

タリング、ＳＯＣ（※）による２４時間３６５日のセキュリティ監視等を継続的に実施し

た。 

※ＳＯＣ：Security Operation Center(セキュリティ・オペレーション・センター)の略で、

セキュリティ監視の拠点として、サイバー攻撃の監視・分析を行い、情報システ

ム統括部と連携してセキュリティインシデント対応を行う専門組織。 

 
 

 
年度計画の目

標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ４ 広報に関

する事項 

機構の役

割・業務等に

ついて、広く

国民の理解が

得られるよ

う、積極的な

広報に努める

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他 

既往の閣議

決定等に示さ

れた政府方針

に基づく取組

について、着

実に実施する

こと。 

６ 広報に関

する事項 

国立病院機

構及び各病院

の使命や果た

している役

割・業務等に

ついて、広く

国民の理解が

得られるよ

う、ホームペ

ージの見直し

やＳＮＳ活用

方法の検討な

ど、引き続き

積極的な広

報・情報発信

に努める。 

 

 
７ その他 

 中期目標で

示された「第

６ その他業

務運営に関す

る重要事項」

の５について

適切に対応す

る。 

５ 広報に関

する事項 

国立病院機

構及び各病院

の使命や果た

し て い る 役

割・業務等に

ついて、広く

国民の理解が

得 ら れ る よ

う、ホームペ

ージの見直し

を 始 め る な

ど、引き続き

積 極 的 な 広

報・情報発信

に努める。 

＜評価の視点＞ 

・ 国立病院機

構の役割、業

務等について

積極的な広

報・情報発信

に努めている

か。 

５ 広報に関する事項 

国立病院機構及び各病院の使命、果たしている役割・業務等について、広く国民の理解が

得られるように、総合パンフレットやホームページの活用等により、積極的な広報・情報発

信を行った。 

 

（１）外部向け広報誌「ＮＨＯ ＰＲＥＳＳ～国立病院機構通信～」の発行 

全社広報を強化し、国立病院機構について広く国民の理解を得るため、平成２８年１

０月から外部向広報紙「ＮＨＯ ＰＲＥＳＳ～国立病院機構通信～」を季刊で発行して

いる。 

令和元年度においても、延べ２４，４５０部発行し、各病院の外来待合室、病棟を中

心に、自治体や連携先医療機関にも配布した。また、紙媒体の発行に加え、電子媒体を

ホームページに掲載することで広く情報発信を行った。さらに、病院発行の広報誌に

「ＮＨＯ ＰＲＥＳＳ」の紹介記事を掲載するなど、各病院における広報活動との連携

を図った。 

 

（２）機構全体の総合パンフレットの活用 

国立病院機構の使命や役割、業務等について記載したパンフレットを、令和元年度も

引き続きホームページに掲載するとともに、地域の医療機関や大学、看護学校等養成所

に配布し、医師や看護師の確保にも活用した。 

  

 （３）研修医・専修医向け情報誌「ＮＨＯ ＮＥＷ ＷＡＶＥ」の発刊（再掲） 

平成２２年３月より、国立病院機構における臨床研修の理念や研修体制等について、

実際に研修を受けている研修医や専修医の声や指導医の声も交えながら紹介する研修

医・専修医向け情報誌「ＮＨＯ ＮＥＷ ＷＡＶＥ」を令和元年度も引き続き発行してい

る。 

この情報誌により、研修医や専修医が研修先病院を選ぶ際の参考にするとともに、す

でに国立病院機構で研修を受けている研修医同士の横のつながりができ、より一層有意

義な研修を送れるようバックアップすることを狙いとしている。 

 

（４）積極的な広報・情報発信 

国立病院機構本部では、ホームページを活用し、インフルエンザの流行状況、臨床評

価指標、診療科別医師募集状況等を令和元年度も引き続き、ホームページに掲載してい

る。 

また、令和元年度においては、４月２７日から５月６日までの１０連休の各病院の診

療体制について、プレスリリースを行うとともに、ホームページにも掲載し、情報発信

を行った。 

 

 
年度計画の目

標を達成した。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     平成３０年度からは、本部のホームページを従来のパソコン用の表示に加え、スマー

トフォン用の画面での表示も可能とし、閲覧性の向上を図っている。 

病院においても患者や医療関係者向けの広報誌を発行している。病院パンフレット、

広報誌等は地域の医療機関や行政機関、医師・看護師等採用説明会等で配布すると同時

にホームページに掲載するなど、積極的に広報活動を行っている。また、地域の医療従

事者や地域住民等を対象として、市民公開講座、健康相談等の広報イベントを実施し

た。 

 

・東京病院「東京病院市民公開講座」 

   地域の方のために市民公開講座を外来ホールで実施した。「転ばないためのからだづ

くり」として、オリジナルの「東京病院体操」を紹介した。転倒の防止と毎日の運動の

重要性について説明し、理解の促進を図った。 

 

・横浜医療センター「楓葉祭」 

地域の方々や患者、病棟スタッフに感謝の気持ちを伝え、絆を深められる場とし

て、附属看護学校が実施した。看護の体験を語るシンポジウムや患者体験といったイ

ベントを開催した。 

 

・四国こどもとおとなの医療センター「アジア国際小児医療学会」 

アジア各国有数の病院から多くの医師・医療者を迎え、国際学会を実施した。医師

並びに医療従事者の人材育成、国際的活躍の推進を図った。 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

資料６５：外部向け広報誌「ＮＨＯ ＰＲＥＳＳ～国立病院機構通信～」［２７２頁］ 

  資料４４：情報誌「ＮＨＯ ＮＥＷ ＷＡＶＥ」［１７３頁］ 

 資料６６：２０１９年４⽉２７⽇から５⽉６⽇（ＧＷ）の診療体制について［２８０頁］ 
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